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商品先物取引業務に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第52条第１項に基づき、会員の行う商品先物取引業の業務全般（以下

「商品先物取引業務」という。）について、その適正化を図るためのルールを定め、その適正な

運営を確保することにより、顧客の保護を図ることを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規則における用語は次の各号の定めるところによる。 

⑴ 商品取引所 商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」という。）第２条第４項

に定めるものをいう。 

⑵ 商品市場取引 法第２条第10項に定める取引をいう。 

⑶ 外国商品取引所 法第２条第12項に定めるものをいう。 

⑷ 外国商品市場取引 法第２条第13項に定める取引をいう。 

⑸ 店頭商品デリバティブ取引 法第２条第14項に定める取引をいう。 

⑹ 商品デリバティブ取引 法第２条第15項に定める取引をいう。 

⑺ 商品取引契約 法第２条第24項に定める契約をいう。 

⑻ 商品先物取引業務 法第200条第１項各号に定める行為に関連する業務をいう。 

⑼ 顧客 前号の行為の相手方をいう。 

 

（商品先物取引業務遂行の原則） 

第３条 会員は、法その他の関係法令及び本会の規則（商品市場取引にあっては商品取引所の定め

る規則等、外国商品市場取引にあっては取引を執行する外国商品取引所の定める規則等を含む。

以下「法令諸規則」という。）を遵守するとともに、顧客に対して誠実かつ公正に、商品先物取

引業務を遂行しなければならない。 

２ 会員は、法第214条第５号及び第９号に係る勧誘規制を遵守するために必要な基準を定めて適

正な勧誘に努めなければならない。 

 

（適合性の原則） 

第４条 会員は、商品デリバティブ取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契

約を締結する目的に照らして不適当と認められる商品先物取引業務を行ってはならない。 

２ 会員は、前項に掲げる顧客の知識、経験等の属性を踏まえ、商品デリバティブ取引についての

取引開始に係る基準を定め、当該基準に適合した顧客と商品取引契約を締結しなければならない。

また、会員は、適合性の審査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 

３ 前項に定める基準は、顧客の取引経験、財産その他会員が必要と認める事項について、商品先

物取引業務の相手方、勧誘の有無等自社の商品先物取引業務の実態に応じて定めなければならな

い。 

 

（適正な勧誘の確保と取引の自己責任原則の徹底） 

第５条 会員は、商品先物取引業務を行うにあたっては、主務省の定める「商品先物取引業者等の

監督の基本的な指針」（以下「監督指針」という。）を踏まえ、法第214条に定める勧誘に係る

禁止事項を遵守して適正な勧誘に努めるとともに、法第218条に定める説明義務等の履行その他

顧客に対する必要な情報の提供により、商品デリバティブ取引は顧客自身の判断と責任において

行うべきものであることについて、顧客の理解と認識を得なければならない。 
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（顧客カードの整備） 

第６条 会員は、商品デリバティブ取引を行う顧客について、次に掲げる事項を記載した顧客カー

ドを作成し、備え付けなければならない。 

⑴ 氏名又は名称 

⑵ 住所又は所在地及び連絡先 

⑶ 生年月日（顧客が自然人である場合に限る。次号において同じ。） 

⑷ 職業 

⑸ 収入 

⑹ 資産の状況 

⑺ 投資可能資金額 

⑻ 商品デリバティブ取引その他の投資経験の有無及びその程度 

⑼ 商品取引契約を締結する目的 

⑽ その他会員が必要と認める事項 

２ 会員は、顧客カードの作成等により知り得た顧客の情報を他に漏らしてはならない。 

３ 第１項の規定は、顧客が法第２条第25項に定める特定委託者（法第197条の４第５項の規定に

より特定委託者及び特定当業者以外の顧客（以下「一般顧客」という。）とみなされる者を除き、

法第197条の５第４項の規定又は法第197条の６第６項で準用される法第197条の５第４項の規定

により特定委託者とみなされる者を含む。）又は法第２条第26項に定める特定当業者（法第197

条の８第２項で準用される法第197条の４第５項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、

法第197条の９第２項で準用される法第197条の５第４項により特定当業者とみなされる者を含

む。）の場合には、適用しない。 

 

（契約締結前交付書面等の交付及び説明） 

第７条 会員は、顧客と商品取引契約を締結しようとするときは、法第217条第１項に定めるとこ

ろにより書面を交付し、法第218条第１項及び第２項に基づいて説明しなければならない。 

２ 会員は、顧客と商品市場取引に係る商品取引契約を締結しようとするときは、前項に定める書

面のほか、商品取引所の受託契約準則に定めるところにより必要な書面を交付し、その内容を説

明しなければならない。 

３ 会員は、顧客と外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品取引契約を締結し

ようとするときは、あらかじめ、第１項に定める書面のほか、会員の定める商品取引契約の内容

を記載した書面（以下「契約関係書面」という。）を交付し、その内容を説明しなければならな

い。 

４ 会員は、前各項の規定に基づき顧客に説明をしたときは、顧客が当該説明を受け理解した旨確

認しなければならない。 

 

（取引口座の開設） 

第８条 会員は、顧客との商品市場取引を開始するときは、あらかじめ、受託契約準則の定めると

ころにより取引口座を開設しなければならない。 

２ 会員は、顧客との外国商品市場取引を開始するときは、あらかじめ、当該顧客から契約関係書

面及び外国商品取引所の定める規則に従って取引する旨の書面の差し入れを受け、取引口座を開

設しなければならない。 

３ 会員は、顧客との店頭商品デリバティブ取引を開始するときは、あらかじめ、当該顧客から契

約関係書面に従って取引する旨の書面の差し入れを受け、取引口座を開設しなければならない。 
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（取引の取扱い） 

第９条 会員は、顧客との商品デリバティブ取引に関する取引証拠金又は保証金（以下「証拠金

等」という。）の受け入れ、取引の執行及び決済、証拠金等の返還等については、法令諸規則及

び会員の定める契約関係書面の定めるところにより行わなければならない。 

 

（手数料） 

第10条 会員は、商品取引契約について顧客から手数料等を徴収する場合には、あらかじめ、その

料率、額及び徴収方法等を当該顧客と取り決めなければならない。 

 

（過度な取引の防止） 

第11条 会員は、商品取引契約締結後に顧客が行う商品デリバティブ取引が当該顧客の知識、経験、

財産の状況及び商品取引契約を締結する目的等に照らして過度な取引とならないよう、必要な基

準を定めて管理しなければならない。 

 

（本人名義以外の取引の禁止） 

第12条 会員は、顧客が本人名義以外の名義を使用していると知りながら、当該顧客から商品デリ

バティブ取引の注文を受けてはならない。 

 

（商品先物取引業務管理体制の整備） 

第13条 会員は、顧客の保護を図るため、商品先物取引業務を行う過程、管理組織、顧客の適合性

の審査、商品取引契約の締結に際しての説明、取引意思の確認、過度な取引の抑制等に関する社

内体制を整備しなければならない。 

２ 会員は、顧客に対する勧誘及び取引の状況並びに役員及び使用人の営業活動の状況等について、

常時、的確に把握し適正に商品先物取引業務を遂行しなければならない。 

３ 会員は、顧客の意思を尊重し、誠実かつ公正に商品先物取引業務を遂行していることについて

記録の整備に努めなければならない。 

４ 会員は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別するために必要な社内体制を

整備しなければならない。 

 

（顧客の疑義等の解明努力） 

第14条 会員は、顧客の保護を図るため、顧客から取引等に関する疑義の申出があったときは、そ

の解明に努めなければならない。 

２ 会員は、個人である顧客から取引履歴の開示の請求があったときは、別に定めるところにより、

商品デリバティブ取引勘定元帳を開示しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第15条 会員は、個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号）及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）に従って、顧客、役員及び使用人その他の個人情報の利用目的の特定、公表を行うと

ともに、必要な社内規則の整備及び組織体制の確立に努め、これら個人情報の取得、安全管理、

第三者への提供の制限等個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。 

 

（勧誘方針の策定及び公表） 

第16条 会員は、商品取引契約の締結の勧誘を行おうとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関す

る方針を定め、これを公表しなければならない。 
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２ 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項 

⑵ 勧誘の方法及び時間帯等に関し顧客に対し配慮すべき事項 

⑶ その他、勧誘の適正の確保に関し必要な事項 

 

（顧客に対する情報提供等） 

第17条 会員は、個人である顧客を対象とした商品先物取引業務を行う場合には、苦情、紛争の未

然防止のため、商品デリバティブ取引を行うに当たって顧客が注意すべき事項並びに会員の顧客

相談窓口の電話番号及び本会相談センターの電話番号又は本会ウェブサイトのURLについて、ホ

ームページに掲載しなければならない。 

 

（社内規則の制定及び届出） 

第18条 会員は、商品先物取引業務の適正な運営及び管理に必要な事項について、監督指針及び本

会が別に定める留意事項を踏まえ、第３条、第４条及び第11条に定める基準並びに第13条に定め

る管理体制について社内規則を制定し、これを役員及び使用人に遵守させなければならない。 

２ 会員は、前項の規定により社内規則を制定し又は変更したときは、本会へ届け出るとともに、

個人である顧客に関する取引開始に係る基準について公衆の閲覧に供しなければならない。 

３ 本会は、前項の規定により届出を受けた個人である顧客に関する取引開始に係る基準について

公衆の閲覧に供するものとする。 

 

（指導勧告等の措置） 

第19条 本会は、会員の商品先物取引業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護するために必要

かつ適当であると認めたときは、定款第52条第２項に基づき、当該会員に対し､書面により次の

各号に掲げる措置を講ずることができる。 

⑴ 社内規則の遵守に関する指導 

⑵ 社内規則の変更に関する勧告 

⑶ その他必要な措置 

２ 本会は、第１条の目的を達成するために必要なときは、会員に対し期限を定めて当該会員の社

内規則に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は調査することができる。 

３ 会員は、前項の規定による調査等に対し、全面的に協力しなければならない。 

 

 

附     則 

 

 この規則は、平成３年10月２日から施行する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第２条、第３条及び第５条第４号を改正。第５条第３号及び第５号を新設。 

 

 

附     則 
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 この改正は、平成９年２月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第５条第３号及び第４号を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成10年９月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第２条、第３条、第６条、第７条及び第８条を改正（ただし、第６条第３項は新設)。第３条

第２号及び第４号を新設。 

 

 

附     則 

 

１ この改正は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ この改正に伴い、「広告に関する規則」（平成９年８月１日施行）は廃止する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成11年７月14日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第３条第２項を新設。第４条第２項及び第５条第１項第４号を改正。第４条第１項第２号を

削除。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成12年１月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第７条第２項を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成14年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第10条を改正。 

 

 

附     則 
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 この改正は、平成15年３月５日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第10条を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成17年５月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定め

る日から施行する。 

１．第６条第３項及び第４項    平成17年３月１日 

２．第７条第２項及び第７条の２  平成17年４月１日 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第１条、第４条第１項（ただし、第１号から第４号までは削除）、第５条第１項第１号、第

４号、第６号、第７号、第８号、第10号、第11号、第７条第２項及び第８条第１項を改正。 

２．第４条第２項を削除。 

３．第３条第５項及び第７条の２を新設。 

４．第６条第３項を第４項に繰り下げ、第３項を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第５条第１項第４号及び第８号ロを改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第３条第２項、第４条、第７条第１項及び第８条第１項を改正。 

２．第３条第５項を削除。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成18年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第７条の２を第７条の３に繰り下げ、第７条の２を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成19年２月１日から施行する。 
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（注）改正事項は次のとおりである。 

第８条第１項を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成19年９月30日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １．第３条第１項、第３項、第５条及び第６条を改正。 

 ２．第７条の４を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成21年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第７条の５を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

１．本規則を「受託等業務に関する規則」から「商品先物取引業務に関する規則」に改める。 

２．この改正の施行に伴い、「受託業務管理規則の制定に係るガイドライン」（平成10年９月１

日制定）は廃止する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１条を改正。 

２．第２条を新設。 

３．旧第２条を第３条に繰り下げ、第２項を新設、見出し、第１項を改正。 

４．旧第３条を第４条に繰り下げ、第３項を新設、第１項及び第２項を改正。旧第３条第３項を

第11条に繰り下げ、旧第３条第４項を第６条に繰り下げ、改正。 

５．旧第４条を第５条に繰り下げ、改正。 

６．第７条から第10条を新設。 

７．旧第５条を第12条に繰り下げ、第１項第１号から第11号、第13号から第16号及び第２項を削

り、改正。 

８．旧第６条を削除。 

９．旧第７条を第13条に繰り下げ、改正。 

10．第７条の２を第14条に繰り下げ、第２項を新設、見出し、第１項を改正。 

11．第７条の３を第15条に繰り下げ、改正。 

12．第７条の４を第16条に繰り下げ、第２項第３号を削り、第４号を第３号に繰り上げ、第１項

及び第２項第１号を改正。 

13．第７条の５を第17条に繰り下げ、第２項を削り、改正。 

14．旧第８条を第18条に繰り下げ、改正。 

15．旧第９条を第19条に繰り下げ、第１項第３号を削り、第４号を第３号に繰り上げ、第１項柱

書き、第１項第１号及び第２号、第２項及び第３項を改正。 
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16．旧第10条を削除。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成25年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第17条を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成27年12月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第15条及び第18条第1項を改正。 
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商品先物取引業務に関する規則第14条の取扱要領 
 

 

商品先物取引業務に関する規則第14条第２項による個人である顧客からの取引履歴の開示請求に

関する取扱要領を、以下のとおり定めるものとする。 

 

第１．開示の請求に関する手続き 

 

１．個人である顧客（以下「請求者」という。）の、会員に対する取引履歴の開示請求は、個人

情報の保護の観点から、書面によるものとし、その書面は別紙様式に準拠して会員が定める取

引履歴の開示に関する請求書（以下「開示請求書」という。）によるものとする。 

２．開示請求書の受付は、郵便、持参又はファクシミリによるものとする。 

３．開示請求は、請求者本人又は当該請求者の代理人によるものとする。ただし、代理人の範囲

は、次に定めるものに限る。 

⑴ 開示を求める請求者本人が委任した代理人 

⑵ 成年被後見人の法定代理人又は当該法定代理人が委任した代理人 

４．会員は、開示請求をした請求者が本人である旨を確認するものとし、その確認のため開示請

求書に本人確認のための公的な証明書その他会員が必要と認める身分証明書の写しを添付する

旨求めることができる。 

５．会員は、開示請求が代理人による場合には、正当な代理人である旨の確認及び代理人の本人

確認をするものとし、その確認のため代理権を証する書面及び当該代理人の本人確認のための

公的な身分証明書その他会員が必要と認める身分証明書の写しを添付する旨求めることができ

る。 

この場合において、会員は、請求者本人又は法定代理人に対し、その代理人が正当な代理人

であることを直接確認することができる。 

６．会員は、開示に係る費用を請求することができる。ただし、費用の額については実費相当額

とするなど委託者に過大な負担を強いることのないよう、あらかじめ相当な基準を設定するも

のとする。 

 

第２．開示請求に対する会員の対応 

 

１．請求者から開示請求があったときは、会員は、当該請求者に係る開示資料の有無を調査し、

存在しない場合には遅滞なく請求者本人又は代理人に通知するものとする。 

２．会員は、開示資料が存在する場合には、開示請求が商品先物取引業務に関する規則第14条及

び本取扱要領に則ったものかどうかを審査するものとする。 

３．２．の審査の結果、開示請求に応じることとした場合には、会員は遅滞なく適切な方法によ

り開示するものとする。 

４．会員は、開示請求に関して記録を作成し保管するものとする。 

この場合において、２．の審査結果については審査日、審査者、審査過程及び審査内容等を

記録するものとする。 

 

第３．開示請求に応じない場合 

 

会員は、以下の事項に該当する場合には開示請求に応じないことができる。 

この場合、会員は理由を付してその旨を請求者本人又は代理人に通知しなければならない。 
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⑴ 開示請求書が提出されない場合又は提出された場合であっても開示請求書に必要事項が記載

されていない場合 

⑵ 請求者本人の確認ができない場合、代理人の証明ができない場合又は代理人本人の確認がで

きない場合 

⑶ 請求者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

⑷ 会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

⑸ 第１．の６．により設定した開示に係る費用が支払われない場合 

 

第４．その他 

 

この取扱要領に規定のないものについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号）第25条その他関係条文の規定に従い適切に対応するものとする。 

 

 

附     則 

 

１．この取扱要領は、平成18年４月１日から施行する。 

 

 

附     則 

 

１．この改正は、平成 23 年１月１日から施行する。 

２．本取扱要領を「受託等業務に関する規則第７条の２の取扱要領」から「商品先物取引業務に関

する規則第 14 条の取扱要領」に改める。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１．の１から５、第２．の１及び２、第３．の柱書き、第２号及び第３号を改正。 

２．別紙を改正。 
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別 紙 

 

取 引 履 歴 の 開 示 に 関 す る 請 求 書 

請求年月日 平成  年  月  日 管理 No. 

ふ り が な 

顧 客 名       

 

                             印 

生年月日 性別 

ふ り が な 

現 住 所        

 

                              
電話                   

 ﾌｧｯｸｽ                  

開 示 資 料 商品デリバティブ取引勘定元帳 

開示請求の理由又は目的： 

開 示 方 法 

（該当する

ものに○） 

（  ）① 閲  覧 

（  ）② コピー 

（  ）③  ※ 

・ ※印の③には、各社が可能な開示方法を記入する。 

・ 開示資料のコピーの郵送を求められた場合には、送付方法及び送付先の記載を求めることがで

きる。 

 

〔代理人が顧客から委任されて請求する場合には以下も記入して下さい。〕 

ふ り が な 

代理人氏名 

 

             印 

生年月日 性別 本人との関係 

ふ り が な 

代理人の 

現住所 

 
電話                

 ﾌｧｯｸｽ               

 

 

 



 

- 12 - 

商品先物取引業務に関する規則第 18条第１項に基づく留意事項 
 

「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」（以下「監督指針」という。）の顧客保護に関す

る部分に対応し、社内規則を制定する際に特に会員が留意すべき事項を以下のとおり定める。 

Ⅰ．再勧誘禁止の遵守に関する事項 

Ⅱ．不招請勧誘禁止の遵守に関する事項 

Ⅲ．不招請勧誘禁止の例外の遵守に関する事項 

Ⅳ．適合性原則の遵守に関する事項 

会員においては、監督指針の顧客保護に関する部分及び上記の日商協の留意事項を踏まえて社内

規則を制定し、それを役員及び使用人に遵守させるとともに、社内監査を通じて遵守状況を点検す

る体制を確立する。 

今回の監督指針に従い、会員においてそれぞれの商品先物取引業務の実態に応じて適切な諸基準

を含む社内規則を定めることを旨とし、日商協においてはその際の留意すべき事項を示すこととす

る。 

なお、施行後の苦情等の状況や会員の定めた社内規則の内容等を勘案して、留意事項については

適宜見直しを行うものとする。 

 

 

Ⅰ．再勧誘禁止の遵守に関する事項 

 

商品先物取引法（以下「法」という。）第 214 条第５号の再勧誘の禁止の取扱いについては、監

督指針の趣旨を踏まえ、実際の勧誘が行われた現場でのやりとり等から顧客の意向を参酌し、勧誘

を継続してよいか、再び勧誘を行う時期として適切かどうかを慎重に判断する必要がある。 

再勧誘の禁止を的確に遵守するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これらを踏まえ

て具体的なケースごとの指針を社内規則に制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。 

 

１．「商品先物取引には全く関心がありません。」、「商品先物取引はいりません。」、「もう二

度と来ないで欲しい。」など、顧客より勧誘を受けることを希望しない旨の明確な意思表示があ

った場合は、勧誘の継続や再勧誘を行うことは禁止される。 

 

２．「今は忙しいので後日にしてほしい。」、「今は相場が悪いので関心がない。」など、顧客よ

り一定の時期や時点を示した上で勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示があった場合は、

現場でのやりとり等から顧客の意思を参酌して、再び勧誘を行う時期を慎重に判断し、かつ、勧

誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確認する必要がある。 

 

３．「金はやりません。」、「大豆には関心がありません。」、「農産物先物には関心がありませ

ん。」など、顧客より対象となる商品やその範囲が示された場合は、それ以外の商品の勧誘を行

うことは妨げられないが、勧誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確認する必要がある。 

 

４．商品先物取引の取引期間（限月）は、最長でも１年であり、かつ、商品の価格・需給動向は季

節や天候、作柄等によって変動するという性質に鑑み、概ね１年が経過した場合は、実質的に別

の契約であると考えられる場合もあるが、現場のやりとり等から顧客の意向を参酌して、再び勧

誘を行う時期を慎重に判断し、かつ、勧誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確認する必

要がある。しかし、その場合であっても、商品先物取引全般の勧誘を希望しない旨の明確な意思

表示があった場合は勧誘の継続や再勧誘を行うことは禁止される。 
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５．再勧誘の禁止を的確に遵守するためには、現場でのやりとりにおいて顧客から勧誘に対してど

のような意思表示があったのかを、外務員が可能な限り正確に把握することが不可欠なので、上

記に掲げた顧客の発言例を参考に、外務員が統一的な対応ができるよう自社のビジネスモデルに

応じた判断基準を設け、その上で以下の措置を講ずるものとする。 

⑴ 顧客のどのような発言が勧誘を拒否する発言であるとするかの判断基準に従い、顧客から勧

誘を拒否する意思表示があった場合には、当該顧客に対して勧誘を禁止する旨の社内周知や当

該顧客の電話番号を電話発信規制装置等に登録する。 

⑵ 顧客より一定の時期や時点を示した上で勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示があっ

たのかを含め、外務員が現場における顧客とのやりとりを日誌等に記録し、営業部門から独立

した管理部門の責任者が当該記録を点検し、社内規則として定める再アプローチの基準に照ら

して審査を行い、再勧誘が可能であると判断した顧客に対して勧誘する。 

⑶ 上記⑵の手続きを経て顧客に対して再び勧誘する際には、それに先立って顧客に勧誘を受け

る意思があるかを確認し、意思表示の内容に応じて以下の対応を行う。 

① 顧客から勧誘を受ける意思がある旨の意思表示があった場合、外務員は日誌等にその旨を

記録すること。 

② 顧客から勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示があった場合、上記⑴の措置を講ず

ること。 

⑷ 再勧誘禁止の遵守に関する社内規則に基づく手続等について社内監査で点検し、その実施状

況を評価すること。 

 

 

Ⅱ．不招請勧誘禁止の遵守に関する事項 

 

 法第 214 条第９号の不招請勧誘の禁止の取扱いについては、監督指針の趣旨を踏まえ、新たな法

規制である不招請勧誘の禁止を的確に遵守するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、こ

れらを踏まえて社内規則を制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。 

 

１．不招請勧誘の禁止の対象は、以下の商品取引契約の締結の勧誘を要請していない個人顧客に対

し、訪問し、又は電話をかけて当該契約の締結を勧誘することであることを社内規則に定める。 

⑴ 個人顧客が国内商品市場取引又は外国商品市場取引を行うことを内容とする商品取引契約で

あって、商品市場における相場等に係る変動により当該契約に基づく取引について損失が生ず

ることとなるおそれがある場合には、その損失額が取引証拠金等の額を上回るおそれがあるも

の 

⑵ 個人顧客が店頭商品デリバティブ取引を行うことを内容とする商品取引契約 

 

２．個人顧客に対する勧誘を行わないビジネスモデルにあっては、個人顧客に対して勧誘を行わな

い旨を社内規則に規定する。また、個人顧客を対象とするものの勧誘を伴わない電子取引等のビ

ジネスモデルについては、その具体的なビジネスモデルを特定した上で勧誘を行わない旨併せて

社内規則に規定する。 

（注）電子取引の定義は「商品先物取引の電子取引に係るガイドライン」に規定している。 

 

３．勧誘を行う場合は、自社の個人顧客に対する働きかけの方法（セミナーの開催、広告等による

顧客への情報提供とこれに対する資料請求等の顧客の反応など）を踏まえ、個人顧客の反応の程

度や頻度などを慎重かつ総合的に勘案してどのような反応をもって勧誘の要請があったと捉える
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か、また、どのような場合に勧誘を受ける意思の確認等を行うことができるかなどを社内規則に

定める。 

その際に留意すべき事項としては、次のことが考えられる。 

⑴ 自社の個人顧客に対する働きかけの方法（セミナーの内容、資料の送付方法や顧客に提供す

る資料や情報の内容、セミナーの出席や資料請求の頻度など）を踏まえて、個人顧客の勧誘の

要請の判断について明確な基準を設け、この基準に従い社内審査を行った上で、個人顧客から

招請があったものとして取り扱う。 

また、この基準については適宜見直しを行う。 

この基準においては、勧誘の要請とみられる顧客の典型的な反応を整理して基準とするほか、

個人顧客の反応の状況を自社の個人顧客に対する働きかけの方法別に区分けして基準とするこ

と等が考えられる。 

例えば、これまでの自社における勧誘の記録を整理した上で、「契約するかどうかの前に契

約手続を教えて欲しい。」、「取引したいので詳細な説明をして欲しい。」、「取引すること

を考えてもいいので詳細な説明をして欲しい。」のように個人顧客からの勧誘の要請とみられ

る典型的な言葉の例を掲げ、これを基準とすることが考えられる。また、自社のビジネスモデ

ルにおける個人顧客との接触の頻度、例えば、資料請求に対して提供する資料について簡単な

ものから詳細なものまで何段階か準備し、最も詳細な資料を請求するまでの過程や説明したと

きの個人顧客の反応によって判断する基準、あるいはセミナーや資料請求でのアンケートに

「勧誘を希望しますか。」や「取引を前提とした説明を求めますか。」といった問いを設け、

それに対する回答によって判断する基準などが考えられる。 

⑵ ダイレクトメール、電子メール及びファクシミリにより資料を送付した個人顧客から電話を

かけてきた場合、又はセミナーを招集するに当たり、あらかじめ個人顧客に対して当該セミナ

ーにおいて上記１．の商品取引契約の締結の勧誘を行う目的を明示している場合、勧誘を受け

る意思の有無や、当該顧客の適合性の確認を行った後は、当該顧客に対して勧誘を行うことが

できる。（監督指針Ⅱ－４－３－１の⑸⑤参照） 

⑶ 不招請勧誘の禁止の対象でない商品取引契約（商品市場における相場等に係る変動により取

引証拠金等を上回る損失が生ずるおそれがない取引の商品取引契約）の場合、個人顧客からの

勧誘の要請がなくても訪問し、又は電話をかけて当該契約の締結の勧誘を行うことができるが、

勧誘に先立って勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認を行う必要がある。 

⑷ 商品取引所の受託契約準則に定める損失限定取引以外の契約について、不招請勧誘の禁止の

対象でない商品取引契約として取り扱おうとする場合には、当該契約に定める取引が商品市場

における相場等に係る変動により取引証拠金等を上回る損失が生ずるおそれがない取引である

ことを、あらかじめ主務省に確認を求めるなど法令の規制に抵触するか否か精査する必要があ

る。 

⑸ 受託契約準則に定める損失限定取引の勧誘に当たり、商品先物取引の仕組みに関連して通常

取引について説明する場合には、通常取引の取引内容を客観的に説明する（仕組みの比較程

度）に止め、通常取引のメリットのみを強調するなど通常取引の勧誘と誤認されないよう措置

する。 

⑹ 勧誘の要請をしてきた個人顧客については、その要請をもって既に当該顧客に対して勧誘の

告知及び勧誘を受ける意思の確認がなされていると理解できるが、意思の疎通に齟齬を来たさ

ないよう改めて勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認を行うことが考えられる。 

 

４．不招請勧誘の禁止は新たな法規制であり、その的確な遵守が必要であることに加えて、新たな

類型のトラブルの発生も懸念されるので、個人顧客から勧誘の要請があったことを明らかにする

ため、個人顧客への対応やそれに対する顧客の反応について適切に把握できるように、日誌や顧
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客カード等において時系列で記録を作成し、保存する。（監督指針Ⅱ－４－３－１の⑸④参照） 

記録の内容としては、顧客からの勧誘の要請はもとより、ダイレクトメール等による資料の提

供やセミナーの開催に対する顧客の反応（例えば、顧客の来店や電話、それらの手段による資料

請求や説明要請等）、セミナーの内容に応じた出席状況、ダイレクトメール等やセミナーでのア

ンケートの回答状況とともに、それらにおける勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認等とする。 

 

５．上記４．の記録を営業部門から独立した管理部門の責任者が点検し、勧誘の要請があったかど

うかについて社内規則に定める基準に照らして審査を行い、要請があったと判断できる顧客に対

して勧誘する。また、社内規則に基づく手続等について社内監査で点検し、その実施状況を評価

する。 

 

６．不招請勧誘の禁止の対象でない法人顧客に対して勧誘する場合には、勧誘に先立って当該法人

顧客が法人格を有しているか客観的に確認し、勧誘の告知に際して当該法人に対する勧誘である

旨を明確に伝え、法人の代表者や担当者に勧誘を受ける旨の意思を確認した後に勧誘する。一方、

個人顧客としての法人の代表者や担当者に対する勧誘は損失限定取引であれば可能であるが、通

常取引にあっては個人顧客である当該者から勧誘の要請を受ける必要がある。 

 

 

Ⅲ．不招請勧誘禁止の例外の遵守に関する事項 

 

法第 214 条第 9 号に基づく商品先物取引法施行規則（以下「省令」という。）第 102 条の 2 第 2

号及び第 3 号に定める不招請勧誘の禁止の例外については、監督指針の趣旨を踏まえ、その例外と

なる条件に則った行為を的確に遂行するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これらを

踏まえて社内規則を制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。 

 

１．不招請勧誘禁止の例外となる勧誘行為であって、自社の採用する方法（省令第 102 条の 2 第 2

号及び第 3 号）について必要となる事項を、それぞれ商品先物取引業務に関する規則第 18 条第 1

項に基づく社内規則として定め、役員及び使用人に遵守させて、当該勧誘行為が法に適合して行

われるよう外務員を管理する体制を整備する。 

 

２．省令第 102 条の 2 第 2 号の他社契約者である顧客のうち、商品先物取引法施行令第 30 条に規

定する商品取引契約及び金融商品取引法施行令第 16 条の 4 第 1 項に規定する金融商品取引契約

を締結している者については、単純に契約の締結のみに着目せずに、例えば商品取引契約につい

ては契約の締結から 5 年以内に限るなど、実質的な取引経験を踏まえることとし、取引経験者と

して自社で取り扱い得る要件を社内規則に定める。 

なお、省令第 102 条の 2 第 1 号の継続的取引関係にある顧客についても同様とする。 

 

３．省令第 102 条の 2 第 2 号について 

⑴ 他社契約者である個人顧客から勧誘の要請がなくても訪問し、又は電話をかけて商品取引契

約の締結の勧誘を行うことはできるが、勧誘の告知、勧誘受諾意思の確認を行う際に併せて、

他社契約者でなければ契約を締結できない旨の条件を説明することが求められている。その過

程において勧誘条件を満たさないことが判明した場合には、直ちに勧誘を中止するとともに、

当該顧客に対して省令第 102 条の 2 第 2 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話を禁止

する旨を社内に徹底すること及び当該顧客の電話番号を電話発信規制装置等に登録することな

どの対応を具体的に社内規則に定める。 
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⑵ 省令第 102 条の 2 第 2 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話をした場合には、その

日時及び登録外務員の氏名、電話又は訪問の別を記録するほか、顧客が他社契約者に該当しな

かったときはその旨、及び顧客から勧誘を受諾しない旨の意思表示があったときはかかる勧誘

を受諾しない意思表示に係る発言内容を記録し、これを 1 年間保存する。 

⑶ 勧誘に先立つ条件説明を受けたことを顧客が証する書面には、条件説明の日時及び内容、説

明した登録外務員の氏名並びに顧客が説明を受けた旨及び勧誘受諾意思の確認や条件説明に先

立って勧誘を受けていない旨を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。 

⑷ 他社契約者であることの申告書面には、締結しているハイリスク取引の契約の種類及び当該

契約に基づく取引の経験を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。 

⑸ 顧客から勧誘の要請があった場合には、(2)の記録と照合し、当該顧客に対する省令第 102

条の 2 第 2 号の規定による勧誘を目的とする訪問若しくは電話の状況について確認し、過去

14 日間以内に同号の規定を目的とする訪問若しくは電話をしていた場合又は(2)により記録し、

保存されていない場合には、顧客の当該勧誘の要請については勧誘の要請として取り扱わない

こととする。 

⑹ 一連の勧誘過程が適正であることを担保する観点から、勧誘に係る経緯を日誌等に詳細に記

録する等の措置を講ずる。 

⑺ 特に⑶及び⑷の書面の作成及び提出が顧客の自由な意思に基づくものであり、その記載内容

が事実であることを担保する観点から、上記申告書面の差し入れに係る経緯を日誌等に詳細に

記録する等の措置を講ずる。 

⑻ 省令第 102 条の 2 第 2 号に違反したことが判明したときは、「役員使用人等に対する指導、

勧告、処分に関する規則」第 8 条第 1 項に定める届出書を本会に提出するものとする。 

 

４．省令第 102 条の 2 第 3 号について 

⑴ 顧客（継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。）から勧誘の要請がな

くても訪問し、又は電話をかけて勧誘を行うことができるが、勧誘の告知、勧誘受諾意思の確

認を行う際に併せて、勧誘条件を説明することが求められている。その過程において、勧誘条

件を満たさないことが判明した場合には、直ちに勧誘を中止するとともに、当該顧客に対して

省令第 102 条の 2 第 3 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話を禁止する旨を社内に徹

底すること及び当該顧客の電話番号を電話発信規制装置等に登録することなどの対応を具体的

に社内規則に定める。 

⑵ 省令第 102 条の 2 第 3 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話をした場合には、その

日時及び登録外務員の氏名、電話又は訪問の別を記録するほか、顧客が省令第 102 条の 2 第 3

号に定める条件を満たさないことが判明したときは当該条件を満たさなかった理由、及び顧客

から勧誘を受諾しない旨の意思表示があったときはかかる勧誘を受諾しない意思表示に係る発

言内容を記録し、これを 1 年間保存する。 

⑶ 勧誘に先立つ条件説明を受けたことを顧客が証する書面には、条件説明の日時及び内容、説

明した登録外務員の氏名並びに顧客が説明を受けた旨及び勧誘受諾意思の確認や条件説明に先

立って勧誘を受けていない旨を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。 

⑷ 年収・金融資産申告書には、年収（給与収入、事業収入、年金・恩給、その他の収入の内

訳）、保有金融資産額（預貯金、有価証券、その他の内訳）、退職金の額・生命保険金額・遺

産相続又は離婚による財産分与を受けた額及び受領時期並びに顧客が申告する旨を記載するこ

ととし、これに顧客の署名を受けるものとする。 

⑸ 理解度確認に使用する書面及びその実施方法については、以下の事項を踏まえて社内規則を

定める。 

① 相場が短期間に大きく変動した事例を示した上で、顧客に委託手数料を加味した損失を計
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算してもらうとともに、売買価格差による損益と委託手数料の関係を計算してもらうテスト方

式とする。なお、委託手数料は自社の実際の水準を用いる。 

② 理解度確認書面は、当該顧客にどの問題を使用するのか管理部門以外に所属する者が知り

得ないようにするため、会員は商品や枚数等を適宜変更することにより、複数の確認書面を用

意する措置を講ずる。 

③ 顧客が全問正解できなかった場合にあらためて理解度確認を行う時は、間違いの程度等を

勘案して適当な期間（例えば 3 日以上）を空けるものとする。 

④ 役職員が顧客に対して解答を示唆しないことを担保するための措置として、管理部門によ

る理解度確認が終了するまで営業部門は顧客に接触しない。 

⑹ 顧客から勧誘の要請があった場合には、⑵の記録と照合し、当該顧客に対する省令第 102 条

の 2 第 3 号の規定による勧誘を目的とする訪問若しくは電話の状況について確認し、過去 14

日間以内に同号の規定を目的とする訪問若しくは電話をしていた場合又は⑵により記録し、保

存されていない場合には、顧客の当該勧誘の要請については勧誘の要請として取り扱わないこ

ととする。 

⑺ 一連の勧誘過程が適正であることを担保する観点から、勧誘に係る経緯を日誌等に詳細に記

録する等の措置を講ずる。 

⑻ 特に⑶、⑷及び⑸の書面の作成（解答）及び提出が顧客の自由な意思に基づくものであり、

その記載内容が事実であることを担保する観点から、当該書面の差し入れに係る経緯を日誌等

に詳細に記録する等の措置を講ずる。 

⑼ 熟慮期間は暦日であり、契約締結の日の翌日から起算する。 

⑽ 投資上限額の設定及び管理の方法については、以下の事項を踏まえて社内規則を定める。 

① 投資上限額は、あらかじめ顧客にその趣旨を説明し理解を求めた上で、「年収・金融資産

申告書」により申告を受けた年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 の額を上限として、顧客

の属性及び意向等を踏まえて設定し、これを顧客に通知する。 

② 顧客が別に申告する投資可能資金額が年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 以上の額で

ある場合には、年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 の額を投資上限額として設定すること

とし、投資可能資金額が年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 の額より少ない場合には、投

資可能資金額を投資上限額として設定することとする。 

⑾ アラート機能については、以下の事項を踏まえて社内規則を定める。 

① 新たに投資上限額が導入され、取引開始から 1 年間は投資上限額を超える額の取引はでき

ないこととされたことに伴い、②に定める計算により得た額の水準についてアラートとして通

知することにより、顧客にその後の対応を検討するよう注意を促すこととする。 

② 商品取引所の受託契約準則の「特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例」に

定める投資可能額から預り証拠金のうち委託者証拠金（値洗損益金通算額が負である場合には

委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額）を減じた額が最初に投資上限額の 20％以下

となった時にアラートを発するものとする。 

③ アラートの通知方法は以下のとおりとする。 

イ 無用なトラブルを回避する観点から、通知の発信者は管理部門とし、営業部門は関与しな

い。 

ロ アラートの内容が確実に委託者に伝わるとの観点から、電子メール又はファクシミリを使

用することとし、その到達について確認するものとする。 

⑿ 省令第 102 条の 2 第 3 号に違反したことが判明したときは、「役員使用人等に対する指導、

勧告、処分に関する規則」第 8 条第 1 項に定める届出書を本会に提出するものとする。 

 

５．省令第103条第1項第28号について 
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内部管理体制の構築において求められる一連の勧誘過程における記録の作成とその保存につい

て、主務省令第102条の2第2号及び第3号に定める条件に係る記録（他社契約者である旨、年齢、

年金生活者ではない旨、年収及び保有金融資産額、弁護士等の特定の資格を保有する旨）をその

対象とする旨を社内規則に定める。 

 

 

Ⅳ．適合性原則の遵守に関する事項 

 

法第 215 条の適合性原則の取扱いについては、監督指針の趣旨を踏まえ、顧客の知識、経験、財

産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる商品先物取引業務を行う

ことのないよう、適合性の原則を遵守するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これら

を踏まえて社内規則を制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。 

なお、商品取引所の受託契約準則に定める損失限定取引、勧誘を伴わない電子取引等のビジネス

においても、その取引特性に応じて同様に社内規則を制定する必要がある。 

 

１．取引開始基準、投資可能資金額の管理及び過度の取引の防止措置並びにそれらに関する社内審

査の手続きについては、商品先物取引業務の実態に応じた適切な管理を実現する観点から、以下

のような会員の商品先物取引業の内容等に応じて適切に組み合わせて区分し、その区分に応じて

規定することが考えられる。 

・商品先物取引業の内容が国内商品市場取引又は外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバテ

ィブであるのか。 

・取引の内容が損失限定取引又は通常取引であるのか。 

・取引の方法が対面取引又は勧誘を伴わない電子取引若しくはコールセンター取引であるのか。 

・対象とする顧客が個人顧客又は法人顧客であるのか（商品デリバティブ取引の経験の有無を

含む）。 

・ヘッジ取引であるのか、スペキュレーション取引であるのか。 

 

２．適合性の原則を的確に遵守していくためには、生年月日、職業、収入、資産、投資可能資金額、

商品デリバティブ取引等その他の投資経験、商品取引契約を締結する目的等の情報を的確に把握

することが基本となるので、顧客から申告を受ける情報の内容及び申告の方法等を社内規則に明

確に定める。また、申告を受けた情報は顧客カードをもって整理した上で管理し、それらの情報

に変更があった場合には申告することを顧客に要請し、変更があった都度顧客カードを更新して

管理する。 

 

３．監督指針の「個人顧客との間の取引行為に係る考慮事項」（Ⅱ－４－２の⑷②参照）に示され

ている不適当と認められる勧誘又は不適当と認められるおそれのある勧誘であると考えられる事

例を踏まえ、個人顧客に関しては以下の点に留意して取引開始基準及び当該基準に基づく社内審

査の手続きを社内規則に明確に定める。 

⑴ 取引開始基準においては監督指針に示されている不適当と認められる勧誘又は不適当と認め

られるおそれのある勧誘の事例のほか、公金取扱者など自社の経営方針等から同様に取り扱う

べき事例がある場合には、これも併せて規定する。 

⑵ 取引開始基準に定めた事例に該当するか否かなど適合性の有無の判断材料については、以下

のような項目を参考として具体的に定め、的確に適合性の審査を行う。その際、次の事例のう

ち②及び③については、特に慎重を期す必要があるので、より徹底した社内審査を行う。 

① 「デリバティブ取引の経験がない者に対する勧誘」については、商品デリバティブ取引に
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関する知識、理解の程度等 

（注）デリバティブ取引の経験とは、例えば、商品デリバティブ取引の経験のほか、外国為

替証拠金取引や金融商品等の先物取引等のレバレッジのある取引の経験であり、その取

引の経験者として扱い得るに足る経験の期間を設定する。 

② 「年金等により生計をたてている者に対する勧誘」については、年金等の収入のほか、損

失を被っても生活に支障のない程度の資産の有無とその具体的状況 

③ 「高齢者に対する勧誘」については、資産の状況によって適合性の有無が大きく左右され

ることから、資産の具体的状況、上記①のデリバティブ取引の経験の有無及び商品デリバテ

ィブ取引に関する知識、理解の程度等、②の定期的な収入の有無とその状況（年金等の比率

等） 

（注）上記①と同様にデリバティブ取引の経験及び経験者として扱い得るに足る期間を設定

する。 

④ 「投資可能資金額を超える損失を発生させる可能性の高い取引に係る勧誘」については、

顧客からの投資可能資金額を引き上げる旨の申告が前提になるが、その引き上げによる取引

で損失を被っても生活に支障のないとする資産の具体的状況のほか、それ以前の取引で生じ

た損失の状況、①の取引の経験や理解度等 

⑶ 上記の一つの事例に該当することにより直ちに不適当と認められる勧誘と判断することもで

きるが、それぞれの事例を組み合わせて総合的に判断することも考えられる。 

⑷ 顧客から申告を受けた情報に基づいて商品先物取引業者の審査によって最終的に判断するこ

とになるが、顧客と接する過程で顧客が適合性を有していないことが判明した場合には、直ち

に勧誘を中止する。 

⑸ 適合性の審査の手続きについては、上記１．の商品先物取引業の内容及び社内組織等の実態

を踏まえたものとなるが、適合性の原則に照らして厳格な審査が必要な場面（上記⑴及び⑵に

該当するケース）も具体的に規定し、監督指針（Ⅱ－４－２の⑷②ハ参照）に示された内容も

踏まえ、本店レベルの審査手続きを行うなど、より慎重な審査手続きを社内規則に定める。 

 

４．投資可能資金額については、監督指針の「個人顧客との間の取引行為に係る考慮事項」（Ⅱ－

４－２の⑷①ロ参照）において「損失（手数料等を含む。）を被っても生活に支障のない範囲で

定める資金額」とされたので、取引による損失が申告を受けた投資可能資金額を上回ることのな

いよう具体的方法を定めて適切に管理する必要がある。 

なお、適切な管理を行うためには顧客からの申告が重要であることから、投資可能資金額の定

義及び自社における管理の方法について十分に説明する旨を社内規則に定める。 

 

５．過度の取引の防止措置については、個人顧客に関してきめ細かに顧客管理を行う必要があるが、

特に、未経験者については以下の点に留意して、未経験者保護措置の対象者及び保護措置の内容

を社内規則に規定する。また、未経験者の申告によって保護措置を解除する手続きについては、

自社の定める経験者として扱うことの判断基準と上記３．⑸の厳格な審査が必要な場面と同等の

審査を行う旨を社内規則に規定する。 

⑴ 対象となる未経験者は、商品デリバティブ取引又はこれと同様のレバレッジがあると認めら

れる取引の経験が皆無である者のみならず、これらの取引の経験が経験者として扱い得るに足

る期間(例えば、３か月)に満たない者も含める。 

⑵ 保護措置としては、損失の許容額である投資可能資金額に一定の率を乗じて得た額を預託す

ることのできる取引証拠金等とすること、取引することのできる枚数等を制限するといった明

確な措置を講ずる。 
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６．適合性原則の遵守に関する社内規則に基づく手続等について社内監査で点検し、その実施状況

を評価する。 

 

 

平成 23 年１月 26 日制定、施行 

平成 27 年 6 月１日施行 

平成 27 年 8 月 1 日施行 
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商品先物取引業務に関する規則第 19 条に基づく措置について 
 

（平成 23 年１月 26 日理事会決定） 

（平成 26 年 2 月 26 日改正） 

 

１．平成23年１月26日以降、本会相談センターに申出のあった商品取引契約の締結の勧誘に関する

苦情（取引に至っていないもの）について、速やかに、その事実関係の有無を確認のうえ、その

申出の相手方である会員に対し、当該苦情に関与した外務員の行う商品取引契約の締結に係る勧

誘行為を５営業日の間自粛するよう求めるとともに、当該苦情発生の経緯、勧誘に関する社内管

理体制の実情等について商品先物取引業務に関する規則第19条第２項に基づく報告若しくは資料

の提出を求め、又は調査を実施する。 

 

２．上記の調査等の結果、当該会員の商品先物取引業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護す

るために必要かつ適当であると認めたときは、勧誘に関する基準の遵守の徹底等について改善を

行う旨指導するなど同条第１項に定める措置を講ずる。 

 

３．調査等の結果、上記２．の措置に至らないと認められる場合であっても、再発防止等の観点か

ら注意喚起を行う。 
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会員の内部管理責任者等に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、会員の商品先物取引業の業務全般に関し、商品先物取引法その他の関係法令

及び本会の規則（以下「法令諸規則」という。）を遵守するための内部管理体制を整備・運用し、

顧客の保護と業務の適正な運営を図ることを目的とする。 

 

（内部管理総括責任者の責務） 

第２条 内部管理総括責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、当該会員の役員又は使用人

に対し、法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、

顧客管理が適正に行われるよう、内部管理体制の整備・運用に努めなければならない。 

２ 内部管理総括責任者は、会員における営業活動が法令諸規則を遵守し、適正に行われるよう内

部管理責任者及び営業責任者を指導、監督し、法令諸規則に違反する事案が生じた場合には、法

令諸規則に照らし、適正に処理しなければならない。 

３  内部管理総括責任者は、会員の営業活動における法令諸規則の遵守に関し、行政官庁及び本会

その他の自主規制機関との適切な連絡、調整を行わなければならない。 

４  内部管理総括責任者は、会員の商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、

自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を

取締役社長等に報告しなければならない。 

５  内部管理総括責任者は、第８条第２項又は第10条第２項の規定により内部管理責任者又は営業

責任者から報告を受けた場合には、適切な指示を与えなければならない。 

 

（内部管理総括責任者の資格要件） 

第３条 内部管理総括責任者は、内部管理を担当する取締役又はこれに準ずる者でなければならな

い。 

２ 会員は、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則（以下「指導等規則」という。）

第 16 条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者について、内部管理

総括責任者に任命してはならない。 

３ 会員は、指導等規則第 16 条第１項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている

者について、その決定を受けた日から５年間は、内部管理総括責任者に任命してはならない。 

４ 会員は、会員等の外務員の登録等に関する規則（以下「登録等規則」という。）第 12 条第１項

の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、当該処分の決定を受けた日から５

年間は、内部管理総括責任者に任命してはならない。 

５ 会員は、次に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又は処分期間中は、

内部管理総括責任者に任命してはならない。 

⑴ 登録等規則第４条の２第１項の規定による外務員の職務禁止措置を受けた者 

⑵ 登録等規則第12条第１項の規定による外務員の職務の停止の処分を受けた者 

 

（内部管理総括責任者の届出） 

第４条 会員は、内部管理総括責任者１名を定め、細則に定める様式による内部管理総括責任者届

出書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。 

２ 会員は、前項の届出内容に変更がある場合は、細則に定める様式による内部管理総括責任者変
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更届出書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。 

 

（内部管理総括責任者への指示） 

第５条 取締役社長等は、内部管理総括責任者がその職務を的確に遂行できるよう配慮するととも

に、第２条第４項の規定により内部管理総括責任者から報告を受けた場合は、適切な指示を与え

なければならない。 

 

（内部管理総括責任者の交代勧告） 

第６条 本会は、内部管理総括責任者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該

内部管理総括責任者の交代勧告をすることができる。 

⑴ 内部管理総括責任者が登録等規則第４条の２第１項に規定する措置又は同規則第12条第１項

に規定する処分若しくは指導等規則第16条第１項に規定する取扱いを受けたとき。 

⑵ 会員の法令諸規則に違反する行為が発生した場合において、内部管理総括責任者が当該違反

行為を隠蔽、放置した場合、内部管理総括責任者の指示により発生した場合等、内部管理総括

責任者が第２条各項に定める責務を十分果たしていなかったと認められるとき。 

 

（内部管理責任者及び営業責任者の配置） 

第７条 会員は、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理を行う当該会員の本店、そ

の他の営業所又は事務所の組織状況及び取扱業務量等を勘案して営業単位を定め、当該営業単位

の内部管理が的確に行われるよう内部管理責任者（原則として課長又は課長相当職以上の者とす

る。以下同じ。）を任命し、配置しなければならない。 

２ 会員は、個人である顧客を主な対象として登録外務員による勧誘を伴う業務については、前項

の営業単位ごとの内部管理責任者に加えて、当該営業単位の長を営業責任者に任命し、配置しな

ければならない。 

 

（内部管理責任者の責務） 

第８条 内部管理責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、自らが内部管理責任者として任

命された営業単位における営業活動が法令諸規則に準拠し、適正に遂行されているかどうか常時

監視する等適切な内部管理を行わなければならない。 

２ 内部管理責任者は、自らが内部管理責任者として任命された営業単位における商品デリバティ

ブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大

な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理総括責任者に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

 

（内部管理責任者の資格要件） 

第９条 内部管理責任者は、本会が実施する内部管理責任者等資格研修（以下「資格研修」という。）

を修了した者でなければならない。 

２ 会員は、人事異動と資格研修の時期の関係等により、やむを得ない事情があるときは、前項に

規定する資格研修を修了していない者を内部管理責任者として任命し、配置することができる。

この場合において、会員はその者について配置の日から６か月以内に資格研修を受講させ、修了

させなければならない。 

３ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている

者について、内部管理責任者に任命してはならない。 

４ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている

者及び登録等規則第12条第１項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、そ
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の決定を受けた日から５年間は、内部管理責任者に任命してはならない。 

５ 会員は、第３条第５項各号に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又

は処分期間中は、内部管理責任者に任命してはならない。 

６ 会員は、内部管理責任者が第３項から第５項に定める取扱い等を受けたときは、直ちにその後

任の内部管理責任者を任命しなければならない。 

 

（営業責任者の責務） 

第10条 営業責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、自らが営業責任者として任命された

営業単位に所属する役員又は使用人に対し、法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ、商品デ

リバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう、指導、監督しなければな

らない。 

２ 営業責任者は、自らが営業責任者として任命された営業単位における商品デリバティブ取引の

勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が

生じた場合には、速やかにその内容を内部管理総括責任者に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

 

（営業責任者の資格要件） 

第11条  営業責任者は、本会が実施する資格研修を修了した者でなければならない。 

２ 会員は、人事異動と資格研修の時期の関係等により、やむを得ない事情があるときは、前項に

規定する資格研修を修了していない者を営業責任者として任命し、配置することができる。この

場合において、会員はその者について配置の日から６か月以内に資格研修を受講させ、修了させ

なければならない。 

３ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている

者について、営業責任者に任命してはならない。 

４ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている

者及び登録等規則第12条第１項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、そ

の決定を受けた日から５年間は、営業責任者に任命してはならない。 

５ 会員は、第３条第５項各号に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又

は処分期間中は、営業責任者に任命してはならない。 

６ 会員は、営業責任者が第３項から第５項に定める取扱い等を受けたときは、直ちにその後任の

営業責任者を任命しなければならない。 

 

（内部管理責任者及び営業責任者の協会への報告） 

第12条 会員は、毎年７月末日現在における内部管理責任者及び営業責任者の配置の状況について、

細則に定める様式による内部管理責任者等の配置状況報告書を、遅滞なく本会に提出しなければ

ならない。 

 

（研修の受講） 

第13条 会員は、内部管理総括責任者について、本会の事業年度（定款第70条に定める事業年度を

いう。以下同じ。）ごとに、本会が実施する内部管理総括責任者等研修を受講させなければならな

い。ただし、法人顧客のみを事業対象としている会員にあっては、内部管理総括責任者が、やむ

を得ない事情により当該研修を受講できない場合には、内部管理総括責任者があらかじめ指名し

た内部管理責任者を代わりに受講させることができる。 

２ 会員は、内部管理責任者及び営業責任者について、本会の事業年度ごとに、前項に規定する研

修に準じた社内研修を受講させなければならない。ただし、内部管理責任者及び営業責任者の配
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置人数が少人数である会員にあっては、前項に規定する研修を受講させることにより、社内研修

の受講に代えることができる。 

 

（商品先物取引仲介業者への本規則の適用） 

第14条 会員は、自らを所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に対し、本規則の定め

るところにより、内部管理体制を整備・運用させるものとする。 

２ 商品先物取引仲介業者の内部管理総括責任者の届出又は内部管理責任者及び営業責任者の報告

は、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者を通じて行うものとし、その取扱いにつ

いては第４条第１項及び第２項、第12条に定める手続きの例によるものとする。 

 

（細則の制定） 

第15条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

附     則 

 

この規則は、平成28年７月１日から施行する。ただし、第９条第１項及び第２項並びに第11条第

１項及び第２項の規定は、平成29年１月１日から適用する。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成28年７月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第13条を改正。 
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「会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則 
 

 

（目  的） 

第１条 この細則は、会員の内部管理責任者等に関する規則（以下「規則」という。）の施行に関し、

必要な事項を定める。 

 

（内部管理総括責任者届出書・変更届出書の様式） 

第２条 規則第４条第１項及び第２項に規定する届出書の様式は、別紙１のとおりとする。 

 

（内部管理責任者等資格研修の受講要件） 

第３条 規則第９条第１項及び第11条第１項に規定する内部管理責任者等資格研修の受講要件は、

次の各号に掲げる者とする。 

⑴ 会員等の外務員の登録等に関する規則第３条第１項の規定により本会の行う登録を受けてい

る者 

⑵ 一般社団法人金融先物取引業協会が実施する「内部管理責任者資格試験」の合格者 

⑶ 日本証券業協会が実施する「会員内部管理責任者資格試験」及び「特別会員内部管理責任者

資格試験」等の合格者 

 

（内部管理責任者及び営業責任者の配置状況報告書の様式） 

第４条 規則第12条に規定する報告書の様式は、別紙２のとおりとする。 

 

 

 

附        則 

 

 この細則は、平成28年７月１日から施行する。 
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バイナリーオプション取引に関する規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、会員が顧客との間で行うバイナリーオプション取引に関し、取引の内容、取

引開始基準及び顧客管理等について遵守すべき事項を定めることにより、当該取引に係る業務の

適正化を図り、もって顧客（定款第３条第１項第６号に定めるものをいう。以下この規則におい

て同じ。）の保護に資することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規則における用語は次の各号の定めるところによる。  
⑴ バイナリーオプション取引  

商品先物取引法施行規則第 103 条第７項に定める特定店頭商品オプション取引のうち、次の

イ及びロに該当する取引をいう。  
イ 多数の個人を相手方として行う取引として提供されるものであること  
ロ 顧客が継続的かつ反復して取引を行うことができる仕組みのものであること  

⑵ オプション  
バイナリーオプション取引において、権利取得者（当該オプションを付与された者をいう。

以下同じ。）の意思表示により、当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格として

あらかじめ設定する価格若しくは商品指数としてあらかじめ設定する数値（以下「権利行使価

格」という。）と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商

品指数の数値（以下「判定価格」という。）が一定の条件を満たした場合には、権利付与者（当

該オプションを付与した者をいう。以下同じ。）が権利取得者に対し、あらかじめ当事者間で定

めた一定の金銭（以下「ペイアウト額」という。）を支払うこととなる取引を成立させることが

できる権利をいう。  
⑶ 銘 柄  

権利行使価格及び判定価格において参照する商品の価格若しくは商品指数の数値並びに判定

期限が同一のオプションをいう。ただし、コールオプション又はプットオプションの別がある

場合には、権利行使価格及び判定価格において参照する商品の価格若しくは商品指数の数値並

びに判定期限が同一のコールオプション又はプットオプションをいう。  
⑷ 取引開始時刻  

各銘柄において顧客が当該銘柄の売付け又は買付けを行うことができることとなる時刻をい

う。  
⑸ 判定期限  

各銘柄において、権利取得者の権利行使により、権利付与者が権利取得者に対しペイアウト

額を支払うことを確定させることができる期間の最終時点（当該期間が一時点の場合には当該

時点）をいう。  
⑹ 取引期間  

各銘柄における取引開始時刻から判定期限までの期間をいう。  
⑺ バイナリーオプション取引等  

バイナリーオプション取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。  
 
（通 則） 

第３条 会員は、バイナリーオプション取引等を行うに当たっては、この規則によるほか、商品先

物取引法その他関係法令、諸規則等を遵守しなければならない。  
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２ 会員は、バイナリーオプション取引等を行うに当たっては、過度に投機的な取引を誘引するこ

とのないよう留意しなければならない。  
 
（取引期間） 

第４条 会員は、バイナリーオプション取引における各銘柄の取引期間を２時間以上となるよう設

定しなければならない。  
２ 会員は、バイナリーオプション取引における各銘柄の判定期限を同時又は間隔が２時間以上と

なるよう設定しなければならない。ただし、参照する商品の価格若しくは商品指数の数値が異な

る銘柄を取り扱う場合において、各銘柄の判定期限に合理的な理由があるときは、この限りでな

い。  
 
（売買期限） 

第５条 会員は、バイナリーオプション取引について、判定期限又はその直前に至るまで、顧客の

買付け又は売付けに応じる体制を整備しなければならない。  
 
（取引方法） 

第６条 会員は、バイナリーオプション取引について、次の各号に掲げるいずれかの方法によらな

ければならない。  
⑴ 同一のオプション（取引期間、参照する商品の価格若しくは商品指数の数値、権利行使価格

及びペイアウト額を確定させるための条件が同一のオプションをいう。）について、顧客の新規

買付け及び新規売付けの機会を同時に提供する方法  
⑵ 全ての顧客が一斉に損失となる条件設定が取り除かれている仕組みを用いる方法（前号に掲

げる方法を除く。）  
 

（取引価格の提示等） 

第７条 会員は、バイナリーオプション取引を行うに当たっては、顧客に提示するオプションの取

引価格について、次の各号に掲げる仕組みを整備しなければならない。  
⑴ オプションの権利行使価格、判定期限までの残存時間及び参照する商品の価格若しくは商品

指数の数値等に照らし、公正な方法により取引価格を算出し、当該取引価格を顧客に提示する

仕組み  
⑵ オプションの買付価格及び売付価格を同時に顧客に提示する仕組み  
⑶ ペイアウト額を固定し、取引期間中のオプションの価値の変化を取引価格によって顧客に提

示する仕組み  
 

（権利行使価格の設定） 

第８条 会員は、バイナリーオプション取引を行うに当たっては、あらかじめ権利行使価格の設定

に係る基準を定めるほか、過度に投機的な取引を助長しないような権利行使価格を設定する体制

を整備しなければならない。  
 
（権利行使価格の提示等） 

第９条 会員は、バイナリーオプション取引を行うに当たっては、取引開始時刻までに各銘柄の権

利行使価格を提示しなければならない。  
２ 前項の規定に基づき提示する権利行使価格は、全ての顧客に対し同一としなければならない。  
３ 会員は、取引期間中である銘柄について、次の各号のいずれかに該当する場合は、権利行使価

格を追加してはならない。  
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⑴ 既に設定した権利行使価格を用いて顧客が新規買付け及び新規売付けを円滑に行い得る状況

にある場合  
⑵ 権利行使価格を追加する時点において、判定期限までの時間が２時間未満の場合  
 

（過度に投機的な取引を誘引する表示の禁止） 

第10条 会員は、バイナリーオプション取引等について、過度に投機的な取引を誘引する又はその

おそれのある表示を行ってはならない。  
 
（取引概要の公表） 

第11条 会員は、顧客がバイナリーオプション取引を適切に行うことができるよう、自社が取り扱

うバイナリーオプション取引に関し、顧客があらかじめ理解すべき事項について自社のホーム

ページ等において公表しなければならない。  
２ 前項に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項には、少なくとも次の各号に掲げる事項を含

むものとする。  
⑴ 当該会員が取り扱うバイナリーオプション取引の概要  

イ 取引価格の決定方法  
ロ 権利行使価格の設定方法（追加設定を行うことがある場合は、その条件等を含む。）  
ハ 参照する商品の価格若しくは商品指数の数値に係る留意点及び提供元  

⑵ 当該会員が取り扱うバイナリーオプション取引のリスク  
イ 取引金額が少額であっても、多数回の取引を繰り返し行うことにより、多額の損失を被る

おそれがあること  
ロ 買建玉につき、判定期限までオプションを行使することができなかった場合には投資元本

の全額が投資損失となること  
ハ 売建玉につき、オプションが行使された場合には顧客がペイアウト額を支払うこととなる

こと。また、この場合において、当該ペイアウト額は顧客が受け取った取引価格を上回り、

その差額が投資損失となること  
⑶ その他当該会員が取り扱うバイナリーオプション取引を行うに当たり、顧客が合理的な投資

判断を行うために必要と認める事項  
イ 顧客全体の支払金額と受取金額の差額が会員の収益の源泉となっていること  
ロ 当該取引について顧客が合理的な投資判断を行うためには、オプション取引についての専

門知識が必要となること  
ハ 参照する商品の価格若しくは商品指数の数値の配信停止及びシステム障害等の理由により、

取引停止等（顧客との取引継続の停止、新規売買取引の停止又は遅延をいう。以下同じ。）が

生じる可能性がある場合には、あらかじめ想定されるその発生事由  
 

（取引開始基準） 

第12条 商品先物取引業務に関する規則第４条第２項の規定は、バイナリーオプション取引等につ

いて準用する。  
 
（取引説明書の交付及び確認書の徴求） 

第13条 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等を行うに当たっては、第11条第２項各号に規

定する顧客があらかじめ理解すべき事項について記載した書面（以下「取引説明書」という。）を

作成しなければならない。ただし、第11条第２項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事

項の一部が商品先物取引法第217条第１項に規定する書面（以下「契約締結前交付書面」という。）

に記載されている場合には、当該事項については取引説明書への記載を省略することができる。  
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２ 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等に係る契約を締結しようとするときは、当該顧客

に取引説明書（第11条第２項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項の一部が契約締結

前交付書面に記載されている場合には、当該契約締結前交付書面を含む。以下同じ。）を交付し、

取引説明書の記載事項について説明しなければならない。  
３ 第11条第２項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項の全てが契約締結前交付書面に

記載されている場合には、当該契約締結前交付書面の作成、交付及び説明を行うことをもって、

前２項に規定する取引説明書の作成、交付及び説明を行ったものとみなす。  
４ 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等に係る契約を締結しようとするときは、当該顧客

が取引説明書（前項に規定する契約締結前交付書面を含む。）に記載された内容を理解し、当該顧

客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該バイナリーオプ

ション取引等に係る確認書（以下「確認書」という。）を徴求しなければならない。  
５ 前項に規定する確認書において、第11条第２項第２号及び第３号に掲げる事項については、当

該各号において掲げられた事項ごとに顧客が理解したことを確認できる書式を用いなければなら

ない。  
 
（投資可能資金額） 

第14条 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等を行うに当たっては、顧客による過度に投機

的な取引及び過大な損失の発生を防止することを目的として、商品デリバティブ取引についての

投資可能資金額の範囲内で、当該取引等を適切に管理しなければならない。  
２ 会員は、バイナリーオプション取引等における顧客の取引状況又は損益状況を把握し、投資可

能資金額を超えた場合における対応を定めるほか、顧客による過度に投機的な取引及び過大な損

失の発生を防止するための体制を整備しなければならない。  
 
（取引停止等の場合の取扱い） 

第15条 会員は、取引停止等が発生した場合には、取引停止等が発生した旨及びその理由を自社の

ホームページ等において公表しなければならない。  
２ 会員は、取引停止等が発生した場合には、その発生原因等について検証を行い、当該検証が適

切であるかモニタリングを行う体制を整備しなければならない。  
 
（取引結果の公表） 

第16条 会員は、バイナリーオプション取引について、一定の期間内に行われた顧客との取引全体

の状況に関し、次に掲げる事項を自社のホームページ等において公表しなければならない。  
⑴ 顧客の支払総額に対する顧客の受取総額の割合  
⑵ 取引を行った顧客数に対する損失が生じた顧客数の割合  
 

（社内規則の制定等） 

第17条 会員は、バイナリーオプション取引等を行うに当たっては、この規則を遵守するために必

要となる具体的な取扱いを規定した社内規則を制定しなければならない。  
２ 会員は、前項に定める社内規則が適切に履行されているかについて、定期的に社内監査等のモ

ニタリングを行わなければならない。  
３ 商品先物取引業務に関する規則第18条第２項及び第３項の規定は、バイナリーオプション取引

等について準用する。  
 
（電磁的方法による交付等） 

第18条 会員は、第13条第２項に規定する取引説明書の交付に代えて、顧客の承諾を得て、当該取
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引説明書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該取引説明書の

交付を行ったものとみなす。  
２ 会員は、第13条第４項に規定する確認書の徴求に代えて、顧客の承諾を得て、当該確認書に記

載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

により提供を受けることができる。この場合において、当該会員は、当該確認書を徴求したもの

とみなす。 

 
 

附        則 

 
この規則は、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令（平成 26 年６月 23 日農林水産省・

経済産業省令第１号）の施行の日（平成 26 年７月 1 日）から施行する。 
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商品先物取引の電子取引に係るガイドライン 
 

 

Ⅰ 趣旨  

 

本ガイドラインは、電子取引における非対面性及び非書面性という特性に鑑み、委託者保護及び

商品先物取引の公正性を確保し、委託者の電子取引に対する信頼性を維持、向上させる観点から、

会員が留意すべき事項について取りまとめたものである。会員各社は、本ガイドラインを踏まえ、

委託者保護及び電子取引に係る受託等業務の健全性と適切性の確保を図る必要がある。 

本ガイドラインにおける「電子取引」とは、会員のコンピュータと委託者のコンピュータ、携帯

電話又は携帯情報端末等の電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して、委

託者による取引の委託（売買の注文）、会員における注文の受理、集計又は執行、注文受理の表示

又は通知、注文執行結果の表示又は通知、建玉及び値洗い状況の表示又は通知が電子的に認識・処

理される取引をいう。 

なお、本ガイドラインは勧誘を伴わない電子取引を対象とするものであり、電子取引であっても

勧誘を伴う場合には、勧誘に係る様々な規制が適用されることになる。また、本ガイドラインは、

必要に応じて適宜見直しを行うものとする。 

 

Ⅱ 一般的な留意事項   

 

 電子取引は、「非対面性」、「非書面性」という特性を有することから、会員は、委託者の自己

の責任及び判断を求めるに当り、次の事項について十分に留意する必要がある。 

 

① 電子取引についても、当然に、現行の商品取引所法関係法令及び諸規則が全て適用されるこ

と。 

② 社内規則を作成する等の方法により、電子取引に係る社内管理体制を整備すること。 

③ 委託者が電子取引を適正かつ円滑に行うために必要と考えられる情報について、委託者に周

知又は連絡すること。特に、商品取引所法関係法令及び諸規則により営業所への備え置き等

が求められている書類に係る情報については、委託者に対し周知又は連絡することが必要で

ある。 

④ インターネット等を利用して提供する取引に関する相場情報等は、委託者にとって分かりや

すい表現であって、かつ、必要な情報を含んでいること。 

 

 

Ⅲ 具体的な留意事項   

 

 電子取引について各社において留意すべき事項及び当該留意事項に係る具体的な方策等は、次の

とおりである。 

 

１ 一般的な事項 

 

（１） 電子取引の業務を開始するに当たって 

 

〔留意事項〕 

① 会員は、電子取引の業務を開始しようとする場合には、電子取引の対象となる委託者層、提
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供しようとするサービスの内容、電子取引を稼動させるシステムの規模、委託者の属性の把握、

委託者に対する情報提供及び内部管理体制等について総合的に勘案し検討する必要がある。 

② 電子取引の非対面性に鑑み、委託者の属性の把握、本人確認及び情報提供のために必要な措

置について十分に工夫する必要がある。 

③ 電子取引に係るシステム構築に当たっては、自社のシステムの能力等に十分に留意する必要

がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・電子取引の業務を開始するに当たって留意すべき具体的な事項は以下のとおりと考えられる。 

イ 提供しようとするサービスの内容 

  電子取引において提供するサービスの内容（注文の発注、約定確認、預り明細確認、取引

に関する質問受付等）については、委託者が取引開始前に確認できるような構成にすること

が必要である。 

ロ システムの規模、サービスの内容を決定するには、電子取引の機械環境を勘案する必要が

ある。 

ハ 委託者の属性の把握 

  電子取引においても通常の取引の場合と同様に、顧客カードを整備することはもとより、

委託者の知識、取引経験、資産状況、受託契約を締結する目的等の属性を的確に把握する体

制が求められる。 

ニ 委託者に対する情報提供 

  取引に関し重大な影響を与える情報を、委託者に迅速かつ正確に提供できる体制が求めら

れる。 

ホ 内部管理体制 

  上記の事項に加え、商品取引所法関係法令及び諸規則により管理・監督することが求めら

れる事項を、適切に管理・監督できる体制を整備する必要がある。 

・電子取引に係る口座開設の際に、委託者が顧客カード記載事項等の必要な情報を提供しない場

合には、口座開設手続きを中断する等の措置を取ることも考えられる。 

 

（２） 商品先物取引 

 

〔留意事項〕 

① 電子取引において取り扱う商品又は取引について、各社において、自社の実務上の観点のみ

ならず、電子取引の対象となる委託者の適合性及び説明事項に係る情報提供の観点から、取り

扱う範囲を決めておく必要がある。 

② 電子情報処理組織を利用する取引の非対面性、非書面性の特性に鑑みリスクの高い商品先物

取引を対象とすることから、各社においてその委託者の適合性、取引リスクの開示、取引の仕

組み等の情報提供について配慮し、取引開始に当たっての手続等を定める必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・取引開始に当たっての手続きとしては、以下のものが考えられる。 

イ ホームページにおいて、商品先物取引の仕組み及びリスクの説明について表示を行う。 

ロ 委託者の説明の内容についての確認を、ホームページ又は電子メール等電磁的方法により

連絡を受ける。 

ハ 取引の自己責任をより一層確かなものとするためには、ホームページ又は電子メール等に

より内容を確認した旨の連絡を受けた委託者に対し、その内容について確認を行い、取引を



- 36 - 

開始することに関し問題がないと判断した顧客について、当該取引を開始する。 

 （なお、商品取引所法関係法令及び諸規則において説明書（事前交付書面）の交付、説明及

びその理解の確認が義務付けられていることに留意する必要がある。この場合において、説

明及びその理解の確認はもとより事前交付書面についても電磁的方法により提供することが

できる。） 

 

（３） 取引に係る基準 

 

〔留意事項〕 

① 過度な取引の抑制及び取引・決済の安全性の確保の観点から、会員の受託業務管理規則その

他の社内規則において、取引に係る基準を定めるとともに、取引開始に先立って委託者に対し

当該基準を知らしめる必要がある。 

② システム上において、委託者からの預り資金残高、値洗損益等の状況により取引の注文を制

限する機能を設けている場合には、取引開始に先立って委託者に対し当該機能を知らしめる必

要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・委託者に事前に知らしめる制限として、例えば以下のものが考えられる。 

イ 受託契約準則において制約されている事項（証拠金不足等による強制手仕舞等の措置） 

ロ 商品取引所が定めた建玉制限、値幅制限その他市場管理に関する事項 

ハ 会員各社が自主的に設けた基準や制約等 

ニ 委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に基づく取引に関する制約 

ホ 不正資金の流入防止措置に基づく制約 

・これらの制限に抵触する場合又は抵触するおそれがある場合の措置についても、委託者に対し

て事前に知らしめる必要がある。 

 

（４） 電子取引に係る契約 

 

〔留意事項〕 

① 通常の対面取引の場合と同様に顧客からの口座開設の申し込みを受け、約諾書の差し入れを

受けるとともに、必要事項を盛り込んだ電子取引に係る契約を締結する必要がある。 

② ＩＤ・パスワード等を利用する場合には、それらについて事前に届出・確認を受ける必要が

ある。 

③ 契約に際し、あらかじめ受託契約準則に定められた所要の事項を記載した書面を委託者に交

付又は電磁的方法により提供する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・電子取引に係る契約において盛り込む必要があると考えられる事項としては、通常の取引契約

において規定される項目のほか、例えば以下の項目が考えられる。 

イ 取引の利用時間 

  利用時間に制約がある場合にはその旨を規定する。 

ロ 取引の種類 

  取引の種類に制約がある場合にはその旨を規定する。 

ハ 取引の対象となる上場商品及び上場商品指数の種類 

  取扱上場商品等に制約がある場合にはその旨を規定する。 
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ニ 取扱数量等の範囲 

  取扱数量、取引金額その他取引に関し制約がある場合にはその旨を規定する。 

ホ 取引の注文、取消し又は変更に関する事項 

  受注の定義、注文の有効期間、注文の受付・取消しの方法その他注文に関し制約がある場

合にはその旨を規定する。 

へ 受渡しに関する事項 

  受渡しのルール及びその方法その他市場管理上の制約を設けている場合にはその旨を規定

する。 

ト 免責事項 

  委託者の損害に関し会員が免責となる場合について規定する。 

チ 委託者のコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機器の性能等 

  委託者がある一定以上の性能のコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機器を

有していることが取引の条件となる場合には、その旨を規定する。 

リ 解約の取扱い 

  電子取引に係る契約の解約について規定する。 

ヌ 特別な状況における委託者への連絡方法 

 

（５） 免責事項 

 

〔留意事項〕 

① 委託者との紛争防止の観点から、電子取引に係る契約において、委託者の損害に関し会員が

免責される事項を明確にする必要がある。 

② 免責事項は、消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）等を踏まえ委託者の利益を一方的に害

することのないよう留意する必要がある。 

③ 免責事項は取引開始に先立って委託者にその内容を知らしめる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・免責事項としては、例えば以下の事例が考えられる。 

イ 通信機器又は通信回線の障害による損害 

ロ ＩＤ・パスワード等の一致を確認して行った取引による損害 

ハ ＩＤ・パスワード等の誤使用等により取引を制限・中断したことによる損害 

ニ 委託者が契約事項等に反した取引による損害 

ホ 通信回線の傍受等による損害 

へ 法令、受託契約準則、電子取引に係る契約等に基づく措置に起因する損害 

 

（６） 委託者相談窓口等の設置 

 

〔留意事項〕 

① 委託者からの問い合わせ・苦情への対応及びシステム障害等への対応等として、委託者相談

窓口等を設置する必要がある。 

② 委託者からの問い合わせ・苦情等について迅速に対応できるよう委託者相談窓口には適切な

人員配置を行う必要がある。 

③ 委託者相談窓口の連絡先等については、ホームページに表示するだけでなく、取引開始に先

立って委託者に書面又は電子メール等により通知する必要がある。 
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〔具体的な方策等〕 

・問い合わせ窓口としては、自社の問い合わせ窓口のほか、本会の相談センターの連絡先をホー

ムページに表示することが考えられる。 

・委託者相談窓口を設置するほか、ホームページにおいてもＱ＆Ａを設け、委託者からの問い合

わせのうち典型的なものを表示することも考えられる。 

 

２ 内部管理体制の整備及び取引の安全性確保に係る事項 

 

（１） 所管部署の設置 

 

〔留意事項〕 

 電子取引について所管部署を設け、電子取引に係る内部管理体制を整備する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・受託業務管理規則の制定、管理組織の構築等所要の管理体制を整備する必要がある。 

・業務内容に応じ複数の部署において業務を担当することも考えられる。 

・電子取引の日常的な管理・運営のほか、システム障害等不測の事態が発生した場合に速やかに

対応できる体制を整える必要がある。 

 

（２） 取引内容の監視・審査 

 

〔留意事項〕 

① 委託者の取引について違法性の疑いがないかを監視・審査ができるよう体制を整備する必要

がある。 

② 委託者の取引について本会の自主規制規則による適合性の原則及び不正資金の流入防止の観

点から著しく不適合な取引が行われていないかを監視・審査ができるよう体制を整備する必要

がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・監視・審査は、通常の取引と同様に管理部門において行うことが考えられる。 

・委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的を踏まえ適切な取引となるよう、

電子取引の特性を踏まえた適切な取引管理体制を整備する必要がある。 

・不正資金の流入防止の観点から、本会の定める受託業務管理規則の制定に係るガイドラインを

踏まえ、取引状況の監視、調査開始基準に達した場合の対応等適切な取引管理体制を整備する

必要がある。 

・委託者の不公正取引防止のための、会員における適切な取引管理体制を整備する必要がある。

具体的な項目としては、以下のものが考えられる。 

イ 当月限（納会日を含む。）の売買注文又は取引の受注管理 

ロ 立会における市場管理上の措置・要請を委託者へ周知徹底 

ハ 誤発注等により公正な価格形成が妨げられるおそれのある取引に対する受注管理 

・不公正な取引につながるおそれがあると認識した場合には、当該取引を行った委託者に対し注

意喚起を行うとともに、改善が見られない場合には新規注文の発注を停止及び取引の処分等適

切な措置を講じる必要がある。 

 

（３） 本人確認 
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〔留意事項〕 

 委託者の本人確認については、電子取引の非対面性に鑑み、より一層の留意が必要である。 

 

〔具体的な方策等〕 

・犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）に基づいた本人確認事務を

確実に行う必要がある。また、委託者の状況により、必要に応じて追加的措置を講じることも

考慮する。 

 

（４） ＩＤ・パスワード等の取扱い 

〔留意事項〕 

① 委託者のＩＤ・パスワード等を適性かつ厳正に取り扱うため、受託業務管理規則その他の社

内規則において、それらの取扱いを定める必要がある。 

② ＩＤ・パスワード等については、取引開始に先立って、委託者の届出又は確認を受け、ない

しは交付する必要がある。 

③ 委託者に対し、ＩＤ・パスワード等を他に漏らさぬよう注意喚起する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・ＩＤ・パスワード等の取扱いについて社内規則において定める事項としては、例えば以下の事

項が考えられる。 

 イ 登録手続き 

社内におけるＩＤ・パスワード等の登録手続きについて規定する。 

ロ 登録対象委託者 

  ＩＤ・パスワード等の登録対象となる委託者の範囲を規定する。 

ハ 管理部署 

  ＩＤ・パスワード等の管理部署を規定する。 

ニ 守秘義務 

  ＩＤ・パスワード等の取扱いに伴う守秘義務について規定する。 

ホ ＩＤ・パスワード等失念の場合の取扱い 

  委託者がＩＤ・パスワード等を失念した場合の取扱いについて規定する。 

へ ＩＤ・パスワード等の変更 

  委託者がＩＤ・パスワード等を変更する場合の取扱いについて規定する。 

 

（５） セキュリティーの確保 

 

〔留意事項〕 

委託者のプライバシーの保護、アクセスキー（ＩＤ・パスワード等）の保護及び取引の安全性

の確保の観点から、セキュリティーの安全性、信頼性の確保について所要の措置を講ずる必要が

ある。 

また、システムのセキュリティーについても同様に措置する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・セキュリティーの確保については、委託者から注文を受ける際だけでなく、約定通知等を委託

者に対しホームページ又は電子メールにより連絡する場合についても十分に留意する必要があ

る。 
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・セキュリティーの確保については、今後の技術革新が予想されることから、定期的に見直しを

行う必要がある。 

・セキュリティー確保の方策としては、例えば以下のような事項が考えられる。 

イ 交信情報の暗号化 

ロ ネットワーク不正侵入に対する防止策 

ハ コンピューターウイルスに対する防止策 

 

（６） 発注の方法 

 

〔留意事項〕 

ＩＤ・パスワード等を委託者に入力させることにより、口座を開設した者以外の者が発注する

ことを防ぐ必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・委託者が入力したパスワードについては、画面上は当該番号ではなく＊（アスタリスク）等に

より表示されることが必要である。 

・ＩＤ・パスワード等の入力画面については、委託者が意識的に操作しない限り注文が発注され

ないような仕組みを考える必要がある。 

 

（７） 記録の保存 

 

〔留意事項〕 

取引の公正性の確保及び委託者との紛争の未然防止のため、取引の注文及びその処理結果等委

託者とのホームページ又は電子メールによる交信内容について、電磁的方法により記録し、５年

間これを保存する必要がある。（商品取引所法施行規則第 105 条第 2 項第 4 号） 

 

〔具体的な方策等〕 

・法令により記録の保存義務がある法定帳簿書類のほか、ホームページ又は電子メールによる交

信の内容についても、内容の重要性等必要に応じ保存することが考えられる。 

・記録の保存に当たっては、内容を改ざんされることがないよう十分に留意する必要がある。 

 

（８） システムの信頼性・安全性に係る監査 

 

〔留意事項〕 

システムの信頼性・安全性確保の観点から、適切な外部監査を導入することが望ましい。また、

外部監査を導入している場合には、その旨を開示することが望ましい。 

 

（９） システム障害等への対応 

 

〔留意事項〕 

① 電子取引に係る安全性の確保及びシステム障害等の不測の対応のため、適切な人員配置を行

うなど社内の内部管理体制を整備する必要がある。 

② システム障害等が発生した場合に備え、十分なバックアップ体制を敷くとともに、会員各社

においてシステム障害等の態様に応じて取るべき対策（コンテンジェンシー・プラン）を作成

しておく必要がある。 
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③ システム障害の発生を想定した訓練を定期的に行うことが望ましい。 

 

〔具体的な方策等〕 

・システム障害等への対応としては、委託者への連絡等所要の措置を講ずるために必要な内部管

理体制を整備する必要がある。 

・コンテンジェンシー・プランにおいて規定すべきと考えられる事項は、例えば以下のとおりで

ある。 

イ 担当部署・責任者に関する事項 

ロ 社内連絡・社外連絡（本会への報告を含む。）に関する事項 

ハ 人員確保に関する事項 

ニ 委託者との連絡に関する事項（ホームページ上での表示を含む。） 

ホ 受注業務に関する事項 

へ 受渡・決済業務に関する事項 

ト 委託者管理に関する事項 

チ システム障害等の復旧に関する事項 

・訓練の結果を踏まえ、必要に応じ、コンテンジェンシー・プランの見直しを行うことが考えら

れる。 

 

（10） システム障害の記録・報告 

 

〔留意事項〕 

① システム障害が発生した場合には、その状況及び対応の経緯等について記録し、適宜、再発

防止策を講じる必要がある。 

② 一定のシステム障害が発生した場合には、障害等の発生の経緯、処理状況等を記録した報告

書を本会に提出する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・システム障害について記録する項目としては、例えば以下のものが考えられる。 

イ 発生日時 

ロ 復旧日時 

ハ 障害の状況 

ニ 障害の原因 

ホ 復旧までの影響 

へ 対応方法 

ト 再発防止策 

チ 委託者からの照会状況及び対応状況 

・以下に掲げるシステム障害が発生した場合には、本会に報告書を提出する必要がある。（ただ

し、一部のシステム・機器にこれらの影響が生じても他のシステム・機器が速やかに代替する

ことで実質的にはこれらの影響が生じない場合を除く。） 

イ 委託者への返還資金等の返還遅延等が生じているもの又はそのおそれがあるもの 

ロ 資金繰り、財務状況把握等に影響があるもの又はそのおそれがあるもの 

ハ 取引の受注等に支障が生じ、苦情・紛争の原因になると思われるもの 

ニ その他、イ、ロ又はハに類すると考えられるもの 
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３ 委託者に対する情報の提供及び取引の手続きに係る事項 

 

（１） 商品取引所法に基づく許可書面又は営業標識の掲示等 

 

〔留意事項〕 

商品取引所法に基づく許可を受けていない者の受託類似行為を排除し、もって委託者の保護を

図るため、当該会員が商品取引所法第 190 条に基づく許可を受けた真正な商品取引員であること

を委託者に認識させることが望ましい。 

 

〔具体的な方策等〕 

・商品取引所法第 190 条に基づく商品取引受託業務の許可の書面又は同法第 198 条に規定する標

識をホームページにおいて掲示する方法が考えられる。 

・本会ホームページの会員名簿のページへのリンクを設けるという方法も考えられる。 

 

（２） 会員の企業情報の開示 

 

〔留意事項〕 

委託者の自己責任原則に係る前提として、ホームページにおいて会員の企業情報の開示に関す

る規則に基づき会員の企業情報を開示する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・会員のホームページにおいて当該会員のディスクロージャー資料を掲載する方法や本会ホーム

ページ（情報開示）へのリンクを設ける方法も考えられる。 

なお、会員の企業情報の開示に関する規則に基づく開示項目は、以下のとおりである。 

① 年次ディスクロージャー項目記載要領の開示項目 

イ 会社の概要（会社名等、会社の沿革、会社の目的、事業の内容、営業所の状況、財務の

概要（資本金、純資産額、総資産額、営業収益、経常利益、当期純利益）、発行済株式総

数、主要株主名、役員の状況、従業員の状況） 

ロ 営業の状況（営業方針、当社及び当業界を取り巻く環境、営業の経過及び成果、対処す

べき課題、受託業務管理規則、外務員の登録状況、委託者数、苦情、紛争、訴訟に関する

事項） 

ハ 経理の状況（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査に関

する事項、財務比率（純資産額規制比率、純資産額資本金比率、自己資本資本金比率、自

己資本比率、修正自己資本比率、負債比率、流動比率）） 

② 月次ディスクロージャー項目記載要領の開示項目 

    取引関連事項（月間売買高、月末建玉状況） 

 

（３） 電磁的方法による書面の提供等 

 

〔留意事項〕 

電磁的方法により事前交付書面を提供し、契約関係書類を受領し、又は委託者への報告書類の

提供を行う場合には、その書類名を明示する必要がある。（最新の受託契約準則、委託のガイド

等を電磁的方法により提供することが望ましい。） 
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〔具体的な方策等〕 

・電磁的方法の具体的な内容については、商品取引所の受託契約準則等運用基準に示された方

法・記載事項に基づく必要がある。 

 

（４） 口座開設基準 

 

〔留意事項〕 

委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的並びに不正資金の流入防止を踏

まえ、各社で参入基準を設け、その不適合者については口座を開設しない旨を、口座開設申込書

及びホームページ等により委託者に知らしめる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的並びに不正資金の流入防止を踏

まえた参入基準の制定及びそれに基づく具体的な対応としては、以下のものが考えられる。 

イ 参入基準 

  各社の受託業務管理規則において参入基準を設け、商品先物取引の仕組み・リスク等を鑑

み、委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適合と認め

られる者の参入を防止する。 

また、不正資金の流入防止の観点から、公金取扱者については一定の参入規制や取引継

続上の制約等を設ける。 

ロ 適合性の審査 

口座開設申込書等により委託者の属性を入手し、参入基準に基づき社内審査を行う。 

ハ 委託者への連絡 

  審査の結果不適合と判断された委託者に対しては、口座開設ができない旨を通知し、電子

取引による受注が受けられない旨を知らしめる。 

・口座開設又は取引開始を断る際にその理由を委託者に開示しない場合には、あらかじめ断るこ

ともある旨を委託者に知らしめて注意喚起することが望ましい。 

 

（５） システム構成の開示 

 

〔留意事項〕 

電子取引に係るシステム構成については、委託者が会員を判断する際の要因の一つとなり得

る事項であり、また、委託者のシステムに対する信頼性を確保する観点からも、自社のシステ

ム構成についてホームページにおいて開示することが望ましい。 

 

〔具体的な方策等〕 

・システム構成について開示する場合の項目としては、例えば以下の項目が考えられる。 

イ 安全対策の概要（バックアップ体制の有無等） 

ロ サーバーの状況・容量 

ハ 回線の状況 

・システム構成を開示するに当たっては、ネットワークへの不正侵入の被害を受けないよう、そ

の内容に留意する必要がある。 

 

（６） 商品先物取引に係る説明 
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〔留意事項〕 

① 電子取引の非対面性に鑑み、商品取引所法関係法令及び商品先物取引の委託者の保護に関す

るガイドライン（以下、「委託者保護ガイドライン」という。）並びに諸規則を踏まえて、商

品先物取引の仕組み及びリスクその他の事項について事前交付書面である委託のガイドをホー

ムページにおいて掲載し、口座開設前にその理解の確認を電磁的方法等により行う必要がある。 

② 会員が委託のガイドの他に説明を掲載する場合には、委託のガイドの内容に準じるものとし、

その説明は、平易な言葉により分かりやすく行うよう留意する必要がある。 

③ 商品先物取引の仕組み及びリスク等に係る説明内容について、委託者からホームページ、電

子メール、電話等により質問を受け付ける体制を整備するとともに、その旨をホームページに

表示する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・委託者保護ガイドラインの「Ｃ．説明義務等関係」に示された手順により説明事項を説明し、

委託者が理解した旨を、顧客が操作するコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機

器の画面上で表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリック

する等の方法で確認する必要がある。 

・商品取引所、業界団体等において商品先物取引に係る説明を行っている場合には、自社のホー

ムページにおいて当該機関をリンク先とし、当該機関のホームページにおいて委託者が情報を

入手することも考えられる。 

 

（７） システム障害時の代替手段等 

 

〔留意事項〕 

システム障害が発生する可能性がある旨及びシステム障害が発生した場合の委託者への連絡そ

の他の対応について、あらかじめ委託者に周知する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・委託者に知らしめる方法としては、口座開設時に書面又は電子メールにより案内する方法のほ

か、ホームページに表示する方法が考えられる。 

 

（８） 取引の受託等 

 

〔留意事項〕 

① 取引開始に先立って委託者に対し自社のシステムにおいて可能な注文方式に係る機能につい

て明示する必要がある。 

② 委託者による不公正な取引につながる行為を未然に防止するため、ホームページ等において

注意喚起を行う必要がある。 

③ 委託者がホームページにおいて入力した注文及びその取消指示等を会員が受託するに当たっ

ての流れ・手続き等について、取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。 

  また、既に取引が成立した場合等注文取消を受け付けられない場合についても、同様に委託

者に知らしめる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・委託者は、自身が注文の内容又は注文取消しの旨をホームページにおいて入力したことをもっ

て、当該注文又は注文取消しが受託されたと誤解することが予想されることから、注文又は注
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文取消しが受託されるまでの流れについて委託者に知らしめる必要がある。 

・会員が委託者の注文・注文の取消しを承諾したことを明確にするための方法としては、会員が

委託者からの注文・注文の取消しを受託した場合、直ちにその旨をホームページ又は電子メー

ル等により連絡することが考えられる。 

・注意喚起の内容としては、委託者の不公正な取引につながる行為等を示すことが考えられる。 

 

（９） 発注時の誤入力防止の対応について 

 

〔留意事項〕 

電子取引の非対面性・非書面性に鑑み、入力した注文内容を委託者が再度確認する画面を作成

する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・確認画面については、委託者が意識的に操作しない限り注文が発注されないような仕組みを考

える必要がある。 

・いわゆるダブリ注文を防止するため、受注した注文の状況（成立・不成立の別）を委託者が確

認できる画面を設定することも考えられる。 

 

（10） 受渡決済の可否及びその方法 

 

〔留意事項〕 

電子取引における受渡しによる決済の可否、対象となる上場商品及び受渡しの方法等について、

取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・電子取引においては、通常の取引に比べ受渡方法が制限されることが考えられるため、受渡方

法については、取引を開始する前に委託者に知らしめることが必要となる。 

・商品取引所の上場商品特性に鑑み、当該上場商品の受渡しに係る制度的な専門性を考慮し、事

前に以下の事項を確認する必要がある。 

イ 当月限の建玉に対する受渡しの有無についての意思確認 

ロ 受渡しの意思のない場合の建玉決済に係る確認（例えば、納会日の○日前までに決済する

旨） 

ハ 受渡しの意思確認後における受渡要件の確認 

ニ 受渡要件等確認後の委託者への対応 

 

（11） 委託手数料等の説明 

 

〔留意事項〕 

取引開始に先立って、委託手数料の額及び徴収時期等について、委託者に知らしめる必要があ

る。 

 

〔具体的な方策等〕 

・本会会長通達（平成 16 年 11 月 19 日・16 日商協発第 902 号）において、委託手数料の額及び

徴収時期について、あらかじめ、書面の送付、メール又はホームページへの掲載等により知ら

しめておくこととされている。 
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（12） 注文約定等の報告 

 

〔留意事項〕 

電子取引の非対面性に鑑み、売買報告書等による通知に先立って、注文の成立後速やかにホー

ムページ又は電子メール等により当該注文が約定した旨を委託者に報告する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・ホームページ又は電子メール等により約定した旨を報告した場合であっても、電磁的方法又は

郵送等により売買報告書を提供又は交付する必要がある。 

 

（13） 取引不成立の場合の取扱い 

 

〔留意事項〕 

① 注文のあった取引の不成立が確定する時間等について、取引開始に先立って委託者に知らし

める必要がある。 

② 注文のあった取引が不成立となった場合には、速やかにその旨をホームページ又は電子メー

ル等により委託者に報告する必要がある。 

③ 注文の有効期限について、取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・注文の不成立の確認が、取引時間終了後数時間を要することも考えられるので、最終的に不成

立が確認される時間について、取引を開始する前に委託者に知らしめる必要がある。 

・委託者が注文の執行状況を確認する手段として、注文の成立状況等を一覧にして確認できる画

面を作成することも考えられる。 

・注文の有効期限については、ホームページにその旨を表示する等の方法により、取引の都度、

委託者に知らしめることが望ましい。 

 

（14） 掲示板の運営 

 

〔留意事項〕 

自社のホームページにおいて、掲示板を運営する場合には、当該掲示板において不法又は不適

切な書き込みが行われないための適切な措置を講ずる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・不法又は不適切な書き込み防止の具体的な措置としては、例えば、以下のような方法が考えら

れる。 

イ 掲示板の管理責任者を定める。 

ロ 書き込みの内容について事前の確認を行ったうえで、掲示板に掲載する。 

ハ 掲示板の利用に際し、書き込みを行うことのできる者を委託者等に限定するなど、ログイ

ン範囲及びログイン管理の方法を設定する。 

ニ 書き込みの内容について監視を行い、商品取引所法関係法令及び諸規則に違反する書き込

みや不適切であると考えられる書き込みが発見された場合には、当該書き込みを削除する。 

・個別企業、個別商品に係る書き込みについては、特に留意する必要がある。 
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（15） 誤認防止のための措置 

 

〔留意事項〕 

他の会社のホームページにリンクを張る場合、他の会社のホームページからのリンクを認める

場合には、委託者が自社のホームページと他社のホームページを誤認することを防止するための

適切な措置を講ずる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・誤認防止のための具体的な措置としては、例えば、以下のような方法が考えられる。 

 ① 他の会社のホームページにリンクを張る場合 

イ リンクを設定した画面上にリンク先の会社名等を表示する。 

ロ 他の会社のホームページに移る際に、委託者が会員のホームページから離れる旨を表

示する。 

ハ リンク先のホームページは、リンク先の会社名等が表示されている画面とする。 

 ② 他の会社のホームページからのリンクを認める場合 

イ 他の会社のホームページからのリンクを設定した画面上に会員名等を表示する。 

ロ リンクページは、会員名等が表示されている画面とする。 

・個別商品の説明画面に直接リンクするような場合には、誤認防止のための措置に関し特に留意

する必要がある。 

 

４ 法令・諸規則の遵守に係る事項 

 

（１） 個人情報の取扱い 

 

〔留意事項〕 

① 個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、関係諸規

則、各省庁のガイドライン並びに本会の自主規制規則及び個人情報保護ガイドライン等に基づ

き、個人情報の保護に関する社内体制及び関係諸規則を整備する必要がある。 

② 個人情報の取扱いに関する方針をあらかじめ委託者に公表する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・公表する方法としては、ホームページに表示する方法が考えられる。 

 

（２） 広告に係る規制 

 

〔留意事項〕 

電子取引に係る広告に当たっては、広告に係る法令諸規則に十分に留意する必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・電子取引に係る広告を行う場合には、商品取引所法、不当景品類及び不当表示防止法（昭和

37 年法律第 134 号）や不正競争防止法（平成 5 年法律第 47 号）等の法令及び会員の広告等

に関する規則を踏まえ、適切に実施する必要がある。 

・会員は広告管理責任者を設置し、広告に関する法令諸規則の遵守を監視・審査することが求め

られる。 
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（３） 取引の受託等に係る規制 

 

〔留意事項〕 

電子取引による適切な受託業務の実施を確保するため、電子取引に係るシステムの構築及び運

営に当たっては、取引の受託等に係る商品取引所法関係法令及び諸規則並びに商品取引所におけ

る市場管理に関する規制に十分に留意する必要がある。 

また、取引の受託等に係る主な規制については、ホームページにおいてその内容を表示する等

の方法により、委託者に知らしめる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・取引の受託等に係る禁止行為は概ね以下のとおりである。 

イ 仮装取引、仮名取引（法第116条第２号） 

ロ 通謀（法第116条第３号） 

ハ 相場操縦（法第116条第４号） 

ニ 風説の流布（法第116条第６号） 

ホ 虚偽の表示（法第116条第７号） 

へ のみ行為（法第212条） 

ト 一任売買（法第214条第３号、準則第25条第１項第１号） 

チ 仕切拒否・返還遅延（規則第103条第１号） 

リ 地位利用等による取引（規則第103条第２号） 

ヌ 無断売買（規則第103条第３号、準則第25条第１項第２号） 

・商品取引所の市場管理上の特別又は非常措置（市場管理要綱） 

 

（４） 自社の役職員に対する指導・監督 

 

〔留意事項〕 

自社の役職員が電子取引を利用して商品取引所法関係法令及び諸規則に違反する行為、そのお

それがある行為又はその温床となり得る行為を行うことのないよう社内規則を定め、指導・監督

を行う等適切な措置を講じる必要がある。 

 

〔具体的な方策等〕 

・役職員に対し指導・監督を行う項目としては、例えば以下のような項目が考えられる。 

イ 掲示板への商品先物取引に関する事項の書き込み 

ロ 役職員による商品先物取引に関係する掲示板の運営 

・商品取引所法関係法令及び諸規則に違反する行為、そのおそれがある行為又はその温床となり

得る行為としては、例えば以下のようなものが考えられる。 

イ 商品市場に関する根拠のない噂等の書き込み 

ロ 同業他社及び他の登録外務員の誹謗中傷 

ハ 営業に利用することを目的とした取引委託の勧誘に係る書き込み（営業広告については事

前の社内審査が必要となる。） 

平成 18 年 11 月 16 日制定 

平成 18 年 11 月 16 日施行 

平成 19 年 9 月 30 日改正 

平成 20 年 6 月 2 日改正 

平成 21 年 7 月 22 日改正 
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会員の広告等に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第52条第１項に基づき、会員が行う商品先物取引業務（定款第３条第１

項第５号に定める業務をいう。以下この規則において同じ。）の内容に関する広告等に関し、そ

の表示の方法及び遵守すべき事項等を定めることにより、広告等の適正化を図り、もって顧客

（定款第３条第１項第６号に定めるものをいう。以下この規則において同じ。）の保護に資する

ことを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規則において広告等とは、会員が行う商品先物取引業務の内容に関し、次の各号に定

める方法その他の方法により多数の者に対して同様の内容による情報を提供する行為をいう。 

⑴ 新聞、雑誌等の刊行物への掲載 

⑵ テレビ、ラジオ等による放送 

⑶ ポスター、看板、懸垂幕等の掲出 

⑷ 宣伝用物品の頒布 

⑸ 映画、電光ニュース、スライド又はビデオ等の映像 

⑹ インターネット、電子メール等を利用して電磁的方法により提供するもの 

⑺ ビラ、パンフレット、ダイレクト・メール、情報誌等の印刷物の発行 

 

（基本原則） 

第３条 会員は、広告等を行うときは、商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」とい

う。）その他関係法令を遵守するほか、顧客保護の精神に則り、取引の信義則を遵守し、品位の

保持を図るとともに、的確な情報提供及び分かりやすい表示を行うよう努めなければならない。 

 

（表示義務） 

第４条 会員は、広告等の表示内容について、法その他関係法令によって義務付けられた表示事項

を表示するとともに、第２条第１号、第３号、第６号及び第７号による広告等を行うときは、次

の各号に定める事項を表示しなければならない。 

⑴ 会員の顧客相談窓口の電話番号及び本会相談センターの電話番号又は本会ウェブサイトの

URL 

⑵ 会員の企業情報は、会員の本店、支店その他の営業所若しくは事務所又はホームページ及び

本会のホームページで開示されている旨 

 

（禁止行為） 

第５条 会員は、法その他関係法令及び受託契約準則に違反する表示のあるもののほか、次の各号

の一に該当し又は該当するおそれのある広告等を行ってはならない。 

⑴ 商業道徳若しくは取引の信義則に違反するもの、又は会員としての品位を損なうもの 

⑵ 広告の内容が誇大なもの、又は会員の業務内容を正しく表示していないもの 

⑶ 商品先物取引の商品特性又は金融商品等と商品先物取引との商品性の違いについて顧客の誤

解を招くおそれのあるもの 

⑷ 利益を生じることが確実であると誤解させるべき断定的又は刺激的な表示のあるもの 

⑸ 恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの 

⑹ 自社の判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの 
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⑺ 脱法行為を示唆する表示のあるもの 

⑻ 主務大臣の許可を受けていることにより行政官庁その他の公的機関が当該会員を推薦し、又

は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの 

⑼ 本会の会員であることにより本会が当該会員を推薦し、又は当該広告の内容について保証し

ているかのような誤解を与えるおそれのあるもの 

⑽ 手数料について、顧客の誤解を招くおそれのあるもの 

⑾ その他公正な競争を妨げ又は顧客の保護に欠けるおそれのあるもの 

２ 会員は、前項の規定に該当する広告等を、直接的であるか間接的であるかを問わず第三者に行

わせてはならない。 

 

（会員の社内審査等） 

第６条 会員は、広告等を行うときは、広告等の審査及び管理を行う責任者（以下「広告管理責任

者」という。）を任命し、広告等において第３条、第４条又は第５条に違反する表示の有無につ

いて広告管理責任者に審査させ、適正な広告等を行うよう管理させなければならない。 

２ 会員が任命する広告管理責任者は、社内の管理部門を総括する責任者又はこれに準ずる者とす

る。 

３ 会員は、広告等の管理上必要と認めるときは、広告管理責任者の業務を補佐する副広告管理責

任者を任命することができる。 

 

（社内管理体制の整備） 

第７条 会員は、広告等の適正化を図るため、広告等に係る社内審査体制、社内審査基準及び保管

体制に関する社内規則を制定し、これを役職員に周知し、その遵守を徹底させるものとする。 

 

（違反に対する調査） 

第８条 本会は、会員、その役員及び使用人が行った広告等が第３条、第４条又は第５条の規定に

違反し又は違反するおそれがあると認めるときは、当該会員に資料等の提出を求め、事情を聴取

する等調査することができる。 

２ 会員は、前項に規定する資料提出の請求又は事情の聴取に応じなければならない。 

３ 本会は、第１項の調査の結果、会員、その役員及び使用人が行った広告等が第３条、第４条又

は第５条の規定に違反し又は違反するおそれがあると認めたときは、当該会員に対しその広告等

を停止するよう求めることができる。 

 

（広告等に関する指針） 

第９条 本規則に定める事項のほか、会員が行う広告等に関し必要な事項は、本会が別に定める

「会員の広告等に関する指針」によるものとする。 

 

（会員の役員及び使用人の行う広告等） 

第10条 会員は、その所属する役員及び使用人が行う広告等についても、本規則の定めるところに

より管理しなければならない。 

 

（商品先物取引仲介業者の行う広告等） 

第11条 会員は、自らを所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の行う広告等について

も、本規則の定めるところにより管理しなければならない。 
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附     則 

 

 この規則は、平成19年９月30日から施行する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成20年６月２日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第２号を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１条、第２条柱書き、第３条、第４条第２号、第５条第３号、第10号及び第11号、第６条

第２項、第８条第１項及び第３項、第10条を改正。 

２．第11条を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成23年７月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第４条第２号を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成25年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第４条第１号を改正。 
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会員の広告等に関する指針 
 

 

本指針は、会員の広告等に関する規則（以下「規則」という。）第９条の規定に基づき、会員が

広告等を実施するに当たって留意すべき事項を取りまとめたものである。 

会員は、本指針を踏まえ、それぞれの規模、特性及び業務内容に応じた実効ある対策を自主的に

講じ、広告等に関する商品先物取引法（以下「法」という。）、商品先物取引法施行令（以下「政

令」という。）、商品先物取引法施行規則（以下「省令」という。）その他関係法令並びに規則を

遵守し、広告等を適正に実施しなければならない。 

 

１．広告等の規制対象に関する留意事項 

 

⑴ 広告等の規制の対象は規則第２条で規定しているが、次に掲げるものについても規制の対象

となるので、これらに関しても適正に管理する必要がある。 

① 商品先物取引に関する資料提供に係る広告等 

② インターネットを利用したいわゆるバナー広告 

なお、バナー広告の特性を勘案し、表示すべき事項を冒頭の画面に表示できない場合に

は、当該画面をクリックした後の画面に表示することで対応することができるものとする。

ただし、その場合において何度もクリックしなければ義務付けられた表示事項が見られな

いのは不適切であり、分かりやすい表示を行うよう留意する必要がある。 

③ 第三者が作成したものを会員が広告等に利用する場合 

第三者が作成したものを会員が広告等に利用する場合においても規制を遵守する必要が

あるので、この点に留意する必要がある。 

 

⑵ 表示の内容が、次に掲げる内容に限られる場合においては、広告等の規制の対象として取り

扱わなくてもよい。ただし、これらについても虚偽広告、誇大広告等規則に違反する表示をし

ないよう適正に管理する必要がある。 

① 会社名、本店、支店その他の営業所又は事務所の住所、電話番号、代表者の氏名等、名刺

程度の内容にとどまるもの（いわゆる名刺広告） 

② 営業所、営業時間、取扱商品、業種等商品先物取引業者の概要にとどまるもの 

③ 商品先物取引業の内容ではなく、社名に『商品先物取引のパートナー』『商品先物取引の

ご用命は○○へ』等のキャッチコピーを付ける程度の単なる企業イメージの醸成を図る内容

にとどまるもの（いわゆるイメージ広告） 

④ 経済セミナー、投資セミナー、○○氏の講演等、セミナーや講演等の開催案内にとどまる

もの（いわゆるセミナー広告） 

⑤ いわゆるマクロ経済レポート、特定の産業、上場商品の生産、流通に関する実績や評価に

関する分析レポート、一般的な財貨やサービスに関する将来の価格動向に関するレポート等、

客観的な情報にとどまる資料等 

⑥ 上場商品の現物価格、先物価格、海外市況等の商品市況データ、出来高、取組高等の市場

動向のデータ等にとどまる資料等 

⑦ その他 

・法令又は法令に基づく行政官庁の処分等に基づき作成された書類 

・法令、受託契約準則等において交付が義務付けられている書面等 

・従業員等の求人広告、会社説明会の通知、支店等の移転に関する連絡等 

・報道機関に限定した資料、パンフレット等 
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・特定の顧客からの質問に対する回答書又は資料請求に対する送付書面等 

・注文内容、取引内容の確認のために特定の顧客に提示又は交付する資料等 

・新聞、雑誌等報道機関その他の記事等の現物又はそのコピー等 

 

２．広告等の表示事項について 

 

⑴ 法令により表示が義務付けられている事項 

① 商品先物取引業者の商号又は名称（法第213条の２第１項第１号） 

② 商品先物取引業者である旨（法第213条の２第１項第２号） 

③ 取引証拠金等の額又は計算方法（政令第29条第２号） 

④ 取引の額が、顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあっては、

次に掲げる事項（政令第29条第３号） 

イ 取引の額が取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨 

ロ 取引の額の取引証拠金等の額に対する比率 

⑤ 商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動により損失が生ずるお

それがあり、かつ、損失が取引証拠金等の額を上回るおそれがある場合には、その旨及びそ

の理由（政令第29条第４号） 

なお、商品市場における相場等に係る変動により損失が生ずるおそれがある場合（損失

が取引証拠金等の額を上回るおそれがある場合を除く。）には、その旨及びその理由（省

令第100条の６第１号） 

⑥ 対価の額の合計額又は計算方法（省令第100条の５） 

⑦ 店頭商品デリバティブ取引について、表示する商品の売付けの価格と買付けの価格とに差

がある場合には、その旨（省令第100条の６第２号） 

⑧ 重要な事項について顧客の不利益となる事実がある場合には、その内容（省令第100条の

６第３号） 

⑨ 商品先物取引協会に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称（省

令第100条の６第４号） 

 

⑵ 規則により表示が義務付けられている事項 

① 会員の顧客相談窓口の電話番号及び本会相談センターの電話番号又は本会ウェブサイトの

URL（規則第４条第１号） 

② 会員の企業情報は、会員の本店、支店その他の営業所若しくは事務所又はホームページ及

び本会のホームページで開示されている旨（規則第４条第２号） 

③ 自社の判断、評価が入る表示にはその根拠（規則第５条第６号関連） 

 

３．表示事項の表示に係る留意点 

 

⑴ 取引証拠金等の額の表示について 

① 政令第29条第２号の規定に基づき表示すべき事項は、商品取引契約に関して顧客が会員に

預託すべき取引証拠金等の額か又はその計算方法のいずれかである。 

 

② 取引証拠金等の表示の仕方としては、できるだけ多くの情報を表示するよう努めることは

いうまでもないが、少なくとも取引証拠金等の額の最も高い商品の額及び最も低い商品の額

又はこれらの計算方法を表示することにより、顧客が預託すべき取引証拠金等の額の程度が

分かるよう表示することが望ましい。なお、スペースの制約がある場合でも最も高い額又は
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その計算方法だけは必ず表示することが必要である。 

また、相場の状況によって必要となる追加の取引証拠金等の額については、その金額を

特定できないため表示はできないが、追加の取引証拠金等が必要となることがある旨を表

示しておく必要がある。 

 

⑵ 商品先物取引のレバレッジ性に係る表示について 

① 政令第29条第３号の規定に基づき表示すべき事項は、商品取引契約に基づく取引の額が取

引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあっては、取引の額が取引証拠金等の額を上回

る可能性がある旨と、実際の取引の額が取引証拠金等の額に比べてどの程度大きな額かを表

した比率である。 

② 比率については、本条が商品先物取引のレバレッジ性の高さを顧客に認識させるための表

示であること及び追加の取引証拠金等はその額を確定できないことを勘案し、取引開始当初

に預託する取引証拠金等の額に対する比率を表示することで対応する必要がある。 

 

⑶ 商品先物取引のリスク性に係る表示について 

① 政令第29条第４号の規定に基づき表示すべき事項は、商品市場における相場その他の商品

の価格又は商品指数に係る変動により損失が生ずるおそれがあり、かつ、損失が取引証拠金

等の額を上回るおそれがある場合には、その旨及びその理由である。 

 なお、いわゆる損失限定取引において省令第100条の６第１号の規定に基づき表示すべき

事項は、商品市場における相場等に係る変動により損失が生ずるおそれがある場合には、そ

の旨及びその理由である。 

② この表示において、上記のリスクの表示とリターンの表示を同時に行うことができる。た

だしその場合には、リスクとリターンを並列に取り扱うこととし、リターンを強調したり、

リターンの表示でリスクを見落とすことのないよう十分留意しなければならない。 

③ 本表示事項については、省令第100条の４第２項において表示に当たっての文字や数字の

大きさについての規定があり、本表示事項以外の事項の文字や数字のうちの最も大きいもの

と著しく異ならない大きさで表示することが義務付けられているため、会員はこの点に留意

して、一定の大きさの文字や数字を用いて明瞭かつ正確に表示することが求められる。 

この際、商品先物取引におけるリスクに関する文字又は数字が、商品先物取引のメリッ

ト（ハイリターン等）に関する文字又は数字と同じか又はそれ以上の大きさとなるよう留

意する必要がある。 

 

⑷ 対価の額の表示について 

① 政令第29条及び省令第100条の５の規定に基づき表示すべき事項は、商品取引契約に関し

て顧客が会員に対して、取引における損金以外に支払うべき対価（手数料、報酬、費用等）

の合計額又はその計算方法のいずれかであり、これらを表示できない場合にはその旨及び理

由を表示することとしている。 

② 顧客から徴収する対価が手数料以外にない会員は、手数料の額を表示することになる。そ

の場合の表示の仕方としては、できるだけ多くの情報を表示するよう努めることはいうまで

もないが、少なくとも手数料の額の最も高い商品の額及び最も低い商品の額を表示すること

により、顧客が支払うべき手数料の額の程度が分かるよう表示することが望ましい。また、

取引量等によって手数料の額が異なるような手数料体系を設定している場合においても、最

も高い額及び最も低い額を表示することが望ましい。なお、スペースの制約がある場合でも

最も高い額だけは必ず表示することが必要である。 

以上の点に留意して適正に管理しなければならない。 
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③ 他方、手数料のほかに顧客が会員に支払うべき対価がある場合は、それらの名称及び額を

手数料とは別に表示し、手数料の額にそれらの額を合算した額を表示するか又はその計算方

法を表示する必要がある。 

 

⑸ 顧客の判断に影響を及ぼす重要事実について 

① 省令第100条の６第２号及び第126条の14第２号の規定に基づき表示すべき事項は、店頭商

品デリバティブ取引について、表示する商品の売付けの価格と買付けの価格とに差がある場

合（ビッドとオファーの差、いわゆるスプレッド）には、その旨である。 

② 省令第100条の６第３号及び第126条の14第３号に規定されている重要な事項について顧客

の不利益となる事実とは、例えば、典型的な契約と比較して顧客に有利な条件が定められて

いる契約において、そうした条件設定を可能とするため、顧客の不利益となりうるような契

約条件が内在しているような場合における当該条件などが該当する。 

 

⑹ テレビ、ラジオ等による表示について 

① 一般放送、有線テレビ放送、有線ラジオ放送及び電気通信役務利用放送により広告等を行

う場合又は放送広告と同じ内容のものをインターネットで表示する場合は、できるだけ多く

の情報を表示するよう努めることは言うまでもないが、その媒体の特性から、表示すべき事

項のすべてを表示することが実際上困難であることを勘案し、明瞭かつ正確に表示すること、

著しく事実に相違するような表示又は著しく人を誤認させるような表示をしないことを前提

に、「商品先物取引は損失が生ずることとなるおそれがある旨（損失額が預託した取引証拠

金等の額を上回るおそれがある場合には当該おそれがある旨を含む）」及び「契約締結前交

付書面の内容を十分読むべき旨」並びに「商品先物取引業者の商号又は名称」及び「商品先

物取引業者である旨」を表示することで対応することができることとする。 

② 看板、立看板、広告板、広告塔等の工作物等の屋内外の広告物については、その媒体の特

性から、表示すべき事項のすべてを表示することが実際上困難であることを勘案し、①と同

様の表示で対応することとする。 

 

４．広告等の表示に係る禁止事項 

 

⑴ 法に基づく誇大広告の禁止事項（省令第100条の７） 

① 商品取引契約の解除に関する事項 

② 商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 

③ 商品取引契約に係る損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する事項 

④ 商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項 

⑤ 商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項 

⑥ 商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項 

⑦ 手数料等の額又はその計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項 

 

⑵ 規則に基づく禁止事項 

① 商業道徳若しくは取引の信義則に違反するもの、又は会員としての品位を損なうもの 

② 広告の内容が誇大なもの、又は会員の業務内容を正しく表示していないもの 

③ 商品先物取引の商品特性又は金融商品等と商品先物取引との商品性の違いについて顧客の

誤解を招くおそれのあるもの 

④ 利益を生じることが確実であると誤解させるべき断定的又は刺激的な表示のあるもの 

⑤ 恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの 
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⑥ 自社の判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの 

⑦ 脱法行為を示唆する表示のあるもの 

⑧ 主務大臣の許可を受けていることにより行政官庁その他の公的機関が当該会員を推薦し、

又は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの 

⑨ 本会の会員であることにより本会が当該会員を推薦し、又は当該広告の内容について保証

しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの 

⑩ 手数料について、顧客の誤解を招くおそれのあるもの 

⑪ その他公正な競争を妨げ又は顧客の保護に欠けるおそれのあるもの 

 

⑶ 上記(1)及び(2)の規定に該当する広告等は、直接的であるか間接的であるかを問わず第三者

に行わせてはならない。 

 

５．広告等に関する社内管理体制 

 

⑴ 広告管理責任者の任命等 

① 広告管理責任者に対する任命手続きや広告管理責任者と取締役会等との連携等を定め、広

告等に対する責任体制を明確にする必要がある。 

② 広告管理責任者の職務内容を定め、実効ある広告等の審査、管理ができるよう整備する必

要がある。 

③ 広告管理責任者の補佐として副広告管理責任者を任命する場合には、その資格要件を定め

るとともに、広告管理責任者が委任する権限の範囲を明確にする等管理体制を整備する必要

がある。 

 

⑵ 審査基準の制定及び審査体制等 

① 広告等に関する社内審査基準、審査手続き等に関する規定等を整備する必要がある。 

② 広告等の製作、審査、実施及び記録の作成、保存等の手順の定め、それらの記録を作成し

保存する体制を整備する必要がある。 

 

⑶ 実施広告等に関する問い合わせ、苦情等への対応 

広告等に係る対外的な問い合わせ、苦情等の対応窓口を設置し、適切に対応できるよう体制

を整備する必要がある。 

 

 

平成19年９月10日制定 

平成19年９月30日施行 

平成20年６月２日改正 

平成23年１月１日改正 

平成23年７月１日改正 

平成25年６月１日改正 

 

【注】 

ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供に

ついては、２．⑴⑨の加入商品先物取引協会の記載及び３．⑶③の文字や数字の大きさについて、

平成23年１月１日改正の日から起算して３か月を経過する日までの間は本指針を適用しなくてよ

い。 
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会員の企業情報の開示に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第15条の規定に基づき、会員の企業情報の開示に関して必要な事項を定

めることにより、会員企業の経営の透明性を確保し、顧客（定款第３条第１項第６号に定めるも

のをいう。以下この規則において同じ。）の保護に資するとともに、商品先物取引業務（定款第

３条第１項第５号に定める業務をいう。以下この規則において同じ。）の信頼性の向上を図るこ

とを目的とする。 

 

（開示資料の作成及び開示） 

第２条  会員は、別紙１の年次ディスクロージャー項目記載要領（以下「年次記載要領」とい

う。）に基づき、各事業年度ごとに業務及び財務等の状況に関する開示資料（以下「年次開示資

料」という。）を毎事業年度終了後４か月以内に作成しなければならない。 

２ 会員は、別紙２の月次ディスクロージャー項目記載要領（以下「月次記載要領」という。）に

基づき、商品先物取引法第２条第22項第１号に規定する国内商品市場における取引に関する開示

資料（以下「月次開示資料」という。）を各月ごとに翌月20日までに作成しなければならない。 

３ 会員は、年次開示資料及び月次開示資料（以下「開示資料」という。）をそれぞれの作成締切

日までに次のいずれかの方法により開示しなければならない。 

⑴ 本店、支店その他の営業所又は事務所に備え置く。 

⑵ ホームページに掲載する。 

４ 前項の開示資料は直近の２年間のものを開示するものとする。 

 

（有価証券報告書の代用） 

第３条 会員は、年次開示資料について金融商品取引法に基づき作成した有価証券報告書をもって

代用することができる。ただし、年次記載要領に掲げる項目であって有価証券報告書に記載され

ていない項目があるときは、当該項目について年次記載要領に基づき年次開示資料を作成し、当

該有価証券報告書に添付して開示しなければならない。 

 

（開示資料の修正及び開示） 

第４条 会員は、開示資料の内容に誤りがあったとき又は不足があったときは、速やかに開示資料

を修正し、当該修正に係る開示資料を修正前の開示資料に追加して、開示しなければならない。 

 

（年次開示資料の提出及び開示等） 

第５条 会員は、年次開示資料について、作成締切日までに本会に提出しなければならない。 

２ 会員は、年次開示資料を修正したときは、年次開示資料の修正に係る開示資料を、修正の理由

を付して、速やかに本会に提出しなければならない。 

３ 本会は、会員から第１項の規定に基づく年次開示資料又は前項の規定に基づく修正に係る開示

資料の提出がないときは、当該資料の提出を請求することができる。 

４ 会員は、前項の請求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。 

５ 本会は、会員から年次開示資料の提出があったときは、速やかに本会のホームページに掲載す

ることにより開示するものとする。 

６ 前項の年次開示資料は直近の２年間のものを掲載するものとする。 

７ 本会は、会員から年次開示資料の修正に係る開示資料の提出があったときは、速やかに、修正

前の開示資料に追加して、開示するものとする。 
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（開示資料の修正の請求等） 

第６条 本会は、会員の開示資料に関し、誤り又は不足があると認めるときは、当該会員に対し、

修正を請求することができる。 

２ 会員は、前項の請求があったときは、正当な理由がない限り、速やかに開示資料を修正し、当

該修正に係る開示資料を修正前の開示資料に追加して開示するとともに、修正に係る開示資料が

年次開示資料の場合には、速やかに当該年次開示資料の修正に係る開示資料を本会に提出しなけ

ればならない。 

 

（情報開示の適用除外） 

第７条 会員は、個人である顧客を対象とした商品先物取引業務を行っていない場合など本会会長

の承認を受けた場合には、この規則に基づく開示資料の作成及び開示を行わないことができる。 

 

（制 裁） 

第８条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、制裁規程に基づき制裁を行うことができ

る。 

⑴ 第２条の規定に基づき開示資料を開示せず又は虚偽の開示資料を開示したとき 

⑵ 第４条の規定に基づき開示資料の修正又は開示を行わないとき 

⑶ 第５条第１項又は第２項の規定に基づき、年次開示資料を提出せず若しくは虚偽の年次開示

資料を提出したとき又は年次開示資料の修正に係る開示資料を本会に提出せず若しくは虚偽の

修正に係る開示資料を本会に提出したとき 

⑷ 第５条第４項の規定に違反して請求に応じないとき 

⑸ 第６条第２項の規定に違反して開示資料の修正、修正に係る開示資料の開示、修正した年次

開示資料の本会への提出を行わないとき 

 

 

附     則 

 

 この規則は、平成20年６月２日から施行する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成20年７月23日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   「別紙１・年次ディスクロージャー項目記載要領」中の「１．会社の概況」における「⑧主

要株主名」及び「⑨役員の状況」の記載要領、並びに「２．営業の状況」における「⑧ 苦情、

紛争、訴訟に関する事項」の記載要領及び当該様式を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第２条第４項を新設。第５条第５項を改正。第５条第６項を第７項に繰り下げ、第６項を新
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設。 

   「別紙１・年次ディスクロージャー項目記載要領」中の「２．営業の状況」における「⑤受

託業務管理規則」の記載要領を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成 23 年１月１日から施行する。 

ただし、第２条第２項及び第３項で規定する月次開示資料の作成及び開示については、施行日か

ら起算して６月を経過するまでの間は、商品先物取引法第２条第 22 項第１号に規定する国内商品

市場における取引にのみ適用する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

第１条、第２条第３項、第３条、第７条、第８条柱書きを改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成 23 年７月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第２条第２項及び第３項を改正。 

   「別紙１・年次ディスクロージャー項目記載要領」を全面改正。 
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  別紙１   

年次ディスクロージャー項目記載要領 

開示項目 記 載 要 領 備 考 

 

１．会社の概況 

 

 

 

＊① 商号、許可年

月日等 

 

 

 

 

 

＊② 事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 営業所、事務所

の状況 

 

＊④ 財務の概要 

 

⒜ 資本金 

 

⒝ 営業収益 

 

⒞ 受取手数料 

 

⒟ トレーディン

グ損益 

 

⒠ 経常損益 

 

⒡ 当期純損益 

 

⒢ 純資産額規制

比率 

 

 

 

＊⑤ 発行済株式総数  

 

 

＊⑥ 上位 10位まで

の株主の氏名等 

 

 

＊⑦ 役員の状況 

 

 

 

〔顧客が取引の委託先又は相手方となる商品先物取引業者を選択する際に

有益な情報となる会社の概況について、毎事業年度末現在で作成す

る。〕 

 

 商号又は名称、本店の所在地、電話番号、代表者役職・氏名、許可年月

日、加入する商品先物取引協会及び委託者保護基金の名称を記載する。 

 会社の設立日から当該事業年度末現在までの間における、商号や商品先物

取引業の変遷、支店その他の営業所又は事務所の開設等につき簡潔に記載す

る。 

 

 

 当該事業年度末の経営組織、商品先物取引法（以下「法」という。）第 2

条第 22 項各号に掲げる行為に係る業務の種別及び兼業業務の状況について

簡潔に記載する。 

委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている場合には、その相手方と

なる商品先物取引業者等の商号又は名称を、店頭商品デリバティブ取引に

おいてカバー取引を行っている場合には、その相手方となる他の商品先物

取引業者等の商号、名称若しくは氏名を記載する。また、商品先物取引仲

介業者の所属商品先物取引業者である会員は、商品先物取引仲介業者の商

号又は名称を記載する。 

 

 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称、所在地、電話番号を記載す

る。 

 

 当該事業年度末における主要な財務指標について記載する。なお、経過

年度分を併記することを妨げない。 

 

 

 

 

 商品先物取引業務に関するものを記載する。 

 

 商品先物取引業務に関するものを記載する。 

 

 

 

 

 

 

純資産額（＊）／リスク額（＊）×100 

（＊「純資産額」は、商品先物取引法第 211 条第 4 項において準用する同

法第 99 条第 7 項に基づく施行規則第 38 条の規定により算出し、「リス

ク額」は、同法第 211条に基づく施行規則第 99条により算出する。） 

 

 当該事業年度末における発行済株式の総数を記載し、金融商品取引所に

上場している場合には、当該金融商品取引所の名称又は商号を記載する。 

 

 当該事業年度末における株式の保有数の上位 10 名について、氏名又は名

称、株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の

数の割合を記載する。 

 

当該事業年度末における役員について、氏名、役職名、代表権の有無及び

常勤・非常勤の別を記載する。なお、社外監査役については、その旨を注記

する。 

 

 

 

 

 

 

 

年表形式で

作成するこ

とができ

る。 

 

組織図、商

品取引所別

や店頭商品

デリバティ

ブ取引の対

象商品を一

覧表で作成

することが

できる。 
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開示項目 記 載 要 領 備 考 

 

＊⑧ 役員及び使用人

の状況 

 

 

 

２．営業の状況 

 

 

＊① 営業の経過及び

成果 

 

 

 

 ② 取引開始基準  

 

 

  ③ 顧客数 

 

 

３．経理の状況 

 

 

 ＊① 貸借対照表 

 

 ＊② 損益計算書 

 

＊③ 株主資本等変

動計算書 

 

＊④ 個別注記表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊⑤ 監査に関する事

項 

 

 

 

当該事業年度末における役員及び使用人の総数、そのうちの登録外務員数

を記載する。なお、役員については、非常勤の役員数をうち数として記載す

る。 

 

 

〔顧客に有益な商品先物取引業務に係る情報について、毎事業年度末現在

で作成する。〕 

 

 当該事業年度における営業の状況について、受取手数料及びトレーディ

ング損益の状況を区分して概括的に説明し、それぞれの収益金額の内訳及

び取引所取引にあっては年間売買高を記載する。なお、兼業業務について

は、任意に記載する。 

 

 商品先物取引業務に関する規則第 18 条第 2 項の規定により、対面取引、

電子取引等の各社が定めている取引開始基準を記載する。 

 

  当該事業年度末における顧客数を記載する。 

 

 

〔顧客その他商品先物取引業者と取引関係のある者に有益な財務関連情報

について、毎事業年度末現在で作成する。〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会社計算規則」第 98 条に基づくもののほか、以下の注記項目に留意し

て開示する。 

 

一 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

会社が現に採用している有価証券の評価基準及び評価方法、棚卸資

産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、繰延資産の

処理方法、引当金及び特別法上の準備金の計上基準、営業収益の計上

基準、その他貸借対照表及び損益計算書の作成のための重要な会計方

針について記載する。 

 

二 貸借対照表等に関する注記 

担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳、㈱日本商品

清算機構へ預託している有価証券の内訳、分離保管されている資産の

保管先と保管されている金額、商品取引責任準備金の説明、委託者先

物取引差金の説明、主な外貨建て資産の内訳等、貸借対照表に係る注

記事項を記載する。 

 

三 損益計算書に関する注記 

受取委託手数料・売買損益の内訳、他の商品先物取引業者に委託し

ている自己取引の値洗損益の状況等、損益計算書に係る注記事項を記

載する。 

 

公認会計士の監査を受けている場合は、その旨を記載する。ただし、有価

証券報告書をもって開示資料に代えている会員については、監査報告書を含

めて開示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会社計算規

則」第98条 

 

「会社計算規

則」第101条 

 

 

 

 

 

「会社計算規

則」第103条 

  

 

 

 

 

「会社計算規

則」第104条 

 

 

 

（注）＊を付した項目は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書をもって代えることができる。 
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 別紙２  

 

月次ディスクロージャー項目記載要領 

開 示 項 目 記  載  要  領 備  考 

 

取引関連項目 

 

 

① 月間売買高 

 

② 月末建玉状況 

 

〔顧客に有益な情報となる国内商品市場における取引の数量等について、

毎月作成する。〕 

 

各商品ごとの売買枚数について自己・委託別に記載する。 

 

各商品ごとの月末現在の建玉数について、自己・委託別に記載する。 
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監 査 規 則 

 

 

（目 的） 

第１条  この規則は、定款第54条に基づき、会員に対する監査に関して必要な事項を定める。 

 

（監査の種類等） 

第２条 監査は、会員が本会に提出する書類につき行う書類監査及び会員の本店、支店その他の営

業所において行う実地監査とする。 

２ 監査は、財務及び経理に関する監査並びに業務に関する監査とする。 

 

（監査の実施） 

第３条 本会は、必要に応じ、随時監査を行う。 

２ 会員の財務及び経理に関する監査は、当該会員が行っている公認会計士による監査証明によっ

て代えることができる。 

３ 本会は、監査を行おうとするときは、あらかじめ会員に対してその旨を通知するものとする。

ただし、事前の通知が不適当と認められる場合には、この限りでない。 

４ 会員は、本会による監査に応じなければならない。 

 

（監査員） 

第４条 監査は、本会の職員のうちから会長が任命した監査員が、これに当たる。 

 

（監査員の権限） 

第５条 監査員は、会員に対し、監査事項に関係のある帳簿、書類及び有価物の提示、閲覧若しく

は資料の提出又は事実の説明を要求することができる。 

 

（監査員の義務） 

第６条 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 監査に当たっては、常に穏健、冷静な態度を持し、品位と信用を保持するよう努めること。 

⑵ 監査は、すべて事実に基づいて公正かつ能率的に行うよう努めること。 

⑶ 有価物その他重要物件の現物監査に当たっては、保管の責任者を立ち合わせて、特に適確迅

速に行うとともに紛失等の事故がないよう留意すること。 

⑷ 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正であるよう努めるこ

と。 

⑸ 職務上知り得た事項を、正当な事由なく他に漏らさないこと。 

 

（監査員証の提示） 

第７条 監査員は、実地監査の着手に当たり、会員に別に定める様式による監査員証を提示するも

のとする。 

 

（監査終了の報告） 

第８条 監査員は、監査が終了したときは、すみやかにその結果を会長に書面により報告しなけれ

ばならない。 

２ 会長は、監査員の行った監査結果に基づき指導、勧告その他の適切な措置を講ずることができ
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る。 

３ 会長は、監査結果の扱いを理事会で審議させることができる。 

４ 会長は、理事会の検討の結果、必要と判断される場合は規律委員会その他の常設又は特別委員

会に付議させるものとする。 

 

（監査終了の通知） 

第９条 本会は、監査が結了したときは、その結果を会員に書面により通知する。 

 

（会員の社内監査の実施及び報告） 

第10条 会員は、社内監査を一事業年度に１回以上実施しなければならない。 

２ 会員は、社内監査の体制を本会に報告しなければならない。 

３ 個人である顧客を対象とした商品先物取引業務（登録外務員（会員等の外務員の登録等に関す

る規則第３条第１項の規定により本会の行う登録を受けた外務員をいう。）による商品デリバティ

ブ取引の勧誘が伴うものに限る。）を行う会員は、一事業年度の社内監査を終了した場合は、その

結果を別紙様式により本会に提出しなければならない。 

 

 

附        則 

 

 この規則は、平成４年３月２日から施行する。 

 

 

 附        則 

 

 この改正は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成20年６月２日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第10条第１項及び第２項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第１条を改正。 
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附        則 

 

 この改正は、平成23年９月28日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第10条第１項を改正。 

２．第10条第２項を第３項に繰り下げ、改正。第２項を新設。 

３．第10条第３項を削除。 
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別 紙（監査規則第 10条第３項関連） 

 

社 内 監 査 報 告 書 

 

提 出 日      年  月  日 

会 員 名              

代 表 者 名              

【監査実施日】 

本店   部  年 月 日～ 年 月 日（監査対象期間： 年 月 日～ 年 月 日） 

支店    年 月 日～ 年 月 日（監査対象期間： 年 月 日～ 年 月 日） 

【監査責任者及び担当者】 

責任者：（所属部署、役職名、氏名を記載） 

担当者：（所属部署、役職名、氏名を記載）    （監査対象：本店    部） 

担当者：（所属部署、役職名、氏名を記載）    （監査対象：  支店） 

報告すべき監査項目 監査の方法 監査結果 

法令等遵守に関する諸規程等の整備 

１．法令等遵守に関する諸規程等の

整備 

 

（監査方法を具体的に記載する。） （監査の結果を記載する。また、監

査結果に基づいて改善措置を講じた

場合には、具体的内容を記載する。） 

受託等業務の管理に関する体制 

１．管理部門の役割 

 

  

勧誘行為 

１．勧誘に先立っての告知 

２．勧誘を受ける意思の確認 

３．迷惑勧誘の禁止 

４．再勧誘の禁止 

５．不招請勧誘の禁止 

６．事前交付書面の交付及び商品先

物取引の説明 

 

  

適合性の原則 

１．顧客の属性情報の的確な把握 

２．適合性の原則に基づいた勧誘及

び受託 

３．適合性の審査 

⑴ 適合性の審査 

⑵ 不適当な勧誘及び受託の例外

に係る審査 

 

  

受託契約の締結 

１．受託契約の管理 

２．本人確認の管理 

 

  

委託取引の受託 

１．委託取引の受託の管理 

２．取引証拠金の管理 

３．委託者との入出金に係る管理 

 

  

外務員の管理 

１．社内の管理体制 

２．管理責任者の役割 

 

  

委託者の管理 

１．取引状況等の管理 

 

  

注）本報告書は国内商品市場取引を念頭において作成しているので、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取

引の場合には適宜用語を読み替えて使用すること。 
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【監査員証の様式】 
 
 

 
 
 

監 査 員 証 

 
 
                        

                        監 査 員 

                 ○  ○  ○  ○ 

 （写  真）    

上記の者は、本協会の監査員であることを 

証明する。 

              平成  年  月  日 

                日本商品先物取引協会 

                会 長           印 

 
                                   （Ｂ ８） 
 
 
 
                                   （裏 面） 
 

 

監査規則（抄） 

（監査員の義務） 

第６条 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 監査に当たっては、常に穏健、冷静な態度を持し、品位と信用を

保持するよう努めること。 

⑵ 監査は、すべて事実に基づいて公正かつ能率的に行うよう努める

こと。 

⑶ 有価物その他重要物件の現物監査に当たっては、保管の責任者を

立ち合わせて、特に適確迅速に行うとともに紛失等の事故がないよ

う留意すること。 

⑷ 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常

に公正であるよう努めること。 

⑸ 職務上知り得た事項を、正当な事由なく他に漏らさないこと。 

（監査員証の提示） 

第７条 監査員は、実地監査の着手に当たり、会員に別に定める様式に

よる監査員証を提示するものとする。 
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商品取引事故の確認申請等に関する規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、商品先物取引法施行規則（平成17年農林水産省・経済産業省令第３号。以下

「省令」という。）第103条の４に基づき、会員が、本会を経由して主務大臣へ商品取引事故（省

令第112条に規定する事故をいう。以下「事故」という。）の確認申請を行う場合の手続その他必

要な事項を定め、その適正な運営を図ることを目的とする。 

 

（確認申請の取扱い） 

第２条 会員は、商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」という。）第214条の３第３項

ただし書の規定に基づき、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることについて、主

務大臣の確認を受けようとするときは、様式第１号による事故確認申請書（以下「確認申請書」

という。）を本会に提出しなければならない。 

２ 確認申請書は、事故の案件ごとに提出するものとする。 

３ 会員は、確認申請書には、省令第103条の６に規定する書面等を添付しなければならない。 

 

（本会による点検） 

第３条 本会は、会員から確認申請書の提出があった場合には、必要書類の添付状況等について点

検する。 

２ 本会は、前項の点検のため必要と認めるときは、確認申請書を提出した会員に対し、説明を求

め、又は必要な書類等の提出を求めることができる。 

 

（主務大臣への確認申請書の進達） 

第４条 本会は、確認申請書の点検が終了したときは、当該確認申請書を主務大臣に進達する。 

 

（会員に対する確認結果の通知） 

第５条 本会は、会員から提出された確認申請書について主務大臣から確認結果の通知があった場

合には、速やかに、その旨を当該会員に通知する。 

 

（確認不要の場合の主務大臣への報告） 

第６条 会員は、省令第103条の３第３項の規定に基づく主務大臣への報告をしようとするときは、

同項に定める主務大臣への報告期限の15日前（当日が休日の場合は、前営業日）までに、様式第

２号による報告書を本会に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の報告書の提出を受けた場合において必要と認めるときは、当該会員に対し、説

明を求め、又は必要な書類等の提出を求めることができる。 

３ 本会は、その報告書等について点検し、省令第103条の３第３項に定める報告の期限までに主務

大臣に進達する。 

 

（本会への報告） 

第７条 会員は、省令第103条の３第１項第１号から第３号に掲げる場合又は同項第４号に掲げる商

品取引所の仲介による和解、商品先物取引協会のあっせん若しくは調停による和解の場合におい

ては、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を

提供した日の属する月の翌月末日（当日が休日の場合は、前営業日）までに、様式第３号による
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報告書を本会に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の報告書の提出を受けた場合において必要と認めるときは、当該会員に対し、説

明を求め、又は必要な書類等の提出を求めることができる。 

 

（社内管理体制の整備等） 

第８条 会員は、事故の適正な処理を図るため、事故の社内審査及び事故確認申請手続に関する社

内管理体制の整備及びその適切な運営に努めなければならない。 

２ 会員は、前項の社内審査及び確認申請手続に関する法定帳簿その他の書類及び記録を整理・保

存し、適切に管理するものとする。 

 

（会員の義務） 

第９条 会員は、本会から規則第３条第２項、第６条第２項及び第７条第２項の規定による求めが

あったときは、正当な理由なく、これを拒んではならない。 

 

（商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等） 

第10条 商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等の取扱いについては、当該商品先物取引仲介業

者の所属商品先物取引業者（法第240条の３第１項第４号に規定する「所属商品先物取引業者」を

いう。）である会員が本規則において行う手続きの例により行う。 

２ 前項の場合において、主務大臣への確認申請については様式第１号（仲介業）、主務大臣への報

告については様式第２号（仲介業）、本会への報告については様式第３号（仲介業）により行うも

のとする。 

 

（細則の制定） 

第11条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

附   則 

 

 この規則は、平成19年９月30日から施行する。 

 

 

附   則 

 

 この改正は、平成20年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

 １．第２条第４項を改正。 

２．様式第２号及び様式第３号を改正。 

 

 

附   則 

 

 この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

 規則名、第３条第１項、第２項及び第４条を改正。 



 - 70 - 

 

 

附   則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１条、第２条第１項及び第３項、第３条見出し、第６条第１項から第３項、第７条第１項

及び第２項、第８条第１項及び第２項を改正。 

２．第10条を第11条に繰り下げ、第10条を新設。 

３．様式第１号、様式第２号及び様式第３号を改正。 

 

 

附   則 

 

 この改正は、平成24年２月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第10条第１項を改正。 

２．第10条第２項を新設。 

 

 

附   則 

 

 この改正は、平成24年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

 第２条第４項を削除。 
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平成  年  月  日 

 

農 林 水 産 大 臣 殿 

経 済 産 業 大 臣 殿 

                          商品先物取引業者名 

                          所 在 地 

                          代 表 者 名                印 

 

 下記について、商品先物取引法第２１４条の３第３項ただし書の規定に基づき、事故の確認を得たいので申

請いたします。 

 

記 
 

１．事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 

  

２．事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称 

 

３．顧客の氏名及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

  

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

５．事故の概要等 

 ※ ４．５．は別紙のとおり。 

６．提供しようとする財産上の利益の額 

          円 

 

 申請がありましたので進達します。 

   平成  年  月  日           日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 

               会 長 

 

 商品先物取引法第２１４条の３第３項ただし書に規定する事故と確認する。 

 

   平成  年  月  日 

 

                     農 林 水 産 大 臣 

 

                     経 済 産 業 大 臣 

 

担当者：   部   課 

ＴＥＬ（   －    －      ） 

メールアドレス

事 故 確 認 申 請 書 

商品先物取引法施行規則第 103条の４関係 

商品取引事故の確認申請等に関する規則第２条第１項関係 

様式第１号 

ＮＯ．Ｈ○○－１－○ 
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商品先物取引業者名：           

１．事故に関係した事業所の名称及び所在地 

 

２．事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 

 

３．顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

 

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

 ⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行ったこと 

 ⑵ 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと 

 ⑶ 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ったこと 

 ⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ったこと 

 ⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 

(                                                            ) 
５．事故の概要等 

⑴ 取引の概要 

 ・取引商品名： 

 ・取引期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 ・実損益額（うち手数料）：       円（      円） 

⑵ 事故処理の経緯 

 ・発生年月日：平成  年  月  日 

 ・申出金額：       円 

 ・解決方法： 

⑶ 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。） 

 

 

⑷ 和解内容等 

 ・提供した財産上の利益の額：        円 

 （特記事項）特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 

 

 

⑸ 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。） 

 

 

⑹ 添付資料 

  □ 顧客が確認申請書の内容について確認したことを証する書面   

□ 顧客カード  □ 社内事故処理簿   

  □ 法定帳簿等（具体的書類名                                           ） 

□ その他資料（                                      ） 

別 紙  

商品取引事故の内容  

（事故確認申請） 

ＮＯ．Ｈ○○－１－○○○ 

違反行為の内容 
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平成   年  月  日 

 

 

 農 林 水 産 大 臣 殿 

 経 済 産 業 大 臣 殿 

 

                          商品先物取引業者名 

                          所 在 地 

                          代 表 者 名                印 

 

 

商品先物取引法施行規則第 103条の３第３項に基づく報告書 

 

 

 商品先物取引法施行規則第 103条の３第３項の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事故 

（主務大臣への報告分）について別添のとおり報告いたします。 

 

記 
 

Ｎｏ． 解決年月日 顧客名 解決方法 和解金額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

      

      

      

      

      

      

      

      

平成 年 月分 件            担当者：  部   課  

平成 年度累計 件            ＴＥＬ（  －    －    ） 

メールアドレス     

  

Ｎｏ．    

商品先物取引法施行規則第 103条の３第３項関係 

商品取引事故の確認申請等に関する規則第６条第１項関係 

 

様式第２号 
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商品先物取引業者名：           

１．事故に関係した事業所の名称及び所在地 

 

２．事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 

 

３．顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

 

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

 ⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行ったこと 

 ⑵ 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと 

 ⑶ 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ったこと 

 ⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ったこと 

 

 

⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 

(                                                            ) 

５．事故の概要等 

⑴ 取引の概要 

 ・取引商品名： 

 ・取引期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 ・実損益額（うち手数料）：       円（      円） 

⑵ 事故処理の経緯 

 ・発生年月日：平成  年  月  日 

 ・申出金額：       円 

 ・解決年月日：平成  年  月  日 

 ・解決方法： 

⑶ 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。） 

 

⑷ 和解内容等 

 ・提供した財産上の利益の額：        円 

 （特記事項）特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 

 

 

⑸ 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。） 

 

 

⑹ 添付資料 

  □ 和解契約書  □ 領収書  □ 法定帳簿等（具体的書類名                 ） 

□ 事故に該当することを弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面 

□ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 

□ その他資料（               ） 

商品取引事故の内容  

（主務大臣への事後報告） 

ＮＯ．Ｈ○○－２－○○○ 

違反行為の内容 
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平成   年  月  日 

 

 

日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 会 長 殿 

 

                          商品先物取引業者名 

                          所 在 地 

                          代 表 者 名                印 

 

 

商品取引事故の確認申請等に関する規則第７条に基づく報告書 

 

 

 商品取引事故の確認申請等に関する規則第７条の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事故 

（日商協への報告分）について別添のとおり報告いたします。 

 

記 
 

Ｎｏ． 解決年月日 顧客名 解決方法 和解金額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

      

      

      

      

      

      

      

      

平成 年 月分 件            担当者：  部   課  

平成 年度累計 件            ＴＥＬ（  －    －    ） 

メールアドレス     

  

Ｎｏ．  

商品取引事故の確認申請等に関する規則第７条第１項関係 

 

様式第３号 
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商品取引事故の内容  

 

 

 

 

商品先物取引業者名：            

１．事故に関係した事業所の名称及び所在地 

 

２．事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 

 

３．顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

 

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

 ⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行ったこと 

 ⑵ 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと 

 ⑶ 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ったこと 

 ⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ったこと 

 

 

⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 

(                                                            ) 

５．事故の概要等 

⑴ 取引の概要 

 ・取引商品名： 

 ・取引期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 ・実損益額（うち手数料）：       円（      円） 

⑵ 事故処理の経緯 

 ・発生年月日：平成  年  月  日 

 ・申出金額：       円 

 ・解決年月日：平成  年  月  日 

 ・解決方法： 

⑶ 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。） 

 

 

⑷ 和解内容等 

 ・提供した財産上の利益の額：        円 

 （特記事項）特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 

 

 

⑸ 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。） 

 

 

⑹ 添付資料 

  □ 和解契約書  □ 領収書  □ 顧客カード  □ 社内事故処理簿   

□ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 

□ その他資料（              ） 

（日商協への事後報告） 

ＮＯ．Ｈ○○－３－○○○ 

違反行為の内容 
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平成  年  月  日 

 

 

農 林 水 産 大 臣 殿 

経 済 産 業 大 臣 殿 

商品先物取引業者名 

所 在 地 

代 表 者 名               印 

 

 下記について、商品先物取引法第２４０条の１７において準用する第２１４条の３第３項ただし書の規定

に基づき、事故の確認を得たいので申請いたします。 

 

記 
 

１．事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 

   

２．事故となる行為に関係した商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称及び代表者等の氏名又は

部署の名称 

  

３．顧客の氏名及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

  

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

５．事故の概要等 

 ※ ４．５．は別紙のとおり。 

６．提供しようとする財産上の利益の額 

          円 

 

 申請がありましたので進達します。 

   平成  年  月  日           日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 

               会 長 

 

 商品先物取引法第２１４条の３第３項ただし書に規定する事故と確認する。 

 

   平成  年  月  日 

 

                     農 林 水 産 大 臣 

 

 

                     経 済 産 業 大 臣 

 

 

 

事 故 確 認 申 請 書 

商品先物取引法施行規則第 126条の 21関係 

商品取引事故の確認申請等に関する規則第２条第１項関係 

様式第１号 

（仲介業） 

ＮＯ．Ｈ○○－１－○ 

担当者：   部   課 

ＴＥＬ（   －    －      ） 

メールアドレス 
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商品先物取引業者名：           

１．事故に関係した事業所の名称及び所在地 

 

２．事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 

 

３．顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

 

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

 ⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を

行ったこと 

 ⑵ 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと 

 ⑶ 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと 

 ⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと 

 

 

⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 

(                                                          ) 

５．事故の概要等 

⑴ 取引の概要 

 ・取引商品名： 

 ・取引期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 ・実損益額（うち手数料）：       円（      円） 

⑵ 事故処理の経緯 

 ・発生年月日：平成  年  月  日 

 ・申出金額：       円 

 ・解決方法： 

⑶ 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。） 

 

 

 

 

 

⑷ 和解内容等 

 ・提供した財産上の利益の額：        円 

 （特記事項）特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

⑸ 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。） 

 

 

 

⑹ 添付資料 

  □ 顧客が確認申請書の内容について確認したことを証する書面   

□ 顧客カード  □ 社内事故処理簿   

  □ 法定帳簿等（具体的書類名                                           ） 

□ その他資料（                                      ） 

商品取引事故の内容 （事故確認申請） 

ＮＯ．Ｈ○○－１－○○○ 

違反行為の内容 

別紙（仲介業） 
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平成   年  月  日 

 

農 林 水 産 大 臣 殿 

経 済 産 業 大 臣 殿 

 

                              商品先物取引業者名  

                              所 在 地                    

代 表 者 名                 印 

 

 

商品先物取引法施行規則第 103条の３第３項又は第 126条の 20第３項に基づく報告書 

 

 商品先物取引法施行規則第 103条の３第３項又は第 126条の 20第３項の規定に基づき、下記に掲

げる平成 年 月の商品取引事故（主務大臣への報告分）について別添のとおり報告いたします。 

 

記 
 

Ｎｏ． 解決年月日 顧客名 解決方法 和解金額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

      

      

      

      

      

      

      

      

平成 年 月分 件            担当者：  部   課  

平成 年度累計 件            ＴＥＬ（  －    －    ） 

メールアドレス         

Ｎｏ．  商品先物取引法施行規則第 103条の３第３項、第 126条の 20第３項関係 

商品取引事故の確認申請等に関する規則第６条第１項関係 

 

様式第２号 

（仲介業） 
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商品先物取引業者名：           

１．事故に関係した事業所の名称及び所在地 

 

２．事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 

 

３．顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

 

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

 ⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を

行ったこと 

 ⑵ 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと 

 ⑶ 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと 

 ⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと 

 

 

⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 

(                                                          ) 

５．事故の概要等 

⑴ 取引の概要 

 ・取引商品名： 

 ・取引期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 ・実損益額（うち手数料）：       円（      円） 

⑵ 事故処理の経緯 

 ・発生年月日：平成  年  月  日 

 ・申出金額：       円 

 ・解決年月日：平成  年  月  日 

 ・解決方法： 

⑶ 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。） 

 

 

 

 

⑷ 和解内容等 

 ・提供した財産上の利益の額：        円 

 （特記事項）特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

⑸ 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。） 

 

 

 

⑹ 添付資料 

  □ 和解契約書  □ 領収書  □ 法定帳簿等（具体的書類名                 ） 

□ 事故に該当することを弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面 

□ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 

□ その他資料（               ） 

商品取引事故の内容 （主務大臣への事後報告） 

ＮＯ．Ｈ○○－２－○○○ 

違反行為の内容 

（仲介業） 
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平成   年  月  日 

 

 

日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 会 長 殿 

 

商品先物取引業者名  

所 在 地                

代 表 者 名            印 

 

商品取引事故の確認申請等に関する規則第７条に基づく報告書 

 

 商品取引事故の確認申請等に関する規則第７条の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事

故（日商協への報告分）について別添のとおり報告いたします。 

 

 

記 
 

Ｎｏ． 解決年月日 顧客名 解決方法 和解金額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

      

      

      

      

      

      

      

      

平成 年 月分 件            担当者：  部   課  

平成 年度累計 件            ＴＥＬ（  －    －    ） 

メールアドレス          

Ｎｏ．  

商品取引事故の確認申請等に関する規則第７条第１項関係 

 

様式第３号 

（仲介業） 
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商品先物取引業者名：           

１．事故に関係した事業所の名称及び所在地 

 

２．事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 

 

３．顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名） 

 

４．補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因） 

 ⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を

行ったこと 

 ⑵ 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと 

 ⑶ 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと 

 ⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと 

 

 

⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 

(                                                          ) 

５．事故の概要等 

⑴ 取引の概要 

 ・取引商品名： 

 ・取引期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 ・実損益額（うち手数料）：       円（      円） 

⑵ 事故処理の経緯 

 ・発生年月日：平成  年  月  日 

 ・申出金額：       円 

 ・解決年月日：平成  年  月  日 

 ・解決方法： 

⑶ 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。） 

 

 

 

 

⑷ 和解内容等 

 ・提供した財産上の利益の額：        円 

 （特記事項）特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 

 

 

⑸ 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。） 

 

 

 

⑹ 添付資料 

  □ 和解契約書  □ 領収書  □ 顧客カード  □ 社内事故処理簿   

□ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 

□ その他資料（              ） 

 

 

商品取引事故の内容 （日商協への事後報告） 

ＮＯ．Ｈ○○－３－○○○ 

違反行為の内容 

（仲介業） 
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商品取引責任準備金の積立て等に関する規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第64条の規定に基づき商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」

という。）第２条第３項第１号から第４号に規定する取引に係る商品取引責任準備金（以下「準

備金」という。）の積立て及び取崩し等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（社内規則の制定） 

第２条 会員は、準備金の積立て等の適正な運営及び管理に必要な事項について、社内規則を制定

し、これを役職員に遵守させなければならない。 

 

（定 義） 

第３条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 商品取引事故 

商品先物取引法施行規則（平成17年農林水産省・経済産業省令第３号。以下「省令」という。）

第112条に規定する事故 

⑵ 現物先物取引 

法第２条第３項第１号に掲げる取引 

⑶ 現金決済先物取引 

法第２条第３項第２号に掲げる取引 

⑷ 指数先物取引 

法第２条第３項第３号に掲げる取引 

⑸ 先物オプション取引 

法第２条第３項第４号に掲げる取引 

⑹ 商品清算取引 

法第２条第20項に掲げる取引 

⑺ 特定委託者 

法第２条第25項各号に掲げる者 

⑻ 特定当業者 

法第２条第26項に定める特定当業者 

２ この規則において事故率とは、次に掲げる数式により計算して得た数とする。ただし、小数点

第９位以下を切り捨てるものとする。 

事故率 ＝ 
Ａ 

Ｂ 

（備考） 

① Ａは、当該事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度における事故による支払額の

合計額（現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引及び先物オプション取引に係る支払

額のうち、会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等（商品清算取引を

除く。以下同じ。）の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織（商品先物取引業者の使用に

係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機（入力装置を含む。）とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取

引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。） 

② Ｂは、当該事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度における現物先物取引、現金
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決済先物取引、指数先物取引及び先物オプション取引の取引金額（先物オプション取引におい

ては対価の額の合計額）の合計額（自己の計算による取引並びに会員が、特定委託者及び特定

当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して

勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額（先物オプション取引

においては対価の額の合計額）を除く。） 

 

（商品取引責任準備金の積立額に係る取引金額等） 

第４条 商品取引責任準備金の積立額の計算において、第５条第１項第１号、第２号、第３号、第

５号、第６号及び第７号の取引金額並びに同第４号及び第８号の対価の額の合計額とは、次の各

号の額とする。 

⑴ 第５条第１項第１号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月

間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑵ 第５条第１項第２号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月

間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑶ 第５条第１項第３号に規定する取引金額は、商品指数市場における取引指数商品に係る帳入

指数の月間平均値に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑷ 第５条第１項第４号に規定する対価の額の合計額は、商品市場における先物オプション取引

に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑸ 第５条第１項第５号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月

間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑹ 第５条第１項第６号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月

間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑺ 第５条第１項第７号に規定する取引金額は、商品指数市場における取引指数商品に係る帳入

指数の月間平均値に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

⑻ 第５条第１項第８号に規定する対価の額の合計額は、商品市場における先物オプション取引

に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定は、第７条の準備金の積立額の計算及び第８条の準備金の積立最高限度額の計算に

おいて準用する。 

 

（準備金の積立等） 

第５条 会員は、毎月、次の各号に定めるところにより得られた額の合計額を準備金として第８条

に規定する積立最高限度額になるまで積み立てるため、毎月の積立金に相当する金額（円未満の

端数が生じたときは切り捨てる。）を、当該会員があらかじめ定めた金融機関に開設した専用口

座（以下「専用口座」という。）に積み立てなければならない。 

⑴ 次の数式により計算して得たＡ₁又はＡ₂のいずれか大きい金額 

Ａ₁＝Ｂ× 事故率 

Ａ₂＝Ｂ× 
１ 

100万 

ただし、既に積み立てられた準備金の額が1,000万円に満たない場合にあっては、次の数式に

より計算して得たＡ₃又はＡ₄のいずれか大きい金額 

Ａ₃＝Ｂ× 事故率×２ 

Ａ₄＝Ｂ× 
２ 

100万 

（備考） 

Ｂは、現物先物取引（自己の計算による取引及び第５号に掲げる取引を除く。）の取引金額 
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⑵ 次の数式により計算して得たＡ₅又はＡ₆のいずれか大きい金額 

Ａ₅＝Ｃ× 事故率 

Ａ₆＝Ｃ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｃは、現金決済先物取引（自己の計算による取引及び第６号に掲げる取引を除く。）の取引金

額 

⑶ 次の数式により計算して得たＡ₇又はＡ₈のいずれか大きい金額 

Ａ₇＝Ｄ× 事故率 

Ａ₈＝Ｄ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｄは、指数先物取引（自己の計算による取引及び第７号に掲げる取引を除く。）の取引金額 

⑷ 次の数式により計算して得たＡ₉又はＡ₁₀のいずれか大きい金額 

Ａ₉ ＝Ｅ× 事故率 

Ａ₁₀＝Ｅ× 
１ 

10万 

（備考） 

Ｅは、先物オプション取引（自己の計算による取引及び第８号に掲げる取引を除く。）の対価

の額の合計額 

⑸ 次の数式により計算して得たＡ₁₁の金額 

Ａ₁₁＝Ｆ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｆは、現物先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委

託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の

委託を受ける場合に限る。）の取引金額 

⑹ 次の数式により計算して得たＡ₁₂の金額 

Ａ₁₂＝Ｇ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｇは、現金決済先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等

の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引

等の委託を受ける場合に限る。）の取引金額 

⑺ 次の数式により計算して得たＡ₁₃の金額 

Ａ₁₃＝Ｈ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｈは、指数先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委

託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の

委託を受ける場合に限る。）の取引金額 

⑻ 次の数式により計算して得たＡ₁₄の金額 

Ａ₁₄＝Ｉ× 
１ 

10万 
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（備考） 

Ｉは、先物オプション取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引

等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取

引等の委託を受ける場合に限る。）の対価の額の合計額 

２ 会員は、商品取引事故の状況その他商品市場における取引等の状況からみて必要と認めるとき

は、前項の積立金に加えてその専用口座に準備金を別途積み立てるものとする。 

３ 会員は、専用口座に積み立てられた準備金を担保その他これに類するものに供してはならない。 

 

（準備金の積立ての特例） 

第６条 事故率が0.00006250を超える会員は、前条の規定にかかわらず、0.00006250以上であって

会員が定める率（以下「特例事故率」という。）を事故率とみなして前条第１項第１号から第４

号までの計算を行うことができる。 

２ 前項の規定の適用を受けた会員は、特例事故率による積立てをした事業年度終了の日において、

第１号又は第２号のいずれか低い金額を一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額

を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。ただし、第１号の金

額が第２号の金額より低い会員が積み立てる金額は、第１号の金額から前項の規定に基づき積み

立てた金額を控除した額とする。 

⑴ 当該事業年度において第５条第１項の規定の定めるところにより得られた額 

⑵ 当該事業年度の積立最高限度額から当該事業年度終了の日における準備金の残高を控除した

金額 

 

（商品先物取引業の許可を受けてから３事業年度以内の会員における準備金の積立額） 

第７条 法第２条第22項第１号又は第２号に掲げる行為を開始した事業年度から３事業年度以内の

会員が、第５条の規定により、毎月、積み立てるべき準備金の額は、次の各号に定めるところに

より得られた額の合計額とする。 

⑴ 次の数式により計算して得たＡ′₁の金額 

Ａ′₁＝Ｂ× 
３ 

10万 

ただし、既に積み立てられた準備金の額が1,000万円に満たない場合にあっては、次の数式に

より計算して得たＡ′₂の金額 

Ａ′₂＝Ｂ× 
６ 

10万 

（備考） 

Ｂは、現物先物取引（自己の計算による取引の取引金額及び第５号に掲げる取引を除く。）の

取引金額 

⑵ 次の数式により計算して得たＡ′₃の金額 

Ａ′₃＝Ｃ× 
３ 

10万 

（備考） 

Ｃは、現金決済先物取引（自己の計算による取引の取引金額及び第６号に掲げる取引を除く。）

の取引金額 

⑶ 次の数式により計算して得たＡ′₄の金額 

Ａ′₄＝Ｄ× 
３ 

10万 

（備考） 
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Ｄは、指数先物取引（自己の計算による取引の取引金額及び第７号に掲げる取引を除く。）の

取引金額 

⑷ 次の数式により計算して得たＡ′₅の金額 

Ａ′₅＝Ｅ× 
３ 

１万 

（備考） 

Ｅは、先物オプション取引（自己の計算による取引の対価の額の合計額及び第８号に掲げる

取引を除く。）の対価の額の合計額 

⑸ 次の数式により計算して得たＡ′₆の金額 

Ａ′₆＝Ｆ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｆは、現物先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委

託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の

委託を受ける場合に限る。）の取引金額 

⑹ 次の数式により計算して得たＡ′₈の金額 

Ａ′₈＝Ｇ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｇは、現金決済先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等

の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引

等の委託を受ける場合に限る。）の取引金額 

⑺ 次の数式により計算して得たＡ′₉の金額 

Ａ′₉＝Ｈ× 
１ 

100万 

（備考） 

Ｈは、指数先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委

託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の

委託を受ける場合に限る。）の取引金額 

⑻ 次の数式により計算して得たＡ′₁₀の金額 

Ａ′₁₀＝Ｉ× 
１ 

10万 

（備考） 

Ｉは、先物オプション取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引

等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取

引等の委託を受ける場合に限る。）の対価の額の合計額 

 

（準備金の積立最高限度額） 

第８条 会員の毎事業年度終了の日における準備金の積立最高限度額（以下「限度額」という。）は、

次の各号の定めるところにより得られた額の合計額と1,000万円のいずれか大きい金額とする｡ 

⑴ 次の数式により計算して得たＸ₁の金額 

Ｘ₁＝Ｙ₁× 
6.25 

10万 

（備考） 

Ｙ₁は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち現物先
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物取引（自己の計算による取引及び第５号に掲げる取引を除く。）の取引金額（これらの事業年

度のうち１年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の

月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下同じ。）の最も多い事業年度における当該取

引金額 

⑵ 次の数式により計算して得たＸ₂の金額 

Ｘ₂＝Ｙ₂× 
6.25 

10万 

（備考） 

Ｙ₂は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち現金決

済先物取引（自己の計算による取引及び第６号に掲げる取引を除く。）の取引金額の最も多い事

業年度における当該取引金額 

⑶ 次の数式により計算して得たＸ₃の金額 

Ｘ₃＝Ｙ₃× 
6.25 

10万 

（備考） 

Ｙ₃は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち指数先

物取引（自己の計算による取引及び第７号に掲げる取引を除く。）の取引金額の最も多い事業年

度における当該取引金額 

⑷ 次の数式により計算して得たＸ₄の金額 

Ｘ₄＝Ｙ₄× 
6.25 

１万 

（備考） 

Ｙ₄は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち先物オ

プション取引（自己の計算による取引及び第８号に掲げる取引を除く。）の対価の額の合計額の

最も高い事業年度における当該合計額 

⑸ 次の数式により計算して得たＸ₅の金額 

Ｘ₅＝Ｙ₅× 
２ 

100万 

（備考） 

Ｙ₅は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち現物先

物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合

並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場

合に限る。）の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額 

⑹ 次の数式により計算して得たＸ₆の金額 

Ｘ₆＝Ｙ₆× 
２ 

100万 

（備考） 

Ｙ₆は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち現金決

済先物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける

場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受け

る場合に限る。）の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額 

⑺ 次の数式により計算して得たＸ₇の金額 

Ｘ₇＝Ｙ₇× 
２ 

100万 

（備考） 
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Ｙ₇は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち指数先

物取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合

並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場

合に限る。）の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額 

⑻ 次の数式により計算して得たＸ₈の金額 

Ｘ₈＝Ｙ₈× 
２ 

10万 

（備考） 

Ｙ₈は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度のうち先物オ

プション取引（会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受け

る場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受

ける場合に限る。）の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額 

 

（準備金の積立ての停止） 

第９条 会員は、準備金の残高が事業年度終了の日において前条に規定する限度額に達していたと

きは、本事業年度終了の月の翌月から翌事業年度終了の月まで準備金の積立てを停止することが

できる。 

 

（準備金の積立ての停止に伴う措置） 

第10条 前条の規定により準備金の積立てを停止した会員は、積立てを停止した事業年度終了の日

において、準備金の残高が限度額を下回ったときは、限度額から準備金の残高を控除した金額を、

その事業年度終了の日に一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開

始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。 

２ 前条の規定により準備金の積立てを停止した会員は、積立てを再開する月から第５条又は第７

条の定める準備金の積立てを再開することができる。この場合において、事業年度終了の日にお

ける準備金の残高が限度額を下回ったときは、限度額から準備金の残高を控除した金額を、その

事業年度終了の日に一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の

月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。 

 

（準備金の取崩し等） 

第11条 会員は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる金額を準備金から取り崩すこ

とができる。 

⑴ 法第214条の３第３項ただし書きの主務大臣の確認を受けたとき 

主務大臣の確認を受けた商品取引事故に関し提供することとなった財産上の利益の額 

⑵ 裁判所の確定判決を得たとき 

確定判決により提供することとなった財産上の利益の額 

⑶ 裁判上の和解（民事訴訟法（平成８年法律第109号）第275条第１項に定めるものを除く。）が

成立したとき 

裁判上の和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑷ 民事調停法（昭和26年法律第222号）第16条に規定する調停が成立している場合又は同法第17

条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第１項に規定する期間内に異議の申

立てがないとき 

調停又は決定により提供することとなった財産上の利益の額 

⑸ 商品取引所の仲介による和解、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停によ

る和解、主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立したとき 
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和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑹ 弁護士法（昭和24年法律第205号）第33条第１項に規定する会則若しくは当該会則の規定によ

り定められた規則に規定する機関のあっせんによる和解が成立したとき又は当該機関における

仲裁判断がなされたとき 

和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑺ 消費者基本法（昭和43年法律第78号）第19条第１項若しくは第25条に規定するあっせんによ

る和解が成立したとき又は同条に規定する合意による解決が行われたとき 

和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑻ 認証紛争解決事業者（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成16年法律第151

号）第２条第４号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第

６条第１号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。）が行う認証紛争解決手続（同法第２

条第３号に規定する認証紛争解決手続をいう。）による和解が成立したとき 

和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑼ 和解が成立したとき（当該和解の手続について弁護士が顧客を代理している場合、当該和解

の成立により会員が顧客に対して支払をすることとなる額が1,000万円を超えない場合、並びに

当該支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることを当該

弁護士が調査し、確認したことを証する書面が会員に交付されている場合に限る。） 

和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑽ 和解が成立したとき（当該和解の手続について司法書士（司法書士法（昭和25年法律第197

号）第３条第１項第７号に掲げる事務を行う場合に限る。）が顧客を代理している場合、当該和

解の成立により会員が顧客に対して支払をすることとなる額が司法書士法第３条第１項第７号

に規定する額を超えない場合、並びに当該支払が事故による損失の全部又は一部を補てんする

ために行われるものであることを当該司法書士が調査し、確認したことを証する書面が会員に

交付されている場合に限る。） 

和解において提供することとなった財産上の利益の額 

⑾ 会員の代表者、代理人、使用人その他の従業員（以下「代表者等」という。）が事故により顧

客に損失を及ぼしたとき（１日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込

み、約束し、又は提供する財産上の利益が10万円を上回らない場合に限る。） 

提供した財産上の利益の額 

⑿ 会員の代表者等が省令第112条第１項第３号及び第４号に掲げる行為により顧客に損失を及

ぼしたとき（法第222条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明

らかである場合に限る。） 

提供した財産上の利益の額 

⒀ 天災地変等の不可抗力、商品取引事故以外の盗難、横領等により、会員がその顧客に対する

債務の履行が困難となった場合、その準備金の取崩しが必要であると主務大臣が承認したとき 

主務大臣が承認した額 

２ 会員の代表者等が、前項の額の全部又は一部を負担した場合又は負担することとなった場合に

は、準備金から取り崩すことのできる額は、前項の額から、会員の代表者等が負担し又は負担する

こととなった額を控除した額とする。ただし、会員の代表者等が負担することとなっていた金額の

全部又は一部を回収できなかった場合には、当該回収できなかった額を準備金から追加で取り崩す

ことができる。 

 

（限度額を超えた場合の準備金の取崩し） 

第12条  会員は、毎事業年度終了の日において、準備金の残高が限度額を超えた場合、その超えた

額については、準備金を取り崩すことができる。 
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（合併の場合の準備金の承継） 

第13条  会員が合併した場合、合併により消滅する会員の準備金は、合併により存続し又は新設さ

れる会員が承継するものとする。 

 

（分割又は事業譲渡の場合の準備金の承継） 

第14条  会員が分割又は事業譲渡した場合、分割又は事業譲渡する会員の準備金の全部又は一部は、

分割又は事業譲渡の当事者間の合意により、分割又は事業譲渡により商品取引受託業務の全部又は

一部を承継する会員が承継するものとする。 

 

（準備金の預託義務） 

第15条 本会は、次に掲げる場合には、準備金の全部又は一部を本会に預託させることができる。 

⑴ 商品取引受託業務の廃止等により商品先物取引業者の許可を取り消され又は失効したときに

おいて、その者と顧客との間に係争中の商品取引事故があって､かつ、当該顧客から当該事故に

係る損金の請求があるとき 

⑵ その他本会が必要と認めるとき 

２ 会員は、前項の預託指示があった場合には、当該指示があった日の翌々日（当日が休業日の場

合は翌営業日）までに本会に預託しなければならない。 

 

（準備金の積立て等の調査及び報告等） 

第16条 本会は、会員の準備金の積立て等業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護するために

必要かつ適当であると認めたときは、当該会員に対し期限を定めて報告若しくは資料の提出を求め、

又は調査することができる。 

 

（関連法規の適用等） 

第17条  準備金の積立て及び取崩し等に関し、この規則に定めのない事項については、法その他関

係法令に定めるところによる。 

２  本会は、この規則の実施に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができる。 

 

（秘密保持） 

第18条 本会の役員、委員会の委員、常設委員会その他の委員会の委員及び職員並びにこれらの職

にあった者は、正当な理由なく、準備金の積立て、取崩し等に関し知り得た秘密を他に漏らして

はならない。 

 

 

附        則 

 

１  この規則は、平成12年４月１日から施行する。ただし、商品市場における取引の委託を受ける

ことの許可を受けた商品取引員の受託に係る商品取引責任準備金の積立て及び預託については、

平成12年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行に伴い、「取次ぎに係る商品取引責任準備金の積立て等に関する規則は、廃止す

る。 
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附        則 

 

この改正は、平成17年５月１日から施行する。なお、第１条、第３条（ただし、第１項の第１号

から第４号までを除く。）、第５条、第６条第２項、第７条、第８条、第９条､第10条及び第11条につ

いては、平成17年４月１日から施行する。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成17年11月17日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

 １．第３条第２項及び第４項を改正。 

２．第３条第２項から第４項を第３項から第５項に繰り下げ、第２項を新設。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成18年11月16日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第４条、第５条、第６条第１項及び第８条第１項を改正。 

 

 

附        則 

 

１．この改正は、平成19年９月30日から施行する。 

２．平成19年９月30日前に商品取引事故に係る顧客に対する財産上の利益の提供を行った場合の

準備金の取崩しについては、改正前の第７条の規定により、本会の承認を得なければならない。 

３．会員は、この規則の施行の日において、準備金の残高が改正後の第５条第１項の規定に基づ

き計算した額を超えている場合にあっては、その超える額を本会の承認を得て取り崩すことが

できる。 

４．前項の規定に基づく準備金の取崩しの承認を得ようとする会員は、この規則の施行の日から

平成19年10月31日までの間に様式第10号により本会に申請しなければならない。 

５．会員は、附則第４項の規定に基づき準備金の取崩しの承認を得て当該準備金の取崩しを行っ

たときは、様式第11号により当該取り崩した金額を本会に報告しなければならない。この場合

において、同報告書には通帳の写しを添付しなければならない。 

６．会員は、前項の報告に当たって、本会から残高証明書の提出を求められたときは、これを添

付しなければならない。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第２条以降を全面改正。 

 

 

附        則 

 

１.この改正は、平成19年11月28日から施行し、平成19年９月30日以降の取引に係る準備金の積立

てから適用する。 
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２．平成19年９月30日から同年10月31日までの間の取引に係る準備金の積立ての期限は、規則第

３条第１項の規定にかかわらず、平成19年11月30日とする。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第３条第６項を改正。第３条の２を新設。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成20年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   様式第９号を改正。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第２条を第３条に繰り下げ、第２条を新設。第３条を第５条に繰り下げ、第４条を新設。第

３条第５項を第５条第３項に繰り下げ。第３条の２を第６条に繰り下げ。第４条から第12条を

第７条から第15条に繰り下げ。第13条を第17条に繰り下げ、第16条を新設。第18条を新設。 

２．第３条第３項から第４項及び第６項、第３条の２第３項、第５条第２項、第６条第２項、第

７条第３項及び第４項、第８条第３項及び第４項、第９条第２項から第４項、第10条第２項及

び第３項、第11条第２項及び第３項を削除。 

３．第５条第１項、第６条第２項第１号、第７条第１項、第８条第１項、第９条、第10条第２項、

第11条第１項第６号、第７号及び第２項、第15条第１項を改正。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第１条、第３条第１項第１号から第８号及び第２項、第５条第１項第５号から第８号、第７

条見出し及び柱書き、同条第５号から第８号、第８条第５号から第８号、第11条第１項第８号

及び第12号、第15条第１項第１号、第16条を改正。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成25年10月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第11条第１項第１号及び第11号を改正。 
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商品先物取引業統一経理基準 
 

Ⅰ 貸借対照表科目に関する商品先物取引業固有の勘定科目とその内容等 

 
商品先物取引業者が貸借対照表を作成する場合における商品先物取引業固有の勘定科目とその

内容等及び一般の勘定科目における商品先物取引業に関しての固有の内容等については次のとお

りとする。なお、以下に掲げる勘定科目等によるほかは、一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に従って作成する。  
 
流動資産 

大科目 中科目 内  容 備  考 

委託者未収金  商品市場における取引に基づいて発

生する委託者に対する未収金 
 

有価証券 
 

 
 

時価の変動により利益を得ることを

目的として保有する有価証券、額面で

償還される予定の債券のうち、満期ま

で所有する意図と能力をもって保有す

るもので、１年内に満期の到来するも

の、並びに売買目的有価証券、満期保

有目的の債券、子会社株式及び関連会

社株式以外の有価証券のうち、満期が

１年内に到来するもの 
 

・手許保管のもの及び証券保管振替機

構、証券代行会社へ預け入れている

もの 
・信認金として商品取引所へ差し入れ

たもの 
・清算預託金として商品取引清算機関

へ差し入れたもの 
・自己の計算による取引に係る取引証

拠金として商品取引清算機関へ差し

入れたもの 
・委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する

委託者）の計算による取引に係る取

引証拠金として商品取引清算機関へ

差換預託したもの 
・取次者又は清算取次者が他の商品先

物取引業者へ委託証拠金として預託

したもの 
・委託者資産の保全措置として、基金

分離預託契約に基づき委託者保護基

金に分離保管されたもの 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

・委託者資産の保全措置として、基金

代位弁済委託契約に基づき委託者保

護基金に担保として預託されたもの 
・上記に掲げるもののほか、担保等と

して他に差し入れたもの（他の商品

先物取引業者へ有価証券により差し

入れた取引証拠金を含む。） 

商品 
 
 

 営業の目的をもって一時的に所有す

る物品（自己所有の倉荷証券を含む。） 
 

・手許保管のもの 
・自己の計算による取引に係る取引証

拠金として商品取引清算機関へ差し

入れた倉荷証券 
・委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する

委託者）の計算による取引に係る取

引証拠金として商品取引清算機関へ

差換預託した倉荷証券 
・取次者又は清算取次者が他の商品先

物取引業者に委託証拠金として預託

した倉荷証券 
・委託者資産の保全措置として、基金

分離預託契約に基づき委託者保護基

金に分離保管された倉荷証券 
・上記に掲げるもののほか、担保等と

して他に差し入れた倉荷証券（他の

商品先物取引業者へ倉荷証券により

差し入れた取引証拠金を含む。） 

 

保管有価証券 
 

 自己が借り入れた有価証券で契約期

限が貸借対照表日後１年内に到来する

もの及び取引証拠金等として受け入れ

た有価証券（倉荷証券を含む。） 
 
・手許保管のもの及び証券保管振替機

構、証券代行会社へ預け入れている

もの 
・自己の計算による取引に係る取引証

拠金として商品取引清算機関へ差し

入れたもの 
・委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する

委託者）の計算による取引に係る取
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大科目 中科目 内  容 備  考 

引証拠金として商品取引清算機関へ

預託したもの 
・取次者又は清算取次者が他の商品先

物取引業者に委託証拠金として預託

したもの 
・受渡しのための倉荷証券として、商

品取引所又は商品取引清算機関へ差

し入れたもの 
・委託者資産の保全措置として、基金

分離預託契約に基づき委託者保護基

金に分離保管されたもの 
・委託者資産の保全措置として、基金

代位弁済委託契約に基づき委託者保

護基金に担保として預託されたもの 
・上記に掲げるもののほか、担保等と

して他に差し入れたもの（他の商品

先物取引業者へ有価証券により差し

入れた取引証拠金を含む。) 

差入保証金 
 
 

 差入保証金で貸借対照表日後１年内

に返還されるもの 
 
・自己の計算による取引に係る取引証

拠金として、現金により商品取引清

算機関へ差し入れたもの 
・委託者の計算による取引に係る取引

証拠金として、現金により商品取引

所又は商品取引清算機関へ差し入れ

たもの 
・委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する

委託者）の計算による取引に係る現

金として、商品取引清算機関へ差換

預託したもの 
・取次者又は清算取次者が委託証拠金

として、現金により他の商品先物取

引業者へ預託したもの 
・受渡しのための受渡代金として、商

品取引所又は商品取引清算機関へ差

し入れたもの 
・その他、現金による差入保証金（他

の商品先物取引業者へ現金により差

し入れた取引証拠金を含む。) 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

自己先物取引

差金 
 
 

 商品取引清算機関を経由して支払っ

た自己の計算による未決済玉に係る約

定差金及び帳入差金 

 

 

委託者先物取

引差金 
 

  商品取引清算機関を経由して支払っ

た委託者の計算による未決済玉に係る

約定差金及び帳入差金 

 

 

預託金 
 

 預託金として、委託者保護基金及び

日本商品先物取引協会等へ預託してい

る金銭のうち、貸借対照表日後１年内

に返還されるもの 
 
・委託者資産の保全措置として、基金

分離預託契約に基づき委託者保護基

金に分離保管された金銭 
・委託者資産の保全措置として、基金

代位弁済委託契約に基づき委託者保

護基金に担保として預託された金銭 
・商品取引責任準備預託金として日本

商品先物取引協会に預託している金

銭 
・上記以外のもの 

 

金銭の信託  委託者資産の保全措置として、信託

会社等に分離保管された金銭の信託 
信託財産の元本の

評価額は、当該信託

の元本金額とする。 

その他の流動

資産 
 
 
 
 
 

 中科目の金額が資産総額の１％相当

額を超える場合には、下記の科目を

もって別に掲記する。 

 

未収入金 
 

委託者未収金以外の未収入金で、貸

借対照表日後１年内に回収されると認

められるもの 
 
・未収先物取引差金（自己） 
商品取引清算機関との間において取

引日の翌営業日に先物取引差金の受払

いが行われることにより発生する未収

入金で、自己の取引に係るもの 
・未収先物取引差金（受託） 
商品取引清算機関との間において取

引日の翌営業日に先物取引差金の受払

いが行われることにより発生する未収

入金で、委託の取引に係るもの 
・受渡に係る委託者未収金 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

商品取引清算機関を経由して支払っ

た委託者の計算による約定差金及び帳

入差金のうち、納会日に受渡しを行う

こととなった建玉に対するもの、及び

受渡しのために発生した委託者に対す

る未収金 
・その他の未収入金 
 未収入金のうち、上記以外のもの 

未収収益 受取手数料を約定日基準により計上

することにより発生する委託者に対す

る受取手数料の未収金額 

 

商品先物オプション

資産 
商品先物オプション取引に係る支払

オプション料の時価評価額 
 

 

 
固定資産 

大科目 中科目 内  容 備  考 

投資有価証券 
 
 

 額面で償還される予定の債券のう

ち、満期まで所有する意図と能力を

もって保有するもので、１年内に満期

の到来しないもの、並びに売買目的有

価証券、満期保有目的の債券、子会社

株式及び関連会社株式以外の有価証券

等であって、かつ満期が１年内に到来

しないもの及び満期が存在しないもの 
 
・手許保管のもの及び証券保管振替機

構、証券代行会社へ預け入れている

もの 
・信認金として商品取引所へ差し入れ

たもの 
・清算預託金として商品取引清算機関

へ差し入れたもの 
・自己の計算による取引に係る取引証

拠金として商品取引清算機関へ差し

入れたもの 
・委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する

委託者）の計算による取引に係る取

引証拠金として商品取引清算機関へ

預託したもの 
・取次者又は清算取次者が他の商品先

物取引業者に委託証拠金として預託

したもの 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

・委託者資産の保全措置として、基金

分離預託契約に基づき委託者保護基

金に分離保管されたもの 
・委託者資産の保全措置として、基金

代位弁済委託契約に基づき委託者保

護基金に担保として預託されたもの 
・上記に掲げるもののほか、担保等と

して他に差し入れたもの（他の商品

先物取引業者へ有価証券により差し

入れた取引証拠金を含む。） 

長期保管有価証

券 
 自己が借り入れた有価証券で契約期

限が貸借対照表日後１年を超えて到来

するもの 
 

・手許保管のもの及び証券保管振替機

構、証券代行会社へ預け入れている

もの 
・信認金として商品取引所へ差し入れ

たもの 
・清算預託金として商品取引清算機関

へ差し入れたもの 
・自己の計算による取引に係る取引証

拠金として商品取引清算機関へ差し

入れたもの 
・委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する

委託者）の計算による取引に係る取

引証拠金として商品取引清算機関へ

預託したもの 
・取次者又は清算取次者が他の商品先

物取引業者に委託証拠金として預託

したもの 
・委託者資産の保全措置として、基金

分離預託契約に基づき委託者保護基

金に分離保管されたもの 
・委託者資産の保全措置として、基金

代位弁済委託契約に基づき委託者保

護基金に担保として預託されたもの 
・上記に掲げるもののほか、担保等と

して他に差し入れたもの（他の商品

先物取引業者へ有価証券により差し

入れた取引証拠金を含む。） 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

出資金  
 

商品取引所等の法人又は団体に対す

る出資金及び加入金（但し、有限責任

組合等への出資金は投資有価証券とす

るため除く。） 

 
 

長期未収債権 
 

 委託者未収金のうち、支払不能、経

営破綻などの状況には至っていない

が、債務の弁済に重大な問題が生じて

いるか又は生じる可能性の高い債務者

に対するもの、若しくは支払不能又は

実質的に経営破綻などに陥っている債

務者に対するもの 

 

長期差入保証金  
 

差入保証金でその差入期間が貸借対

照表日後１年を超えるもの 
 
・信認金として、現金により商品取引

所へ差し入れたもの 
・清算預託金として商品取引清算機関

へ差し入れたもの 
・その他、現金による差入保証金 

 

 
流動負債 

大科目 中科目 内  容 備  考 

預り証拠金 
 
 

預り証拠金（現金） 委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する委

託者）から取引証拠金等として受け入

れた現金 

 

預り証拠金（有価証

券） 
委託者等（委託者、取次委託者、清

算取次委託者、清算取次者に対する委

託者）から取引証拠金等の代用として

受け入れた有価証券（倉荷証券を含

む。） 

 

商 品 先 物 オ プ

ション料預り金 
 委託者から受け入れた商品先物オプ

ション料 
 

自己先物取引差

金 
 
 

商品取引清算機関を経由して受け

取った自己の計算による未決済玉に係

る約定差金及び帳入差金 

 

 

委託者先物取引

差金  
  商品取引清算機関を経由して受け

取った委託者の計算による未決済玉に

係る約定差金及び帳入差金 

 

 

その他の流動負

債 
 
 

 中科目の金額が負債及び純資産の合

計額の１％相当額を超える場合には、

下記の科目をもって別に掲記する。 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

 商品先物オプション負

債 
商品先物オプション取引に係る受取

オプション料の時価評価額 
 

 
未払金 
 

貸借対照表日までに給付が完了し債

務が確定した役務に対する対価につい

て未だその支払が行われていないもの

で、貸借対照表日後１年内に支払われ

ると認められるもの 
 
・未払先物取引差金（自己） 
商品取引清算機関との間において取

引日の翌営業日に先物取引差金の受払

いが行われることにより発生する未払

金で、自己の計算による取引に係るも

の 
・未払先物取引差金（受託） 
商品取引清算機関との間において取

引日の翌営業日に先物取引差金の受払

いが行われることにより発生する未払

金で、委託者の計算による取引に係る

もの 
・受渡に係る委託者未払金 
商品取引清算機関を経由して受け

取った委託者の計算による約定差金及

び帳入差金のうち、納会日に受渡しを

行うこととなった建玉に対するもの、

及び受渡しのために発生した委託者に

対する未払金 
・その他の未払金 
 未払金のうち、上記以外のもの 

 

受渡に係る預り金 委託者より受渡しのために預ってい

る預り金（商品取引所又は商品取引清

算機関から交付を受けたものを含

む。） 

 

 

受渡に係る預り倉荷証

券 
 

委託者より受渡しのために預ってい

る倉荷証券（商品取引所から交付を受

けたものを含む。） 

 
 

 
特別法上の準備金（引当金） 

大科目 中科目 内  容 備  考 

商品取引責任準

備金 
 商品先物取引法第 221 条に規定する

商品取引責任準備金 
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Ⅱ 損益計算書科目に関する商品先物取引業固有の勘定科目とその内容等 

 
商品先物取引業者が損益計算書を作成する場合における商品先物取引業固有の勘定科目とその

内容等及び一般の勘定科目における商品先物取引業に関しての固有の内容等については次のとお

りとする。なお、以下に掲げる勘定科目等によるほかは、一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に従って作成する。  
 
営業収益 

大科目 中科目 内  容 備  考 

受取手数料 
 

商品先物取引に係る

受取委託手数料 
商品先物取引に係る受取委託手数料

（受取受渡手数料及びオプション取引

委託手数料を含 む。） 
 

商品取引所におけ

る約定日、又はこれ

に準じた一般に公正

妥当な会計処理によ

り計上する。 

商品ファンド販売手

数料等 
商品ファンド販売手数料及び金融先

物取引受取委託手数料等 
商品ファンドの販

売にかかる手数料

は、取引約定日に計

上する。 

売買損益 
 
 

商品先物決済損益 
 

商品市場（外国においてこれに相当

する市場を含む。）において自己の計算

により行う商品先物取引（商品先物オ

プション取引を含む。）及び他の商品先

物取引業者に委託した自己の計算にお

いて行う商品先物取引（商品先物オプ

ション取引を含む。）による損益（支払

委託手数料及び経費を含むことができ

る。）のうち、商品先物評価損益以外の

もの 

取引を転売又は買

戻し及び受渡しによ

り決済したときに計

上する。 

 

 

 

 

 

商品先物評価損益 
 

商品市場において自己の計算により

行う商品先物取引（商品先物オプショ

ン取引を含む。）及び他の商品先物取引

業者に委託した自己の計算において行

う商品先物取引（商品先物オプション

取引を含む。）による損益のうち、時価

評価による評価損益 

取引を時価評価し

たときに計上する。 

 

 

 

 

商品売買損益 
 

上場商品構成物品（倉荷証券並びに

製品及び加工品を含む。）の売買による

損益（支払手数料を含むことができ

る。） 

 

 

 
営業費用 

大科目 中科目 内  容 備  考 

販売費及び一般

管理費 
取引所等関係費 
 

・商品取引所に納付する定率会費及び

定額会費並びに特別会費 
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大科目 中科目 内  容 備  考 

・商品取引所、日本商品先物取引協

会、日本商品先物振興協会、委託者

保護基金、株式会社日本商品清算機

構、その他商品先物取引に関係する

団体に納付する会費その他の経費 

 
特別利益 

大科目 中科目 内  容 備  考 

商品取引責任準

備金戻入 
 商品取引責任準備金の累積限度超過

額及び商品先物取引法第 221 条に規定

する損失の補填に充てる場合の取崩額 

 
 
 

 
特別損失 

大科目 中科目 内  容 備  考 

商品取引責任準

備金繰入 
 商品取引責任準備金の当期繰入額  

 

 
 
Ⅲ 経 理 処 理 等 

 

１．有価証券、投資有価証券又は保管有価証券等を保証金又は証拠金代用有価証券として差し入れた場合の処

理 

 

 自己の所有する有価証券、投資有価証券又は保管有価証券（長期保管有価証券を含む。）及び倉荷証券を商

品取引所又は商品取引清算機関等に対する保証金又は取引証拠金の代用有価証券（以下「保証金代用証券等」

という。）として差し入れた場合は、次のとおり処理する。 

 

⑴ 保証金代用証券等として差し入れた場合 

   有価証券等を保証金代用証券等として差し入れた場合は、「差入保証金」等の科目への振替経理は行わ

ない。 

   ただし、「有価証券」勘定に内訳科目を設け振替処理を行うか、又は別途、その所在を明確にしておか

なければならない。 

 

⑵ 担保に供した場合 

   有価証券等を担保に供した場合は、⑴と同じく内訳科目を設け振替処理するか、又は別途、その所在を

明確にしておかなければならない。 

 

２．有価証券等の帳簿価額等 

  

預り証拠金の代用有価証券として受け入れた有価証券等の帳簿価額及び評価差額は、次表の区分による。 
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大科目 中科目 帳簿価額計上基準 評価差額 

保管有価証券 

 

長期保管有価証券 

 

－ 

時価（注） 当期の損益（有価証券評

価損益）として処理する 

預り証拠金 預り証拠金（有価証券） 充用価格（注） － 

受渡に係る預り倉荷証

券 

－ 充用価格 － 

 

（注）① 保管有価証券・長期保管有価証券のうち、有価証券の貸借取引で受け入れたものについては、自由

処分権（売却可能）を有するものは時価評価を行う。自由処分権を有さないものは時価による評価替

えは行わない。 

したがって、当該保管有価証券を取引証拠金として差し入れた場合、又は委託者資産保全措置とし

て預託した場合でも自由処分権を有する場合には時価評価となる。 

② 保管有価証券のうち、委託者等より預り証拠金（有価証券）として受け入れたものは充用価格で評

価する。 

したがって、当該保管有価証券を取引証拠金として差し入れた場合、又 は委託者資産保全措置と

して預託した場合でも充用価格での評価となる。 

 

３．商品先物オプション取引の経理処理 

 

⑴ 自己の計算による取引 

① 新規の売付け又は買付け時の処理 

    オプション料の受払金額は、反対売買による決済、権利行使又は被権利行使によって精算されるまで、

次のとおり「商品先物オプション資産」又は「商品先物オプション負債」に計上する。 

〔買 方〕 

      （借方）商品先物オプション資産  ××× （貸方）未払先物取引差金（自己） ××× 

〔売 方〕 

      （借方）未収先物取引差金（自己） ××× （貸方）商品先物オプション負債  ××× 

 

② 清算機関との受払いの処理 

〔買 方〕 

      （借方）未払先物取引差金（自己） ×××  (貸方）現     金        ××× 

〔売 方〕 

    （借方）現     金        ××× （貸方）未収先物取引差金（自己） ××× 

 

③ 反対売買による決済時の処理 

    反対売買により決済する場合は、建玉時に受払いしたオプション料と決済時に受払いするオプション

料との差額を、次のとおり益又は損に振替処理する。 

〔買 方〕 

     益計算の場合 

      （借方）未収先物取引差金（自己） ××× （貸方）商品先物オプション資産  ××× 

                                   商品先物決済損益     ××× 

損計算の場合 

（借方）未収先物取引差金（自己） ××× （貸方）商品先物オプション資産  ××× 

         商品先物決済損益     ××× 
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〔売 方〕 

     益計算の場合 

      （借方）商品先物オプション負債  ××× （貸方）未払先物取引差金（自己） ××× 

                                     商品先物決済損益     ××× 

損計算の場合 

    （借方）商品先物オプション負債  ××× （貸方）未払先物取引差金（自己） ××× 

          商品先物決済損益     ××× 

 

    清算機関との受払いは、⑴の②と同様に処理する。 

 

④ 権利行使及び被権利行使時の処理 

イ．売・買玉が原市場に移行する場合 

    権利行使を行ったとき又は権利行使の割当てを受けたときは、建玉時に受払いしたオプション料を、

次のとおり損益に振替処理する。 

（イ）権利行使を行った場合〔買 方〕 

（借方）商品先物決済損益     ×××  (貸方）商品先物オプション資産  ××× 

（ロ）権利行使の割当てを受けた場合〔売 方〕 

（借方）商品先物オプション負債  ×××  (貸方）商品先物決済損益     ××× 

 

ロ．権利行使差金の受払いにより決済する場合 

    権利行使を行ったとき又は権利行使の割当てを受けたときは、建玉時に受払いしたオプション料に権

利行使差金を加減して損益に振替える。 

    処理については、⑴の③の反対売買による決済時の処理に準じて行う。 

 

⑤ 権利消滅（放棄）時の処理 

   建玉時に受払いしたオプション料は、次のとおり損益に振替処理する。 

〔買 方〕 

     （借方）商品先物決済損益     ×××  (貸方）商品先物オプション資産  ××× 

〔売 方〕 

    （借方）商品先物オプション負債  ××× （貸方）商品先物決済損益     ××× 

 

⑥ 月末、中間期末（四半期報告制度が適用される会社は、四半期末）及び期末の処理 

月末、中間期末（四半期報告制度が適用される会社は、四半期末）及び期末における時価と帳簿価額

とに関する評価差額は、次のとおり損益に振り替え処理する。 

〔買 方〕 

益計算の場合 

（借方）商品先物オプション資産  ××× （貸方）商品先物評価損益     ××× 

損計算の場合 

（借方）商品先物評価損益     ××× （貸方）商品先物オプション資産  ××× 

 

〔売 方〕 

益計算の場合 

（借方）商品先物オプション負債  ××× （貸方）商品先物評価損益     ××× 

  損計算の場合 

（借方）商品先物評価損益     ××× （貸方）商品先物オプション負債  ××× 
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 なお、月末において処理した商品先物評価損益については、翌月初において、それぞれ上記の処理の

振戻処理を行う。 

 

⑵ 委託者の計算による取引 

  委託者の計算によるオプション取引は、売買の都度、取引が完結するものとみなして処理する。 

① 新規買付けの受注をしたときの処理 

  〔買付：新規〕 

   委託者から受入れたオプション料概算額は、「商品先物オプション料預り金」で処理する。 

     （借方）現   金        ××× （貸方）商品先物オプション料   ××× 

                                      預り金 

取引成立時に清算機関へ支払うオプション料に受取手数料等を加えた額を委託者未収金に計上する。 

     （借方）委託者未収金       ××× （貸方）未払先物取引差金（受託） ××× 

                                         受取手数料         ××× 

                                            仮受消費税         ××× 

     （借方）商品先物オプション料   ××× （貸方）委託者未収金       ××× 

                  預り金 

  

清算機関との受払いは、次のとおり処理する。 

  

（借方）未払先物取引差金（受託） ×××  （貸方）現   金        ××× 

 

② オプション料概算額の預り金と実際支払額との過不足額の受払い精算 

イ．預り金不足額の徴収 

     （借方）現     金        ××× （貸方）委託者未収金       ××× 

ロ．預り金超過額の返戻 

     （借方）商品先物オプション料   ××× （貸方）現   金        ××× 

               預り金 

 

③ 反対売買の売付けの受注をしたときの処理 

  〔売付：仕切〕 

    清算機関から受入れるオプション料から受取手数料等を減じた額を商品先物オプション料預り金に計

上する。 

    （借方）未収先物取引差金（受託） ××× （貸方）商品先物オプション料   ××× 

                        預り金 

                                   受取手数料         ××× 

                                       仮受消費税等       ××× 

    （借方）商品先物オプション料   ××× （貸方）現   金        ××× 

                預り金 

 

  清算機関との受払いは、次のとおり処理する。 

 

  （借方）現    金        ×××   (貸方）未収先物取引差金（受託） ××× 
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④ 新規売付けの受注をしたときの処理 

  〔売付：新規〕 

    委託者から受入れた預り証拠金及びプレミアム証拠金は「預り証拠金（現金）」又は「預り証拠金

（有価証券）」で処理する。 

 

  （借方）現   金         ××× （貸方）預り証拠金（現金）    ××× 

又は 

  （借方）保管有価証券       ××× （貸方）預り証拠金（有価証券）  ××× 

 

清算機関から受入れるオプション料から受取手数料等を減じた金額を商品先物オプション料預り金

に計上する。 

 

 （借方）未収先物取引差金（受託） ××× （貸方）商品先物オプション料   ××× 

                         預り金 

                                     受取手数料         ××× 

                                     仮受消費税等       ××× 

（借方）商品先物オプション料   ××× （貸方）現   金        ××× 

                預り金 

  

清算機関との受払いは、次のとおり処理する。 

 

  （借方）現    金        ×××   (貸方）未収先物取引差金（受託） ××× 

 

⑤ 反対売買の買付けの受注をしたときの処理 

  〔買付：仕切〕 

   清算機関に支払うオプション料に受取手数料等を加えた額を委託者未収金に計上する。 

 

     （借方）委託者未収金       ××× （貸方）未払先物取引差金（受託） ××× 

                                          受取手数料         ××× 

                                              仮受消費税等        ××× 

     （借方）現   金         ××× （貸方）委託者未収金       ××× 

 

清算機関との受払いは、次のとおり処理する。 

 

     （借方）未払先物取引差金（受託） ××× （貸方）現   金         ××× 

 

⑥ 権利行使、被権利行使時の処理 

イ．売・買玉が原市場に移行する場合 

    経理処理の必要はない。 

ロ．権利行使差金の受払いにより決済する場合 

    次のとおり、権利行使差金の受払いの処理を行う。 

   なお、清算機関との受払いの処理は、⑵の①、③と同様の処理を行う。 

 

〔買 付〕 

     （借方）未収先物取引差金（受託） ××× （貸方）商品先物オプション料   ××× 
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                        預り金 

 

〔売 付〕 

     （借方）委託者未収金       ××× （貸方）未払先物取引差金（受託） ××× 

 

⑦ 権利消滅（放棄）時の処理 

   経理処理の必要はない。 

 

４．預り証拠金及び取引証拠金等の経理処理 

  

⑴ 自己の計算による取引 

  ① 現金で取引証拠金を差し入れる場合 

 

    （借方) 差入保証金         ××× （貸方）現   金        ××× 

 

  ② 有価証券（投資有価証券）で差し入れる場合 

 

（借方) 投資有価証券        ××× （貸方) 投資有価証券       ××× 

        （自己取引証拠金） 

 

 ⑵ 委託者の計算による取引 

  ① 直接預託の場合 

   イ．現金で取引証拠金を受入れる場合 

    ａ．受入れ時の処理 

（借方) 現   金        ××× （貸方) 預り証拠金（現金）    ××× 

 

ｂ．差入れ時の処理 

（借方）差入保証金        ××× （貸方）現   金        ××× 

 

ロ．有価証券で取引証拠金を受入れる場合 

ａ．受入れ時の処理 

（借方）保管有価証券      ×××  （貸方）預り証拠金（有価証券） ××× 

 

ｂ．差入れ時の処理 

（借方）保管有価証券       ×××  （貸方）保管有価証券      ××× 

          （取引証拠金／直接預託）          

  

② 差替預託の場合 

イ．現金で委託証拠金を受入れる場合 

    ａ．受入れ時の処理 

（借方）現   金        ×××  （貸方）預り証拠金（現金）    ××× 

  

    ｂ．預託時の処理 

（借方）差入保証金        ×××  （貸方）現   金        ××× 
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ロ. 有価証券で取引証拠金を受入れる場合 

   ａ．受入れ時の処理 

（借方）保管有価証券       ×××  （貸方）預り証拠金（有価証券）  ××× 

   

  ｂ．預託（保管有価証券）の処理 

（借方）保管有価証券       ×××  （貸方）保管有価証券       ××× 

          （取引証拠金／差替預託） 

 
５．商品先物取引の値洗差金の処理 

 

商品先物取引の値洗差金（約定差金及び帳入差金）は、次のとおり処理する。 

 

 ⑴ 約定日における処理 

   値洗差金は、約定日に自己、委託ごとに、その残高及び発生金額の損益にかかわらず、「流動資産」の

「自己先物取引差金」勘定及び「委託者先物取引差金」勘定で処理する。 

  ① 自己の計算による取引 

   （益計算の場合） 

     （借方）未収先物取引差金（自己） ××× （貸方）自己先物取引差金     ××× 

                               （流動資産） 

   （損計算の場合） 

     （借方) 自己先物取引差金     ××× （貸方) 未払先物取引差金（自己） ××× 

             （流動資産）                 

  ② 委託者の計算による取引 

   （益計算の場合） 

     （借方）未収先物取引差金（受託） ××× （貸方）委託者先物取引差金    ××× 

                               （流動資産） 

  （損計算の場合） 

     （借方）委託者先物取引差金    ××× （貸方）未払先物取引差金（受託） ××× 

             （流動資産） 

 

 ⑵ 月末、中間期末（四半期報告制度が適用される会社は、四半期末）及び期末の処理及び表示 

  ① 自己の計算による取引 

    ⑴の処理の結果、「流動資産」の「自己先物取引差金」勘定残高が、月末、中間期末（四半期報告制

度が適用される会社は、四半期末）及び期末において貸方残高になった場合 

 

   （借方）自己先物取引差金     ××× （貸方）商品先物評価損益     ××× 

 

    ⑴の処理の結果、「流動資産」の「自己先物取引差金」勘定残高が、月末、中間期末（四半期報告制

度が適用される会社は、四半期末）及び期末において借方残高になった場合 

 

     （借方）商品先物評価損益     ××× （貸方）自己先物取引差金     ××× 

 

なお、月末において処理した商品先物評価損益については、翌月初において、それぞれ上記の処理

の振戻処理を行う。 
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  ② 委託者の計算による処理 

    ⑴の処理の結果、「流動資産」の「委託者先物取引差金」勘定残高が、月末、中間期末（四半期報告

制度が適用される会社は、四半期末）及び期末において貸方残高となった場合、「流動負債」の「委託

者先物取引差金」勘定で表示する。 

 

６．現受渡しの処理 

 

 ⑴ 顧客が渡方である場合 

  ① 顧客から倉荷証券を受け取った場合の処理 

    顧客から受渡しのための倉荷証券を受け取る場合は、一時的な預り有価証券として処理する。 

 

   （借方）保管有価証券       ××× （貸方）受渡に係る預り倉荷証券  ××× 

 

    なお、倉荷証券を証拠金として受け入れていた場合は、「預り証拠金（有価証券）」から「受渡しに係

る預り倉荷証券」への振替処理を行うこと。 

 

  ② 納会日の処理 

    仕切処理に準じて委託者先物取引差金、委託受渡手数料、手数料消費税の処理を行う。 

 

   （益差金の場合） 

     （借方）委託者先物取引差金    ××× （貸方）受渡に係る委託者未払金  ××× 

                              受取手数料        ××× 

                              仮受消費税等       ××× 

（損差金の場合） 

（借方）受渡に係る委託者未収金  ××× （貸方）委託者先物取引差金    ××× 

                    受取手数料        ××× 

                              仮受消費税等       ××× 

   

  ③ 倉荷証券を商品取引所へ差し入れた場合の処理 

     （借方）保管有価証券       ××× （貸方）保管有価証券       ××× 

          （受渡に係る差入） 

 

④ 商品取引所から受渡代金を受け取った場合の処理 

受渡代金を商品取引所から受け取る場合は、一時的な預り金として処理する。 

（借方）預   金        ××× （貸方）受渡に係る預り金     ××× 

 

（借方）受渡しに係る預り倉荷証券 ××× （貸方）保管有価証券       ××× 

（受渡に係る差入） 

 

⑤ 受渡代金を顧客へ交付した場合の処理 

（借方）受渡に係る預り金     ××× （貸方）預   金        ××× 

 

 ⑵ 顧客が受方である場合 

① 顧客から受渡代金を受け取った場合の処理 

受渡代金を顧客から受け取る場合は、一時的な預り金として処理する。 



- 111 - 

 

（借方）預   金        ××× （貸方）受渡に係る預り金     ××× 

 

② 納会日の処理 

仕切処理に準じて委託者先物取引差金、委託受渡手数料、手数料消費税の処理を行う。 

 

（益差金の場合） 

（借方）委託者先物取引差金    ××× （貸方）受渡に係る委託者未払金  ××× 

                           受取手数料        ××× 

                              仮受消費税等       ××× 

（損差金の場合） 

（借方）受渡に係る委託者未収金  ××× （貸方）委託者先物取引差金    ××× 

                           受取手数料        ××× 

                              仮受消費税等       ××× 

 

③ 受渡代金を商品取引所へ差し入れた場合の処理 

（借方）差入保証金        ××× （貸方）預   金        ××× 

（受渡に係る差入） 

 

④ 商品取引所から倉荷証券を受け取った場合の処理 

商品取引所から受渡しのための倉荷証券を受け取る場合は、一時的な預り有価証券として処理する。 

 

（借方）保管有価証券       ××× （貸方）受渡に係る預り倉荷証券  ××× 

 

（借方）受渡に係る預り金     ××× （貸方）差入保証金        ××× 

（受渡に係る差入） 

 

⑤ 倉荷証券を顧客へ交付した場合の処理 

 

（借方）受渡に係る預り倉荷証券  ××× （貸方）保管有価証券       ××× 

 

７．未収受取手数料の処理 

 

未収受取手数料の会計処理は、月末において未収収益を計上し、翌月初にこれを振戻す。 

 

＜未収受取手数料の月末、翌月初の処理＞ 

① 月末 

（借方）その他の流動資産     ××× （貸方）受取手数料        ××× 

           （未収収益） 

 

② 翌月初 

（借方）受取手数料        ××× （貸方）その他の流動資産     ××× 

                                （未収収益） 
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８．商品取引責任準備金の処理 

 

 商品取引責任準備金の繰入れ及び取崩しは、次のとおり処理する。 

なお、次のような処理を実施することにより商品取引責任準備金と商品取引責任準備預金の月末残高は一致

しないこととなる。 

 

⑴ 繰入れ 

① 月 末 

     （借方）商品取引責任準備金繰入  ××× （貸方）商品取引責任準備金    ××× 

 

② 翌月（20日までに自己名義の専用口座に積立てる） 

     （借方）商品取引責任準備預金    ××× （貸方）現   金        ××× 

 

⑵ 取崩し 

   商品取引責任準備金の取崩しについては、商品先物取引法第 221 条に規定する商品取引事故による損

失に充てるための取崩しであると目的外取崩しであるとを問わず、次のとおり処理する。 

  

     （借方）商品取引責任準備金    ××× （貸方）商品取引責任準備金戻入  ××× 

 

     （借方）現   金        ××× （貸方）商品取引責任準備預金    ××× 

 

⑶ 商品取引事故による損失の処理 

     （借方）販売費及び        ××× （貸方）委託者未収金等      ××× 

            一般管理費 

 

⑷ 日本商品先物取引協会への預託について 

商品取引責任準備金の全部又は一部を日本商品先物取引協会へ預託した場合は、預託金勘定により経

理処理を行うものとする。 

 
 
 
制  定：平成５年３月３日    社団法人日本商品取引員協会第９回理事会決定 

平成５年４月１日より適用 

 

一部改正：平成９年４月１日    両主務省局長通達『商品取引所法の一部を改正する法律の施行及び運用

について』並びに全商連会長通知『「商品取引所法の一部を改正する法

律の施行及び運用について」に係る諸様式の記載要領等について』の改

正に伴う一部改正 

                 平成９年４月１日より適用 

 

一部改正：平成 12年３月８日    日本商品先物取引協会第９回理事会にて改正 

                 平成 12年３月 31日以降終了する事業年度より適用 

                  （但し、退職給付会計に関する経理基準は、平成 12 年４月１日以降開

始する事業年度より適用） 
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一部改正：平成 12年 11月８日  日本商品先物取引協会第 16回理事会にて改正 

                平成 12年４月１日以降開始する事業年度より適用 

 

一部改正：平成 13年３月７日   日本商品先物取引協会第 18回理事会にて改正 

                平成 12年４月１日以降開始する事業年度より適用 

 

一部改正：平成 15年１月 22日  日本商品先物取引協会第 32回理事会にて改正 

                平成 14年４月１日以降開始する事業年度より適用 

 

一部改正：平成 17年３月３日   日本商品先物取引協会第 47回理事会にて改正 

                平成 16年４月１日以降開始する事業年度より適用 

 

一部改正：平成 17年５月 26日  日本商品先物取引協会第 49回理事会にて改正 

                平成 17年５月１日より適用 

                （但し、日商協規則「商品取引責任準備金の積立て等に関する規則」の改

正に伴う一部改正及び委託手数料の完全自由化に伴う一部改正は、平成

17年４月１日より適用） 

 

一部改正：平成 18年５月 25日  日本商品先物取引協会第 54回理事会にて改正 

                平成 18年５月１日より適用 

 

一部改正：平成 19年６月１日   日本商品先物取引協会第 62回理事会にて改正 

                平成 18年８月 11日以後終了する事業年度より適用 

                （但し、棚卸資産の評価に関する会計基準は、平成 20 年４月１日以後開

始する事業年度からの適用であるが、平成 20年３月 31 日以前に開始する

事業年度から適用することもできる。） 

 

一部改正：平成 20年３月５日   日本商品先物取引協会第 68回理事会にて改正 

                平成 19年４月１日以後開始する事業年度より適用 

（但し、リース取引に関する会計基準は、平成 20 年４月１日以後開始す

る事業年度からの適用であるが、平成 19 年４月１日以後開始する事業年

度から適用することもできる。） 

 

一部改正：平成 21年３月４日   日本商品先物取引協会第 76回理事会にて改正 

                平成 20年４月１日以後開始する事業年度より適用 

（但し、資産除去債務に関する会計基準は、平成 22 年４月１日以後開始

する事業年度からの適用であるが、平成 22 年３月 31 日以前に開始する

事業年度から適用することもできる。） 

 

一部改正：平成 22年２月 24日   日本商品先物取引協会第 84回理事会にて改正 

                平成 21年４月１日以後開始する事業年度より適用 

 

全面改正：平成 23年３月２日   日本商品先物取引協会第 94回理事会にて改正 

                平成 22年４月１日以後開始する事業年度より適用 
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反社会的勢力の排除に係る取組みについて 
 

平成２４年３月１４日理事会決議 

日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 

 

暴力団をはじめとする反社会的勢力の排除に係る取組みについては、平成４年３月の「暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号）の施行により、暴力団員の行

う暴力的要求行為等について必要な規制や暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間

団体の活動を促進する措置等が講じられ、平成１９年６月には、政府において、反社会的勢力の排

除に係る取組みを一層推進するよう、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（犯

罪対策閣僚会議幹事会申合せ）を策定し、公表した。 

また、昨年１０月には、暴力団の影響力を排除することにより、市民の安全で平穏な生活を確保

し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的とした暴力団排除条例が全ての都道府県において

施行されるに至っている。 

本会の会員である商品先物取引業者においては、これまでにも様々な取組みが推進されてきたと

ころであるが、このような社会情勢を踏まえ、本会では、会員及び会員と提携する商品先物取引仲

介業者（以下「会員等」という。）の行う商品デリバティブ取引等への社会的信頼を維持し、商品

先物取引業務の適切性及び健全性を確保するとともに、会員等が反社会的勢力の排除に積極的に取

り組み、反社会的勢力の不当な資金獲得活動の温床となりかねない取引を根絶するため、会員等に

対し、下記の原則に則した実効性のある対応を求め、かつ、本会としてこれを支援することにより、

反社会的勢力と断固として対決していくことを、ここに宣言する。 

 

記 

 

１．反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要

求は拒絶すること。 

２．反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこと。 

３．反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合で

あっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わないこと。 

４．反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わないこと。 

５．反社会的勢力による不当要求に備えて、警察その他の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築

すること。 

以 上 

 

 

 

 



 

 

 

 

制 裁 関 係 
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制  裁  規  程 

 

 

第 １ 章   総     則 

（目 的） 

第１条 この規程は、定款第57条に基づき、会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物

取引仲介業者（以下「会員等」という。）の商品先物取引業務（定款第３条第１項第５号に定める

業務をいう。以下この規程において同じ。）に関する違法、不正な行為に対する審査及び制裁に関

し必要な事項を定め、これを厳正に運営することにより、違法行為、不正行為を是正し、秩序の

保持を図り、もって商品先物取引業務の信用の向上と委託者等（定款第３条第１項第２号に定め

るものをいう。以下この規程において同じ。）の保護を図ることを目的とする。 

 

（制裁機関） 

第２条 定款第45条第１項の規律委員会（以下「委員会」という。）は、前条の目的を達成するため

の機関とする。 

 

（調査に対する協力義務） 

第３条 会員は、本会が第１条の目的を達成するために必要な調査又は報告及び関係資料等の請求

に対し、全面的に協力しなければならない。 

 

 

第 ２ 章   制裁の種類及び対象行為 

（制裁の種類） 

第４条 本会が行う会員に対する制裁は、次に掲げるものとする。ただし、第２号及び第３号に掲

げる制裁は、併科することができる。 

⑴ 譴 責 

⑵ １億円以下の過怠金の賦課 

⑶ 会員の権利の停止又は制限 

⑷ 除 名 

２ 本会は、会員等の商品先物取引業務の適正な運営を確保し、又は委託者等を保護するために必

要かつ適当であると認めたときは、前項の制裁と併せて、定款第52条第２項に基づき、当該会員

に対して書面により改善を勧告し、当該勧告に基づき改善を行った結果の報告を求めることがで

きる。 

３ 会員は、第１項第３号の会員の権利の停止又は制限の制裁を受けた場合においても、定款第９

条第１項に基づきその期間中も会員としての義務を負う。 

 

（制裁の対象行為） 

第５条  本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、前条第１項各号に掲げる制裁を科す。こ

の場合において、会員が自らのなした行為が、次の各号に該当しないことを証明しなかった場合

には、次の各号に該当する行為とみなす。 

⑴ 商品先物取引法 (昭和25年法律第239号。以下「法」という｡)､ 法に基づく命令又は法に基づ

く主務大臣の処分に違反する行為があったとき。 

⑵ 本会の定款、紛争処理規程、本規程、自主規制規則その他の規則に違反する行為があったと
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き。 

⑶ 取引の信義則に反する行為があったとき。 

⑷ 商品先物取引仲介業者が前各号に該当する場合であって、その所属商品先物取引業者である

会員が当該行為の発生を防止するのに必要な相当の注意を払わなかったとき。 

⑸ その他本会が別に定める行為があったとき。 

 

 

第 ３ 章    制裁に係る手続き等 

（調査及び事情説明等） 

第６条  本会は、第１条の目的を達成するために必要なときは、会員に対し期限を定めて報告若し

くは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。 

２ 会員等は、前項の規定に基づく本会の調査に際し、事情説明を行い、自らの正当性を主張する

ことができる。 

３ 本会は、第１項の報告又は資料の提出に応じない会員については、違法行為又は不正行為があ

ったものとみなす。 

 

（審議等） 

第７条  委員会の委員長は、前条の規定による調査又は事情説明の聴取等の結果、当該会員の行為

が第５条各号に該当すると認めるとき、その他審議に値すると認めるときは、随時委員会を招集

し、当該会員への制裁の可否及び制裁をする場合の制裁の種類等を審議する。 

２ 委員会は、前項の審議のために必要と認めたときは、当該会員その他必要と認める者に対し、

違反行為又は不正行為に関して説明を求め又は証拠書類等の提出を求めることができる。 

 

（弁明の機会） 

第８条  本会は、前条第１項の審議を行うときは、当該会員に対してあらかじめその旨及び制裁の

対象となる理由を通知し、当該会員又はその代理人がその制裁を審議する委員会、理事会又は総

会に出席して弁明するための機会を与えなければならない。 

２ 前項の通知は、委員会及び理事会にあっては開催の日の７日前までに、総会にあっては開催の

日の14日前までに、それぞれ書面により当該会員に対して行うものとする。 

３ 本会は、第１項の規定により弁明の機会を与えられた会員又はその代理人が、正当な理由なく、

当該制裁を審議する委員会、理事会又は総会を欠席した場合には、第１項の規定にかかわらず、

当該制裁を決定することができる。 

 

（制裁の決定、措置及び会員への通知） 

第９条 委員会は、第７条第１項の審議の結果、会員に対し制裁を科すことが適当と認めたときは、

当該制裁の種類に応じて次の措置を講ずる。 

⑴ 譴責及び過怠金の場合にあっては、委員会において当該制裁を決定し、当該制裁の執行を会

長に要請する。 

⑵ 会員の権利の停止又は制限の場合にあっては、当該制裁に係る審議を理事会で行うよう会長

に要請する。 

⑶ 除名の場合にあっては、当該制裁に係る審議を総会で行うよう会長に要請する。 

２ 会長は、前項第１号の要請を受けた場合は、委員会において決定した制裁を執行する前に、あ

らかじめ当該会員に対して、制裁の内容、不服申立ての期限、不服申立ての方法等の手続きを書

面により通知し、当該会員から次条第１項に定める不服申立てがなかった場合、又は不服申立て

があった場合であっても同条第２項の再審査において制裁が決定された場合には直ちにこれを執
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行する。 

３ 会長は、第１項第２号又は第３号の要請を受けた場合は、理事会又は総会を開催し､当該制裁に

ついて審議し、会員に前条第１項に規定する弁明の機会を与えた上で、制裁を決定したときは直

ちにこれを執行する。 

４ 会長は、委員長から第１項各号の要請があったときは、制裁を受けることとなる会員を許可す

る主務大臣に対し、当該会員の商号又は名称、制裁の種類及びその内容並びに審議の経過の概要

を、その執行前までに到達するよう通知するものとする。 

５ 本会は、制裁を科さないことを決定したときは、直ちに当該会員に対し、その旨及びその理由

を書面により通知するものとする。 

 

（会員の不服申立て） 

第10条  会員は、前条第１項第１号の制裁の決定について不服があるときは、別に定める正当な理

由がある場合に限り、前条第２項による通知の到達後10日以内に、本会に対し、書面をもって不

服申立てをすることができる。 

２ 本会は、前項の規定による不服申立てがあったときは、理事会において、当該制裁を再審査し、

あらためて制裁の可否及び制裁の内容を決定する。 

３ 本会は、会員の不服申立てが理事会で承認されないときは、当該審査に要した費用を当該会員

に請求することができる。 

４ 第７条第２項及び第12条の規定は、第２項の決定について準用する。 

 

（制裁の会員への周知及び公示） 

第11条 本会は、制裁をしたときは、当該制裁の内容、制裁を決定した理由、制裁を受けた会員の

商号又は名称を、他の会員に周知するとともに、本会所在地において公示する。 

 

 

第 ４ 章   雑     則 

（記録の作成及び保存） 

第12条  本会は、会員に対する制裁の審議を行った場合は、その事実経過の記録を作成し、これを

保存するものとする。 

 

（秘密保持） 

第13条  本会の役員、委員会の委員、常設委員会その他の委員会の委員及び職員並びにこれらの職

にあった者は、正当な理由なく、会員の制裁に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（細則の制定） 

第 14 条 本会は、この規程の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

附        則 

 

 この規程は、主務大臣の認可のあった日又は改正商品取引所法の施行の日のいずれか遅い日（平

成11年４月１日）から施行する。 
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附        則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成17年５月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第１条を改正。 

 

 

附        則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年１月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １．第１条及び第２条を改正。第４条第２項を第３項に繰り下げ、改正。第５条第１号、第６条

第２項、第７条第１項、第８条第２項、第９条第４項、第10条第１項、第11条を改正。 

２．第４条第２項を新設。第５条第４号を第５号に繰り下げ、第４号を新設。 
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制 裁 規 程 に 関 す る 細 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、制裁規程（以下「規程」という。）第14条に基づき、規程の施行に関し必要な

事項を定める。 

 

（会員の権利） 

第２条 規程第４条第１項第３号の会員の権利は、次のとおりとする。 

⑴ 定款第20条第１項の規定による理事及び監事を選任する権利及び選任される権利 

⑵ 定款第29条第４項第２号に規定する総会を招集する権利 

⑶ 定款第31条第２項の議決権 

 

（取引の信義則に反する行為） 

第３条 規程第５条第３号に掲げる取引の信義則に反する行為は、次のとおりとする。 

⑴ 不公正な取引又は商品先物取引業務を行うこと。 

⑵ 商品先物取引業務の信用の保持を欠くこと。 

⑶ 委託者等の保護に欠ける行為を行うこと。 

⑷ 不注意又は怠慢な取引又は商品先物取引業務を行うこと。 

 

（その他の制裁対象行為） 

第４条 規程第５条第５号に掲げるその他本会が別に定める行為は、次のとおりとする。 

⑴ 定款、紛争処理規程、制裁規程、自主規制規則その他の規則に基づく届出、報告、資料の提

出を、正当な理由なく行わず、又は虚偽の届出、報告、資料の提出をしたとき。 

⑵ 本会が行う調査又は監査を正当な理由なく拒否し、妨げ、又はこれを忌避したとき。 

⑶ その他、会員の行為について本会が制裁に値すると認めたとき。 

 

（制裁内容のガイドライン） 

第５条 規程第５条各号に基づき制裁を行う場合には、以下のガイドラインを勘案して､制裁の内容

を決定するものとする。 

⑴ 商品先物取引法、同法に基づく命令、同法に基づく主務大臣の処分に違反する行為 

イ 故意によるもの 

１億円以下１千万円以上の過怠金、若しくは会員の権利の停止若しくは制限若しくはこれ

らの併科又は除名 

ロ イ以外のもの 

譴責又は１千500万円以下300万円以上の過怠金。ただし、６か月間に同様の行為があった

場合は、１億円以下１千万円以上の過怠金 

⑵ 本会の定款、紛争処理規程、本規程、自主規制規則その他の規則に違反する行為 

イ 故意によるもの 

１億円以下１千万円以上の過怠金、若しくは会員の権利の停止若しくは制限若しくはこれ

らの併科又は除名 

ロ イ以外のもの  

譴責又は１千500万円以下300万円以上の過怠金。ただし、６か月間に同様の行為があった

場合は、１億円以下１千万円以上の過怠金 
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⑶ 取引の信義則に反する行為 

イ 故意によるもの 

１億円以下１千万円以上の過怠金 

ロ イ以外のもの  

譴責又は１千500万円以下300万円以上の過怠金。ただし、６か月間に同様の行為があった

場合は、５千万円以下500万円以上の過怠金 

⑷ 規程第５条第５号に定める各行為 

イ 故意によるもの 

１億円以下１千万円以上の過怠金 

ロ イ以外のもの 

譴責又は１千500万円以下300万円以上の過怠金。ただし、６か月間に同様の行為があった

場合は、５千万円以下500万円以上の過怠金 

 

（審議に値すると認めるとき） 

第６条 規程第７条第１項に規定するその他審議に値すると認めるときは、本会の会員役職員に対

する指導、勧告、処分に関する規則第13条第５項に基づく綱紀委員会からの報告を受けた場合と

する。 

 

（不服申立て） 

第７条 規程第10条第１項に規定する別に定める正当な理由は、次のとおりとする。 

⑴ 制裁が決定されるまでの間に判明しなかった事実又は発見されなかった証拠が、制裁の決定

後において新たに判明し又は発見された場合であって、その判明又は発見が制裁の決定に重大

な影響を与えるものであり、かつ、それらの判明又は発見の遅延がやむを得ないと認められる

とき。 

⑵ 制裁手続きについて、規程に定める手続きに齟齬があったとき。 

２ 規程第10条第１項に規定する不服申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を本会に提出して

行わなければならない。 

⑴ 不服申立てにあたる正当な理由 

⑵ 不服申立てをするに至った事情及び経過 

３ 前項の不服申立ての書面を提出するにあたっては、正当な理由を裏付ける証拠書類等を添付し

なければならない。 

 

（制裁の公示事項、場所及び期間等） 

第８条 規程第11条に規定する制裁に係る公示は、次に掲げるところにより行うものとする。 

⑴ 公示事項 

イ 制裁規程に基づく制裁である旨 

ロ 制裁を行った日 

ハ 制裁を受けた会員の商号又は名称 

ニ 制裁の種類 

ホ 制裁の理由 

⑵ 公示場所 

本会の事務所（本部及び支部） 

⑶ 公示期間 

  制裁を行った日から10営業日の間 

２ 前項の公示事項は、制裁を行った日から１年間、本会のホームページに掲載するものとする。 
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附        則 

 

 この細則は、規程の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成14年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第８条第２項を新設。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成15年３月５日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第８条第２項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第３条第１号、第２号及び第４号を改正。 

 

 

附        則 

 

この細則の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年１月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第２条第１号から第３号、第３条第１号から第４号、第４条柱書き、第５条第１号から第４

号、第８条第１項第１号を改正。 
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規 律 委 員 会 規 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第45条第３項に基づき、規律委員会（以下「委員会」という。）の構成

及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（構 成） 

第２条 委員会は、理事、会員代表者及び会員外の者のうちから選任する委員をもって構成する。 

２ 委員の数は、７人以上13人以内とする。ただし、会員外の者から選任する委員（以下「会員外

委員」という。）は、総数の過半数を占めなければならない。 

 

（委 員） 

第３条 委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

４ 委員は、辞任又はその任期が満了した際においても、その後任の委員が選任されるまでは、そ

の職務を行うものとする。 

５ 委員の報酬は、理事会の議決により定める。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長１人、副委員長２人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員のうちからそれぞれ理事会の同意を得て、会長がこれを選任す

る。ただし、委員長及び副委員長１人は、会員外委員でなければならない。 

３ 委員長は、会議の議長となり、委員会の審議結果に基づき、制裁の執行又は制裁に係る審議を

行うよう会長に要請する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐して、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けた

ときはその職務を行う。 

 

（委員会の招集） 

第５条 委員会は、委員長が随時招集する。 

 

（議決方法等） 

第６条 委員会は、委員総数の過半数の出席があり、かつ、会員外委員の過半数が出席しなければ

開くことができない。 

２ 委員は、各１個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する場合には、その審議及び

議決に参加することができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の議決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長

がこれを決する。 

 

（会長の出席） 

第７条  会長は、委員会に随時出席し、意見を述べることができる。 
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（議事に関係のある者等の出席） 

第８条  委員長は、必要と認めるときは、その議事に関係のある者又は参考人の出席を求め、事情

を聴取することができる。 

 

（議事録） 

第９条  委員会の議事については、その経過の概要及び結果を記録した議事録を作成する。 

 

（細則の制定） 

第10条 委員会は、議事手続きその他会議の運営に関し必要があると認めるときは、この規則に定

めるもののほか、別に必要な事項を定めることができる。 

 

 

                附        則 

 

 この規則は、平成３年５月８日から施行する。 

 

 

                附        則 

 

１ この改正は、平成６年６月22日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第３条に規定する委員定数（理事及び会員代表者のうちから選任する委員６人、その他の委

員３人）を改正。 

２ 平成７年度に選任される委員の任期は、第３条第３項の規定にかかわらず１年とする。 

 

 

                附        則 

 

１ この改正は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ この規則の改正後の当初の委員である者の任期については、第３条第２項の規定にかかわら

ず、別途理事会で定めるところによる。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１条、第２条第１項、第３条第５項、第４条第１項から第３項、第５条及び第６条第１項

から第３項を改正。 

２．旧第３条第１項を改正し、第２条第２項に繰り上げる。 

３．旧第３条第２項、第３項を改正し、第３条第１項、第２項に繰り上げる。 

４．旧第８条から旧第11条を改正し、それぞれ第７条から第10条に繰り上げる。 

５．第３条第３項を新設。 

６．旧第７条及び第10条第２項を削る。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成11年５月26日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 
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   平成11年４月１日施行の附則第２項を新設。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成20年11月26日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第２条第２項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第１条を改正。 
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規律委員会規則に関する細則 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、規律委員会規則（以下「規則」という。）第10条の規定に基づき、規則の施

行に関し必要な事項を定める。 

 

（書面等による委員会） 

第２条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議の招集を行わず、書面その他の方法

により委員の意見を求めることにより委員会の議事及び議決に代えることができる。この場合に

おいて、書面以外の方法により委員の意見を求めたときは、遅滞なく、書面によりその確認を得

るものとする。 

２ 規則第６条の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（書面等による委員会の議事録） 

第３条 規則第９条の規定は、前条による委員会に関する議事録について準用する。ただし、当該

委員会の付議議案について書面をもって確認を得た場合には、当該書面をもってこれに代えるこ

とができる。 

 

（特別利害関係事案） 

第４条 規則第６条第２項に規定する特別な利害関係を有する場合とは、次のとおりとする。 

⑴ 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者、又は委員の四親等内の血族若しくは三親等

内の姻族若しくは同居の親族が、事案の会員又はその会員と商品先物取引仲介業に関する業務

委託契約を締結している商品先物取引仲介業者の役員、代理人、顧問若しくは使用人であり、

又はあったとき。 

⑵ 委員又は委員の所属する法人が、事案の会員又はその会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者の間に、議決権数や役員の構成等に照らして支配関係があると認められる

とき。 

⑶ その他委員長が特別な利害関係を有すると認めるとき。 

 

 

 

                附        則 

 

 この細則は、改正規則の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第２号を改正。 
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                附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第２号を改正。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成24年９月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第１条、第４条第１号及び第２号を改正。 

 



 

 

 

 

従業員・外務員登録関係 
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会員等の役員使用人に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第52条第１項に基づき、商品先物取引業務（定款第３条第１項第５号に

定める業務をいう。以下この規則において同じ。）の公共性及びその社会的使命の重要性に鑑み、

会員及び商品先物取引仲介業者の役員及び使用人（商品先物取引業務に従事する者に限る。以下

この規則において同じ。以下「役員使用人」という。）について、その服務基準及び会員の監督

責任等を定めることにより役員使用人の資質の向上を図り、もって顧客（定款第３条第１項第６

号に定める者をいう。以下この規則において同じ。）の保護に資することを目的とする。 

 

（役員使用人の採用） 

第２条 会員は、役員使用人の採用に際しては、採用しようとする者が第１条の目的に照らし、善

良かつ有能な役員使用人となることができる者であるかどうかを、その者の経歴等により審査

しなければならない。 

２ 会員は、他の会員の役員使用人又は役員使用人であった者を採用するに当たり、その者に他の

会員の顧客名簿その他顧客の個人情報の提供を求めたり、又は当該情報を持ち出す等の不当な

行為を行わせるよう助長する行為（幇助又は教唆を含む。）をしてはならない。 

 

（法令等違反行為を行った者に対する採用の対応等） 

第２条の２ 会員は、前条第１項に規定する審査において、採用しようとする者が、次に掲げる指

導等を受けた者であったことが判明した場合には、その者が会員の商品先物取引業務を適正に行

うよう教育・指導を実施し、再びかかる行為を行うことのないよう管理・監督しなければならな

い。 

⑴ 役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則（以下「指導等規則」という。）第13

条又は第25条の規定による指導又は勧告 

⑵ 指導等規則第16条の規定による二級不都合行為者としての取扱い 

⑶ 会員等の外務員の登録等に関する規則（以下「登録等規則」という。）第４条の２の規定に

よる外務員の職務禁止措置 

⑷ 商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」という。）第204条第１項の規定による

外務員の登録の取消し又は職務の停止 

 

（本会への照会） 

第３条 会員は、役員使用人として採用しようとする者が他の会員又は商品先物取引仲介業者の役

員使用人であったときは、あらかじめ、本会に対し、指導等規則第16条に規定する一級不都合

行為者の取扱い及び前条各号に掲げる指導等の有無について、別紙１の照会書により照会しな

ければならない。 

２ 本会は、前項の規定による照会があったときは、照会に係る事項について、遅滞なく、別紙２

により当該会員に回答する。また、指導等があった場合は、その内容等を併せて回答する。 

３ 第１項の規定は、他の会員又は商品先物取引仲介業者の役員使用人であった者が、社内異動に

より商品先物取引業務に従事することとなる場合にも適用する。 

 

（不都合行為者等の採用の禁止） 

第４条 会員は、指導等規則第16条の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者

については、いかなる名称を用いているかを問わず、役員使用人として採用してはならない。 
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２ 会員は、指導等規則第16条の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている者につ

いては、当該取扱いの決定の日から５か年間は、いかなる名称を用いているかを問わず、役員

使用人として採用してはならない。 

 

（服務の根本基準） 

第５条 会員は、役員使用人に商品先物取引業務の公共性及び社会的使命の重要性を認識させ、か

つ、顧客の保護の精神に則り各自の本分に精励させなければならない。 

２ 会員は、役員使用人をして、商品先物取引法（昭和25年法律第239号）その他関係法令、受託

契約準則に違反する行為並びに本会の定款、諸規程及び自主規制規則その他諸規則に違反する

行為を行わせてはならない。 

３ 会員は、登録外務員でない者を使用して商品先物取引業務を行わせ又は市場調査、アンケート

募集等当該行為と誤認されるおそれのある外交接触をさせてはならない。 

４ 会員は、役員使用人をして、他の会員若しくはその役員使用人又は商品先物取引業界に対する

誹謗、中傷等その信用を損ねる行為を行わせてはならない。 

 

（役員使用人の禁止行為） 

第６条 会員は、役員使用人が法その他関係法令、受託契約準則及び本会の定める自主規制規則に

違反する行為のほか、次に掲げる行為を行うことのないように管理しなければならない。 

⑴  商品デリバティブ取引（法第２条第 15項に定める取引をいう。以下この規則において同

じ。）の委託又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込み（以下「委託等」という。）

につき、顧客に対し、当該取引に係るもの以外のものであると顧客に誤認されるような仕方で

の勧誘を行うこと。 

⑵ 商品デリバティブ取引の委託等につき、顧客に対し、事実に反する事項を告げ又は威迫する

言動を交えて勧誘すること。 

⑶ 顧客に対し、取引の仕組み、その投機的本質及び損失が発生する可能性等法217条第１項に

規定する契約締結前交付書面に基づいて法第218条第１項に定める説明をしないで勧誘し、受

託又は取引の相手方となること。 

⑷ 顧客に対し、商品取引契約（法第２条第24項に定める契約をいう。以下この規則において同

じ。）以外の契約を解除することを勧めること。 

⑸ 商品デリバティブ取引の委託等につき転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示

した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧め又は新規に当該取引を勧めること。 

⑹ 商品取引所において受託契約準則に定める委託の際の指示の全部又は一部について包括的に

委任を受けた代理人（同準則で定める代理人を除く。）から受託すること。 

⑺ 顧客に対し、本人以外の名義を使用させること。 

⑻ 外務員として登録を受けていないのに登録外務員の行為を行うこと。 

⑼ 顧客に対し、取引等の損益を共にすることを約束し、又はこれを実行すること。 

⑽ 自己の在籍する以外の商品先物取引業者に取引の委託等の引受けを斡旋すること。 

⑾ 委託者等から受けた取引の注文を、その指定された条件と異なった条件で在籍する商品先物

取引業者（会員に限る。）に通すこと。 

⑿ 委託者等とみだりに金銭等の貸借関係を結び、又は金銭等の借受けを勧めること。 

⒀ その他登録外務員の職務を怠る等委託者等の保護に欠ける行為を行うこと。 

 

（指導等規則による指導、勧告、処分を受けた者の取扱い） 

第７条 会員は、指導等規則に基づき指導、勧告及び処分（一級不都合行為者を除く。）を受けた

者について、引き続きその者を登録外務員として就業させる場合には、再びかかる行為を行う
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ことのないよう商品先物取引業務の適正化を図るための教育・指導を講じ、その者を管理・監

督しなければならない。 

 

（教育研修の実施） 

第８条 会員は、役員使用人に対し、その資質の向上を図るために必要な教育研修を行わなければ

ならない。 

 

（商品先物取引仲介業者への本規則の適用） 

第９条 会員は、本規則の定めるところにより、自らを所属商品先物取引業者とする商品先物取引

仲介業者に、当該商品先物取引仲介業者の役員使用人を管理させるものとする。 

２ 商品先物取引仲介業者の役員使用人の本会への照会は、当該商品先物取引仲介業者の所属商品

先物取引業者を通じて行うものとし、その取扱いについては第３条に定める手続きの例によるも

のとする。 

 

（細則の制定） 

第10条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

附     則 

 

 この規則は、平成３年10月２日から施行する。 

 

 

附     則 

 

１ この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

２ この規則の実施日において現に旧規則第14条の規定により不都合行為者と決定されている者に

ついては、旧規則第４条の規定をなお適用することとし、改正後の規則第４条の規定は適用しな

い。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第１項、第２項、第５条第１項、第９条第２項、第３項及び第11条から第23条までを

改正。 

 

 

附     則 

 

１ この改正は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ 本会の改組前である社団法人日本商品取引員協会が不都合行為者として決定した者については、

なお従前の例による。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 
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附     則 

 

 この改正は、平成11年11月10日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第１項及び第11条を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成12年１月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第２条第２項を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成15年３月５日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第９条第４項を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第５条、第９条第３項及び第10条を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成 23 年１月１日から施行する。 

１．本規則を「会員従業員に関する規則」から「会員等の役員使用人に関する規則」に改める。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１章から第６章の各表題を削除。 

２．第１条から第３条を改正。 

３．第４条第２項を削り、改正。 

４．第５条を改正。 

５．旧第６条を第 10 条に繰り下げ、改正。 

６．旧第７条及び旧第８条を削除。 

７．旧第９条を第６条に繰り上げ、改正。 

８．旧第 10 条を削除。 

９．第７条を新設。 

10．旧第 11 条を第８条に繰り上げ、改正。 

11．旧第 12 条を第９条に繰り上げ、改正。 

12．第 13 条を削除。 
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13．第 11 条を新設。 

14．第 14 条を第 12 条に繰り上げ、改正。 

15．別紙１及び別紙２を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成23年３月２日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第１条、第４条及び第５条を改正。 

２．第３条第３項を新設。 

 

 

附     則 

 

１．この改正は、平成 27 年６月１日から施行する。 

２．この改正の施行日前に、改正前の指導等規則第 15 条第４項に基づき登録の拒否の処分を受

けた者に関する本会への照会については、なお従前の例による。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第２条の２を新設。 

２．第３条第１項から第３項を改正。 

３．第４条第１項を第２項に繰り下げて改正、第１項を新設。 

４．第５条を削除し、第６条及び第７条を繰り上げ。 

５．第８条を削除し、第９条を繰り上げて改正。 

６．第 10 条から第 12 条を順次繰り上げ。 

７．別紙１及び別紙２を改正。 
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別紙 1（第 3 条第 1 項 第 9 条第 2 項関係） 

平成  年  月  日 

日本商品先物取引協会 御 中 

住   所 

会 員 名 

会員代表者              印 

（商品先物取引仲介業者名            ） 

 

役 員 使 用 人 採 用 予 定 者 に 係 る 照 会 書 

 

今般、下記の者を採用したいので、「会員等の役員使用人に関する規則」第 3 条第 1 項に基づき、

以下の事項について該当の有無を照会します。 

（太枠のみ記入のこと。） 

ふりがな  男 ・ 女 ≪回答日前５年間≫ 

指導の該当  【 有 ・ 無 】 

氏  名  ≪回答日前５年間≫ 

勧告の該当  【 有 ・ 無 】 

生 年 月 日 
昭

平 
年  月  日 

処分の該当  【 有 ・ 無 】 

≪回答日前５年間≫ 

・登録の取り消し 

・2 年以内の登録外務員の職務の停止 

・二級不都合行為者としての取扱いの決定 

・外務員の職務禁止措置に係る決定 

≪無期限≫ 

・一級不都合行為者としての取扱いの決定 

前 （ 現 ） 勤 務 先 名 

 

採用予定日 年  月  日 

退社日（予定日） 年  月  日 

 

ふりがな  男 ・ 女 ≪回答日前５年間≫ 

指導の該当  【 有 ・ 無 】 

氏  名  ≪回答日前５年間≫ 

勧告の該当  【 有 ・ 無 】 

生 年 月 日 
昭

平 
年  月  日 

処分の該当  【 有 ・ 無 】 

≪回答日前５年間≫ 

・登録の取り消し 

・2 年以内の登録外務員の職務の停止 

・二級不都合行為者としての取扱いの決定 

・外務員の職務禁止措置に係る決定 

≪無期限≫ 

・一級不都合行為者としての取扱いの決定 

前 （ 現 ） 勤 務 先 名 

 

採用予定日 年  月  日 

退社日（予定日） 年  月  日 

（注）商品先物取引仲介業者の採用予定者を照会する場合は、商品先物取引仲介業者名を併せて記

入すること。 

日本商品先物取引協会 

受 領 印 
 

 

本件に関する連絡先 

担当部署： 

担当者： 

連絡先（TEL）： 
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別紙 2（第 3 条第 2 項 第 9 条第 2 項関係）（回答書） 

平成  年  月  日 

 

 殿 

 

日本商品先物取引協会  印 

 

 

役員使用人採用予定者に係る照会書への回答書 

 

貴社より照会のありました事項について、「会員等の役員使用人に関する規則」第 3 条第 2 項に

基づき、下記のとおり回答します。 

（太枠のみ記入のこと。） 

ふりがな  男 ・ 女 ≪回答日前５年間≫ 

指導の該当  【 有 ・ 無 】 

氏  名  ≪回答日前５年間≫ 

勧告の該当  【 有 ・ 無 】 

生 年 月 日 
昭

平 
年  月  日 

処分の該当  【 有 ・ 無 】 

≪回答日前５年間≫ 

・登録の取り消し 

・2 年以内の登録外務員の職務の停止 

・二級不都合行為者としての取扱いの決定 

・外務員の職務禁止措置に係る決定 

≪無期限≫ 

・一級不都合行為者としての取扱いの決定 

前 （ 現 ） 勤 務 先 名 

 

採用予定日 年  月  日 

退社日（予定日） 年  月  日 

 

ふりがな  男 ・ 女 ≪回答日前５年間≫ 

指導の該当  【 有 ・ 無 】 

氏  名  ≪回答日前５年間≫ 

勧告の該当  【 有 ・ 無 】 

生 年 月 日 
昭

平 
年  月  日 

処分の該当  【 有 ・ 無 】 

≪回答日前５年間≫ 

・登録の取り消し 

・2 年以内の登録外務員の職務の停止 

・二級不都合行為者としての取扱いの決定 

・外務員の職務禁止措置に係る決定 

≪無期限≫ 

・一級不都合行為者としての取扱いの決定 

前 （ 現 ） 勤 務 先 名 

 

採用予定日 年  月  日 

退社日（予定日） 年  月  日 

 
（注）指導等の該当が「有」の場合、指導等の内容等は別添書面にてお知らせします。 

 

日本商品先物取引協会 

受 領 印 
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会員等の外務員の登録等に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」という。）第206条第１項

の規定に基づき主務大臣から委任を受けた外務員の登録事務に関し、外務員の登録申請手続き、

登録の拒否要件等を定めることにより、外務員の登録制度の的確、かつ、円滑な運営を図り、も

って委託者等の保護に資することを目的とする。 

 

（外務員登録等資格委員会、綱紀委員会） 

第２条 定款第48条第１項の外務員登録等資格委員会（以下「委員会」という。）及び定款第46条第

１項の綱紀委員会は、前条の目的を達成するための機関とする。 

 

（外務員） 

第３条 会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者（以下「会員等」とい

う。）は、当該役員又は使用人であって、当該会員等のために、法第 200 条第１項に規定する行

為（以下「外務員の職務」という。）を行うもの（以下「外務員」という。）について、本会の行

う登録を受けなければならない。 

２ 会員等は、前項の規定により登録を受けた外務員（以下「登録外務員」という。）以外の者に外

務員の職務を行わせてはならない。 

３ 外務員は、その所属する会員等に代わって、外務員の職務に関し、一切の裁判外の行為を行う

権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りではない。 

 

（登録外務員の資格要件） 

第４条 登録外務員となることができる者（登録の更新を受ける者を含む。）は、会員等の役員又は

使用人であって、次の各号のいずれかに掲げる要件を備えるものでなければならない。 

⑴ 新規に登録を受けようとする者が過去において外務員の登録を受けたことがないときは、本

会の実施する外務員登録資格試験（登録前１年以内のものに限る。）に合格したものであること。 

⑵ 「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関する細則（以下「細則」という。）に定める要

件に該当し、本会が特に認めたものであること。 

⑶ 新規に登録を受けようとする者が過去において外務員の登録を受けたことがあるときは、細

則に定める再受講等の要件を満たしているものであること｡ 

⑷ 登録の更新を受けようとする者にあっては、本会の実施する登録更新講習（ただし、更新前

１年以内のものに限る。）を修了したもの又は細則に定める要件に該当するものであること。 

 

（外務員の職務禁止措置） 

第４条の２ 本会は、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則（以下「指導等規則」という。）第

12 条の規定による綱紀委員会の審議の結果、外務員（外務員であった者を含む。）が指導等規則第６条各号

に掲げる行為をしたと認めるときは、第 12 条の規定による登録の取消し等を命じる場合又は指導等規則第

16条に基づき不都合行為者として取り扱う場合を除き、当該行為時に所属していた会員等に対し当該外務員

につき５年以内の期間を定めて外務員の職務を禁止する措置（以下「外務員の職務禁止措置」という。）を講

ずる。 

２ 前項は、外務員でない会員等の役員又は使用人について準用する。この場合において、前項中「外務員（外

務員であった者を含む。）」とあるのは「会員等の役員又は使用人（会員等の役員又は使用人であった者を含
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む。）」と、「当該外務員につき」とあるのは「当該役員又は使用人につき」と読み替えるものとする。 

 

（不都合行為者及び外務員の職務禁止措置者の外務員の職務の禁止） 

第４条の３ 会員等は、指導等規則第16条の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者に外

務員の職務を行わせてはならない。 

２ 会員等は、指導等規則第16条の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている者に、その決定

を受けた日から５年間は、外務員の職務を行わせてはならない。 

３ 会員等は、前条第１項に規定する外務員の職務禁止措置に係る決定を受けた者（以下「外務員の職務禁

止措置者」という。）に、当該外務員の職務禁止措置期間中は、外務員の職務を行わせてはならな

い。 

 

（外務員の職務禁止措置者名簿） 

第４条の４ 本会は、外務員の職務禁止措置者の名簿（以下「外務員の職務禁止措置者名簿」という。）

を備え、当該外務員の職務禁止措置者名簿に外務員の職務禁止措置の氏名、性別、生年月日、当

該外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容、当該外務員の職務禁止措置の内容及

び当該外務員の職務禁止措置の決定日その他必要と認める事項を記載する。 

 

（外務員の登録申請等） 

第５条 第３条第１項の規定により登録を受けようとする会員等は、次に掲げる事項を記載した細

則に定める登録申請書を本会に提出しなければならない。 

⑴ 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名 

⑵ 登録の申請に係る外務員について次に掲げる事項 

イ 氏名、生年月日、住所 

ロ 役員又は使用人の別 

ハ 外務員の職務を行ったことの有無、並びに外務員の職務を行ったことのある者については、

その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及び外

務員として登録をされていた期間  

ニ 商品先物取引仲介業を行ったことの有無及び商品先物取引仲介業を行ったことのある者に

ついては、その行った期間 

⑶ その他本会が細則に定める事項 

２ 前項の登録申請書には、登録を受けようとする者に係る履歴書その他細則に定める書類を添付

しなければならない。 

３ 会員等は、外務員の登録を受けようとするときは、細則に定める登録に係る手数料を本会に納

めなければならない。 

 

（登録原簿への登録） 

第６条 本会は、前条第１項の申請があったときは、第10条第１項の各号のいずれかに該当する場

合を除き、その者の氏名、生年月日、その他細則に定める事項を登録原簿に登録するものとする。 

２ 第３条第１項の登録の有効期間は６年とし、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の

経過によって、その効力を失う。 

 

（外務員の登録の更新） 

第７条 登録の更新を受けようとする会員等は、前条第２項の登録の有効期間の満了の日の１カ月

前（当日が休日の場合は、前営業日）までに、次に掲げる事項を記載した所定の外務員登録更新

申請書を本会に提出しなければならない。 
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⑴ 登録更新申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名 

⑵ 登録の更新申請に係る外務員について次に掲げる事項 

イ 登録番号 

ロ 氏名、生年月日、住所 

ハ 役員又は使用人の別 

ニ 外務員の職務を行ったことの有無、並びに外務員の職務を行ったことのある者については、

その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及び外

務員として登録をされていた期間 

ホ 商品先物取引仲介業を行ったことの有無及び商品先物取引仲介業を行ったことのある者に

ついては、その行った期間 

⑶ その他細則に定める事項 

２ 前項の登録更新申請書には、登録の更新を受けようとする者に係る登録更新講習修了証書（更

新日前１年以内のものに限る。）の写しその他細則に定める書類を添付しなければならない。 

３ 本会は、第１項の申請があったときは、第10条第１項の各号のいずれかに該当する場合を除き、

当該外務員の登録を更新するものとする。 

４ 会員等は、外務員の登録の更新を受けようとするときは、細則に定める登録に係る手数料を本

会に納めなければならない。 

 

（登録又は登録の更新の通知） 

第８条 本会は、第６条第１項又は前条第３項の規定により外務員の登録又は登録の更新をしたと

きは、遅滞なく、書面をもって、登録又は登録の更新を申請した会員等（以下「申請者」という。）

に通知するものとする。 

 

（登録外務員についての縦覧） 

第９条 本会は、個人情報保護法に抵触しない範囲内において、外務員の登録、登録の抹消その他

登録外務員について必要な事項を、本会の所在地において公衆の縦覧に供するものとする。 

 

（登録又は登録の更新の拒否） 

第10条 本会は、登録又は登録の更新の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、

その登録又は登録の更新を拒否するものとする。 

⑴ 法第15条第２項第１号イからルまでに掲げる者であるとき。 

⑵ 登録又は登録の更新に係る申請書（以下「申請書」という。）又はそれらの添付書類のうち重

要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。 

⑶ 法第204条第１項（同法第240条の11において準用する場合を含む。）の規定により外務員の登

録を取り消されたことがあるときは、その取消しの日から５年を経過していないとき。 

⑷ 登録申請者以外の商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者に所属する外務員として登録

されているとき。 

⑸ 法第240条の２第１項の規定により商品先物取引仲介業者として登録されているとき。 

２ 本会は、前項の規定により登録又は登録の更新を拒否しようとするときは、意見の聴取の期日、

場所及び意見の聴取事項を記載した書面を当該申請者又はその代理人に通知するとともに、当該

申請者又はその代理人の出席を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるために、意見の

聴取を行うものとする。 

３ 本会は、前項の規定による意見の聴取の結果、登録又は登録の更新を拒否したときは、遅滞な

く、書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。 
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（登録外務員に関する届出及び登録の変更） 

第11条  会員等は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、所

定の届出書により、遅滞なく、その旨を本会に届け出なければならない。 

⑴ 法第15条第２項第１号イからルまでのいずれかに該当することとなったとき。 

⑵ 第５条第１項第２号イ及びロに掲げる事項に変更があったとき。 

⑶ 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき。 

⑷  死亡したとき。 

２ 本会は、前項第２号の届出につき第６条第１項の登録事項に変更があるときは、登録原簿の当

該事項を変更するものとする。 

３ 第１項第３号の規定により届出を行おうとする会員等は、当該届出に係る外務員に指導等規則

第６条に規定する違反等行為がある場合には、当該届出の前に指導等規則第８条又は第22条に規

定する違反等行為の届出書及び指導等規則第９条又は第23条に規定する顛末報告書を提出しなけ

ればならない。 

 

（合併等に伴う登録の移動） 

第11条の２ 本会は、定款第10条に定める会員たる地位の承継があったとき、又は次の各号のいず

れかに該当するときは、登録外務員について、登録原簿に記載されているその所属する商品先物

取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名、その他細則に定める事項を変更する

ものとする。 

⑴ 商品先物取引業の廃業等に伴う商品先物取引業者間における顧客の建玉の移管に伴い登録外

務員が出向又は転籍する場合 

⑵ 商品先物取引業者が商品先物取引仲介業者に商品先物取引業の媒介に係る業務の委託を行う

ために登録外務員が出向又は転籍する場合 

⑶ 商品先物取引仲介業者の廃業等に伴い所属商品先物取引業者へ登録外務員が出向又は転籍す

る場合 

 

（登録の取消し等） 

第12条 本会は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録

を取消し、又は当該登録外務員に対し２年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることがで

きる。 

⑴ 法第15条第２項第１号イからルまでのいずれかに該当することとなったとき、又は登録の当

時第10条第１項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 

⑵ 法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められる

とき。 

⑶ その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき。 

２ 前項の規定による処分の手続きについては、行政手続法（平成５年法律第88号）の定めるとこ

ろによる。 

 

（登録の抹消） 

第13条 本会は、次の各号のいずれかに該当するときは、外務員の登録を抹消するものとする。 

⑴ 前条第１項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 

⑵ 登録外務員の所属する会員等が解散し、又は会員にあっては商品先物取引業を廃止若しくは

許可を取り消され（商品先物取引仲介業者にあっては商品先物取引仲介業を廃止若しくは登録

を取り消され）たとき。 

⑶ 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなった事実が確認されたとき｡ 
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⑷ 登録の更新の申請がなく、第６条第２項の規定により失効したとき。 

 

（細則の制定） 

第14条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

（登録事務に関する届出） 

第15条 本会は、第６条第１項の規定による登録、第11条の規定による届出に係る登録の変更、第

12条の規定による処分（登録の取消しを除く。）又は第13条の規定による登録の抹消をしたときは、

その旨を主務大臣に届け出るものとする。 

 

（商品先物取引仲介業者の外務員に係る登録申請等に関する手続き） 

第16条 商品先物取引仲介業者の外務員については、所属商品先物取引業者である会員が登録申請

等に係る一切の手続きを行うものとする。ただし、所属商品先物取引業者である会員が複数の場

合は、当該会員間で主たる会員を定め、当該会員が行うものとする。 

 

 

附        則 

 

１ この規則は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ この規則の施行日前において、改正前の法第91条の２第１項の規定により商品取引所において

外務員の登録を受けている者は、この規則により外務員の登録を受けたものとみなす。 

３ 前項の規定により登録を受けたものとみなされる外務員についての第６条第２項の規定の適用

については、当該外務員が最後に登録を受けた日を第６条第１項の登録を受けた日とみなす。 

４ 本会の改組前である社団法人日本商品取引員協会が不都合行為者として決定した者については、

なお従前の例による。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成11年11月10日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第２号、第３号、第４号及び第14条第１項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成13年１月24日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第３号及び第14条第１項第４号を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成14年11月13日から施行する。 
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（注）改正事項は次のとおりである。 

 第４条第７号、第７条第１項第２号、同条第２項及び第12条第３項を改正。第７条第１項

第３号を新設。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第１条、第３条、第４条第１号、第２号、第８号、第５条第２号イ、第６条､第７条第１

項本文、第２号ロ、第３項、第５項、第11条第１項本文、第13条第１項本文、第１号、第

４項、第14条第１項本文、第15条本文、第２号、第17条を改正。 

⑵ 第５条第２号ニ、第７条第２号ホ、第７条第４項、及び第13条第３項を削除し、第５条

第２号ホをニ、第７条第２号ヘをホ、第７条第５項を第４項、及び第13条第４項を第３項

に繰り上げ。 

⑶ 第10条を削除し、第11条から第17条を第10条から第16条に繰り上げ。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成19年９月30日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第３号及び第13条第１項第４号を改正。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第１条、第３条、第４条本文、第３号、第５号、第６号、第８号、第９号、第10号、第

５条本文、第１号、第２号イニ、第３号、第６条第１項、第７条第１項本文、第１号、第

２号ロホ、第３号、第２項、第４項、第８条、第９条、第12条第１項本文、第１号、第２

号、第２項、第13条第１項第４号、第２項、第３項、第14条第２号、第16条を改正。 

⑵ 第５条第１項第２号ロ、第７条１項第２号ハ、第11条、及び第12条第３項を削除し、順

次繰り上げ。 

⑶ 第５条第１項第２号ニ、第７条第１項第２号ホ、第16条を新設。 

 

 

附        則 

 

この改正は、平成25年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第11条の２を新設。 
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附        則 

 

１ この改正は、平成27年６月１日から施行する。 

２ この改正の施行日前に改正前の指導等規則第15条第４項に基づき登録の拒否の処分を受けた

者については、改正前の会員等の外務員の登録等に関する規則第４条の規定は、なおその効力

を有する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第２条、第３条、第４条、第５条第１項第２号ハ 、第７条第１項第２号二、第10条、

第11条、第12条、第13条第３号を改正。 

⑵ 第４条第１号から第７号を削除し、順次繰り上げ。第12条第１項第４号及び第３項を削

除。 

⑶ 第４条の２、第４条の３、第４条の４、第10条第１項第３号から第５号、第11条第３項

を新設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 141 - 

｢会員等の外務員の登録等に関する規則｣ に関する細則 
 

 

（目  的） 

第１条 この細則は、「会員等の外務員の登録等に関する規則」（以下「規則」という。）第14条の規

定に基づき、外務員の登録、登録の更新及び抹消その他に関して必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（登録の特例） 

第２条 規則第４条第２号の「細則に定める要件に該当し、本会が特に認めたもの」とは、次の各

号に掲げる者とする。 

⑴ 商品先物取引法施行令第２条及び商品先物取引法施行規則第１条に規定された者を対象とし

て、商品先物取引法でいう商品デリバティブ取引業務に従事した期間が３年以上の者で、本会

が特に認めた者 

⑵ 外国において、前号と同等の経験を有している者又は商品デリバティブ取引に類似した業務

に従事した期間が３年以上の者で、本会が特に認めた者 

⑶ その他、地位、経験等からみて外務行為を行わせることが適当であると本会が特に認めた者 

２ 本会は、前項各号のいずれかにより外務員の登録を申請した会員に対して、当該登録を受ける

者に、本会が指定する方法により社内研修を実施し、受講させ、その結果を本会に報告させるこ

とができる。 

 

（再受講及び再受験等） 

第３条 規則第４条第３号の「再受講等の要件」に該当する者は、次に掲げる者とする。 

⑴ 登録の抹消の日から新たに登録を申請する日までに６年を超えていない者 

当該外務員登録を申請しようとする日前１年以内に本会が開催する登録更新講習の受講修了

証書を有している者であること。 

⑵ 登録の抹消の日から新たに登録を申請する日までに６年を超えている者又は当該登録の抹消

の理由が規則第12条第１項第２号又は第３号のいずれかに該当する者 

  当該外務員登録を申請しようとする日前１年以内に本会の実施する外務員登録資格試験に合

格した者であること。ただし、登録の抹消の日から６年を超えている者のうち、当該登録申請

時の会員等に継続して６年を超えて在籍している者については、登録更新講習を受講し、修了

証書を取得した場合はこの限りではない。 

 

（登録の更新の特例） 

第４条 規則第４条第４号の「細則に定める要件に該当するもの」とは、次の各号に掲げる者とす

る。 

⑴ 登録外務員としての所定の在籍期間における外務員の職務の遂行状況等を勘案して、本会が

特に認めた者 

⑵ 登録更新講習修了証書を付して登録の更新を受けることを要する者であって、病気その他や

むを得ない等の理由により所定の登録更新講習を受講できなかったと認められる者にあっては、

当該登録更新後、直近の登録更新講習を受講し、かつ、当該講習修了証書の写しを提出するこ

とを確約した者。ただし、当該確約を履行しなかったときは、規則第12条第１項第３号に該当

する者として当該者の登録を取り消すものとする。 

２ 本会は、前項第１号により外務員の登録の更新を申請した会員に対して、当該登録の更新を受

ける者に、本会が指定する方法により社内研修を実施し、受講させ、その結果を本会に報告させ
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ることができる。 

 

（登録の申請） 

第５条 規則第５条第１項第３号の「細則に定める事項」とは、次の各号に掲げる事項をいう。 

⑴ 規則第４条第１号又は第２号に規定する登録外務員としての資格取得方法及び資格取得年月

日 

⑵ 以前に登録の取消し、外務員の職務の停止等の処分を受けたことがある場合は、その年月日、

理由及びその期間 

 ⑶ 外務員登録資格試験の合格証番号 

 

（登録申請書の添付書類） 

第６条 規則第５条第２項の「細則に定める書類」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

⑴ 住民票又はこれに代わる書面 

⑵ 規則第10条第１項の各号のいずれにも該当しない旨当該役員又は使用人が誓約した書面 

 

（登録原簿の登録事項） 

第７条 規則第６条第１項の「細則に定める事項」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

⑴ 住所 

⑵ 所属する商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名 

⑶ 役員又は使用人の別 

⑷ 登録年月日、登録有効期限、登録番号及び登録抹消年月日 

⑸ 規則第４条第１号又は第２号に規定する登録外務員としての資格取得方法及び資格取得年月

日 

⑹ 外務員登録資格試験の合格証番号 

⑺ 以下に掲げる事項 

イ 外務員の職務を行ったことの有無、並びに外務員の職務を行ったことのある者については、

その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及び外

務員として登録をされていた期間 

ロ 以前に登録の取消し、外務員の職務の停止等の処分を受けたことがある場合は、その年月

日、理由及びその期間 

ハ 商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間 

 

（合併等に伴う登録の移動における変更事項） 

第７条の２ 規則第11条の２の「細則に定める事項」とは、前条第３号及び第７号イに掲げるもの

をいう。 

 

（登録の更新の申請） 

第８条 規則第７条第１項第３号の「細則に定める事項」とは、更新申請時以前に登録の取消し、

外務員の職務の停止等の処分を受けたことがある場合は、その年月日、理由及びその期間をいう。 

 

（登録更新申請書の添付書類） 

第９条 規則第７条第２項の「細則に定める書類」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

⑴ 住民票又はこれに代わる書面 

⑵ 規則第10条第１項の各号のいずれにも該当しない旨当該役員又は使用人が誓約した書面 

⑶ 法第204条第１項の規定による処分（その処分の日から５年を経過するまでのものに限る。）
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を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面 

⑷ 前号に該当しない者にあっては、会員代表者が証する証明書 

⑸ 第４条第１項第１号の規定に係る者にあっては、当該認定書 

⑹ 第４条第１項第２号の規定に係る者にあっては、当該確約書 

 

（外務員登録申請書等の様式） 

第10条 規則に規定する外務員登録申請書その他の書類は、様式１から６により作成するものとす

る。 

 

（外務員登録に係る手数料） 

第11条 規則第５条第３項及び規則第７条第４項に規定する手数料は、商品先物取引法施行令第26

条の定めにより、１人につき1,000円とする。 

 

 

附        則 

 

 この細則は、平成11年４月１日から施行する。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成14年11月13日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第４条の見出し、同条第２号及び第６条第２号を改正。第６条第５号及び第８条を新設。 

⑵ 旧第８条を第８条の２として、見出しを改正し、第１号、第２号、第３号及び第４号を

新設。 

⑶ 様式３「外務員登録更新申請書」及び様式４「外務員登録事項変更届出書」を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第１条、第２条本文、第１号、第２号ロ、第３条第２号、第４条第２号、第６条第３号、

第５号、第７条第１号、第５号、第８条の２第２号、第３号、第９条第１項、第２項、第

10条、第11条、第12条、第13条本文、第１号及び第４号を改正。 

⑵ 第６条第５号及び第６号を第６号及び第７号に繰り下げ、第５号を新設。 

⑶ 第８条の２第５号から第７号を第６号から第８号に繰り下げ、第５号を新設｡ 

⑷ 第13条第２号及び第３号を削除し、第４号を第２号に繰り上げ。 

⑸ 第９条から第13条を第10条から第14条に繰り下げ、第８条の２を第９条とする。 

⑹ 様式１から様式９を改正。 

⑺ 様式９を様式10に繰り下げ、様式９を新設。 
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附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第１条、第３条、第４条本文、第５条本文、第４号、第６条本文、第３号、第７条本文、

第１号、第２号、第８号、第９号ロ、第８条、第９条本文、第２号、第４号、第14条を改

正。 

⑵ 第２条、第５条第１号、第３号、第５号、第６条第２号、第４号、第５号、第６号、第

７号、第７条第３号、第５号、第６号、第９号イ、第９条第３号、第８号、第10条、第11

条、第13条を削除し、順次繰上げ。 

⑶ 第２条、第５条第１号、第７条第５号、第７号ハを新設。 

⑷ 様式１から様式９を様式１から様式６に改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成25年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第３条第１号ロを削除し、これに伴い文字「イ」を消去。 

⑵ 第３条第２号を改正。 

⑶ 第７条の２を新設。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成27年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 第２条本文、第３条本文、第２号、第４条本文、第１号、第５条第１号、第２号、第７条 

第５号、第７号イ、ロ、第８条を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成28年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第４条第２項を新設。 

⑵ 第９条第５号及び第６号を改正。 
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会社番号 合格証番号

日月年

役　職　区　分

会　社　番　号 登　録　番　号

様式１

資格取得年月日

資格取得方法

所　属　期　間　等

自 至
業
界

会社名又は氏名
外 務 員 登 録 等 の 期 間

自 至

処　分　年　月　日 処分名 実施機関 期　　　　　　　　間 理　　　　　由

(ふりがな)

氏　　名

役員

自 至

登録外務員としての職務経験の有無 有　 ・ 　無

外 務 員 登 録 申 請 書

商 号 等

会 員 代 表 者 氏 名

登録申請者

試験 研修

生年月日

国　籍

その他日本

住　所

国内 国外 住　　所

商品先物取引仲介業を行ったことの有無 有　 ・ 　無

一般

※　住所は、ハイフンを使用せず、正式な名称で記入する

※　「資格取得方法」「役職区分」「国籍」「住所」「登録外務員としての職務経験の有無」「商品先物取引仲介業を行った

　ことの有無」は、該当するものを○印で囲む。

※　「所属期間等」「外務員登録等の期間」は、西暦で年月までを記入

代行申請者

商 号 等

会　社　番　号
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会社番号 合格証番号

日月年

役　職　区　分

会　社　番　号 登　録　番　号

様式2

所　属　期　間　等

自 至
業
界

会社名又は氏名
外務員登録等の期間

自 至

処　分　年　月　日 処分名 実施機関 期　　　　　　　　間 理　　　　　由

(ふりがな)

氏　　名

一般 役員

自 至

登録外務員としての職務経験の有無 有　 ・ 　無

外務員登録更新申請書

商 号 等

会 員 代 表 者 氏 名

登録申請者

生年月日

国　籍

その他日本

住　所

国内 国外 住　　所

商品先物取引仲介業を行ったことの有無 有　 ・ 　無

※　住所は、ハイフンを使用せず、正式な名称を記入する

※　「役職区分」「国籍」「住所」「登録外務員としての職務経験の有無」「商品先物取引仲介業を行ったことの有無」

　「登録更新講習受講免除認定」は、該当するものを○印で囲む。

※　「所属期間等」「外務員登録等の期間」は、西暦で年月までを記入

代行申請者

商 号 等

会　社　番　号

登録更新講習受講免除認定 有　 ・ 　無
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日月年

会社番号 合格証番号

役　職　区　分

会　社　番　号 登　録　番　号

様式3

(ふりがな)

氏　　名

一般 役員

外務員登録事項変更届出書

商 号 等

会 員 代 表 者 氏 名

登録申請者

国　籍

その他日本

住　所

国内 国外 住　　所

(ふりがな)

氏　　名

変更事項

氏名 住所 役職区分 ※　「変更事項」は、該当するものを○印で囲む（複数選択可）

※　該当するものを○印で囲む

※　該当するものを○印で囲む

※　該当するものを○印で囲む　　　　　　　　　　　　　　　　　※　ハイフンを使用せず、正式な名称で記入する 変更年月日

代行申請者

会　社　番　号

商 号 等
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会社番号

5

4

6

3

1

7

8

9

番
号

2

抹消年月日
ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　　　　　　　名
登　　　録　　　番　　　号

抹消

理由

14

15

10

11

12

13

年 日月

会社番号

様式4

※抹消理由
　１．退職　　 ２．死亡　　３．懲戒解雇　　４．解雇　　５．配置転換
　６．その他　　７．登録取消　　９．業務廃止

外務員登録抹消者届出書

商 号 等

会 員 代 表 者 氏 名

登録申請者代行申請者

商 号 等
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会　社　番　号

登　　　録　　　番　　　号

日月年

ふ　り　が　な

氏　　　名

該　当　年　月　日

年 月 日

日本商品先物取引協会会長 殿

商 号 等

会 員 代 表 者 氏 名

　下記の者が、商品先物取引法第１５条第２項第１号イからルの規定に該当したことが判明しましたの

で、「会員の外務員の登録等に関する規則」第１1条第１項第1号の規定によりお届けいたします。

該当事項の具体的内容

登録外務員の欠格事項該当届出書

連絡担当者 所　　　属

役職･氏名

電話番号

登録申請者

様式5

代行申請者

商 号 等

会 社 番 号
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会 員 変 更 事 項 届 出 書    年　　　月　　　日

新　商　号

ふ　り　が　な

（１）商号変更

商 号 等

会 員 代 表 者 氏 名

変更（予定）年月日 　　　          年　　　月　　　日

様式6

登録申請者

会　社　番　号

（２）商品先物取引業の許可

（３）商品先物取引業の廃止

許可（予定）年月日 　　　　　　　　年　　　月　　　日

廃止（予定）年月日 　　　　　　　　年　　　月　　　日

（５）登録事務を行う商品先物取引仲介業者

商号・名称
氏名

ふ　り　が　な

登録年月日 　　　　　　　　年　　　月　　　日

（４）合併・分割・事業譲渡

具体的内容

　　　　　　　　年　　　月　　　日予定年月日
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『「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関する細則』第２条第２項に

規定する社内研修の実施に係る実施要領 
 

 

１．研修対象者 

研修対象者は、『「会員の外務員の登録等に関する規則」に関する細則』第２条第１項各号に掲

げる者である。 

なお、「会員の外務員の登録等に関する規則」第 4 条第 1 号に規定する試験に合格した者につい

ては、本研修は不要であり、研修対象者とはならない。 

 

２．研修内容  

研修内容には、①商品先物市場に係る知識、②商品先物取引法令・諸規則に係る知識、③自社

で取扱う商品デリバティブ取引に係る知識について行うものとする。 

 

３．テキスト 

本会で提供するテキストの内容を盛り込んだものとする。 

 

４．研修の実施方法 

研修の実施方法については、講師の選任、カリキュラム等その全般を実施する会員において設

定するものとする。 

 

５．研修の修了要件 

研修の修了要件については、研修の理解度を確かめるため、実施する会員において研修終了後

に理解度確認テストを実施し、その合格を以て修了とする。 

理解度確認テストの要領については、実施する会員が定めることとするが、10 問以上の出題（本

会が別に示すサンプル問題を参考に実施する会員が作成）と正解率を７割以上に設定することが

望ましい。 

 

６．研修時間 

研修時間は、上記の２.研修内容及び５.研修の修了要件に鑑み、研修内容の学習に充分な時間

を設定することが望ましい。 

 

７．研修の実施責任者 

研修の実施に当たっては、実施する会員において研修に係る責任者を定めるものとする。 

 

８．研修の報告 

研修を実施した会員は、遅滞なく研修を受講修了した者について、外務員登録申請システムを

通じて本会に報告するものとする。 

 

 



 - 152 - 

９．その他 

研修を実施した会員は、その研修の内容等について本会から求めがあった場合はこれに応じな

ければならない。 

 

 

平成 22年 10月 25日制定 

平成 23年 1 月 1 日施行 

平成 27年 6 月 1 日施行 
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『「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関する細則』第４条第２項に

規定する社内研修の実施に係る実施要領 
 

 

１．研修対象者 

社内研修（以下「研修」という。）の対象者は、『「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関

する細則』第４条第１項第１号に掲げる者である。 

 

２．研修内容 

商品先物取引法令・諸規則、商品先物取引に関する専門知識、商業倫理等、外務員としてより

一層の資質向上を図ることを目的として行うものとする。 

 

３．研修資料 

本会が実施する登録更新講習の内容を織り込んだものとする。 

 

４．研修の実施方法 

研修の実施方法については、講師の選任、カリキュラム等その全般を実施する会員において設

定するものとする。 

 

５．研修の修了要件 

研修の修了要件については、研修内容の理解度を確かめるため、最低２時間の講習時間又は閲

読時間を確保し、当該時間内に理解度確認テストを実施し、その合格を以て修了とする。 

理解度確認テストの要領については、実施する会員が定めることとするが、12 問以上の出題（本

会が別に示すサンプル問題を参考に実施する会員が作成）と正答率を７割以上に設定することが

望ましい。 

 

６．研修の実施責任者 

研修の実施に当たっては、実施する会員において研修に係る責任者を定めるものとする。 

 

７．研修の報告 

研修を実施した会員は、研修を受講修了した者について、登録の有効期限の満了の１か月前に

（当日が休日の場合は前営業日）までに、外務員登録管理システムを通じて本会に報告するもの

とする。 

 

８．その他 

研修を実施した会員は、その研修内容等について本会から求めがあった場合はこれに応じなけ

ればならない。 

 

平成 28年 2 月 17日制定 

平成 28年 4 月 1 日施行 
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日商協外務員専門性向上認定要領 

（商品取引所等商品先物取引関係諸団体が実施する講習又は試験の認定要領） 

 

 

（目 的） 

１．日商協外務員専門性向上認定要領は、商品取引所等商品先物取引関係諸団体（以下「主催者」

という。）が実施する登録外務員等会員役職員の資質の向上等を目的とする講習又は試験に関し一

定の認定基準を定め、当該講習又は試験の適正かつ円滑な実施を通じて登録外務員等の専門知識

の向上等その資質向上が広範に図られることを促進することによって、委託者の理解度の促進に

よる健全な受託業務を図り、もって、委託者の保護及び商品先物取引業界の信頼性の向上に資す

ることを目的とする。 

 

（対象となる講習等） 

２．講習又は試験は、以下の全ての項目を満たしているものとする。 

⑴ 認定講習 

① 会員役職員の専門性等その資質の向上を図るものと認められる講習であること 

② 修得効果が確保できる講習時間であること 

③ 継続的に実施されるものであること 

④ 受講した者の氏名（フリガナを含む）、登録番号（登録外務員のみ）及び受講日が確認でき

ること 

⑤ 主催者が、一定の専門的知識を得た者として修了証等の発行により認めていること 

⑥ その他本会が必要と認める要件を満たしていること 

⑵ 認定試験 

① 会員役職員の専門性等その資質の向上を図るものと認められる試験であること 

② 修得効果を確認できる試験時間であること 

③ 継続的に実施されるものであること 

④ 主催者の合格基準に基づき合否判定が行われ、かつ、合格証等により専門的知識を有する

者であることが証明されていること 

⑤ 受験した者の氏名（フリガナを含む）、登録番号（登録外務員のみ）及び受験日が確認でき

ること 

⑥ その他本会が必要と認める要件を満たしていること 

 

（申請手続き） 

３．主催者は、「認定講習」の認定を受けようとするときは「認定講習認定申請書」（様式１）に、

「認定試験」の認定を受けようとするときは「認定試験認定申請書」（様式２）にその実施内容を

記載した書面を添付して、本会に提出するものとする。 

 なお、認定された講習又は試験の内容等に変更が生じた場合についても、その旨を本会にその

都度提出するものとする。 

 

（認 定） 

４．本会は、３.の申請内容からみて当該主催者の講習又は試験の内容が、２.のそれぞれの項目を

満たしているものであり、かつ、本会が認定することが委託者の保護及び商品先物取引業界の信

頼性の向上に資するものとして本制度の目的にふさわしいものと認めるときは、当該主催者の講

習を「認定講習」として、同試験を「認定試験」として認定するものとし、その旨を当該主催者
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に通知する（様式３及び様式４）ものとする。 

 

（認定講習又は認定試験の報告） 

５．「認定講習」又は「認定試験」を実施した主催者は、「認定講習」にあっては２.(1)④の内容を、

「認定試験」にあっては２.(2)⑤の内容を本会に報告しなければならない。 

 

（認定の取消し） 

６．本会は、「認定講習」にあっては２.(1)の基準を、「認定試験」にあっては２.(2)の 

基準を満たさなくなったときは、その認定を取り消すものとする。 

 

 

 

附     則 

 

この要領は、平成17年５月１日から実施する。 

                                        

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

６．を削除し、７．を６．に繰り上げ。 
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「認 定 講 習 認 定 申 請 書」(様式１) 

 

平成  年  月  日 

 

日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 

会 長          殿 

 

申請者名            印 

代表者名              

 

 

○○の講習を「日商協外務員専門性向上認定要領」に規定する「認定講習」として認定さ

れたく、申請します。 
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「認 定 試 験 認 定 申 請 書」(様式２) 

 

平成  年  月  日 

 

日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 

会 長          殿 

 

申請者名            印 

代表者名              

 

 

○○の試験を「日商協外務員専門性向上認定要領」に規定する「認定試験」として認定さ

れたく、申請します。 
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「認定講習審査結果通知書」(様式３) 

 

平成  年  月  日 

 

日本商品先物取引協会 

会 長 

 

申請者名              

代表者名              

 

 

 ○○より申請があった講習を審査した結果、「認定講習」として認定することとしたので、

この旨通知致します。 

 この後は、「日商協外務員専門性向上認定要領」の５に従い、所要の措置を講ずることとさ

れたい。  
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「認定試験審査結果通知書」(様式４) 

 

平成  年  月  日 

 

日本商品先物取引協会 

会 長 

 

申請者名              

代表者名              

 

 

○○より申請があった試験を審査した結果、「認定試験」として認定することとしたので、

この旨通知致します。 

この後は、「日商協外務員専門性向上認定要領」の５に従い、所要の措置を講ずることとさ

れたい。  
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外務員資格試験等規則 

 

 

第 １ 章  総   則 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第69条の規定に基づき実施する外務員登録資格試験（以下「試験」とい

う。）、登録更新講習（以下「更新講習」という。）及び登録外務員等に対する研修（以下「研修」

という。）に関し必要な事項を定める。 

 

 

第 ２ 章  外務員登録資格試験 

（資格試験） 

第２条 本会は、商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」という。）第200条第１項に規

定する外務員（以下「外務員」という。）の資格を取得しようとする者に対し、外務員に必要と認

められる知識について試験を実施する。 

 

（受験資格） 

第３条 試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

⑴ 会員の役員及び使用人 

⑵ 会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の役員及び使用人 

⑶ 法第190条の許可及び法第240条の２の登録を受けようとする者であって外務員資格試験等実

施要領（以下「試験要領」という。）に定める書類を本会に提出したもの（以下「未許可法人等」

という。）の役員及び使用人 

⑷ 会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者（以下「会員等」という。）

又は未許可法人等が役員又は使用人として６か月以内に採用しようとする者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は試験を受けることができない。 

⑴ 試験の受験日において、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則（以下、「指導

等規則」という。）第16条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者 

⑵ 試験の受験日において、指導等規則第16条第１項の規定により本会が二級不都合行為者とし

て取り扱っている者であり当該不都合行為者として取り扱うことを決定した日から５年間を経

過していない者 

 

（受験の禁止） 

第３条の２ 会員等は、前条第１項に掲げる者以外の者又は前条第２項に掲げる者に試験を受けさ

せてはならない。 

２ 本会は、前条第１項に掲げる者以外の者又は前条第２項に掲げる者が試験を受けた場合には、

その受験が行われなかったものとして取り扱う。 

 

（試験科目等） 

第４条 試験は、次の科目について行うものとする。 

⑴ 商品先物市場論 

⑵ 商品先物取引法令・諸規程 

⑶ 商品先物取引業務の基礎知識 

⑷ 商品の基礎知識 
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⑸ その他、定款第48条の外務員登録等資格委員会（以下「資格委員会」という。）が必要と認め

た科目 

２ 出題の範囲、問題の形式及び数、試験の所要時間、合格判定基準等については、試験要領によ

る。 

 

（試験の実施） 

第５条 試験の実施日時、実施地その他試験の実施に関し必要な事項は、試験要領による。 

 

（合格証の交付） 

第６条 本会は、試験に合格した者に対し、「合格証書」を交付する。 

 

 

 

第 ３ 章  登録更新講習 

（更新講習の開設） 

第７条 本会は、外務員の登録の有効期限の満了により登録の更新を受けようとする者に対し、更

新講習を開設する。 

 

（更新講習の日数・内容） 

第８条 更新講習の日数は１日とし、講習内容は主として関係法令、商品先物取引に関する専門知

識、商業倫理等、外務員としてより一層の資質向上を図ることを目的とするものとする。 

 

（更新講習の実施） 

第９条 更新講習の実施に関し必要な事項は、資格委員会がこれを定める。 

 

（修了証書の交付） 

第10条 本会は、更新講習の受講を修了した者に対し、「登録更新講習修了証書」を交付する。 

 

 

第 ４ 章  雑   則 

（受講及び受験手続） 

第11条 会員等及び未許可法人等は、その役員又は使用人及び役員又は使用人として採用しようと

する者に更新講習又は試験を受けさせようとするときは、別に定める様式により、本会に申し込

むものとする。 

ただし、商品先物取引仲介業者の外務員については、当該商品先物取引仲介業者の外務員の登

録申請等を行う会員がこれを行う。 

２ 前項の受講・受験料は、資格委員会がこれを定める。 

 

（受講・受験の停止及び合格の取消し等） 

第12条 本会は、不正の手段により更新講習又は試験を受け若しくは受けようとした者に対し、そ

の受講・受験を停止し、又は受講修了の認定を取り消し、若しくは合格を取り消すことができる。 

２ 会員は、会員が役員又は使用人として採用しようとする者に講習及び試験を受けさせたにもか

かわらず、当該講習を受講した者及び当該試験に合格した者が入社しないこととなった場合には、

ただちに本会へ届け出なければならない。 

３ 本会は、前項の規定により会員が届け出を行った場合には、当該受講者の受講及び当該合格者
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の合格を原則として取り消すものとする。ただし、会社都合により当該者が入社しないこととな

った場合はこの限りではない。 

 

（研修の実施） 

第13条 本会は、外務員に対し、外務員として必要な知識を与え、もってその資質の向上を図るた

め、研修を実施することができる｡ 

 

 

附     則 

 

 この規則は、平成３年10月２日から施行する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、理事会の決定があった日（平成７年１月25日）から施行し、平成７年４月１日以降

に開催される講習会及び試験から適用する。但し、平成７年１月25日以降同年３月31日までの間に

開催される講習会及び試験については、改正前の規則を適用する｡ 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第４条の講義科目に係る別表を改正。 

⑵ 第９条第１項に係る試験科目を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成11年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 第１条、第２条、第４条、第９条第１項第５号、同条第２項、第10条、第13条及び第16条第

２項を改正。第８条旧第２号を削除し、同条旧第３号を第２号に繰り上げる。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、理事会の決定があった日（平成11年７月14日）から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第３条に第３号を新設し、第16条第１項を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第２条、第３条第３号及び第16条第１項を改正。 

⑵ 第３条第４号、第18条第２項及び第３項を新設。 
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附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第１条、第７条、第８条、第９条第２号、第３号、第２項、第10条、第14条、第16条、第

18条第１項を改正。 

⑵ 第２条、第３条、第４条、第５条、第６条、第９条第４号、第17条を削除し、順次繰り上

げ。 

⑶ 第13条を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成26年８月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

第４条第４号を第５号に繰り下げ、第４号を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成27年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 第３条第１項第４号を改正。 

⑵ 第３条第２項及び第３条の２を新設。 
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外務員資格試験等実施要領 
 

 

 本会が、外務員資格試験等規則（以下「規則」という。）に基づき行う試験及び更新講習等は、本

要領により実施する。 

 

１．試験の実施 

⑴ 試験は、コンピュータ試験の方法により行う。ただし、システム障害等によりコンピュータ試験の実施

ができない場合には、本会が指定する日時及び場所において筆記の方法により試験を行うことができる。 

⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本会の開催通知をもって行う。 

⑶ 試験科目の区分及び出題数は、次のとおりとする。 

  ① 商品先物市場論 

  商品先物取引法令・諸規程 

  商品先物取引業務の基礎知識 

  商品の基礎知識 

② 上記、科目の内容については別表に定める。 

⑷ 試験問題の形式は○×方式及び選択方式とする。 

⑸ 試験時間は90分とし、開始後60分は退席を認めない。 

⑹ 合格判定は、１問10点とし、総配点(300点満点) の80％(240点) 以上とする。 

⑺ 試験に不合格となった者は、当該受験日から30日を経過しなければ再受験することはできな

い。 

 

２．更新講習の開催 

⑴ 更新講習は、コンピュータ講習の方法により行う。ただし、システム障害等によりコンピュータ講習の

実施ができない場合には、本会の指定する日時及び場所において集合研修の方法により講習を行うことが

できる。 

⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本会の開催通知をもって行う。 

 

３．受講・受験の申込手続等 

⑴ コンピュータの方法により、試験又は講習を実施する場合 

申込手続等は、本会が別に通知するWEBサイトに掲載する。 

⑵ １．の(１)の但書及び２．(１)の但書により、行う場合 

① 受験の申込みを行おうとする会員等及び未許可法人等は、受験者ごとに別紙様式１の「試験申込書」

に必要事項を記入し、受験者全員についての総括表を添付して本会へ提出する。 

   なお、更新講習の受講の申込みについては、開催通知に同封する受講申込書に必要事項を記入して本

会へ提出する。 

② 受講・受験の申込締切日は、受講・受験日の１週間前（その日が休日にあたるときは翌営業日とする。

以下同じ。) とする。ただし、とくに必要があると認めるときはこれを変更することができる。 

③ 受講・受験料は、前号の申込締切日までに、所定の銀行口座に振込入金するものとする。 

④ 本会は、①の「試験申込書」を受理したときは、受験者ごとに「受験番号」を付し、別紙様式２の「受

験票」を遅滞なく交付するものとする。 

⑤ 受講・受験の申込みの取消しをする場合は、速やかに本会に届け出るものとする｡ 

⑥ 受講・受験料は、受講・受験日の前日（その日が休日にあたるときは直前の営業日。）までに申込みの

30 問 
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取消しがあった場合に限り、請求によりこれを返還する。 

 

４．未許可法人等の提出書類 

 規則第３条第３号の試験要領に定める書類は、法第190条の許可及び法第240条の２の登録の申

請書の写し等、当該許可及び登録を受けようとすることを証する書面とする。 

 

 

附     則 

 

  この要領は、平成３年10月２日から実施する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成７年１月25日から実施し、平成７年４月１日以降に開催される講習会及び試験

から適用する。但し、平成７年１月25日以降同年３月31日までの間に開催される講習会及び試験に

ついては、改正前の要領を適用する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ ２の⑷、⑺及び⑻を改正。 

⑵ 様式１「講習・試験申込書」及び様式２「受講・受験票」を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成11年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １の⑴、２の⑴及び⑵を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成11年７月14日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   ４の⑴を改正し、５を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ ２の⑷の②及び５を改正。 

⑵ 様式１「講習・試験申込書」及び様式２「受講・受験票」を改正。 
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附     則 

 

 この改正は、平成21年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ １の⑴、⑵、及び２の⑴、⑵を改正。 

⑵ １の⑶を削除。 

⑶ ２の⑶を削除し、２の⑷から⑻を⑶から⑺に繰り上げる。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

⑴ 前文、１の⑶の①、２の⑴、⑵、⑶、⑸、３の⑵、４の⑴、⑶、⑸、⑺、５を改正。 

⑵ １、４の⑵を削除し、順次繰り上げ。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成24年４月１日から施行する。 

（注）改正内容はコンピュータ講習・試験の実施に伴うもので、改正事項は次のとおりである。 

⑴ １の⑴、⑵及び２の⑴、⑵を改正。 

⑵ ３の⑴、⑵を新設。 

⑶ 旧３の⑴から⑹を新３の⑵の①から⑥に変更し、①を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成24年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１の⑺を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成26年８月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１の⑶の①及び別表を改正。 
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【別 表】 

科   目 内                容 

商品先物市場論 

 

 

 

 

 

 

商品先物取引法令・諸規程 

 

 

 

 

商品先物取引業務の基礎知識 

 

 

 

商品の基礎知識 

先物取引の特徴 

商品先物市場の機能 

商品先物取引の取引対象 

商品先物取引の利用形態 

商品取引所の取引 

商品先物取引の歴史、現状、展望 

 

商品先物取引法令 

商品先物取引業者等の 

監督の基本的な指針 

日本商品先物取引協会 定款・諸規程 

 

商品先物取引業者の位置付け、業務等 

登録外務員の位置付け、職務等 

健全な受託業務のための諸施策 

 

商品の特性 

商品の価格変動要因 

商品の価格変動に係る損益計算 

 

             計 ４科目 
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ふりがな

氏　名

試 験 申 込 書 （ 様 式 １ ）

　 　年　 　月　 　日

会社名

受　験　番  号

生年月日 採用（予定）年月日

１．北海道　　２．関東　　３．中部　　４．関西　　５．西日本

会社番号

受験
地区

印
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ふりがな

氏　名

受 験 票 （ 様 式 ２ ）

　 　年　 　月　 　日

会社名

受　験　番　号

生年月日 採用（予定）年月日

会社番号

写

真

24ミリ

ミ
リ

30

１．北海道　　２．関東　　３．中部　　４．関西　　５．西日本
受験
地区

印
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外務員登録等資格委員会規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第48条第３項の規定に基づき、外務員登録等資格委員会（以下「委員

会」という｡）の構成及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする｡ 

 

（構 成） 

第２条 委員会は、学識経験者のうちから選任する委員をもって構成する。 

２ 委員の数は７名以上11名以内とする。 

 

（委 員） 

第３条 委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

４ 委員は、辞任又はその任期が満了した際においても、その後任の委員が選任されるまでは、そ

の職務を行うものとする。 

５ 委員の報酬は、理事会の議決により定める。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長１名及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員のうちからそれぞれ理事会の同意を経て、会長がこれを選任す

る。 

３ 委員長は、会議の議長となり、委員会の議決した事項に関し、その執行を会長に要請する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐して、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠け

たときはその職務を行う。 

 

（委員会の招集） 

第５条 委員会は、委員長が随時招集する。 

 

（議決方法等） 

第６条 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 委員は、各１個の議決権を有する。ただし、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する

規則第14条第２項及び第26条第２項に規定する審議を行う場合においては、綱紀委員会規則第６

条第２項のただし書を準用する。 

３ 委員会の議事は、出席委員の議決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長

がこれを決する。 

 

（議事に関係のある者等の出席） 

第７条 委員長は、必要と認めるときは、その議事に関係のある者又は参考人の出席を求め、事情

を聴取することができる。 

 

（書面等による委員会） 
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第８条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議の招集を行わず、書面その他の方法

により委員の意見を求めることにより委員会の議事及び議決に代えることができる。この場合に

おいて、書面以外の方法により委員の意見を求めたときは、遅滞なく、書面によりその確認を得

るものとする。 

２ 第６条の規定は、前項の場合において準用する。 

 

（議事録） 

第９条 委員会の議事については、その経過の概要及び結果を記録した議事録を作成する。 

２ 前条第１項の書面等による委員会の議事録は、前項による委員会に関する議事録について準用

する。ただし、当該委員会の付議議案について書面をもって確認を得た場合には、当該書面を

もってこれに代えることができる。 

 

 

                附        則 

 

１ この規則は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ この規則の施行に伴い、「外務員資格試験委員会規則」は廃止する。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  第１条を改正。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成24年９月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  第６条第２項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成27年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  第６条第２項を改正。 



- 172 - 

 



 

 

 

 

外務員処分関係 
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役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則 
 

 

第 １ 章  総   則 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第52条第１項に基づき、会員の役員及び使用人又はこれらの職にあった

者（以下「役員使用人等」という。）並びに商品先物取引仲介業者（定款第３条第１項第４号に

定める業者をいう。以下この規則において同じ。以下「仲介業者」という。）の役員使用人等に

対する指導、勧告、処分（以下「指導等」という。)に関し必要な事項を定め、会員及び仲介業

者（以下「会員等」という。）の役員及び使用人の商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以

下「法」という。）その他関係法令、受託契約準則及び本会の定款、諸規程、自主規制規則その

他諸規則の遵守を確保することを目的とする。 

 

（綱紀委員会、外務員登録等資格委員会） 

第２条 定款第46条第１項の綱紀委員会（以下「委員会」という。）及び定款第48条第１項の外務

員登録等資格委員会（以下「資格委員会」という。）は、前条の目的を達成するための機関とす

る。 

 

（調査及び事情説明等） 

第３条 本会は、第１条の目的を達成するために必要なときは、会員等又はその役員使用人等に対

し期限を定めて報告若しくは資料の提出を求め、又は調査することができる。 

２ 会員等又はその役員使用人等は、本会の調査に対して事情説明を行い、自らの正当性を主張す

ることができる。 

 

（調査に対する協力義務） 

第４条 会員及び会員等の役員使用人等は、本会が行う前条の報告若しくは資料の提出又は調査に

対し、全面的に協力しなければならない。 

２ 会員は、仲介業者に前条の報告若しくは資料の提出又は調査に対し、全面的に協力させるもの

とする。 

 

（指導及び勧告の種類及び措置） 

第５条  本会が行う会員等の役員使用人等に対する指導及び勧告は、次に掲げるものとする。 

⑴ 指 導 

第６条第４号に該当する行為が認められた場合には、書面による厳重注意を行う。 

⑵ 勧 告 

第６条第４号に該当する行為において重大な過失が認められた場合又は前号の指導を受けた

後再び同号の指導の対象となる行為が認められた場合には、書面による改善勧告を行う。 

 

（指導等の対象行為） 

第６条 会員等の役員使用人等に対する指導等の対象行為は、次に掲げるものとする。 

⑴ 会員等の役員使用人等として遵守すべき法その他関係法令、受託契約準則に違反する行為が

あったとき。 

⑵ 本会の定款、諸規程及び自主規制規則その他諸規則に違反する行為があったとき｡ 

⑶ 本会の決議事項、指導、勧告、処分等に違反する行為があったとき。 

⑷ その他指導等を必要とする不適切な行為があったとき。 
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（処分の種類及び措置） 

第７条 本会は、会員等の役員使用人等において、前条第１号から第３号までに該当する行為が認

められた場合又は第５条第２号の勧告後再び同号の勧告の対象となる行為が認められた場合に

は、当該役員使用人等に対し、その内容に応じて以下の処分を行う。 

⑴ 会員等の外務員の登録等に関する規則（以下「登録等規則」という。）第12条の規定により

外務員の登録を取り消す。 

⑵ 登録等規則第12条の規定により２年以内の期間を定めて外務員の職務を停止する。 

⑶ 第16条の規定により不都合行為者として取り扱われた者については、登録等規則第４条に規

定する登録外務員の資格要件を取り消す。 

⑷ 登録等規則第４条の２に規定する外務員の職務禁止措置を講ずる。  

 

 

第 ２ 章  会員の役員使用人等に対する指導等に係る手続き等 

（違反等行為の届出） 

第８条  会員は、その役員使用人等に第６条に該当する行為（以下「違反等行為」という。）があ

ったと判明したときは、その内容を記載した別紙１の届出書を速やかに本会に提出するものとす

る。 

２ 会員は、前項の届出の内容について、本会に経過報告を行わなければならない。ただし、次条

第１項に定める報告書を提出した場合はこの限りでない。 

 

（顛末報告書の提出） 

第９条 会員は、前条第１項の規定により本会に届け出た違反等行為の詳細が判明したときは、そ

の顛末（法令違反発生に係る証拠書類を含む。）及び社内処分の内容等を記載した別紙２の報告

書を遅滞なく本会に提出しなければならない。 

２ 会員は、前項の違反等行為の内容が、商品先物取引業の信用を著しく失墜させるものであると

きは、顛末報告書にその旨を付記するものとする。 

３ 会員は、第１項の規定により本会に対し報告書を提出したときは、当該役員使用人等に対しそ

の旨を書面により通知しなければならない。 

 

（審 査） 

第10条 本会は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容について審査する。 

２ 本会は、前項の審査のために必要と認めたときは、当該報告書を提出した会員（以下「届出会

員」という。）又は当該役員使用人等その他必要と認める者に対し、違反等行為に関してそれぞ

れ説明を求め又は証拠書類等の提出を求めることができる。 

３ 本会は、前条に規定する報告書によるほか、本会が適当と認める資料に基づき、第１項に規定

する審査を行うことができる。 

 

（聴聞の手続き） 

第11条 本会は、前条第１項及び第３項の規定により審査した結果、指導等（第７条第３号及び同

条第４号に規定する処分の手続きに限る。）をしようとするときは聴聞を行う。 

２ 聴聞は、本会の役職員又は委員会委員若しくはあっせん・調停委員会委員のうちから会長が指

名する者が主宰する。 

３ 当事者とは次に掲げる者とする。  

⑴ 会員等の役員使用人であるときは、在籍する会員又は在籍する仲介業者及び当該仲介業者の
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所属商品先物取引業者（法第240条の３第１項第４号に規定する「所属商品先物取引業者」を

いう。以下この規則において同じ。）並びに当該役員使用人 

⑵ ⑴以外のときは、当該役員使用人等 

４ 当事者は、聴聞の期日に出席して、弁明し、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主

宰者の許可を得て本会の職員に対し質問を発することができる。 

５ 当事者は、聴聞の期日への出席に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書

類等を提出することができる。 

６ 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、聴聞の終結後速やかに、指導等の原因

となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作

成し、会長に提出しなければならない。 

７ 聴聞の手続きについて、その他必要と認められる事項は細則に定めるところとする。 

８ 本会は、第７条第１号及び第２号に規定する処分の手続きについては行政手続法（平成５年法

律第88号）の定めるところとする。 

 

（審議等） 

第12条 会長は、前条の規定により聴聞の手続きを行った結果、違反等行為に該当すると認めたと

きは、当該役員使用人等の指導等の審議を委員会の委員長に要請する。 

２ 委員会の委員長は、前項の要請を受けた場合は、委員会を招集し、当該役員使用人等の指導等

を審議する。 

 

（指導又は勧告の実施等） 

第13条 委員会は、前条の審議の結果、第５条に定める指導又は勧告が適当と認めたときは、委員

会の議決によりその執行を会長に要請する。 

２ 会長は、前項の要請を受け、第５条第１号又は第２号の規定に基づき指導又は勧告を執行す

る。 

３ 本会は、会長が前項の指導又は勧告を執行したときは、指導又は勧告を受けた役員使用人等の

氏名、指導又は勧告を行った日、指導又は勧告の内容、指導又は勧告を決定した理由を、当該役

員使用人等が在籍する会員及び届出会員に対して通知するものとする。 

 

（処分の決定、措置及び役員使用人等への通知） 

第14条 委員会は、第12条の審議の結果、第７条第１号に定める処分が適当と認めたときは、資格

委員会に対しその審議を要請する。 

２ 前項の要請を受けた資格委員会の委員長は、資格委員会を招集し、委員会の判断について審議

し、第７条第１号の処分を決定したときは、その執行を会長に要請する。 

３ 委員会は、第12条の審議の結果、第７条第２号、第３号又は第４号に定める処分を決定したと

きは、委員会の議決によりその執行を会長に要請する。 

４ 第２項又は前項（第７条第２号の処分に限る。）の要請を受けた会長は、直ちにこれを執行す

るとともに、この旨を当該役員使用人等が在籍する会員及び届出会員に対して、処分の内容を通

知する。 

５ 第３項（第７条第３号又は第４号の処分に限る。）の要請を受けた会長は、処分を執行する前

に、あらかじめ当該役員使用人等及びこれらが在籍する会員に対して、処分の内容、不服申立て

の期限、不服申立ての方法等の手続きを書面により通知する。 

６ 本会は、処分しないことを決定したときは、直ちに当該役員使用人等、これらが在籍する会員

及び届出会員に対し、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。 
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（不服申立て等及び処分の執行等） 

第15条 第７条第１号又は第２号の処分を受けた役員使用人等の在籍する会員は、法第208条の規

定により、主務大臣に対し、行政不服審査法（昭和39年法律第160号）による審査請求をするこ

とができる。 

２ 第７条第３号又は第４号の処分の決定を受けた役員使用人等は、次の各号の一に該当する正当

な理由に基づく不服があるときは、前条第４項の通知の到達後10日以内に書面（以下「不服申立

書」という。）により本会に不服申立てをすることができる。 

⑴ 処分が決定されるまでの間に判明しなかった事実又は発見されなかった証拠が、処分の決定

後において新たに判明し又は発見された場合であって、その判明又は発見が処分の決定に重大

な影響を与えるものであり、かつ、それらの判明又は発見の遅延がやむを得ないと認められる

とき。 

⑵ 処分手続きについて、規則に定める手続きに齟齬があったとき。 

３ 前項に規定する不服申立書には、不服申立ての理由及び不服申立てをするに至った事情及び経

過が記載されていなければならない。 

４ 本会は、第２項の規定による不服申立てがあったときは、理事会において、当該処分を再審査

し、あらためて処分の可否及び処分内容を決定する。 

５ 会長は、当該役員使用人等から第２項に定める不服申立てがなかった場合、又は不服申立てが

あった場合であっても前項の再審査において処分が決定された場合には直ちにこれを執行すると

ともに、この旨を当該役員使用人等が在籍する会員及び届出会員に対して通知するものとする。 

６ 委員会及び資格委員会は、前項の規定により決定した処分の対象となった役員使用人等の違反

等行為について、当該役員使用人等が在籍し又は在籍した会員の管理責任を問うべきものと判断

したときは、その事実関係等必要な事項について、定款第45条第１項の規律委員会に報告し、所

要の措置を講ずるよう要請する。 

７ 本会は、役員使用人等の不服申立てが理事会で承認されないときは、当該審査に要した費用を

当該役員使用人等に請求することができる。 

８ 第33条の規定は、第４項に規定する決定があった場合に準用する。 

 

（不都合行為者の取扱い） 

第16条  本会は、第12条第２項に規定する委員会の審議の結果、当該役員使用人等が退職し若しく

は当該会員から解雇に相当する社内処分を受けた者又は法第236条の許可を取り消された会員若

しくは法第240条の23の登録を取り消された仲介業者の役員使用人で、かつ、その行為が商品先

物取引業の信用を著しく失墜させるものと認めたときは、当該役員使用人等を不都合行為者とす

る。このうち商品先物取引業の信用への影響が特に著しい行為を行ったと認められる者を一級不

都合行為者とし、その他の者を二級不都合行為者とする。 

２ 不都合行為者の取扱いについては、会員等の役員使用人に関する規則及び登録等規則に定める

ところによる。 

 

（不都合行為者名簿） 

第17条  本会は、前条の規定により不都合行為者として取り扱う当該役員使用人等の名簿（以下

「不都合行為者名簿」という。）を備え、当該不都合行為者名簿にそれらの者の氏名、性別、生

年月日、当該者を不都合行為者として取り扱う原因となった行為の内容、一級不都合行為者又は

二級不都合行為者の別及び不都合行為者としての取扱いの決定の日その他必要と認める事項を記

載する。 

 

（指導等の会員への周知及び処分の公示等） 
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第18条 本会は、会員の役員使用人等に対し指導等を行ったときは、指導等を受けた役員使用人等

が在籍する会員の商号又は名称並びに役職名、指導等を行った日、指導等の内容、指導等を決定

した理由を、他の会員に周知するものとする。 

２ 本会は、処分を行ったときは、前項に定める周知する事項を、本会所在地において10営業日の

間公示するとともに、１年間、これを本会のホームページに掲載する。ただし、１か月以内の外

務員の職務停止又は職務禁止措置にあってはホームページの掲載を６か月間とする。 

 

（解除の申請） 

第19条 会員は、本会が不都合行為者として取り扱っている者について改悛の情があることが明ら

かである場合、当該者を不都合行為者として取り扱う原因となった違反等行為の内容に新たな事

実が判明した場合その他特段の事情がある場合で、不都合行為者としての取扱いを解除すること

が相当と思料されるときは、当該取扱いの解除を申請することができる。 

２ 本会が不都合行為者として取り扱っている者は、当該者を不都合行為者として取り扱う原因と

なった違反等行為の内容に新たな事実が判明した場合その他特段の事情がある場合は、不都合行

為者としての取扱いの解除を申請することができる。 

３ 前２項に規定する解除の申請は、会員又は不都合行為者として取り扱っている者（以下この項

において「解除申請者」という。）が、次に掲げる事項を記載した書面を本会に提出することに

より行わなければならない。 

⑴ 解除申請者が役員使用人等である場合は、当該役員使用人等の氏名、生年月日及び住所 

⑵ 解除申請者が会員である場合は、当該会員の商号及び所在地並びに本会が不都合行為者とし

て取り扱っている役員使用人等の氏名、生年月日及び住所 

⑶ 不都合行為者決定の内容及び年月日 

⑷ 解除の申請の理由（証拠書類の添付を含む。）及び申請の年月日 

 

（解除審査） 

第20条 本会は、前条の申請があった場合、これを審査し、その申請を適当と認めたときは、その

審議を委員会の委員長に要請する。 

２ 委員会の委員長は、前項の要請を受けた場合は、委員会を招集し、当該解除の当否を審議す

る。 

 

（解除の決定、措置及び役員使用人等への通知） 

第21条 委員会は、前条の審議の結果、不都合行為者の解除を決定したときは、委員会の議決によ

りその執行を会長に要請する。 

２ 前項の要請を受けた会長は、当該申請に係る役員使用人等及び届出会員並びに当該申請を行っ

た会員に対して、解除の決定を通知する。 

３ 本会は、不都合行為者の解除をしないことを決定したときは、当該申請に係る役員使用人等及

び届出会員並びに当該申請を行った会員に対し、その旨及びその理由を書面により通知するもの

とする。 

 

 

第 ３ 章  仲介業者の役員使用人等に対する指導等に係る手続き等 

（違反等行為の届出） 

第22条 会員は、仲介業者の役員使用人等に違反等行為があったと判明したときは、当該仲介業者

に対し当該違反等行為に係る報告を求めた上、その内容を記載した別紙１の届出書を速やかに本

会に提出するものとする。 
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２ 会員は、当該仲介業者に対し当該違反等行為に係る社内調査を行わせるとともに、前項の届出

の内容について、本会に経過報告を行わなければならない。ただし、次条第１項に定める報告書

を提出した場合はこの限りでない。 

 

（顛末報告書の提出） 

第23条 会員は、前条第１項の規定により本会に届け出た違反等行為の詳細が判明したときは、そ

の顛末（法令違反発生に係る証拠書類を含む。）及び社内処分の内容等を記載した別紙２の報告

書を遅滞なく本会に提出しなければならない。 

２ 会員は、前項の違反等行為の内容が、商品先物取引業の信用を著しく失墜させるものであると

きは、顛末報告書にその旨を付記するものとする。 

３ 会員は、第１項の規定により本会に対し報告書を提出したときは、当該仲介業者を通じて当該

役員使用人等に対しその旨を書面により通知しなければならない。 

 

（審 査） 

第24条 本会は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容について審査する。 

２ 本会は、前項の審査のために必要と認めたときは、当該届出会員、当該仲介業者又は当該役員

使用人等その他必要と認める者に対し、違反等行為に関してそれぞれ説明を求め又は証拠書類等

の提出を求めることができる。 

３ 本会は、前条に規定する報告書によるほか、本会が適当と認める資料に基づき、第１項に規定

する審査を行うことができる。 

 

（指導又は勧告の実施等） 

第25条 委員会は、第12条の審議の結果、第５条に定める指導又は勧告が適当と認めたときは、委

員会の議決によりその執行を会長に要請する。 

２ 会長は、前項の要請を受け、第５条第１項又は第２項の規定に基づき指導又は勧告を執行す

る。 

３ 本会は、会長が前項の指導又は勧告を執行したときは、指導又は勧告を受けた役員使用人等の

氏名、指導又は勧告を行った日、指導又は勧告の内容、指導又は勧告を決定した理由を、当該役

員使用人等が在籍する仲介業者、当該仲介業者の所属商品先物取引業者及び届出会員に対して通

知するものとする。 

 

（処分の決定、措置及び役員使用人等への通知） 

第26条 委員会は、第12条の審議の結果、第７条第１号に定める処分が適当と認めたときは、資格

委員会に対しその審議を要請する。 

２ 前項の要請を受けた資格委員会の委員長は、資格委員会を招集し、委員会の判断について審議

し、第７条第１号の処分を決定したときは、その執行を会長に要請する。 

３ 委員会は、第12条の審議の結果、第７条第２号、第３号又は第４号に定める処分を決定したと

きは、委員会の議決によりその執行を会長に要請する。 

４ 第２項又は前項（第７条第２号の処分に限る。）の要請を受けた会長は、直ちにこれを執行す

るとともに、この旨を当該役員使用人等が在籍する仲介業者、当該仲介業者の所属商品先物取引

業者及び届出会員に対して、処分の内容を通知する。 

５ 第３項（第７条第３号又は第４号の処分に限る。）の要請を受けた会長は、処分を執行する前

に、あらかじめ当該役員使用人等並びにこれらが在籍する仲介業者及び当該仲介業者の所属商品

先物取引業者に対して、処分の内容、不服申立ての期限、不服申立ての方法等の手続きを書面に

より通知する。 
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６ 本会は、処分しないことを決定したときは、直ちに当該役員使用人等、これらが在籍する仲介

業者、当該仲介業者の所属商品先物取引業者及び届出会員に対し、その旨及びその理由を書面に

より通知するものとする。 

 

（不服申立て等及び処分の執行等） 

第27条 第７条第１号又は第２号の処分を受けた役員使用人等の在籍する仲介業者は、法第208条

の規定により、主務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。 

２ 第７条第３号又は第４号の処分の決定を受けた役員使用人等は、次の各号の一に該当する正当

な理由に基づく不服があるときは、前条第４項の通知の到達後10日以内に不服申立書により本会

に不服申立てをすることができる。 

⑴ 処分が決定されるまでの間に判明しなかった事実又は発見されなかった証拠が、処分の決定

後において新たに判明し又は発見された場合であって、その判明又は発見が処分の決定に重大

な影響を与えるものであり、かつ、それらの判明又は発見の遅延がやむを得ないと認められる

とき。 

⑵ 処分手続きについて、規則に定める手続きに齟齬があったとき。 

３ 前項に規定する不服申立書には、不服申立ての理由及び不服申立てをするに至った事情及び経

過が記載されていなければならない。 

４ 本会は、第２項の規定による不服申立てがあったときは、理事会において、当該処分を再審査

し、あらためて処分の可否及び処分内容を決定する。 

５ 会長は、当該役員使用人等から第２項に定める不服申立てがなかった場合、又は不服申立てが

あった場合であっても前項の再審査において処分が決定された場合には直ちにこれを執行すると

ともに、この旨を当該役員使用人等が在籍する仲介業者、当該仲介業者の所属商品先物取引業者

及び届出会員に対して通知するものとする。 

６ 委員会及び資格委員会は、前項の規定により決定した処分の対象となった役員使用人等の違反

等行為について、当該役員使用人等が在籍し又は在籍した仲介業者に管理責任があり、かつ、所

属商品先物取引業者が当該仲介業者の商品先物取引仲介業に係る違反等行為を防止するための措

置が十分でないと判断したときは、その事実関係等必要な事項について、定款第45条第１項の規

律委員会に報告し、所要の措置を講ずるよう要請する。 

７ 本会は、役員使用人等の不服申立てが理事会で承認されないときは、当該審査に要した費用を

当該役員使用人等に請求することができる。 

８ 第33条の規定は、第４項に規定する決定があった場合に準用する。 

 

（指導等の会員への周知及び処分の公示等） 

第28条 本会は、仲介業者の役員使用人等に対し指導等を行ったときは、指導等を受けた役員使用

人等が在籍する仲介業者の商号又は名称並びに役職名、指導等を行った日、指導等の内容、指導

等を決定した理由を、他の会員に周知するものとする。 

２ 本会は、処分を行ったときは、前項に定める周知する事項を、本会所在地において10営業日の

間公示するとともに、１年間、これを本会のホームページに掲載する。ただし、１か月以内の外

務員の職務停止又は職務禁止措置にあってはホームページの掲載を６か月間とする。 

 

（解除の申請） 

第29条 会員は、本会が不都合行為者として取り扱っている仲介業者の役員使用人等について改悛

の情があることが明らかである場合、当該者を不都合行為者として取り扱う原因となった違反等

行為の内容に新たな事実が判明した場合その他特段の事情がある場合で、不都合行為者としての

取扱いを解除することが相当と思料されるときは、当該取扱いの解除を申請することができる。 
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２ 本会が不都合行為者として取り扱っている仲介業者の役員使用人等は、当該者を不都合行為者

として取り扱う原因となった違反等行為の内容に新たな事実が判明した場合その他特段の事情が

ある場合は、不都合行為者としての取扱いの解除を申請することができる。 

３ 前２項に規定する解除の申請は、会員又は不都合行為者として取り扱っている仲介業者の役員

使用人等（以下この項において「解除申請者」という。）が、次に掲げる事項を記載した書面を

本会に提出することにより行わなければならない。 

(1) 解除申請者が役員使用人等である場合は、当該役員使用人等の氏名、生年月日及び住所 

(2) 解除申請者が会員である場合は、当該会員の商号及び所在地並びに本会が不都合行為者とし

て取り扱っている役員使用人等の氏名、生年月日及び住所 

(3) 不都合行為者決定の内容及び年月日 

(4) 解除の申請の理由（証拠書類の添付を含む。）及び申請の年月日 

 

（解除審査） 

第30条 本会は、前条の申請があった場合、これを審査し、その申請を適当と認めたときは、その

審議を委員会の委員長に要請する。 

２ 委員会の委員長は、前項の要請を受けた場合は、委員会を招集し、当該解除の当否を審議す

る。 

 

（解除の決定、措置及び役員使用人等への通知） 

第31条 委員会は、前条の審議の結果、不都合行為者の解除を決定したときは、委員会の議決によ

りその執行を会長に要請する。 

２ 前項の要請を受けた会長は、当該申請に係る役員使用人等、これらが在籍する仲介業者及び届

出会員並びに当該申請を行った会員に対して、解除の決定を通知する。 

３ 本会は、不都合行為者の解除をしないことを決定したときは、当該申請に係る役員使用人等、

これらが在籍する仲介業者及び届出会員並びに当該申請を行った会員に対し、その旨及びその理

由を書面により通知するものとする。 

 

（準 用） 

第32条 第11条、第12条、第16条及び第17条の規定は、仲介業者の役員使用人等に対する指導等に

係る手続き等について準用する。 

 

 

第 ４ 章  雑   則 

（記録の作成及び保存） 

第33条 本会は、役員使用人等に対する指導等の審議を行った場合は、その事実経過の記録を作成

し、これを保存するものとする。 

 

（秘密保持） 

第34条 本会の役員、委員会の委員、資格委員会の委員、規律委員会の委員、常設委員会その他の

委員会の委員及び職員並びにこれらの職にあった者は、正当な理由なく、役員使用人等の指導等

に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（細則の制定） 

第35条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 
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附     則 

 

 この規則は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成11年11月10日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  (1) 第２条、第４条第３号イ、第９条第２項及び第12条第３項を改正。 

  (2) 第10条の２を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成16年10月16日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  (1) 第15条第１項を改正。 

  (2) 第15条第２項を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第３号イ及びロを改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成20年３月５日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第15条第１項及び第２項を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成 23 年１月１日から施行する。 

１．本規則を「会員役職員に対する指導、勧告、処分に関する規則」から「役員使用人等に対す

る指導、勧告、処分に関する規則」に改める。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

１．第２章及び第３章の表題を改正。 

２．第１条及び第２条を改正。 
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３．旧第６条を第３条に繰り上げ、改正。 

４．旧第３条を第４条に繰り下げ、第２項を新設、第１項を改正。 

５．旧第４条を第５条に繰り上げ、旧第４条第３号を第６条に繰り下げ、改正。 

６．旧第５条を第７条に繰り上げ、柱書き及び第１号を改正。 

７．旧第７条を第８条に、旧第８条を第９条に繰り上げ、改正。 

８．旧第９条を第 10 条に繰り下げ、第１項柱書き及び第１号、第２項を改正。 

９．旧第 10 条を第 11 条に、第 10 条の２を第 12 条に繰り上げ、改正。 

10．旧第 11 条を第 13 条に繰り上げ、第２項及び第３項を新設、見出し、第１項を改正。 

11．旧第 12 条を第 14 条に繰り上げ、改正。 

12．旧第 13 条を第 15 条に繰り上げ、見出し、第１項柱書き、第４項から第７項を改正。 

13．旧第 14 条を第 16 条に、旧第 15 条を第 17 条に繰り上げ、改正。 

14．第 18 条から第 26 条を新設。 

15．旧第 16 条を第 27 条に、旧第 17 条を第 28 条に繰り上げ、改正。 

16．旧第 18 条を第 28 条に繰り上げ。 

17．別紙１及び別紙２を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成27年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第５条第１号及び第２号を改正。 

２．第６条の見出し、第１項、第１号及び第２号を改正、第３号及び第４号を新設。 

３．第７条の見出し、第１項、第１号から第４号を改正。 

４．第８条第 1 項及び第２項を改正。 

５．第９条の見出し及び第１項を改正、第２項を第３項に繰り下げて改正、第２項を新設。 

６．第 10 条の見出し、第１項及び第２項を改正、第３項を新設。 

７．第 11 条の見出し及び第１項から第３項を改正、第４項から第８項を新設。 

８．第 12 条の見出し及び第１項を改正、第２項を新設。 

９．第 13 条第１項を改正。 

10．第 14 条第１項から第３項を改正、第４項及び第５項を第５項及び第６項に繰り下げて第５

項を改正、第４項を新設。 

11．第 15 条の見出し、第１項、第３項、第４項及び第７項を改正、第１項から第７項を第２項

から第８項に繰り下げ、第１項を新設。 

12．第 16 条の見出し及び第１項を改正、第２項を新設。 

13．第 17 条第１項及び第２項を改正し、第 18 条第１項及び第２項に繰り下げ、第 17 条を新設。 

14．第 19 条から第 21 条を新設。 

15．第 18 条を第 22 条に繰り下げ、第２項を改正。 

16．第 19 条を第 23 条に繰り下げ、見出し及び第１項を改正、第２項を第３項に繰り下げて改正、

第２項を新設。 

17．第 20 条を第 24 条に繰り下げ、見出し、第１項及び第２項を改正、第３項を新設。 

18．第 21 条を削除。 

19．第 22 条を第 25 条に繰り下げ、第１項を改正。 

20．第 23 条を第 26 条に繰り下げ、第１項から第３項を改正、第４項及び第５項を第５項及び第

６項に繰り下げて第５項を改正、第４項を新設。 
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21．第 24 条を第 27 条に繰り下げ、見出し、第１項、第３項、第４項及び第７項を改正、第１項

から第７項を第２項から第８項に繰り下げ、第１項を新設。 

22．第 25 条を第 28 条に繰り下げ、第１項及び第２項を改正。 

23．第 29 条から第 31 条を新設。 

24．第 26 条を第 32 条に繰り下げ、改正。 

25．第 27 条から第 29 条を第 33 条から第 35 条に繰り下げ。 

26．別紙１及び別紙２を改正。 
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別紙１（第8条第1項 第22条第1項関係） 

平成  年  月  日 

 

日本商品先物取引協会 御中 

 

会 員 名 

会員代表者             印 

 

 

違 反 等 行 為 に 係 る 届 出 書 

 

 

（ ふ り が な ） 

氏 名 
性別 生 年 月 日 外務員登録番号 

（                  ） 

 男・女 年  月  日  

現住所（現在連絡の取れる場所） 

〒 

 

（ＴＥＬ   －    －    ） 

違反等行為の該当条項 

違反等行為の概要 

（注）役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則第8条第2項又は第22条第2項に基づき、

本会に対して経過報告を行わなければならない。 

本件に関する連絡先 

担当部署： 

担当者 ： 

連絡先（TEL）： 
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別紙２（第9条第1項 第23条第1項関係） 

平成  年  月  日 

日本商品先物取引協会 御中 

 

会 員 名 

会員代表者               印 

 

 

違反等行為に係る届出書に関する顛末報告書 

 

（ ふ り が な ） 

氏 名 
性別 生 年 月 日 外務員登録番号 

（              ） 

 男・女 年  月  日  

現住所（現在連絡の取れる場所） 

〒 

 

（ＴＥＬ   －    －    ） 

社内処分の状況 処分済み・その他 
 

【社内処分の内容】 

違反等行為に関する顛末報告 

（注1）【社内処分の内容】には、社内処分の状況を詳細に記載すること。社内処分を行わなかっ

たときは、その理由を記載すること。 

（注2）役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則第9条第3項又は第23条第3項に基づき、

会員が顛末報告書を本会に提出したときは、当該役員使用人等に対しその旨を書面により通

知しなければならない。 

（注3）違反等行為の内容が商品先物取引業の信用を著しく失墜させるものであるときは、その旨

及び理由を付記すること。 

（注4）法令違反発生の場合には、関係証拠書類を添付すること。 

本件に関する連絡先 

担当部署： 

担当者 ： 

連絡先（TEL）： 
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役員使用人等に対する指導、勧告、処分に係る聴聞に関する細則 
 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、「役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則」（以下「規則」と

いう。）第11条第７項に基づいて、聴聞の手続に係る必要な事項を定める。 

 

（聴聞の通知の方式） 

第２条 本会は、規則第11条第１項の聴聞を行うに当たり、その期日の７日前までに、当事者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知する。 

⑴ 指導等の対象となる役員使用人等の氏名 

⑵ 予定される指導等の内容及び根拠となる規則の条項 

⑶ 違反等行為の内容 

⑷ 聴聞の期日及び場所 

⑸ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 

２ 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示する。 

⑴ 当事者は、聴聞の期日に出席して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類

等」という。）を提出し、又は聴聞の期日への出席に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する

ことができること。 

⑵ 当事者は、聴聞が終結する時までの間、規則第９条又は規則第23条に規定する顛末報告書及

びその添付書類並びに規則第10条第３項又は規則第24条第３項に規定する資料の閲覧を求める

ことができること。 

３ 当事者の所在が判明せず、第１項各号に掲げる事項を通知することができないときは、本会は

聴聞を行わない。 

 

（代理人） 

第３条 当事者は、代理人を選任することができる。 

２ 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。 

３ 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 

４ 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を本会に届

け出なければならない。 

 

（文書等の閲覧） 

第４条 当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、本会に対し、当該聴聞

に係る事案に関する規則第９条又は規則第23条に規定する顛末報告書及びその添付書類並びに規

則第10条第３項又は規則第24条第３項に規定する資料の閲覧を求めることができる。この場合に

おいて、本会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなけれ

ば、その閲覧を拒むことができない。 

２ 前項の規定は、当事者が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更

に求めることを妨げない。 

３ 本会は、前２項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。 

 

（聴聞の期日における審理の方式） 

第５条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、本会の役職員に、予定される指導等の内容

及び根拠となる規則の条項並びに違反等行為の内容を聴聞の期日に出席した者に対し説明させる
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ものとする。 

２ 当事者は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。 

３ 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の

陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は本会の役職員に対し説明を求めることができる。 

４ 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求めてその意見を聴取し、若しくは参

考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出席を求めて鑑定をさせることができ

る。 

５ 主宰者は、当事者のいずれかが出席しないときは、聴聞の期日における審理を行うことができ

ない。 

６ 聴聞の期日における審理は、本会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 

 

（陳述書等の取扱い） 

第６条 主宰者は、聴聞の期日に出席した者に対し、その求めに応じて、規則第11条第５項の陳述

書及び証拠書類等を示すことができる。 

 

（続行期日の指定） 

第７条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるとき

は、さらに新たな期日を定めることができる。 

２ 前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により

通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出席した当事者に対しては、当該聴聞の期日に

おいてこれを告知すれば足りる。 

３ 前項本文の場合において、当事者の所在が判明しないときは、新たな期日における聴聞を行わ

ない。 

 

（当事者の欠席等の場合における聴聞の終結） 

第８条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出席せず、かつ、規

則第11条第５項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合には、改めて意見を述

べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。 

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出席せず、か

つ、規則第11条第５項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者

の聴聞の期日への出席が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて

陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすること

ができる。 

 

（聴聞調書及び報告書） 

第９条 規則第11条第６項に定める調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ご

とに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 

２ 会長は、規則第12条第１項に基づき、綱紀委員会の審議を要請するときは、規則第11条第６項

により提出を受けた調書及び報告書を委員会委員長へ提出する。 

３ 当事者は規則第11条第６項の調書及び報告書の閲覧を求めることができる。 

 

（聴聞の再開） 

第10条 会長は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対

し、規則第11条第６項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができ

る。第７条第２項本文及び第３項の規定は、この場合について準用する。 
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附     則 

 

 この細則は、平成27年６月１日から施行する。 
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綱 紀 委 員 会 規 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第46条第３項の規定に基づき、綱紀委員会（以下「委員会」という｡) 

の構成及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（委 員） 

第２条 委員の数は、学識経験を有する者３人以上及び会員代表者２人以上とし、理事会の同意を

得て会長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

４ 委員は、その任期を満了した際においても、その後任の委員が選任されるまでは、その職務を

行うものとする。 

５ 委員の報酬は、規律委員会委員の報酬を準用する。 

 

（委員長） 

第３条 委員会の委員長は１人とし、学識経験を有する者の委員のうちから理事会の同意を得て、

会長がこれを選任する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

 

（委員会の招集） 

第４条 委員会は、委員長が随時招集する。 

 

（委員会の構成） 

第５条 委員会は、第３条条第１項で選任された委員長のほか、第２条第１項で委嘱された委員の

うち、事案ごとに会長が指名する学識経験を有する者２人及び会員代表者２人をもって構成す

る。ただし、次の各号の一に該当するときは特別な利害関係を有するものとして、指名すること

ができない。 

⑴ 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者、又は委員の四親等内の血族若しくは三親等

内の姻族若しくは同居の親族が、事案の当事者が所属又は所属していた会員若しくは商品先物

取引仲介業者の役員、代理人、顧問若しくは使用人であり、又はあったとき。 

⑵ 委員又は委員の所属する法人と事案の当事者が所属又は所属していた会員若しくは商品先物

取引仲介業者の間に支配関係が あると認められるとき。 

⑶ 委員の所属する会員と事案の当事者が所属又は所属していた商品先物取引仲介業者との間

に、商品先物取引仲介業に関する業務委託契約を締結しているとき。  

⑷ その他委員長が特別な利害関係を有すると認めるとき。 

２ 会長は、指名した委員に欠員が生じたときは、遅滞なく他の委員を指名し補充しなければなら

ない。 

 

（議決方法等） 

第６条 委員会は、前条で会長が指名する５人全員の出席により開催する。ただし、委員長が必要

と認めたときは、会長が指名した委員の過半数の出席で開催することができる。 
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２ 委員は、各１個の議決権を有する。ただし、前条第１項各号の一に該当することが明らかに

なったときは特別な利害関係を有するものとして、その審議及び議決に参加することができな

い。 

３ 委員会の議事は、出席委員の議決権の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。 

 

（書面等による委員会） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議の招集を行わず、書面その他の方法

により委員の意見を求めることにより委員会の議事及び議決に代えることができる。この場合に

おいて、書面以外の方法により委員の意見を求めたときは、遅滞なく、書面によりその確認を得

るものとする。 

２ 前条の規定は、前項の場合において準用する。 

 

（議事に関係のある者等の出席） 

第８条  委員長は、必要と認めるときは、その議事に関係のある者又は参考人の出席を求め、事情

を聴取することができる。 

 

（議事録） 

第９条  委員会の議事については、その経過の概要及び結果を記録した議事録を作成する。 

２ 第７条第１項の書面等による委員会の議事録は、前項による委員会に関する議事録について準

用する。ただし、当該委員会の付議議案について書面をもって確認を得た場合は、当該書面を

もってこれに代えることができる。 

 

 

 

                附        則 

 

 この規則は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成12年１月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第２条第１項、第５条第１項及び第３項を改正。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第１条を改正。 
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                附        則 

 

 この改正は、平成24年9月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第１条、第２条見出し、第２条第１項、第３条、第５条第１項及び第２項を改正。 

２．第２条第２項を第５項に繰り下げ、第２項、第３項及び第４項を新設。 

３．第５条から第８条を第６条から第９条に繰り下げ、第５条を新設。 

 

 

                附        則 

 

 この改正は、平成26年11月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第９条第２項を改正。 
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苦情・紛争処理関係 
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苦 情 処 理 規 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第58条第３項に基づき、会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商

品先物取引仲介業者（以下「会員等」という。）の行う商品先物取引業務（定款第３条第１項第

５号に定める業務をいう。以下この規則において同じ。）に関して顧客からの苦情の処理につき

必要な事項を定め、その疑義を解明し迅速、かつ、円滑な解決を図ることを目的とする。 

 

（苦情解決の促進） 

第２条 会員等は、本会に協力し、顧客からの苦情の解決の促進に努めなければならない。 

 

（相談センターの設置） 

第３条 本会は、第１条の目的を達成するため、定款第２条に規定する事務所及び支部に相談セン

ターを設置し、相談センターに相談員を置く。 

２ 相談員は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明にあたっては、常に公正であるよう努める

とともに、関係人の正当な権利を損なうことのないよう注意するものとする。 

３ 会員等は、相談センターの設置について、顧客に周知させるものとする。 

 

（苦情の解決） 

第４条 相談センターは、顧客から会員等の商品先物取引業務に関する苦情について解決の申出が

あったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとと

もに、当該会員等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとする。 

２ 会員等は、相談センターから前項の規定による求めがあったときは、申出人と速やかに連絡を

とり誠意をもってこれに対応し、当該苦情の早期解決に努めるものとする。 

３ 相談センターは、前２項の対応によっても苦情が解決されなかった場合には、申出人及び当該

苦情に係る会員等の双方から事情聴取を行い、当該苦情の解決の促進を図るものとする。 

 

（苦情に係る資料の提出等） 

第５条  相談センターは、必要があると認めるときは、当該苦情に係る会員等に対し、当該苦情に

係る事情に関する帳簿又は書類その他の資料の提出及び説明を求めることができる。 

２ 会員等は、相談センターから前項の規定による求めがあったときは、正当な理由なく、これを

拒んではならない。 

３ 相談センターは、あっせん・調停委員会規則第２条に定めるあっせん・調停委員会の委員と適

宜連携を図るものとし、当該委員から、苦情の迅速かつ円滑な解決を図るために必要な助言等を

受けることができる。 

 

（結果の報告） 

第６条  相談センターから顧客の苦情の処理を求められた会員等は、相談センターに対し、当該苦

情の処理の経緯及び結果について、文書又は口頭により報告しなければならない。 

 

（苦情処理の終了） 

第７条  相談センターは、次の各号の一に該当するときは、苦情の処理を終了する。 

⑴ 苦情が解決したとき。 
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⑵ 第４条各項の対応を行ってもなお苦情が解決し得ないと判断したとき。 

⑶ 当該苦情に係る会員等又は顧客から紛争処理規程第６条に規定する紛争仲介の申出がなされ

たとき。 

２ 相談センターは、前項第２号により苦情の処理を終了する場合には、申出人に対し、本会又は

関係商品取引所へ紛争に係る仲介の申出を行うことができる旨等の必要な助言を行うものとす

る。 

 

（苦情処理を行わない場合） 

第８条  相談センターは、申出のあった苦情が次の各号の一に該当するときは、その申出を却下

し、又はその処理を中途で打切ることができる。 

⑴ すでに和解契約が締結された紛争に係るものであるとき。 

⑵ 申出に係る取引について決済が終了した日から３年を超える期間を経過したものであると

き。 

⑶ 本会においてすでに解決した苦情又はすでに処理を終了した紛争に係るものであるとき。 

⑷ 裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るもので

あるとき。 

⑸ 弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関において、仲裁、あっせんその他の紛争解決手

続きが現に行われ、又は既に終了した紛争に係るものであるとき。 

⑹ その苦情の性質上、本会が処理を行うに適当でないと認めるとき。 

⑺ 不当な目的で又はみだりに苦情の申出をしたと認めるとき。 

 

（苦情の未然防止） 

第９条 本会及び会員等は、解決の申出のあった苦情に関し、原因を究明のうえ苦情の未然防止に

努めるものとする。 

 

（指導又は勧告） 

第10条  本会は、解決の申出のあった苦情に関し、会員等の行う商品先物取引業務に関し不適正な

行為があった等の疑義がある場合には、これを調査し、必要に応じ、会員に対し指導又は勧告を

行うものとする。 

 

（制 裁） 

第11条 本会は、解決の申出のあった苦情に関し、会員等に制裁規程に定める制裁の対象行為に該

当する事実が認められる場合には、同規程に基づき所要の措置を講ずるものとする。 

 

（会員等への周知） 

第12条  本会は、解決の申出のあった苦情に係る事情及び解決の結果等について、顧客の秘密に関

する事項を除き、その概要を会員等に周知するものとする。 

 

 

（商品取引所への協力要請） 

第13条  本会は、苦情処理の円滑な実施を図るため、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な

協力を求めることができる。 

 

（商品取引所等への協力） 

第14条 本会は、相談センターが処理を行った苦情について商品取引所その他本会が適当と認める
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相談機関（以下、本条において「商品取引所等」という。）に仲介の申出が行われた場合におい

て、当該苦情に関し、当該商品取引所等から要請があったときは、当該事案の顛末を口頭又は書

面により通知するものとする。 

２ 本会は、商品取引所等から苦情処理状況及びその結果等について照会があったときは、これに

協力するものとする。 

３ 本会は、農林水産大臣及び経済産業大臣から苦情処理状況及びその結果等について報告を求め

られたときは、これに協力するものとする。 

 

（商品取引所等との連携） 

第15条 本会は、苦情処理業務の円滑な運営を図るため、商品取引所その他の機関と連携を図るも

のとする。 

 

（記録の作成及び保存） 

第16条 本会は、解決の申出のあった苦情に係る事情及び処理の経過等に関する記録を作成し、苦

情処理が終了した日から10年間保存する。 

 

（苦情処理のために提出された資料の取扱い） 

第17条 本会は、苦情処理において当事者双方から提出された資料を苦情処理が終了した日から10

年間保存する。 

 

（秘密保持） 

第18条 本会の役員、あっせん・調停委員会の委員及び職員は、正当な理由なく、苦情の処理に関

し知り得た秘密を他に漏らし、及び盗用してはならず、また、苦情の処理に関し知り得た情報

を、本会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。その職を退いたのちも同様とす

る。 

 

（細則の制定） 

第19条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

 

附        則 

 

 この規程は、主務大臣の認可のあった日（平成４年４月17日）から施行する。 

 

 

附        則 

 

１ この改正は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ 本会の改組前である社団法人日本商品取引員協会の苦情処理規程第７条第１項の規定により処

理を終了した苦情、又は同規程第８条の規定により申出を却下又は処理を中途で打ち切った苦情

は、この規則第８条第１号に定める苦情に該当するものとみなす。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

    全面改正。 
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附        則 

 

 この改正は、平成13年１月24日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第14条第３項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第１条、第４条第１項及び第10条を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条に基づく法務大臣の認証を受

けた日から施行する。 

（注１）改正事項は次のとおりである。 

  １．第１条、第７条第１項第３号、第８条第１項第５号及び第15条を改正。 

  ２．第８条第１項第１号を改正。第８条第１項第１号を第３号に繰り下げ、第１号及び第２号

を新設。 

  ３．第８条第１項第２号及び第３号を削除。 

  ４．第16条を改正。第16条及び第17条を第17条及び第18条に繰り下げ、第16条を新設。 

 

（※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。） 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第５条第３項、第７条第１項第３号及び第17条を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 
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苦 情 処 理 規 則 に 関 す る 細 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、苦情処理規則（以下「規則」という。）第19条の規定に基づき、規則の施行

に関し必要な事項を定める。 

 

（処理を行うに適当でない場合の解釈） 

第２条 規則第８条第６号に規定する相談センターが処理を行うに適当でないと認めるときは、次

のとおりとする。 

⑴ 商品取引所の市場管理等の制度上の処理に係るものであるとき。 

⑵ 法律上の判断を要するものであるとき。 

⑶ 慰謝料の付加の要求に係るものであるとき。 

⑷ 会員等若しくはその役職員等の制裁・処分の要求に係るものであるとき。 

⑸ その他請求の内容が先物取引における経済的損失に関するものではないものなど本会が適当

でないと認めるとき。 

 

（会員等に周知すべき内容） 

第３条 規則第12条に規定する会員等に周知する内容は、次のとおりとする。 

⑴ 申出件数 

⑵ 申出事由 

⑶ 処理結果 

⑷ その他本会が特に必要と認めた事項 

 

（適当と認める相談機関） 

第４条 規則第14条第１項に規定する本会が適当と認める相談機関は、次のとおりとする。 

⑴ 国に設置される相談機関 

⑵ 国民生活センター 

⑶ 地方公共団体に設置される消費生活センター 

⑷ その他本会が特に認めた相談機関 

 

 

 

附        則 

 

 この細則は、規則の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成19年９月30日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第４条及び第５条を第５条及び第６条に繰り下げ、第４条を新設。 
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附        則 

 

 この改正は、平成20年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第４条第２項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条に基づく法務大臣の認証を受

けた日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第１条を改正。 

２．第２条第１項第３号を改正。第２条第１項第３号を第５号に繰り下げ、第３号及び第４号

を新設。 

 

（※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。） 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成24年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第3条を削除し、第4条及び第5条を第3条及び第4条に繰り上げ。 
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紛 争 処 理 規 程 

 

 

第 １ 章   総     則 

（目 的） 

第１条 この規程は、定款第63条に基づき、商品先物取引法（以下「法」という。）第241条第１項

に規定する商品デリバティブ取引等に関して会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先

物取引仲介業者（以下「会員等」という。）と顧客との間又は会員間に生じた紛争（以下「紛

争」という。）の仲介に関し必要な事項を定め、その迅速かつ適正な解決に資することを目的と

する。 

 

（定 義） 

第２条 この規程における用語は次の各号の定めるところによる。 

⑴ 紛争仲介 紛争の解決のために行うあっせん又は調停をいう。 

⑵ あっせん 担当あっせん・調停委員等が紛争の内容並びに当事者の主張及び要求等を踏まえ、

当事者の互譲の促進を図ることにより紛争の解決を目指すことをいう。 

⑶ 調停 担当あっせん・調停委員等が紛争の解決に資するために適当と認めた場合において、

調停案を作成し、これを当事者双方に文書をもって提示してその受諾を勧告することをいう。 

⑷ 担当あっせん・調停委員 あっせん・調停委員会規則（以下「規則」という。）に基づき同

委員会の委員として委嘱された委員のうち、会長が規則に基づき事案ごとに指名した委員をい

う。 

⑸ あっせん・調停委員会 会長が規則に基づき事案ごとに指名した担当あっせん・調停委員３

人により組織する合議体をいう。 

⑹ 担当あっせん・調停委員等 担当あっせん・調停委員又はあっせん・調停委員会をいう。 

 

（当事者の協力義務） 

第３条 紛争仲介の申出のあった紛争の当事者は、紛争の迅速な解決を図るため、本会の行う紛争

仲介に協力しなければならない。 

 

（あっせん・調停機関） 

第４条 定款第47条第１項のあっせん・調停委員会は、第１条の目的を達成するための機関とする。 

 

 

第 ２ 章   紛争の解決の仲介 

第 １ 節   紛争仲介の申出 

（紛争仲介の手続きの説明） 

第５条 本会は、顧客が紛争仲介の申出の意向を示したときは、当該顧客に対し、紛争仲介の手続

きに関する注意事項を記載した所定の書面を交付し、説明を行わなければならない。 

２ 本会は、会員等が紛争仲介の申出をしたときは、当該申出を受理する前にあらかじめ相手方顧

客に対し、前項の書面を交付し、説明を行わなければならない。 

 

（紛争仲介の申出） 

第６条 当事者は、本会に紛争仲介の申出をする場合には、次に掲げる事項を記載した細則に定め

る様式による申出書１通を本会に提出しなければならない。 
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⑴ 申出の年月日 

⑵ 申出人の氏名又は商号若しくは名称、職業及び住所又は所在地 

⑶ 紛争の相手方の氏名又は商号若しくは名称、職業及び住所又は所在地 

⑷ 申出の趣旨 

⑸ 紛争の経過及び事情 

２ 代理人による前項の申出は、顧客又は会員等の代理人である弁護士及び弁護士以外の者で顧客

の代理人として申し出ることがやむを得ないと認められる特別の事情がある者に限り行うことが

できる。この場合において、代理人は、委任状を本会に提出しなければならない。 

３ 申出人である顧客が法人である場合には、その代表者の資格を証明する書類を本会に提出しな

ければならない。 

４ 会員等が当該会員等と顧客との間に生じた紛争に係る仲介の申出をする場合には、本会の紛争

仲介に応ずる旨顧客が同意したことを証する細則に定める様式による同意書を添付しなければな

らない。 

５ 本会は、前項に規定する会員等の申出があった場合は、前項に規定する同意書の写しを面談又

は通知により顧客に交付し、意思確認を行わなければならない。この場合において、顧客の同意

の意思を確認できないときは、申出がなかったものとして取り扱う。 

６ 前項に規定する紛争仲介の申出に同意した顧客は、細則に定める様式による撤回届出書を本会

に提出することにより、いつでも当該同意を撤回することができる。この場合において、本会は、

当該会員等に対してその旨を通知するとともに、当該申出が取り下げられたものとして取り扱う。 

７ 第１項に係る申出について証拠書類その他参考資料がある場合は、申出の際にその原本の写し

又は謄本等の資料を提出することができる。 

８ 会員等は、第１項の申出の相手方となったときは、本会の紛争仲介に応諾し、参加しなければ

ならない。 

 

（紛争仲介の申出の受理） 

第７条  本会は、前条の申出について、次の各号のいずれにも該当しない場合には、当該申出を受

理する。 

⑴ すでに和解契約が締結された紛争に係るものであるとき。 

⑵ 申出に係る取引について決済が終了した日から３年を超える期間を経過したものであるとき。 

⑶ 本会においてすでに解決した苦情又はすでに処理を終了した紛争に係るものであるとき。 

⑷ 裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るもので

あるとき。 

⑸ 弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関において、仲裁、あっせんその他の紛争解決手

続きが現に行われ、又はすでに終了した紛争に係るものであるとき。 

⑹ その紛争の性質上、本会が紛争仲介を行うに適当でないと認めるとき。 

⑺ 不当な目的で又はみだりに紛争仲介の申出をしたと認めるとき。 

２ 本会は、紛争仲介の申出を受理したときは、当事者双方に対し、簡易書留郵便又はこれに準ず

る方法によりその旨及び受理日を通知する。この場合において、当該申出の相手方に対する通知

には、当該申出書の写し１通を添付する。 

 

（紛争仲介の申出の却下） 

第８条 本会は、第６条第１項の申出が前条第１項各号の一に該当するときは、紛争仲介の申出を

却下する。 

２ 本会は、前項の規定により紛争仲介を行わないものとしたときは、申出人である顧客又は会員

等に対し、遅滞なく、簡易書留郵便又はこれに準ずる方法によりその旨を通知する。 
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（紛争仲介の手続きの開始の時期） 

第９条 紛争仲介の手続きは、第６条第１項に規定する紛争仲介の申出を受理した年月日から開始

する。 

 

（申出手数料の納入） 

第10条 申出人である顧客又は会員等は、第６条第１項に規定する紛争仲介の申出が受理された場

合には、申出の受理の通知到着後10日以内に、細則に定める申出手数料を本会に納入しなければ

ならない。 

２ 本会は、前項の申出手数料が納入されなかった場合には、紛争仲介の申出がなかったものとし

て取り扱う。 

３ 本会は、第１項により納入された申出手数料については、誤って納入された場合を除き、返還

しない。 

４ 申出手数料の納入は、本会が指定する口座への振込によって行う。この場合において、振込手

数料は、振込を行う者の負担とする。 

 

第 ２ 節   紛争仲介の手続き 

（標準手続き期間） 

第11条 本会は、紛争仲介の申出を受理した日から起算して４か月以内に紛争仲介の手続きを終了

するよう努めるものとする。 

 

（紛争仲介の手続きの主宰者） 

第12条 紛争仲介は、紛争仲介の申出のあった紛争について、規則に基づき会長が指名した担当

あっせん・調停委員１人が行う。 

２ 担当あっせん・調停委員は、当事者の一方が申出をしたとき又は担当あっせん・調停委員が必

要と認めたときは、調停を行うことができる。 

３ 本会は、第１項の規定にかかわらず、当事者の一方が申出をしたとき又は担当あっせん・調停

委員が必要と認めたときは、第２回目以降の期日において、規則に基づき会長が指名した担当

あっせん・調停委員３人によるあっせん・調停委員会を組織して紛争仲介を行わせることができ

る。 

４ 本会は、規則に基づき担当あっせん・調停委員が指名されたときは、速やかにその氏名を当事

者双方に通知する。 

 

（答弁書の提出） 

第13条 第７条第２項の規定により申出書の写しの交付を受けた顧客又は会員等は、遅滞なく、当

該申出に対する答弁又は抗弁の要点を明らかにした細則に定める様式による答弁書を細則に定め

る部数、本会に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、当該顧客は、当該答弁又は抗弁に関する証拠書類その他参考資料がある

ときには、その原本の写し又は謄本等の資料を本会に提出することができる。 

３ 第１項の場合において、当該会員等は、当該答弁又は抗弁に関する証拠書類その他参考資料が

あるときは、その原本の写し又は謄本等の資料を本会に提出することができる。ただし、当該証

拠書類のうち、法その他の関係法令、本会の規則及び会員等の社内規則（商品先物取引業務に関

する規則第18条第１項（平成３年10月２日制定）に基づき制定されたものをいう。）に基づき作

成又は取得し保存が義務付けられているものについては、本会に提出しなければならない。 

４ 本会は、申出人である顧客又は会員等に対し、前３項に基づき提出された答弁書の写し１通を
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簡易書留郵便又はこれに準ずる方法により交付する。 

 

（事情聴取） 

第14条 担当あっせん・調停委員等は、期日を定めて当事者の出席を求め、事情を聴取することが

できる。この場合において、紛争仲介の期日は、当事者双方の出席がなければ開催できないもの

とする。ただし、担当あっせん・調停委員等がやむを得ない事由があると認めた場合にはこの限

りではない。 

２ 当事者が前項の期日の変更を申請するときは、当該期日の３営業日前までに本会に通知して、

これを行わなければならない。 

３ 第１項の規定により出席を求められた当事者は、自ら出席しなければならない。ただし、担当

あっせん・調停委員等がやむを得ない事由があると認めた場合には、担当あっせん・調停委員等

の許可を受けて代理人を出席させ又は代理人若しくは補佐人とともに出席することができる。 

４ 担当あっせん・調停委員等は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。 

５ 担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介に必要があると認めたときは、利害関係を有しない者

から参考意見を聴取することができる。 

 

（期日手数料の納入） 

第15条 当事者は、前条第１項に規定する紛争仲介の期日が開催された場合には、当該期日の開催

後10日以内に、細則に定める期日手数料を本会に納入しなければならない。 

２ 本会は、前項の期日手数料が納入されなかった場合には、紛争仲介を打ち切ることができる。 

３ 第10条第３項及び第４項の規定は、期日手数料について準用する。 

 

（紛争仲介に必要な調査等に係る措置） 

第16条 担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介に必要があると認めるときは、自ら又は本会の職

員をして次に掲げる措置をとることができる。 

⑴ 当事者に対し、紛争仲介に必要な帳簿又は書類その他の資料の提出及び説明を求め、又はこ

れらについて実地調査を行うこと。 

⑵ 鑑定人を委嘱して、必要と認める鑑定を行わせること。 

⑶ その他必要な調査を行うこと。 

２ 当事者は、前項の規定による措置がとられたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。 

 

（調停案の提示） 

第17条 担当あっせん・調停委員等は、第14条に基づき事情聴取等を行った上で、紛争の解決に資

するために適当と認めたときは、調停案を作成し、これを当事者双方に回答期限を定めた文書を

もって提示してその受諾を勧告するものとする。 

２ 本会は、次に掲げる場合を除き、会員等が正当な理由なく同項の回答期限を経過し又は調停案

の受諾を拒否したときは、当該会員等に対し調停案の受諾について定款第61条に基づき必要な指

示をするものとする。 

⑴ 顧客が当該調停案を受諾しないとき。 

⑵ 顧客が当該調停案を受諾したことを会員等が知った日から１月を経過する日までに、会員等

から当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられていないとき。 

⑶ 顧客が当該調停案を受諾したことを会員等が知った日から１月を経過する日までに、当該紛

争仲介が行われている紛争について、当事者間において当該調停案によらずに和解が成立した

とき。 

３ 前項第２号の場合の会員等からの訴訟の提起は、同号に規定する１月を経過する日までに、
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当該調停案により支払うべき金銭を本会に預託した上で行わなければならない。 

４ 本会は、前項の規定に基づく預託金を、同項の訴訟に係る第１回の口頭弁論が行われた後に、

会員等からの申出により会員等に返還する。 

 

 

第 ３ 節   紛争仲介の手続きの終結 

（紛争仲介の打切り） 

第18条 担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介中の紛争が次の各号の一に該当するときは、当事

者間に和解が成立する見込みがないものとして、その紛争仲介を打ち切るものとする。 

⑴ 一方の当事者が和解をする意思がないことを明確にしたとき。 

⑵ 直ちに和解が成立する見込みがなく、かつ、紛争の性質や紛争の当事者の置かれた事情にか

んがみて、紛争仲介を継続することが、当該当事者に対し、和解の成立により獲得することが

期待される利益を上回る不利益を与える蓋然性があるとき。 

⑶ 一方の当事者が正当な理由なく、３回以上又は連続して２回以上仲介の期日に欠席したとき。 

⑷ その他担当あっせん・調停委員等が和解が成立する見込みがないものと認めたとき。 

２ 前項の規定のほか、担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介中の紛争が次の各号の一に該当す

るときも、その紛争仲介を打ち切ることができる。 

⑴ 申出に重大な虚偽が認められたとき。 

⑵ 顧客が紛争仲介中の紛争について、裁判所、弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関に

対し、訴訟、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きの利用を申し立てたとき。 

⑶ 会員等が前条第２項第２号に規定する訴訟を提起したとき。 

⑷ 紛争仲介を行うに適当でない重要な事実が認められたとき。 

⑸ 申出人である顧客が正当な理由なく紛争仲介に協力しないとき。 

３ 担当あっせん・調停委員等は、前２項に基づき紛争仲介を打ち切るときは、当事者双方に対し、

その旨及び打切り日を記載した書面を作成し、簡易書留郵便又はこれに準ずる方法により通知す

る。 

 

（紛争仲介の申出の取下げ） 

第19条 申出人である顧客は、いつでも、細則に定める様式による取下書を本会に提出することに

より、紛争仲介の申出を取り下げることができる。 

２ 本会は、前項の規定により紛争仲介の申出の取下げが行われたときは、その旨を相手方である

会員等に通知する。 

３ 会員等は、当該会員等が紛争仲介を申し出た紛争については、顧客が紛争仲介の取下げに同意

したことを証する細則に定める様式による取下同意書を提出しなければ、その申出を取り下げる

ことができない。 

４ 申出人が紛争仲介中の紛争について、裁判所、弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関に

対し、訴訟、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きの利用を申し立てようとするときは、申出

人は、その提起又は申立ての前に紛争仲介の申出を取り下げなければならない。 

 

（和解契約書の写しの提出） 

第20条 担当あっせん・調停委員等が紛争仲介した紛争で、当事者間において和解が成立し又は調

停案の受諾により解決したときは、当事者は和解契約書を作成し、会員等は当該和解契約書の写

し１通を本会に提出しなければならない。 

 

（紛争仲介の手続きの非公開） 
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第21条 紛争仲介の手続きは、非公開とする。 

 

（制 裁） 

第22条 本会は、会員等が第17条第２項に規定する指示に従わないとき又は第20条に規定する和解

契約書に定める事項を遵守しないときは、当該会員に対し、定款第55条に基づき制裁する。 

 

 

第 ３ 章    雑     則 

（紛争の未然防止） 

第23条 本会及び会員等は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し原因を究明のうえ、今後類似の紛

争が発生しないよう未然の防止に努めるものとする。 

 

（指導又は勧告） 

第24条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し、会員等の行う商品先物取引業務（定款第３

条第１項第５号に定める業務をいう。以下この規程において同じ。）に関し不適正な行為があっ

た等の疑義がある場合には、これを調査し、必要に応じ、会員に対し指導又は勧告を行うものと

する。 

 

（制 裁） 

第25条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し、会員等に制裁規程に定める制裁の対象行為

に該当する事実が認められる場合には、同規程に基づき所要の措置を講ずるものとする。 

 

（会員等への周知） 

第26条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に係る事情及び仲介の結果等について、顧客の秘密

に関する事項を除き、その概要を会員等に周知するものとする。 

 

（商品取引所への協力要請） 

第27条 本会は、紛争仲介の円滑な実施を図るため、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な

協力を求めることができる。 

 

（商品取引所等への協力） 

第28条 本会が紛争仲介を行った紛争について商品取引所その他本会が適当と認める相談機関（以

下本条において「商品取引所等」という。）に申出が行われた場合において、当該紛争に関し、

当該商品取引所等から要請があったときは、当該事案の顛末を口頭又は書面により通知するもの

とする。 

２ 本会は、商品取引所等から紛争処理状況及びその結果等について照会があったときは、これに

協力するものとする。 

３ 本会は、農林水産大臣及び経済産業大臣から紛争処理状況及びその結果等について報告を求め

られたときは、これに協力するものとする。 

 

（商品取引所等との連携） 

第29条 本会は、紛争仲介業務の円滑な運営を図るため、商品取引所その他の機関と連携を図るも

のとする。 

 

（書類の送達等） 
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第30条 紛争仲介の手続きに関する書類は、本会が当事者の住所（当事者が特に指定した場合には

当該住所）に送達する。 

２ 紛争仲介の手続きに必要な通知は、第７条第２項、第８条第２項、第13条第２項及び第18条第

３項に定める場合を除き、普通郵便、電話、ファクシミリ、又は電子メールにより行う。 

 

（記録の作成及び保存） 

第31条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に係る事情及び紛争仲介の経過等に関する記録を作

成し、紛争仲介の手続きが終了した日から10年間保存する。 

 

（紛争仲介の手続きのために提出された資料の取扱い） 

第32条 本会は、紛争仲介の手続きにおいて当事者双方から提出された資料を当該手続きが終了し

た日から10年間保存する。 

２ 当事者は、前項の期間内に限り、細則に定める様式による閲覧・謄写申請書を本会に提出する

ことにより、その提出した資料について、費用を支払って閲覧又は謄写することができる。 

 

（秘密保持） 

第33条 本会の役員、担当あっせん・調停委員、職員その他紛争仲介の手続きに関与する者は、正

当な理由なく、紛争の処理に関し知り得た秘密を他に漏らし、及び盗用してはならず、また、紛

争の処理に関し知り得た情報を、本会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。その

職を退いたのちも同様とする。 

２ 本会は、秘密保持を適切に行うため、秘密の安全管理のための組織的、物理的、技術的な必要

かつ適切な措置を実施する。 

 

（細則の制定） 

第34条 本会は、この規程の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

附     則 

 

１ この規程は、主務大臣の認可のあった日又は改正商品取引所法の施行の日のいずれか遅い日

（平成11年４月１日）から施行する。 

２ 本会の改組前である社団法人日本商品取引員協会の苦情処理規程第７条第１項第１号の規定に

より処理を終了した苦情又は同規程第８条の規定により申出を却下又は処理を中途で打ち切った

苦情は、この規程第６条第１号に定める苦情に該当するものとみなす。 

 

 

附     則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成17年５月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第１条及び第23条を改正。 
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附     則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法

律第５条に基づく法務大臣の認証を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

（※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。） 

 

 

附     則 

 

１ この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成22年４月１日のいずれか遅い日から施

行する。 

２ 施行日以前に本会が受理した紛争仲介に係る申出について、当該申出に係る紛争仲介の手続き

が施行日以降に行われる場合にあっては、会員に限り第15条（期日手数料の納入）の規定を適用

するものとする。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附     則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年１月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附     則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成24年４月１日のいずれか遅い日（平成25

年2月28日）から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第17条及び第18条を改正。 

 

 

附     則 

 

 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日（平成27年４月24日）から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １ 第１条、第11条、第13条第１項及び第２項、第33条第２項を改正。 

 ２ 第13条第２項を第13条第４項に繰り下げ、第13条第２項及び第３項を新設。第21条を削除し、

第22条から第35条を第21条から第34条に繰り上げ 
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紛 争 処 理 規 程 に 関 す る 細 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、紛争処理規程（以下「規程」という。）第34条の規定に基づき、規程の施行

に関し必要な事項を定める。 

 

（紛争仲介を行うに適当でない場合の解釈） 

第２条 規程第７条第１項第６号に規定する本会が紛争仲介を行うに適当でないと認めるときは、

次のとおりとする。 

⑴ 商品取引所の市場管理等の制度上の処理に係るものであるとき。 

⑵ 慰謝料の付加の要求に係るものであるとき。 

⑶ 会員等若しくはその役職員等の制裁・処分の要求に係るものであるとき。 

⑷ その他請求の内容が先物取引における経済的損失に関するものではないものなど本会が適当

でないと認めるとき。 

 

（答弁書の部数） 

第３条 規程第13条第１項の規定に基づき提出する紛争仲介に係る答弁書の部数は、正本１通及び

その写し３通とする。 

 

（やむを得ない事由の解釈） 

第４条 規程第14条第１項ただし書き及び第３項ただし書きに規定するやむを得ない事由は、次の

とおりとする。 

⑴ 当事者の身体に事故又は病気があるとき。 

⑵ 当事者の往来が自由ならざる状況にあるとき。 

⑶ その他担当あっせん・調停委員等が認めたとき。 

 

（受諾拒否の正当な理由） 

第５条 規程第17条第２項に規定する会員等が調停案の受諾を拒否できる正当な理由は、次のとお

りとする。 

⑴ 調停案の作成以前に判明しなかった事実又は発見されなかった証拠が、調停案の作成後にお

いて新たに判明し又は発見された場合であって、その判明又は発見が調停案の作成に重大な影

響を与えるものであり、かつ、それらの遅延がやむを得ないと認められるとき。 

⑵ 調停案の作成後において、当該事案に係る調停を行った担当あっせん・調停委員に当該事案

についての特別の利害関係の存在が判明したとき。 

 

（紛争仲介を行うに適当でない重要な事実の解釈） 

第６条 第２条の規定は、規程第18条第２項第３号に規定する紛争仲介を行うに適当でない重要な

事実の解釈について準用する。 

 

（会員に周知する内容） 

第７条 規程第26条に規定する会員に周知する内容は、次のとおりとする。 

⑴ 紛争仲介の申出内容 

⑵ 紛争発生に至った主たる原因 
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⑶ 紛争当事者双方の主張及び争点 

⑷ 紛争仲介の経過及び結果 

⑸ その他本会が特に必要と認めた事項 

 

（適当と認める相談機関） 

第８条 規程第28条第１項に規定する本会が適当と認める相談機関は、次のとおりとする。 

⑴ 国に設置される相談機関 

⑵ 国民生活センター 

⑶ 地方公共団体に設置される消費生活センター 

⑷ その他本会が特に認めた相談機関 

 

（申出手数料） 

第９条 規程第10条第１項に規定する申出手数料の額は、別紙１のとおりとする。 

 

（期日手数料） 

第10条 規程第15条第１項に規定する期日手数料の額は、別紙２のとおりとする。 

 

（申出書の様式） 

第11条 規程第６条第１項に規定する申出書の様式は、別紙３のとおりとする。 

 

（申出に係る同意書の様式） 

第12条 規程第６条第４項に規定する同意書の様式は、別紙４のとおりとする。 

 

（申出同意の撤回届出書の様式） 

第13条 規程第６条第６項に規定する撤回届出書の様式は、別紙５のとおりとする。 

 

（答弁書の様式） 

第14条 規程第13条第１項に規定する答弁書の様式は、別紙６のとおりとする。 

 

（取下書の様式） 

第15条 規程第19条第１項に規定する取下書の様式は、別紙７のとおりとする。 

 

（取下同意書の様式） 

第16条 規程第19条第３項に規定する取下同意書の様式は、別紙８のとおりとする。 

 

（閲覧・謄写申請書の様式） 

第17条 規程第32条第２項に規定する申請書の様式は、別紙９のとおりとする。 

 

 

附     則 

 

 この細則は、規程の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 
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附     則 

 

 この改正は、平成12年４月12日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第６条から第９条を第７条から第10条に繰り下げ、第６条を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第６条第１項を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成19年９月30日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第６条第１号及び第２号を改正。第６条第３号及び第４号を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成20年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第６条第４項を改正。第11条を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、主務大臣の認可のあった日又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

（※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。） 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 



 - 210 - 

 

附     則 

 

この細則の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年１月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成24年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １ 第５条を削除し、第６条から第18条を第５条から第17条に繰り上げ。 

 ２ 別紙３（細則第12条関係）を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、主務大臣の認可のあった日（平成27年４月24日）から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １ 第７条、第８条及び第12条から第17条を改正。 

 ２ 第11条を削除し、第12条から第17条を第11条から第16条に繰り上げ。第17条を新設。 

 ３ 別紙３を削除し、別紙４から別紙９を別紙３から別紙８に変更。別紙９を新設。 
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別紙１（細則第９条関係） 

 

 

申出手数料 

 

【申出人負担】 

 

     一律 10,000円 

 

 

 

 

別紙２（細則第 10条関係） 

 

 

期日手数料 

 
【期日第 1回分は会員等負担、期日第 2回以降分は当事者折半】 

 

期日第 1回分        50,000円 

期日第 2回以降分      30,000円 （各自 15,000円負担） 
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別紙３（細則第 11 条関係） 
平成  年  月  日 

 

紛 争 仲 介 の 申 出 書 
 
日本商品先物取引協会 御中 
 
下記の紛争について、紛争仲介をお願いいたします。 
なお、貴協会に紛争仲介をお願いするについては、紛争処理規程等関係規則に従い、信義を

重んじ、誠実に紛争の解決に努力いたします。 
 

記 
 
１．申出年月日   平成    年    月    日 
 
２．申出人 

 
(１）氏名又は商号等 
   （代表者名） 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
                印 

 
 

年 齢 

 
 

歳 

 
(２) 職 業 

 
 
 

 
(３) 住所又は所在地 〒 

 
(４) 連絡先 

℡（     ）     －        〔 自 宅 〕 
 
℡（     ）     －        〔     〕  

 
３．紛争の相手方 ＊紛争の相手方が商品先物取引仲介業者にあっては、会員である所属商品先物取引業者

の商号等（代表者）及び住所又は所在地を点線下に記載すること。 
 
     氏名又は商号等 
(１) （代表者名） 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
                               
                               
 

 
 

 
 
(２) 住所又は所在地 

 
 
                               
                               
 
 
  

(３) 連絡先 
 
                               
                               
 
                               
 
 
 

 



 - 213 - 

４．申出の趣旨（金額及び理由を具体的にお書きください） 
 
(１) 金銭的な解決                  円 
 
 
 
(２) 上記金額の根拠、理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
５．紛争の経過及び事情等（出来るだけ詳しく記入ください。下欄に書ききれない場合は、別

紙〔Ａ４サイズ〕に記入のうえ、ご提出ください） 
 (１) 紛争の原因となった事柄を具体的に（いつ、勧誘・取引・決済のどの段階で、どういっ

た点が問題となっているのか）お書きください 
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 (２) これまでの話合いの状況 
（協会への申出前に相手方にクレームをつけたことがあれば記入） 

年 月 日 会員等商号等、相手の氏名及び役職 

 

 

 

内 容 

 
 
 
 

 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

 
 
 
 

 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

 
 
 
 

 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

 
 (３) 事実関係についての主張の対立点（上記(２)の当事者双方の話し合いなどで、相手方と

対立している点はどこかを具体的にお書き下さい） 
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６．取引の状況について 
 (１) 取引の経緯等（必ずお書き下さい） 

 
①取引期間 

 
平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

②担当外務員の氏名 
（会員等商号等・営業

所・役職） 

 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
 

 
③商品デリバティブ

取引の種類及び 
投下資金の状況 

・国内商品市場取引（取引所名：     ）（商品名      ） 

・外国商品市場取引（取引所名：     ）（商品名      ） 

・店頭商品デリバティブ取引〔CFD・スワップ・その他〕（商品名     ） 

 入金額                 円 

 出金額                 円 

 損 益                 円 
 

④本会の紛争仲介 
 制度を知った経緯 

１．委託のガイドを見て 

２．別機関より紹介をうけて（紹介者名：          ） 

３．その他（           ） 
 
 (２) 本件取引以前の取引の経験等（「有」の場合は、必要事項を具体的にお書きください） 

①商品デリバティブ

取引の経験 
１．有〔国内商品市場取引・外国商品市場取引・店頭商品デリバティブ取引〕 

  （取引所名：         ）（商品名：       ）

（会員等名      ：  年  月  日～  年  月  日） 
 
    入金額                円 

    出金額                円 

    損 益                円 
 
２．無 
 

②株式等の経験 １．有（種類     ：  年  月  日～  年  月  日） 
 
２．無 
 

 
７．証拠（添付）書類一覧 

  

  

  

（注）ご提出頂く際には、必ずそのコピーをお送り頂き、原本はお手元にて保管してください。 

以 上 
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別紙４（細則第 12 条関係） 
平成  年  月  日 

 

同 意 書 
 
 
日本商品先物取引協会 御中 
 
 
下記の紛争について、申出人である会員等が貴協会に紛争仲介を申し出ることに同意します。 
なお、紛争仲介をお願いするについては、紛争処理規程等関係規則に従い、信義を重んじ、

誠実に紛争の解決に努力いたします。 
 
     (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
１．(１) 氏 名                    印 
 
 
  (２) 住 所                                  
 
 
  (３) 連絡先  ℡（     ）    － 
 
 
２．同意した日  平成   年   月   日 
 
 
３．申出人である会員等の商号又は名称                        
 
 
４．紛争の内容 

 

 

 

 

 

以 上 
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別紙５（細則第 13 条関係） 
平成  年  月  日 

 

同 意 の 撤 回 届 出 書 
 
 
日本商品先物取引協会 御中 
 
 
下記の紛争について、申出人である会員等が貴協会に紛争仲介を申し出ることに同意してお

りましたが、今般その同意を撤回することとしましたので、この旨届け出ます。 
 
 
    (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
１．(１) 氏 名                    印 
 
 
  (２) 住 所                                  
 
 
  (３) 連絡先  ℡（     ）    － 
 
 
２．同意を撤回した日  平成   年   月   日 
 
 
３．申出人である会員等の商号又は名称                        
 
４．同意を撤回する理由（特段の理由がある場合に記載してください） 

 

 

 

 

 

以 上 
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別紙６（細則第 14 条関係） 
平成  年  月  日 

 

答 弁 書 
 
日本商品先物取引協会 御中 

 
相手方の 
氏名又は商号等               

 
 
 当方を相手方として紛争仲介の申出が行われた事案について、下記のとおり答弁いたします。 

 
記 

 
 
 １．(１) 申出人の氏名又は商号等                  
 
   (２) 住 所                                  
 
   (３) 申出受付番号  ＮＯ．００－０００－００００     
 
 ２．申出の趣旨に対する答弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ３．紛争の経過及び事情等に対する答弁（別紙〔Ａ４サイズ〕に記載のうえ提出） 
 
 ４．証拠書類（添付書類） 

 
 
 
 

以 上 
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別紙７（細則第 15 条関係） 
 

平成  年  月  日 
 
 

取 下 書 
 
 
日本商品先物取引協会 御中 
 
                   申出人の 

               氏名又は商号等               印 
 
                   〔代表者名〕                 
 
 
 貴協会に紛争仲介を申し出ておりました下記事案について、下記の理由により取下げいたし

ます。 
 

記 
 
 
  １．申出年月日     平成   年   月   日 
 
  ２．申出受付番号    ＮＯ． ００－０００－００００ 
 
  ３．申出人の氏名又は商号等                     
 
  ４．相手方の氏名又は商号等                     
 
  ５．取下げの理由 

□ 裁判所へ訴訟を提起することとしたため。 

□ 裁判所へ民事調停を申し立てることとしたため。 

□ 弁護士会へ仲裁を申し立てることとしたため。 

□ 商品取引所へあっせんを申し立てることとしたため。 

□ その他の紛争解決機関へ紛争の解決を申し立てることとしたため。 

□ その他の理由 

（                                 ） 
 

以 上 
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別紙８（細則第 16 条関係） 
平成  年  月  日 

 
 

取 下 同 意 書 
 
 
日本商品先物取引協会 御中 
 
 
                 相手方である 
                 顧客の氏名又は商号等                
 
                 住所又は所在地                   
  
 
 
 貴協会に紛争仲介の申出があった下記事案について、申出人である会員等の申出の取下げに

同意します。 
 
 

記 
 
 
 １．申出年月日     平成   年   月   日 
 
 
 ２．申出受付番号    ＮＯ．  ００－０００－００００ 
 
 
 ３．申出人である会員等の商号等                    

 
 
 
 

以 上 



 - 221 - 

別紙９（細則第 17 条関係） 
 

平成  年  月  日 
 

閲 覧 ・ 謄 写 申 請 書 
 
日本商品先物取引協会 御中 
 
                 申請人の 

             氏名又は商号等               印 
 
                 〔代表者名〕                 
 
 紛争仲介の資料として貴協会に提出した資料について、閲覧又は謄写申請いたします。 
 

記 
 
  １．紛争仲介申出年月日     平成   年   月   日 
 
  ２．紛争仲介受付番号      ＮＯ． ００－０００－００００  
 
  ３．相手方の氏名又は商号等                    
 
  ４．閲覧又は謄写の別  ※ 該当するものを○で囲んで下さい。 

〔  閲 覧 ・ 謄 写 ・ 両 方 〕 
   

５．申請をする資料 
□ 口座設定申込書 

   □ 約諾書 
   □ 証拠金預り証 
   □ 売買報告書及び売買計算書 
   □ 残高照合通知書 
   □ その他 

（                                ） 
 

以 上 
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あっせん・調停委員会規則 

 

 

第 １ 章  総   則 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第47条第３項に基づき、あっせん・調停委員会の構成及び運営等に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（あっせん・調停委員会の委員の委嘱） 

第２条 あっせん・調停委員会の委員（以下「委員」という。）は、先物取引について学識経験を

有する法律専門家等（本会が細則に定める委員の選任要件に合致する者に限る。）のうちから、

理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし、本会が細則に定める委員の欠格事由に該当する者に

委嘱することはできない。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 増員により委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、現任者の残任期間とする。 

４ 委員は、その任期が満了した際においても、その後任の委員が選任されるまでは、その職務を

行うものとする。 

５ 委員の報酬は、理事会の議決により定める。 

 

（委員の身分） 

第３条 会長は、前条第１項に基づき委員を委嘱した者が細則に定める委員の欠格事由に該当する

こととなったときは、その委嘱を解かなければならない。 

２ 前項の場合を除き、委員はその委嘱を解かれることはない。 

 

（担当あっせん・調停委員の独立性） 

第４条 担当あっせん・調停委員は、法令、紛争処理規程（以下「規程」という。）及びこの規則

に従い、独立して、公正かつ迅速な処理を行わなければならない。 

２ 本会の役職員、会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の役職員そ

の他担当あっせん・調停委員以外の者は、前項に規定した担当あっせん・調停委員の業務を妨げ

てはならない。 

 

 

第 ２ 章  担当あっせん・調停委員 

（担当あっせん・調停委員の指名） 

第５条 担当あっせん・調停委員は、第２条により委嘱した委員（弁護士法（昭和24年法律第205

号）第４条又は第５条の資格を有する者に限る。）のうちから、事案ごとに規程第13条第１項に

定める答弁書が提出されたのち、遅滞なく会長が指名する。 

２ 会長は、担当あっせん・調停委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、他の委員を指名し補充し

なければならない。 

３ 前２項の場合において、会長は、当該事案について特別の利害関係を有する委員を指名するこ

とはできない。 
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第 ３ 章  あっせん・調停委員会 

（あっせん・調停委員会の構成等） 

第６条  会長は、規程第 12条第３項の規定によりあっせん・調停委員会（以下「委員会」とい

う。）を組織するときは、遅滞なく、第２条により委嘱した委員のうちから、前条第１項により

指名したあっせん・調停委員のほか２人（うち１人は、弁護士法第４条又は第５条の資格を有す

る委員に限る。）を、委員会を構成する担当あっせん・調停委員として指名する。 

２ 会長は、委員会を構成する担当あっせん・調停委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、他の委

員を指名しなければならない。 

３ 前各項の場合において、会長は、当該事案について特別の利害関係を有する委員を指名するこ

とはできない。 

 

（委員長） 

第７条 委員会に委員長１人を置く。 

２ 委員長は、担当あっせん・調停委員のうちから会長が指名する。 

３ 委員長は、会議の議長となり、紛争仲介手続きを指揮する。ただし、委員長が欠け又は事故あ

るときは、他の担当あっせん・調停委員がその職務を行い又は代理する。 

 

（委員会の招集等） 

第８条 委員会は、委員長が随時招集する。 

２ 委員会は、担当あっせん・調停委員全員の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の意思決定は、担当あっせん・調停委員の合議による。 

 

 

第 ４ 章  雑   則 

（細則の制定） 

第９条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

附        則 

 

 この規則は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成18年11月16日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第５条第１項及び第２項を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条に基づく法務大臣の認証を受

けた日から施行する。 
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（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 

（※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。） 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  １．第２章「あっせん委員」を「担当あっせん・調停委員」に、第３章「調停委員会」を「あ

っせん・調停委員会」に、第４章「業務運営小委員会」を「雑則」とする。 

  ２．第４条第１項、第２項、第５条第１項、第２項、第６条第１項、第３項、第４項、第７条

第２項、第３項、第８条第２項及び第３項を改正。 

  ３．第６条第２項を削除し、第３項及び第４項を第２項及び第３項に繰上げ。 

  ４．第９条及び第10条を削除し、第11条を第９条に繰上げ。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  第１条、第４条第２項を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成24年９月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  第１条、第７条第３項を改正。 
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あっせん・調停委員会規則に関する細則 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、あっせん・調停委員会規則（以下「規則」という。）第９条の規定に基づ

き、規則の施行に関し必要な事項を定める。 

 

（あっせん・調停委員会の委員の選任要件） 

第２条 規則第２条第１項に規定するあっせん・調停委員会の委員の選任要件に合致する者は、次

のとおりとする。 

⑴ 弁護士法第４条又は第５条の資格を有し、紛争解決業務に５年以上従事した実績を有する者 

⑵ 商事法関連分野の法律学者として５年以上の経験を有する者 

⑶ 商品取引所又は商品取引関係団体等に10年以上従事した実績を有する者その他先物取引につ

いて専門的知識及び経験を有する者として本会が認めるもの 

 

（あっせん・調停委員会の委員の欠格事由） 

第３条 規則第２条第１項ただし書きに規定するあっせん・調停委員会の委員の欠格事由は、次の

とおりとする。 

⑴ 過去５年にわたり商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者（法人である者に限る。）の

役員、顧問若しくは評議員となり、直接又は間接に当該業者の経営に参加し、当該業者から反

対給付を受け、若しくは当該業者に投資し、又は商品デリバティブ取引等に係る紛争に関与し

たことがある者 

⑵ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 

⑶ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から

５年を経過しない者 

⑷ 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

⑸ 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 

⑹ 弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（昭和 61 年法律第 66

号）の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から３年を

経過しない者 

⑺ 公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）、税理士法（昭和 26 年法律第 237 号）又は司法書

士法の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は

司法書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない者 

 

（特別利害関係事案） 

第４条 規則第５条第３項及び第６条第３項に規定する特別の利害関係を有する委員は、次の各号

の一に該当する者とする。 

⑴ 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、当事者であるとき、又は当事者と共同権

利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 

⑵ 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、当事者の四親等内の血族、三親等内の姻

族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 

⑶ 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者、又はその四親等内の血族若しくは三親等内

の姻族若しくは同居の親族が法人である当事者の役員、代理人、顧問若しくは使用人であり、

又はあったとき。 
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⑷ 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が法人である当事者の発行済株式総数、出資

口数の総数又は出資価額の総額の相当数又は相当額の株式又は出資を所有するとき。 

⑸ 委員が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であると

き。 

⑹ 委員が当該事案について証人又は鑑定人となったとき。 

⑺ 委員が当事者の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。 

⑻ 委員が当事者から役務の提供により収入を得ているとき、又は得ないこととなった日から３

年を経過しないとき。 

⑼ 委員が当事者と顧問契約を締結しているとき。 

⑽ その他会長が特別な利害関係を有するものと認めるとき。 

 

 

附        則 

 

 この細則は、規則の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成13年１月24日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第３条第２号を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第３条第１号を改正。 

 

 

附        則 

 

 この改正は、平成18年11月16日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第５条を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条に基づく法務大臣の認証を受

けた日から施行する。 

（注１）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 
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（※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５

条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。） 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成22年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  １．第１条、第２条、第３条及び第４条を改正。 

  ２．第５条及び第６条を削除。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第３条第１号、第６号、第７号及び第４条第７号を改正。 

２．第４条第８号及び第９号を第９号及び第10号に繰り下げ、第８号を新設。 
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協会運営関係 
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定     款 

 

 

第 １ 章  総   則 

（名 称） 

第 １条  本会 は、日 本商 品先物 取引 協会（ 英文 名  The Commodity Futures Association of 

Japan）という。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、事務所を東京都中央区に置き、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くこと

ができる。 

 

（定義） 

第３条 この定款における用語は次の各号の定めるところによる。 

⑴ 商品デリバティブ取引等 商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」という。）第

２条第22項各号に掲げる行為をいう。 

⑵ 委託者等 法第２条第22項各号に掲げる行為の相手方をいう。 

⑶ 商品先物取引業者 法第２条第23項に定める商品先物取引業者をいう。 

⑷ 商品先物取引仲介業者 法第２条第29項に定める商品先物取引仲介業者のうち、第８条に規

定する会員を所属商品先物取引業者として主務大臣に届け出た商品先物取引仲介業者をいう。 

⑸ 商品先物取引業務 法第200条第１項各号に定める行為に係る業務をいう。 

⑹ 顧客 前号の行為の相手方をいう。 

２ 前項各号に定めのない用語は、法、商品先物取引法施行令、商品先物取引法施行規則において

使用する用語の例による。 

 

（組織及び人格） 

第４条 本会は、法第190条第１項の規定により主務大臣の許可を受けた商品先物取引業者をもっ

て組織し、法第245条の規定により主務大臣の認可を受ける法人とする。 

 

（目 的） 

第５条 本会は、会員及び商品先物取引仲介業者の行う商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑な

らしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。 

 

（事 業） 

第６条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。 

⑴ 会員又は商品先物取引仲介業者が商品先物取引業務を行うに当たり、法その他の関係法令を

遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の事業 

⑵ 会員又は商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引業務に関し、顧客の保護を図るために必

要な会員に対する指導、勧告その他の事業 

⑶ 会員に対する監査 

⑷ 法その他の関係法令又は本会の定款等に違反した会員に対する制裁 

⑸ 会員又は商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引業務に関する顧客からの苦情の解決 

⑹ 商品デリバティブ取引等に関して会員間又は会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との

間に生じた紛争を解決するためのあっせん及び調停 
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⑺ 法第206条第１項（法第240条の11の規定により準用される場合を含む。）の規定に基づき、

主務大臣から委任された外務員の登録に関する事務 

⑻ 外務員資格試験の実施 

⑼ 会員の役員及び使用人並びに商品先物取引仲介業者の役員及び使用人（個人である商品先物

取引仲介業者を含む。）に対する研修等その資質の向上を図る事業 

⑽ 会員が積み立てる商品取引責任準備金に関する事業 

⑾ 会員又は商品先物取引仲介業者の行う法第２条第15項に定める商品デリバティブ取引等に係

る損失補てん等に関する事業 

⑿ その他本会の目的を達成するために必要な事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業 

２ 本会は、営利の目的をもって事業を営んではならない。 

３ 本会は、その目的を達成するために直接必要な事業及びその事業に附帯する事業以外の事業を

営んではならない。 

 

（本会の責務） 

第７条 本会は、自主規制事業を行うに当たっては次に掲げることに留意しなければならない。 

⑴ 会員又は商品先物取引仲介業者による詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若し

くは費用の徴収その他会員の不当な利得行為を防止し、取引の信義則を助長することに努める

こと｡ 

⑵ 会員に法令及び本会の定款その他の規則を遵守するための当該会員及び当該会員を所属商品

先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、

法令又は本会の定款その他の規則に違反する行為を防止し、委託者等の信頼を確保することに

努めること。 

２ 本会は、会員の自主規制の状況、会員又は商品先物取引仲介業者の苦情・紛争処理状況等の情

報開示に努めなければならない。 

 

 

第 ２ 章  会   員 

 

第 １ 節  権利及び義務 

（会員の資格） 

第８条 商品先物取引業者は、第16条第１項の手続により本会に加入し、会員となることができる。 

 

（会員の権利義務） 

第９条 会員は、本会に対して、会員たる資格に基づき、権利を有し、義務を負う。 

２ 会員が次の各号の一に該当したときは、その会員の権利は消滅する。 

⑴ 本会を脱退し、又は本会から除名の処分を受けたとき。 

⑵ 前条に規定する会員の資格を喪失したとき。 

３ 会員の地位は、次条の規定に基づき会員たる地位を承継する場合を除き、譲渡することができ

ない。 

 

（会員たる地位の承継） 

第10条 法第225条第１項に定める合併又は分割において、主務大臣の認可を受けたときは、合併

後存続する者若しくは合併により設立された者又は分割により当該商品先物取引業を承継した者

が会員たる地位を承継する。 

２ 法第228条第１項の規定に定める事業譲渡において、主務大臣の認可を受けたときは、その譲
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受人が会員たる地位を承継する。 

３ 第１項の分割又は前項の事業譲渡が二以上の者に行われた場合においては、その会員たる地位

は、本会が商品先物取引業の主たる部分を承継した者として指定する一の者が承継する。 

 

（入会金及び会費） 

第11条 会員は、加入の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。 

２ 会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。 

３ 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。 

 

（会員代表者） 

第12条 会員は、会員の代表者として本会に対してその権利を行使する者（以下「会員代表者」と

いう。）１名を定め、定款の施行に関する規則（以下「定款施行規則」という。）の定めるところ

により、本会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

（届出及び報告） 

第13条 会員は、定款施行規則その他の規則で定める場合に該当することとなったときは、遅滞な

く、所定の様式による届出書又は報告書により、その内容を届出又は報告しなければならない。 

 

（書類の提出等） 

第14条 会員は、定款施行規則の定めるところにより、商品先物取引業務及び財産に関する書類を

本会に提出しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、本会は、必要と認めるときは、会員に対し、商品先物取引業務及び

財産に関する報告又は資料の提出を求めることができる。 

３ 会員は、前項の報告又は資料の提出の請求に応じなければならない。 

 

（情報開示） 

第15条 会員は、第52条に規定する自主規制規則により、開示すべき情報を作成し、開示しなけれ

ばならない。 

 

第 ２ 節  加入及び脱退 

（加 入） 

第16条 本会の会員になろうとする者は、定款施行規則の定める様式による入会申込書を本会に提

出し、理事会の承認を受けなければならない。 

２ 前項の入会申込書には、定款施行規則で定める書類を添付しなければならない。 

 

（加入の拒否） 

第17条 本会は、本会に加入の申請を行った者が次の各号の一に該当するときは、その加入を拒否

することができる。 

⑴ 法、法に基づく命令若しくは法に基づいてする主務大臣の処分若しくは本会若しくは商品取

引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場におけ

る取引若しくは商品先物取引業の停止を命ぜられ、又は本会若しくは商品取引所から除名若し

くは取引資格の取消しの処分を受けたことがあること。 

⑵ 前条第１項の入会申込書又はその入会申込書に添付した書類に虚偽の記載があり､又は重要

な事項について記載が欠けていること。 
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（脱 退） 

第18条 会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、本会を脱退する。 

⑴ 会員から脱退の申出があったとき。 

⑵ 会員たる資格を喪失したとき。 

⑶ 破産手続開始の決定があったとき。 

⑷ 解散したとき。 

⑸ 除名されたとき。 

２ 会員は、前項第１号に掲げる事由により脱退をしようとするときは、脱退する日の60日前まで

に、定款施行規則に定める様式による脱退届出書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければ

ならない。 

 

 

第 ３ 章  機   関 

 

第 １ 節  役  員  等 

（役員の定数） 

第19条 本会に、次の役員を置く。 

⑴ 理 事  11人以上15人以内 

⑵ 監 事  ３人 

 

（役員の選任） 

第20条 理事及び監事は、総会において、会員代表者、商品取引所及び商品先物取引業界に関係の

ある団体の役員（会員の役職員を除く。）並びに先物取引について学識経験を有する者（以下

「学識経験者」という。）のうちから選任する。ただし、学識経験者から選任される理事及び監

事の数は、それぞれ、理事及び監事の総数の過半数でなければならない。 

２ 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要

があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て、これを行うことができる。この

場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。 

３ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

４ 理事のうちから、会長１人、副会長２人以内、専務理事１人を互選する。このほか、必要に応

じ常務理事１人を互選することができる。 

 

（理事の職務） 

第21条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款並びに総会の決議に従い、本会の運営を協議し、

業務を執行する。 

２ 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、

会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 

４ 専務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の業務を総括し、あらかじめ理事会において定め

る順序により、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けた

ときはその職務を行う。 

５ 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して本会の業務を処理し、あらかじめ理事会に

おいて定める順序により、会長、副会長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、会

長、副会長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。 

６ 理事は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、
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会長、副会長、専務理事及び常務理事に事故があるときはその職務を代理し、会長、副会長、専

務理事及び常務理事が欠けたときはその職務を行う。 

 

（監事の職務） 

第22条 監事は、本会の事務を監査する。 

２ 監事は、会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は本会の事務及び財産の状況を調査

することができる。 

３ 監事は、理事が本会の目的の範囲内にない行為その他法令又は定款等に違反する行為をし、こ

れにより本会に著しい損害を生ずるおそれがある場合には、理事に対しその行為の差し止めの請

求ができる。 

４ 監事は、会長が総会に提出しようとする事業及び決算に関する書類を監査し、総会にその意見

を報告しなければならない。 

 

（任 期） 

第23条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

 

（任期満了又は辞任の場合） 

第24条 任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その責務を負う

ものとする。 

 

（解 任） 

第25条 本会は、役員が本会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由がある

ときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合には、本会は、その総

会の開催の日の14日前までに、その役員に対してその旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前

に弁明する機会を与えるものとする。 

 

（報 酬） 

第26条 会員代表者から選任された役員は無報酬とする。 

２ 前項に該当しない役員の報酬は、総会で報酬総額を議決した上で、支払うことができる。 

 

（顧 問） 

第27条 本会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、本会の業務運営に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる。 

 

（欠格条件等） 

第28条 法第15条第２項第１号イからルまでに掲げる者に該当するものは、役員になることができ

ない。 

２ 役員が法第15条第２項第１号イからルまでのいずれかに該当することとなったときは、その職

を失う。 

 

第 ２ 節  総   会 

（総 会） 
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第29条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 通常総会は、毎年１回、毎事業年度終了後３月以内に開催する。 

４ 臨時総会は、次の各号に定める場合に開催する。 

⑴ 理事会において必要と認めたとき。 

⑵ 会員総数の５分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があった

とき。 

⑶ 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見し、その報告をするため必要があると

して監事が招集したとき。 

 

（総会の招集） 

第30条 総会は、前条第４項第３号に規定する場合を除き、会長が招集する。 

２ 前条第４項第２号の規定により請求があったときは、会長はその請求があった日から30日以内

に総会を招集しなければならない。 

３ 総会の招集は、その開催の日の14日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を書面又

は電磁的方法により会員に通知しなければならない。 

 

（議決方法等） 

第31条 総会は、会員総数の過半数が出席しなければ開くことができない。 

２ 会員は、総会において、各１個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する事項につ

いては、議決権を行使することができない。 

３ 総会においては、前条第３項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決するこ

とができる。ただし、次条各号並びに第33条第３号及び第４号に掲げる事項を除き、緊急を要す

る事項については、この限りでない。 

４ 総会の議事は、第33条に規定する場合を除き、出席会員の議決権の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（議決事項） 

第32条 この定款において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なけ

ればならない。 

⑴ 定款の変更 

⑵ 解散及び残余財産の処分 

⑶ 入会金及び会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更 

⑷ 事業計画及び収支予算の決定又は変更 

⑸ 事業報告及び収支計算の承認 

⑹ 役員の選任に関する事項 

⑺ その他理事会において必要と認めた事項 

 

（特別議決事項） 

第33条 次の各号に掲げる事項は、総会において、会員総数の３分の２以上の多数による議決を必

要とする。 

⑴ 定款の変更 

⑵ 解散及び残余財産の処分 

⑶ 会員の除名 

⑷ 役員の解任 
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（書面又は代理人による議決） 

第34条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、

書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

２ 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする｡ 

３ 第１項の代理人は、その会員の役員若しくは使用人又は他の会員代表者でなければこれになる

ことができない。 

４ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。 

５ 第１項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。 

 

（議事録） 

第35条 議長は、総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 

⑴ 日時及び場所 

⑵ 会員の現在数及び出席会員数（書面議決者及び議決委任者の場合にあっては、その旨を付記

すること。） 

⑶ 議 案 

⑷ 議事の経過の概要及びその結果 

⑸ 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人２人以上

が署名押印しなければならない。 

３ 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 

 

第 ３ 節   理  事  会 

（理事会） 

第36条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。 

 

（理事会の招集） 

第37条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、財産の状況又は業務の執行について不正

の事実を発見し、その報告をするため必要があるとして監事が招集する場合は、この限りでない。 

２ 理事会の招集は、その開催の日の７日前までに、会議の日時、場所、審議事項を書面又は電磁

的方法をもって理事に通知しなければならない。 

 

（議決方法等） 

第38条 理事会は、理事総数の過半数の出席があり、かつ、学識経験者理事の過半数が出席しなけ

れば開くことができない。 

２ 理事は、各１個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する事項については、議決権

を行使することができない。 

３ 理事会の議事は、出席理事の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

（書面による議決） 

第39条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につき、

書面をもって議決権を行使することができる。 
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２ 前項の書面は、理事会の開催の日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。 

３ 第１項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。 

 

（議決事項） 

第40条 この定款において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議

し、又は決定するものとする。 

⑴ 総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。 

⑵ 総会の議決した事項の執行に関すること。 

⑶ 本会の業務を執行するための計画、組織及び管理の方法に関すること。 

⑷ 諸規程の制定又は改廃 

⑸ 会員の権利の停止若しくは制限又はその解除 

⑹ その他理事会において必要と認めた事項 

 

（書面等による理事会） 

第41条 会長は、必要があると認めるときは、理事会の会議の招集を行わず、書面その他の方法に

より理事の意見を求めることにより、理事会の決議に代えることができる｡この場合、書面以外

の方法により理事の意見を求めたときは、遅滞なく、書面によりその確認を得るものとする。 

 

（権限の委任） 

第42条 理事会は、会員に対する制裁を決定する権限の一部、会員役職員に対する指導､勧告を決

定する権限及び処分を決定する権限の一部、あっせん及び調停に関する事項､並びに外務員の登

録の事務及び外務員資格試験の実施に関する事項を、それぞれ規律委員会、綱紀委員会、あっせ

ん・調停委員会、外務員登録等資格委員会に委任することができる。 

 

（規定の準用） 

第43条 第29条第４項第２号、第31条第３項及び第35条の規定は理事会について準用する。この場

合において、これらの規定中「会員」とあるのは「理事」と、第31条第３項ただし書中「次条各

号並びに第33条第３号及び第４号」とあるのは「第40条第４号及び第５号」と読み替えるものと

する。 

 

第 ４ 節  常 設 委 員 会 

（常設委員会） 

第44条 本会に次の常設委員会を置く。 

⑴ 自主規制委員会 

⑵ 総務委員会 

２ 常設委員会は、本会の事業運営に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ又は理事会に

意見を述べることができる。 

３ 本会は、必要と認めるときは、理事会の議決により、常設委員会に専門委員会を設けることが

できる。 

４ 常設委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則をもって定める。 

 

第 ５ 節  規律委員会、綱紀委員会、あっせん・調停委員会 

及び外務員登録等資格委員会 

（規律委員会） 

第45条 本会に規律委員会を置く。 



- 237 - 

２ 規律委員会は、理事会の委任を受けて、制裁規程の定めるところにより、会員に対する制裁措

置の一部を決定する。 

３ 規律委員会の構成及び運営等に関し必要な事項は、規則をもって定める。 

 

（綱紀委員会） 

第46条 本会に綱紀委員会を置く。 

２ 綱紀委員会は、理事会の委任を受けて、自主規制規則の定めるところにより、会員の役員及び

使用人並びに商品先物取引仲介業者の役員及び使用人に対する指導、勧告を決定し、又は処分の

一部を決定する。 

３ 綱紀委員会の構成及び運営等に関し必要な事項は、規則をもって定める。 

 

（あっせん・調停委員会） 

第47条 本会にあっせん・調停委員会を置く。 

２ あっせん・調停委員会は、理事会の委任を受けて、紛争処理規程の定めるところにより、あっ

せん及び調停を行う。 

３ あっせん・調停委員会の構成及び運営等に関し必要な事項は、規則をもって定める。 

 

（外務員登録等資格委員会） 

第48条 本会に外務員登録等資格委員会を置く。 

２ 外務員登録等資格委員会は、理事会の委任を受けて、外務員の登録の事務及び外務員資格試験

等の実施に関する事項を決定する。 

３ 外務員登録等資格委員会の構成及び運営等に関し必要な事項は、規則をもって定める。 

 

第 ６ 節   特 別 委 員 会 

（特別委員会） 

第49条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決により臨時に

特別委員会を設けることができる。 

２ 第44条第２項から第４項までの規定は、特別委員会について準用する。 

 

第 ７ 節  事 務 局 等 

（事務局） 

第50条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は理事会の同意を得て会長が任命し、職員は会長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関する事項は、規則をもって定める。 

 

（書類及び帳簿の備付け） 

第51条 本会は、事務所に、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付

けておかなければならない。 

⑴ 定 款 

⑵ 財産目録 

⑶ 会員名簿 

⑷ 役職員等の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

⑸ 許可、認可等及び登記に関する書類 

⑹ 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 
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⑺ その他必要な書類及び帳簿 

 

 

第 ４ 章   自 主 規 制 

 

第 １ 節   自主規制規則等 

（自主規制規則の制定等） 

第52条 本会は、第５条の目的を達成するため、会員及び商品先物取引仲介業者並びに会員及び商

品先物取引仲介業者の役員及び使用人が行う商品先物取引業務に関し、自主規制規則を定める。 

２ 本会は、会員並びに会員及び商品先物取引仲介業者の役員及び使用人に対し、自主規制規則を

遵守するために必要と認める指導、勧告その他の措置をとることができる。 

 

第 ２ 節  監   査 

（監 査） 

第53条 本会は、第５条の目的を達成するために必要があるときは、会員に対する監査を行うもの

とする。 

２ 会員は、前項の規定に基づき本会が行う監査に応じなければならない。 

 

（監査規則） 

第54条 この定款に定めるもののほか、監査に関し、必要な事項は、監査規則をもって定める。 

 

 

第 ５ 章  制   裁 

（制 裁） 

第55条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、制裁規程及び定款施行規則に定めるとこ

ろにより、当該会員に対し、過怠金を賦課し、若しくは定款の定める会員の権利の停止若しくは

制限を命じ、又は当該会員を除名する等の措置を講ずるものとする。 

⑴ 本会の秩序を乱し、名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。 

⑵ 法、法に基づく命令又は法に基づいてする主務大臣の処分に違反する行為をしたとき。 

⑶ 本会の定款、紛争処理規程、自主規制規則その他の規則及び本会の決議事項、指導、勧告、

処分等に違反したとき。 

⑷ 取引の信義則に背反する行為をしたとき。 

⑸ 商品先物取引仲介業者が前各号に該当した場合であって、その所属商品先物取引業者である

会員が当該行為の発生を防止するのに必要な相当の注意を払わなかったとき。 

２ 本会は、会員に対する制裁を決定したときは、遅滞なく、その旨を理由を付して書面により当

該会員に通知するとともに、当該会員の商号、制裁の種類、その理由（前項第５号による制裁の

ときには原因となった商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名を含む。）を他の会員に通知

し、併せて本会の所在地において公示するものとする。 

３ 本会は、除名の決議があったときは、前項の規定に基づき公示するほか、公告するものとする。 

 

（制裁に係る調査） 

第56条 本会は、会員に対し、前条第１項の規定により本会が過怠金の賦課等の措置を講ずるため

に必要な調査を行うことができる。 

２ 会員は、前項の規定による調査があったときは協力しなければならない。 
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（制裁規程等） 

第57条 この定款に定めるもののほか、制裁に関し必要な事項は、制裁規程及び定款施行規則をも

って定める。 

 

 

第 ６ 章  紛 争 の 解 決 

 

第 １ 節   苦 情 の 解 決 

（苦情の解決） 

第58条 本会は、顧客等（以下、この条において「申出人」という。）から会員及び商品先物取引

仲介業者（以下、この章において「会員等」という。）の行う商品先物取引業務に関する苦情に

ついて解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る

事情を調査するとともに、当該会員等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求める

ものとする。 

２ 会員等は、本会から前項の規定により処理を求められたときは、申出人と速やかに連絡をとり、

誠意をもってこれに対応し、当該苦情の早期解決に努めるものとする。 

３ この定款に定めるもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、規則をもって定める。 

 

第 ２ 節  あっせん及び調停 

（紛争のあっせん及び調停） 

第59条 本会は、商品デリバティブ取引等に関して会員間又は会員等と顧客との間に生じた紛争に

ついて、当事者からあっせん又は調停の申出があったときには、あっせん又は調停を行うものと

する。 

２ 前項のあっせん又は調停の申出に係る紛争の一方の当事者となった会員等は、本会のあっせん

又は調停に参加しなければならない。 

３ 会員等は、会員等と顧客との間に生じた紛争について、本会のあっせん又は調停に応ずる旨の

顧客の同意がなければ、その申出をすることができない。 

 

（あっせん及び調停に必要な調査） 

第60条 本会は、紛争のあっせん及び調停を行う場合においては、当事者である会員等に対し、必

要な事項について調査することができる。 

２ 会員等は、前項の規定による調査があったときは協力しなければならない。 

 

（あっせん及び調停に係る措置） 

第61条 本会は、会員等に対し、あっせん及び調停を適切に行う上で必要と認められる指示、処分

その他の措置をとることができる。 

 

（商品取引所等との連携） 

第62条 本会は、あっせん及び調停の円滑な運営を図るため、商品取引所その他の機関と連携を図

るものとする。 

 

（紛争処理規程） 

第63条 この定款に定めるもののほか、紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項は、紛争処理規

程をもって定める。 
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（商品取引責任準備金） 

第64条 会員は、商品取引事故による損失に備えるため、規則の定めるところにより、商品取引責

任準備金を積み立てなければならない。 

 

 

第 ７ 章  外 務 員 の 登 録 等 

（本会による外務員の登録事務） 

第65条 本会は、法第206条第１項及び第240条の11の規定に基づき、主務大臣から委任された外務

員の登録に関する事務を行う。 

 

（会員等の外務員の登録等に関する規則） 

第66条 この定款に定めるもののほか、外務員の登録事務に関し必要な事項は、規則をもって定め

る。 

 

 

第 ８ 章  研修等及び外務員資格試験 

（研修等） 

第67条 本会は、会員の役員及び使用人並びに商品先物取引仲介業者の役員及び使用人（個人であ

る商品先物取引仲介業者を含む）の資質の向上を図るため、研修等を行うものとする。 

 

（外務員資格試験） 

第68条 本会は、外務員の資格を取得しようとする者に対し、外務員に必要と認められる知識につ

いて試験を実施する。 

 

（外務員研修・資格試験規則） 

第69条 この定款に定めるもののほか、研修等及び外務員資格試験に関し必要な事項は､規則をも

って定める。 

 

 

第 ９ 章  会計及び資産 

（事業年度） 

第70条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

 

（資産） 

第71条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

⑴ 設立当初の財産目録に記載された財産 

⑵ 入会金及び会費 

⑶ 寄付金品 

⑷ 事業に伴う収入 

⑸ 資産から生じる収入 

⑹ その他の収入 

２ 本会の資産は、総会の議決に則り、会長がこれを管理する。 

 

（経理処理規則） 

第72条 本会の資産、予算、決算その他経理に関する必要な事項は、規則をもって定める。 
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（経費の支弁の方法等） 

第73条 本会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。 

２ 毎事業年度の収支計算における収支差額については、翌事業年度に繰り越すものとする。 

 

（借入金） 

第74条 本会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額

を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。 

２ 本会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経て、資産の額を限度とし

て、長期借入金の借入れをすることができる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第75条 会長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が決定しないときは、直近に開催

される総会において収支予算が決定するまでの間、理事会の議決を経て、前年度の収支予算に準

じて収入及び支出をすることができる。 

３ 前項の収入及び支出は、当該年度の収支予算が直近に開催される総会において決定したときは、

失効するものとし、当該収入及び支出があるときは、これを当該年度の収支予算に基づいてした

ものとみなす。 

 

（監査等） 

第76条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の21日

前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。 

⑴ 法第268条第１号の事業概況報告書及び同条第３号の収支決算書 

⑵ 公益法人会計基準で定める財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書）及び附属明細書並

びに財産目録 

２ 監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなけ

ればならない。 

３ 会長は、第１項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に

備え付け、５年間一般の閲覧に供しなければならない。 

 

（特別会計の設置） 

第77条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を経て、特別の会計を設けることが

できる。 

２ 前項の会計に係る経理は、一般の経理と区別して経理しなければならない。 

 

 

第 10 章  解   散 

（解 散） 

第78条 本会は、法第262条第１項第３号及び第４号の規定によるほか、総会の議決を経て解散す

る。 

 

（解散の場合の残余財産の処分） 

第79条 本会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは､総会の議
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決を経て、かつ、主務大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の公益事業を行う者に

寄付するものとする。 

 

第 11 章  雑   則 

（認可事項） 

第80条 この定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければその効力

を生じない。 

 

（主務大臣への報告） 

第81条 会長は、毎事業年度開始の日から３月以内に、次の各号に掲げる書類を主務大臣に提出し

なければならない。 

⑴ 前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書 

⑵ 前年度末の財産目録 

⑶ 前年度の収支決算書及びその年度の収支予算書 

⑷ 前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類 

 

（主務大臣への協力） 

第82条 本会は、主務大臣から本会の業務又は財産についての報告を求められたときは､これに協

力するものとする。 

 

（秘密保持義務） 

第83条 本会の役員、顧問、常設委員会その他の委員会の委員及び職員並びにこれらの職にあった

者は、その職に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は盗用してはならない。 

 

（公告の方法） 

第84条 本会の公告は、官報又は日本経済新聞に掲載する。 

 

（定款施行規則） 

第85条 定款の施行に関し必要な事項は、定款施行規則をもって定める。 

 

（細則等） 

第86条 この定款に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な基準及び業務の執行方法につい

ては、規則をもって定める。 

 

 

附     則 

 

１ この定款は、主務大臣の設立の許可のあった日（平成３年５月１日）から施行する｡ 

２ 本会の設立当初の役員は、第14条第２項及び第５項の規定にかかわらず、設立総会で選任する

ものとし、その任期は、第16条第１項の規定にかかわらず、第１回通常総会の終了の日までとす

る。 

３ 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条第４号及び第45条の規定にかかわらず、

設立総会において定めるところによる。 

４ 本会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成４年

３月31日までとする。 
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附     則 

 

 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日（平成６年５月13日）から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

第２章会員を第２章会員及び賛助会員とする。 

第２章会員及び賛助会員を第１節会員（第６条から第13条まで）と第２節賛助会員（新設）

とに区分する。 

第２節賛助会員に第13条の２及び第13条の３を設ける。 

 

 

附     則 

 

 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日（平成９年８月28日）から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第14条第１項第２号を改正。 

 

 

附     則 

 

１ この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日又は改正商品取引所法の施行の日のいずれか遅

い日（平成11年４月１日）から施行する。ただし、第62条の規定は、理事会の議決を経て、会長

が定める日から施行する。 

２ この定款の変更後の当初の役員は、平成11年３月10日開催の第９回臨時総会で選任するものと

し、その任期は、第20条第１項の規定にかかわらず、第９回通常総会の終了の日までとする。た

だし、当初の役員については、第17条第５項規定中「副会長２人以内、専務理事１人」とあるの

は「副会長３人以内、専務理事２人以内」と読み替えるものとする。 

３ この定款の変更後の当初の役員は、第１項の規定にかかわらず、この定款の施行以前に第17条

第５項に基づく互選を行うことができる。 

 

 

附     則 

 

 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成17年５年１日のいずれか遅い日から施行

する。ただし、第５条第１項第10号及び第62条の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第３条、第４条、第５条第１項第１号、第２号、第５号、第６号、第７号、第10号、第15条

第１号、第19条第２項、第25条第１項、第２項、第51条第１項、第57条第１項、第58条第１項、

第62条、第63条及び第76条を改正。 

 

 

附     則 

 

 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日（平成18年４月28日）から施行する。 
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（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第16条第１項第３号を改正。 

 

 

附     則 

 

この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日又は改正商品取引所法の施行の日のいずれか遅い

日（平成19年９月30日）から施行する。ただし、第７条第４項、第10条及び第17条第５項の変更は、

主務大臣の認可のあった日（平成19年７月25日）から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第５条第１項第11号、第12号、第７条第４項、第10条及び第17条第５項を改正。 

 

 

附     則 

 

この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年１月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

  第３条以降を全面改正。 

 

 

附     則 

 

この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成26年５月１日のいずれか遅い日から施行

する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第76条第３項を改正。 
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定 款 の 施 行 に 関 す る 規 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第85条の規定に基づき、定款の施行に関し必要な事項を定める。 

 

（会員名簿の公開） 

第２条 本会は、会員の商号又は名称、本店の所在地及び電話番号、会員代表者の役職及び氏名、

並びに会員の行う業務の種別を記載した会員名簿を作成し、公衆の閲覧に供するものとする。 

 

（会員の権利の消滅の通知） 

第３条 本会は、定款第９条第２項の規定により、会員の権利が消滅したときは、その旨を他の会

員に通知するものとする。 

 

（会員代表者の資格要件及び届出） 

第４条 定款第12条に規定する会員代表者は、役員又はこれに準ずる者とする。 

２ 会員代表者の届出書は、様式第１号による。 

 

（届出事項） 

第５条 定款第13条に規定する届出は、別表のとおりとする。 

２ 前項の届出は、主務大臣へ届け出た書類の写しを添付して行うものとする。 

 

（報告事項） 

第６条 定款第13条に規定する報告は、次に掲げる場合にこれを行うものとする｡ 

⑴ 法第225条第１項又は第228条第１項の規定による合併、分割又は事業譲渡によって商品先物

取引業者の地位を承継したとき。 

⑵ 国内外のデリバティブに係る商品取引所又は金融商品取引所に加入、脱退若しくは取引参加

の種類を変更したとき。 

⑶ 法の規定に基づく命令、処分又は勧告を受けたとき。 

⑷ 前号に規定する命令又は処分に従い、主務省に報告したとき。 

⑸ 法の規定により罰金の刑を受けたとき。 

⑹ 海外の商品デリバティブ取引に係る法令及び国内外の金融商品デリバティブ取引に係る法令

により、処分若しくは処罰を受けたとき、国内外のデリバティブ取引に係る商品取引所若しく

は金融商品取引所の処分を受けたとき、又はデリバティブ取引に係る金融商品取引業協会（こ

れに相当する外国の団体を含む。）の処分を受けたとき。 

⑺ 法の規定に基づく検査が行われ、講評があったとき。 

⑻ 法の規定に基づく検査が終了し、検査書が交付されたとき。 

⑼ 使用しているシステム、機器等に障害が発生したことを認識したとき。 

⑽ 顧客等の個人情報が漏洩したことを認識したとき。 

⑾ 前各号に掲げるときのほか協会が必要と認めるとき。 

２ 会員は、商品先物取引仲介業者（定款第３条第１項第４号に定める業者をいう。）について、

次に掲げる場合に報告を行うものとする。 

⑴ 法の規定に基づく命令、処分を受けたとき。 

⑵ 前号に規定する命令又は処分に従い、主務省に報告したとき。 
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⑶ 法の規定により罰金の刑を受けたとき。 

⑷ 法の規定に基づく検査が行われ、講評があったとき。 

⑸ 法の規定に基づく検査が終了し、検査書が交付されたとき。 

⑹ 顧客等の個人情報が漏洩したことを認識したとき。 

⑺ 前各号に掲げるときのほか協会が必要と認めるとき。 

 

（書類の提出） 

第７条 定款第14条第１項に規定する書類の提出は、次の各号に掲げるものにつき、当該各号に掲

げる期日までに行うものとする。 

⑴ 法第224条第１項に規定する事業報告書 毎事業年度終了の日から３か月 

⑵ 法第224条第２項に基づく省令第117条第１項第１号に規定する月次報告書 報告の対象とな

る月の翌月20日 

⑶ 法第224条第２項に基づく省令第117条第１項第２号に規定する訴訟又は調停の発生状況及び

その処理状況についての報告書 報告の対象となる月の翌月20日 

⑷ 法第211条第１項に規定する純資産額規制比率に関する届出書 毎月末 

⑸ 法第211条第１項に基づく省令第100条第３項各号のいずれかに該当することとなった場合に

同条第４項乃至第６項により作成する書類 主務大臣に提出する日 

⑹ 個人である顧客を対象とした商品先物取引業務（登録外務員（会員等の外務員の登録等に関

する規則第３条第１項の規定により本会の行う登録を受けた外務員をいう。）による商品デリ

バティブ取引の勧誘が伴うものに限る。）を行う会員が、自社で受け付けた苦情の状況報告書 

毎四半期終了の日の翌月20日 

⑺ 外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引（法第２条第14項第1号から第3号に該当す

るものに限る。）に係る統計を作成するために必要な商品先物取引業務の状況報告書 報告の

対象となる月の翌月20日 

２ 前項第１号から第５号までに掲げる書類の提出は、主務大臣へ届け出た書類の写しを提出する

ことにより行うことができる。 

３ 第１項第６号及び第７号に掲げる書類の提出は、協会の定める要領により行うものとする。 

 

（入会申込書及びその添付書類） 

第８条 定款第16条第１項に規定する入会申込書は、様式第２号による。 

２ 定款第16条第２項の書類は、法第192条第１項に基づく許可の申請書及び同条第２項に基づく

添付書類の写しとする。 

 

（加入の通知） 

第９条 本会は、定款第16条第１項の承認があったときは、その旨を当該申込みをした者及び他の

会員に通知するものとする。 

 

（取引の信義則に背反する行為） 

第10条 定款第17条第１号及び第57条第１項第４号に規定する取引の信義則に背反する行為とは、

次に掲げる行為をいう。 

⑴ 不公正な商品デリバティブ取引等を行うこと。 

⑵ 商品先物取引業務の信用の保持を欠くこと。 

⑶ 顧客保護に欠ける行為を行うこと。 

⑷ 不注意又は怠慢な商品デリバティブ取引等を行うこと。 
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（脱退届出書） 

第11条 定款第18条第２項に規定する脱退届出書は、様式第３号による。 

 

（脱退の通知） 

第12条 本会は、定款第18条第２項の承認があったときは、その旨を当該会員及び他の会員に通知

するものとする。 

 

（定款等の変更の通知） 

第13条 定款の変更又は諸規程の制定若しくは改廃について決議されたときは、その決議の内容及

び施行日を直ちに書面又は電磁的方法により、会員に通知するものとする。 

２ 定款第80条の主務大臣の認可を受けたときは、直ちにその認可日を書面又は電磁的方法により、

会員に通知するものとする。 

 

（制 裁） 

第14条 定款第55条に関し、次に掲げる事項に該当することとなったときは、制裁規程の例により

措置を講ずるものとする。 

⑴ 本会に納入、積立て又は預託しなければならない金銭その他を、本会の定めるところにより

納入、積立て又は預託しないとき。 

⑵ 本会の名称を無断で使用したとき。 

⑶ その他会員の行為について本会が制裁に値すると認めたとき。 

 

 

 

附     則 

 

 この規則は、平成３年５月８日から施行する。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成８年６月16日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第４条第１項を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、定款の変更認可の日又は改正商品取引所法の施行の日のいずれか遅い日（平成11年

４月１日）から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 
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附     則 

 

 この改正は、平成12年４月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第６条第３号及び第10条第１号を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成13年１月24日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第５条第３号及び第４号を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成15年３月５日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第６条第２項を新設。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 第４条第７号、第８号、第10号、第５条第１号、第６号、第10号、及び第６条第１項第３号

を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 第３条第１項、第４条第４号、第６号、第５条第３号、第４号、第６号、第６条第１項第１

号、第２号、第３号、第７条第２項第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第６号、第７

号、第９条第１号、第２号及び第４号を改正。第４条第５号を削除し、第４条第６号から第11

号を第５号から第10号に繰り上げ。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成18年11月16日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 １．第４条第６号を第７号に繰り下げ、第６号を新設。 

２．第４条第７号を第９号に繰り下げ、第８号を新設。 
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３．第４条第８号を第11号に繰り下げ、第10号を新設。 

４．第４条第９号及び第10号を第12号及び第13号に繰り下げ、第11号及び第12号を改正。 

５．第５条第３号、第４号、第６号、第６条第１項第１号、第２項、第７条第２項第４号及び第

７号を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成20年６月２日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第５条第２号及び第９号を改正。 

２．第５条第10号を削除し、第11号及び第12号を第10号及び第11号に繰り上げ。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成22年９月29日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第７条第２項を改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

 全面改正。 

 

 

附     則 

 

 この改正は、平成23年４月６日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第７条第１項第４号を新設。 

２．第７条第２項を第１項第５号に繰り上げ、改正。 

３．第７条第２項を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成24年２月22日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第４条第１項及び第６条第６号を改正。 

２．第６条第７号から第９号を第８号から第10号に繰り下げ、第７号を新設。 
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附     則 

 

この改正は、平成24年12月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第７条第１項第１号及び第２項を改正。 

２．第７条第１項第４号及び第５号を削除 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成24年12月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第７条第１項第４号を新設。 

２．第７条第２項を第１項第５号に繰り上げ、改正。 

３．第７条第２項を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成25年６月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第７条第１項第６号及び第７号並びに第３項を新設。 

２．第７条第２項を改正。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成25年11月27日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第６条第１項第３号を改正。 

２．第６条第１項第４号から第10号を第５号から第11号に繰り下げ、第４号を新設。 

３．第６条第２項を新設。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成27年5月27日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第13条を第14条に繰り下げ、第13条を新設。 

２．別表の（16）から（24）を（17）から（25）に繰り下げ、（16）を新設。 
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様式第１号 

 

平成  年  月  日 

 

日本商品先物取引協会  

会 長          殿 

 

 

                     住  所 

                     商号又は名称 

                     代表者名            印 

 

 

会 員 代 表 者 に 関 す る （ 変 更 ） 届 出 書  

 

 貴協会定款第 12 条の規定に基づき、弊社の会員代表者を下記のとおり

（ 届 出 ・ 変 更 ）いたします。 

 

 

 

記 

 

 役職名 氏   名 

ふり

がな 

 

 

新 

 

旧  

 

変 更 年 月 日 平成   年   月   日 

  

 

（注）１．役職名は略さず、正式な役職名を記入して下さい。 

   ２．変更の場合には、変更年月日を記入して下さい。 

【添付書類】会員代表者となる者の履歴書又は職務経歴書 
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様式第２号 

 

 
受理年月日 平成 年 月 日 

受 理 番 号  

 

                       平成  年  月  日 

 

 日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 

  会  長           殿 

 

 

              住  所 

 

 

              商  号 

 

 

              代表者名              印 

 

 

 

入  会  申  込  書 

 

 

  日本商品先物取引協会への入会申込みをいたします。 
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様式第３号 

 

 

 

受理年月日 平成  年  月  日 

受 理 番 号  

平成  年  月  日 

 

 

 

日本商品先物取引協会 

 会 長          殿 

 

 

 

              住  所 

 

              商号又は名称 

 

              代表者名                印 

 

脱  退  届  出  書 

 

下記の事由により、平成  年  月  日付をもって、

貴協会を脱退いたしたく、定款第 18 条第２項の規定に基づ

き届出いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（脱退事由） 
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【別表】（第５条関係） 

届出事項 
根拠法令 

備考 
法 省令 

(１) 法改正に伴い、商品先物取引業

の許可の申請を行ったとき。 

   

(２) 商品先物取引業の許可の更新を

申請したとき。 

第 190条第 2項 第 80条第 2項  

(３) 商号又は名称を変更したとき。 第 195条第 1項第 1号   

(４) 本店、支店その他の営業所又は

事務所の名称及び所在地を変更

したとき。 

第 195条第 1項第 1号   

(５) 役員の氏名又は名称及び住所に

変更があったとき。 

第 195条第 1項第 1号   

(６) 商品先物取引法（以下「法」と

いう。）第２条第22項各号に掲げ

る行為に係る業務の種別に変更

があったとき。 

第 195条第 1項第 1号   

(７) 商品市場における取引等（商品

清算取引を除く。）又は外国商品

取引等（商品清算取引に類似す

る取引を除く。）の受託に係る商

品市場又は外国商品市場を（当

該商品市場を開設する商品取引

所等の名称又は商号を含む。）を

変更したとき。 

第 195条第 1項第 1号   

(８) 商品先物取引業を開始し、休止

し、又は再開したとき。 

第 195条第 1項第 3号   

(９) 破産手続開始、再生手続開始又

は更生手続開始の申立てを行っ

たとき。 

第 195条第 1項第 4号   

(10) 破産手続開始、再生手続開始又

は更生手続開始の申立てが行わ

れた事実を知ったとき。 

第 195条第 1項第 5号 

 

第 82条第 1項第 1号  

(11) 商品先物取引業を遂行するため

の方法を変更したとき。 

第 195条第 1項第 5号 第 82条第 1項第 4号  

(12) 取引の種類又は取引の対象とす

る商品若しくは商品指数を変更

したとき。 

第 195条第 1項第 5号 第 82条第 1項第 5号 

 

 

(13) 商品先物取引法施行規則（以下

「省令」という。）第80条第1項

第16号に掲げる調書の兼業業務

を廃止したとき及び法第 196条

第１項に規定する兼業業務を営

むこととなったとき、又はこれ

第 195条第 1項第 5号 

第 196条第 1項 

 

第 82条第 1項第 6号 

第 83条 
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届出事項 
根拠法令 

備考 
法 省令 

を変更若しくは廃止したとき。 

(14) 省令第 80条第 1項第 17号に掲げ

る調書の支配関係の内容に変更

又は消滅した場合及び法第 196

条第 2項に規定する支配関係を

持つに至ったとき又はこの変更

若しくは支配関係がなくなった

とき。 

第 195条第 1項第 5号 

第 196条第 2項 

 

第 82条第 1項第 7号 

第 85条 

 

(15) 商品先物取引仲介業者に商品先

物取引業の媒介に係る業務の委

託を行った場合又は当該委託を

行わなくなったとき。 

第 195条第 1項第 5号 

 

第 82条第 1項第 8号  

(16) 純資産額が資本金の額を下回っ

たとき。 

第 195条第 1項第 5号 第 82条第 1項第 9号  

(17) 商品先物取引業を廃止したと

き。 

第 197条第 1項第 1号 第 89条  

(18) 合併により消滅したとき。 第 197条第 1項第 2号 第 89条 

 

 

(19) 破産手続き開始の決定により解

散したとき。 

第 197条第 1項第 3号 第 89条 その破産

管財人が

届出を行

う。 

(20) 合併及び第2号及び第3号以外の

理由により解散したとき。 

第 197条第 1項第 4号 

 

第 89条 その清算

人が届出

を行う。 

(21) 分割により商品先物取引業の全

部又は一部を承継させたとき。 

第 197条第 1項第 5号 第 89条  

(22) 商品先物取引業の全部又は一部

を譲渡したとき。 

第 197条第 1項第 6号 第 89条  

(23) 法第 197条第３項の規定により

商品先物取引業の廃止、合併又

は解散に係る公告を行ったと

き。 

第 197条第 4項 

 

  

(24) 法第225条第１項及び第228条第

１項の規定により合併、分割又

は事業譲渡に係る認可申請を行

ったとき。 

第 225条第 2項 

第 228条第 2項 

 

  

(25) その他理事会が必要と認めたと

き。 

   

 

 



- 256 - 

会員の自社受付に係る苦情の状況報告の実施要領 
 

 

定款の施行に関する規則第７条第１項第６号の規定による会員が自社で受け付けた苦情の状況報

告は、本要領により実施する。 

 

１．報告の対象となる会員 

定款の施行に関する規則第７条第１項第６号の規定に該当する会員とする。 

※ 上記会員以外は報告の必要はない。 

 

２．報告の対象となる範囲 

⑴ 苦情の定義 

個人である顧客の「異議、不平、不満等が表明され、その解決の申出のあったもの」とする。 

⑵ 苦情として報告する事例 

○ 直接会員に申出があった案件 

○ 国民生活センター、各消費者センター等を経由して申出があった案件 

○ 主務省から対応の依頼があった案件 

○ 同一顧客で別の機会に、別の申出内容で苦情の申出があった案件 

○ 弁護士から会員に申出があった案件 

○ 取引期間が古くても、受付日が報告の対象期間である案件 

○ 会員から顧客に立替金請求や不足金請求等をした結果、顧客から取引に関する苦情の申出

があった案件 

⑶ 苦情として報告しない事例 

○ 日商協に苦情、紛争仲介の申出があった案件 

○ 外務員が関与しないインターネット取引の案件 

○ 商品デリバティブ勘定元帳、商品デリバティブ証拠金現在高帳等の開示請求のみで、取引

に関する苦情がない案件 

○ 裁判所において訴訟又は調停の当事者となった案件 

 

３．報告の対象期間、報告期限 

以下の四半期毎に申出のあった苦情について、その状況を翌月 20 日までに「会員の自社受付

に係る苦情の状況報告書（以下「状況報告書」という。）」により提出する。 

第 1 四半期（ 4 月 1 日～ 6 月 30 日）の報告   7 月 20 日まで 

第 2 四半期（ 7 月 1 日～ 9 月 30 日）の報告  10 月 20 日まで 

第 3 四半期（10 月 1 日～12 月 31 日）の報告   1 月 20 日まで 

第 4 四半期（ 1 月 1 日～ 3 月 31 日）の報告   4 月 20 日まで 

 

４．報告様式、記載例 

別紙のとおりとする。 

なお、「状況報告書」の処理概要において「処理中」と記載した案件については、次回以降の

状況報告書に計上する必要はない。 

 

５．報告方法 
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次のいずれかの方法で「状況報告書」を提出する。 

○電子メール（soudan@nisshokyo.or.jp ） 

○協会ＷＥＢサイトの会員専用ページ内の「協会への各種届出」よりアップロード 

 

６． 経過措置 

本報告は、平成 24 年度第 4 四半期分（平成 25 年 1 月 1 日～3 月 31 日）からとする。 

ただし、平成 24 年度第 4 四半期分は平成 25 年 7 月 20 日までに報告を行うものとする。 

 

平成 25 年 5 月 29 日制定 

平成 25 年 6 月 1 日施行 

 

 



- 258 - 

 会
員
の
自
社
受
付
に
係
る
苦
情
の
状
況
報
告
書
【
平
成
　
　
年
度
第
　
　
四
半
期
分
】

～

1
～

2
～

3
～

4
～

5
～

6
～

7
～

8
～

9
～

1
0

～

1
1

～

1
2

～

1
3

～

1
4

～

1
5

～

1
6

～

1
7

～

1
8

～

1
9

～

2
0

～

別
　
紙

会
員

名

担
当

者
名

電
　
話

損
益
金
額

手
数
料
額

申
出
内
容
（
概
要
）

処
理
概
要

処
理
日

備
考

メ
ー
ル

番
号

発
生
日

（
受
付
日
）

申
出
先

取
引
の
種
類

取
引
期
間

取
引
開
始
日

（
建
玉
日
）

取
引
終
了
日

（
決
済
日
）



- 259 - 

外国商品市場取引に係る業務報告の実施要領 
 

 

定款の施行に関する規則第 7 条第 1 項第 7 号の規定による外国商品市場取引に係る統計を作成す

るために必要な商品先物取引業務状況の報告は、本要領により実施する。 

 

１．報告の対象となる会員 

商品先物取引法第 2 条第 22 項第 3 号（外国商品市場取引（商品清算取引に類似する取引を除

く。）の委託を受け、又はその委託の媒介、取次若しくは代理）を業として行うとしている会員 

※ 以下、受託、取次、代理を総称して「委託等取引」という。また、委託の媒介を「媒介取

引」という。 

 

２．報告の対象となる範囲 

日本国内の本支店及び外国法人の日本国内営業所で行われた外国商品市場に係る委託等取引及

び媒介取引 

※ 国内の顧客が海外営業所に直接発注した取引は除く。 

 

３．報告の対象期間、報告期限 

以下に掲げる四半期ごとの実績を当該四半期終了月の翌月 20 日までに報告する。 

⑴ 第１四半期（ 4 月 1 日から 6 月 30 日まで）の報告    7 月 20 日 

⑵ 第２四半期（ 7 月 1 日から 9 月 30 日まで）の報告   10 月 20 日 

⑶ 第３四半期（10 月 1 日から 12 月 31 日まで）の報告 翌年 1 月 20 日 

⑷ 第４四半期（ 1 月 1 日から 3 月 31 日まで）の報告    4 月 20 日 

 

４．報告様式と記載要領 

⑴ 報告様式 

 
⑵ 記載要領 

委託等取引及び媒介取引に区別したうえで、以下の項目について記載する。 

 

平成●年度第●四半期（▲月～▲月）

（１）　委託等取引報告

委託等取引等口座数 口座

委託等取引証拠金等残高 千円

売付 買付

（２）媒介取引報告

媒介取引口座数 口座

(単位：枚)

売買高合計

売買高合計取引所名（アルファベット順） 上場商品分類

(単位：枚)

合計
取引所名（アルファベット順） 上場商品分類

建玉残高
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① 口座数 

委託等取引においては、四半期末時点における顧客から受け入れた証拠金等残高のある

口座数、媒介取引においては、報告対象期間の取引実績者数を記載する。  
② 証拠金等残高（委託等取引に限る） 

四半期末時点における顧客から預かった金銭及び有価証券等の有効証拠金合計額を記載

する。（外貨は邦貨換算、未決済損益は加減算、充用有価証券等は自社の基準によって評価

した額とする。）  
③ 取引所名 

取引所名を記載する。  
④ 上場商品分類名 

上場商品の属性に応じて「エネルギー」、「貴金属」、「非鉄金属」、「農産物」、「ゴム」、

「その他」に分類する。  
⑤ 売買高 

報告対象となる四半期中の売付（新規の売付と転売）及び買付（新規の買付と買戻し）

の合計を記載する。  
※最終決済された枚数は含めない。（当該建玉の新規の売付及び買付取引は含まれる。） 

※オプション取引は報告から除外する。 

⑥ 建玉残高（委託等取引に限る） 

報告の対象となる四半期末日における売建玉と買建玉の残玉枚数とその合計を記載する。

（売建玉と買建玉は差引しない。）  
 

⑶ 記載上の留意点 

① 金額の単位 

証拠金等残高は千円単位（千円未満切り捨て）とする。 

② 外貨の取扱い（邦貨への換算方法） 

証拠金等が外貨の場合、原則として、商品先物取引法施行規則第 117 条第 1 項第 1 号に

規定する月次報告書の「記載上の注意 11.」で示される「報告対象月の末日における外国為

替レート」を用いて邦貨換算する。 

なお、これにより難い場合は、次の順位による外国為替レートを用いる。①会員が実務

上利用している社内の月末記帳レート（市場レートに近い場合に限る。）、②「外国為替の

取引等の報告に関する省令」第 35 条第 2 号に基づく為替レート（いわゆる「報告省令レー

ト」） 

③ 月中に取引実績がなかった場合の記載方法 

報告の対象となる四半期中に取引実績がないなど報告する数字がない場合は、空欄のま

まで差し支えない（「０（ゼロ）」を入力してもよい）。  
 

５．報告の方法 

原則として、協会 WEB サイトの会員専用ページ内に設けた報告専用ページ※から電磁的にデー

タをアップロードして報告する。これが難しいときは本会あての電子メールで報告する。 

※ 会員専用ページ内の報告専用ページの製作が終わるまでの間は、会員専用ページに掲載し

たひな形（Microsoft-Excel）を用いて、「その他届出、報告」よりアップロードする。 

 

６．報告開始及び経過措置等 

本報告は、平成 25 年度第 4 四半期（平成 26 年 1 月から 3 月まで）の報告から開始する。 
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経過措置として、初回報告の提出期限は平成 26 年４月 30 日までとし、平成 26 年度第 1 四半

期（平成 26 年 4 月から 6 月まで）の報告から四半期終了月の翌月 20 日までに報告を行うものと

する。 

 

平成 26 年 1 月 29 日制定 

平成 26 年 1 月 29 日施行 
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店頭商品デリバティブ取引（商品ＣＦＤ取引）に係る業務報告の実施要領 
 

 

定款の施行に関する規則第 7 条第 1 項第 7 号の規定による店頭商品デリバティブ取引（法第２条

第 14 項第 1 号から第 3 号に該当するものに限る。）に係る統計を作成するために必要な商品先物

取引業務状況の報告は、本要領により実施する。 

 

１．報告の対象となる会員 

商品先物取引法第 2 条第 22 項第 5 号（店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次若しく

は代理）を業とする会員のうち、報告の対象となる期間において、商品先物取引法第 2 条第 14

項第 1 号から第 3 号に該当する取引（以下これらの取引を「商品ＣＦＤ取引」という。）又はそ

の媒介を行った実績のある会員 

 

２．報告の対象となる範囲 

日本国内の本支店及び外国法人の日本国内営業所における顧客を相手方とする商品ＣＦＤ取引 

※ 銀行や金融商品取引業者を相手方とする取引（いわゆる「カバー取引」等）は含まない。 

※ 国内の顧客が海外営業所に直接発注した取引は除く。 

※ 媒介取引は自己の商品ＣＦＤ取引等と区別して報告する。 

 

３．報告の対象期間、報告期限 

毎月の実績を翌月 20 日までに報告 

 

４．報告様式と記載要領 

⑴ 報告様式 

口座数 口座 媒介取引口座数 口座

証拠金等残高 千円 媒介取引証拠金等残高 千円
 

売 買 合計 売 買 合計 売 買 合計

月末建玉残高（千円）
取引件数（枚） 取引金額（千円）区分 分類 商品 原市場 通貨

月間取引状況

 

 

⑵ 記載要領 

① 口座数 

顧客から受け入れた証拠金等残高のある口座数を記載する。媒介取引は別に記載する。 

② 証拠金等残高 

顧客から預かった金銭及び有価証券等の有効証拠金合計額の月末残高を記載する。媒介

取引は別に記載する。（外貨は邦貨換算、未決済損益は加減算、充用有価証券等は自社の

基準によって評価した額とする。） 

③ 区分 

媒介取引の場合のみ、「媒介」と記載する。（自己での商品ＣＦＤ取引等は空欄のまま

でよい。） 

④ 分類 

商品の属性によって「エネルギー」、「貴金属」、「農産物」、「その他」に分類する。 
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⑤ 商品名 

会員が取り扱っている商品名 

⑥ 原市場 

参照する価格が先物取引である場合は取引所名（ NYMEX、 ICE 欧州、 ICE 米国、 CBOT、

等）、スポット取引の場合は「直物」と記載する。 

⑦ 通貨 

ISO4217 に基づく通貨記号（半角大文字 3 文字、USD 等）を記載する。 

⑧ 取引件数 

会員各社が設定する商品ごとの１取引単位を１件として、報告対象月中の売、買の件数

とその合計件数を記載する。 

⑨ 取引金額 

想定元本ベース（取引単位×約定価格×数量、外貨は邦貨換算する。）で、報告対象月中

の売、買のそれぞれの金額とその合計金額を記載する。 

⑩ 月末建玉残高 

想定元本ベース（取引単位×約定価格×数量、外貨は邦貨換算する。）で、報告対象月末

に未決済の売、買のそれぞれの残高とその合計の金額を記載する。 

 

⑶ 記載上の留意点 

① 金額の単位 

証拠金等残高、取引金額、月末建玉残高ともに千円単位（千円未満切り捨て）とする。 

② 外貨の取扱い（邦貨への換算方法） 

外貨建ての取引は、原則として、商品先物取引法施行規則第 117 条第 1 項第 1 号に規定

する月次報告書の「記載上の注意 12.」で示される「報告対象月の末日における外国為替レ

ート」を用いて邦貨換算する。 

なお、これにより難い場合は、次の順位による外国為替レートを用いる。①会員が実務

上利用している社内の月末記帳レート（市場レートに近い場合に限る。）、②「外国為替

の取引等の報告に関する省令」第 35 条第 2 号に基づく為替レート（いわゆる「報告省令レ

ート」） 

③ 「ミニ取引」等の記載方法 

ミニ取引等（商品、原市場、通貨は同じであるが取引単位が異なるもの）は、標準取引

のデータに含めて記載する。記載する際は、ミニ取引等のデータをそのまま標準取引のデ

ータと合算する。（ミニ取引等の取引単位を標準取引の取引単位に換算しない。） 

④ 月中に取引がなかった場合の記載方法 

空欄は商品の取扱いがないこと示すため、月中に取引がない又は月末に建玉がない場合

は、空欄にせず「０（ゼロ）」と記載する。 

 

５．報告の方法 

原則として、協会 WEB サイトの会員専用ページ内に設けた報告専用ページ※から電磁的にデー

タをアップロードして報告する。これが難しいときは本会あての電子メールで報告する。 

※ 会員専用ページ内の報告専用ページの製作が終わるまでの間は、会員専用ページに掲載し

たひな形（Microsoft-Excel）を用いて、「その他届出、報告」よりアップロードする。 

 

６．統計の公表 

⑴ 会員向け 
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① 公表時期、公表方法 

会員から報告されたすべての項目を翌月末に会員専用ページで公表する。 

② 公表内容 

原則として、会員から提供された全項目の合計値とする。（公表時の金額の単位は百万

円とし、百万円未満は切り捨てる。） 

ただし、個別の商品について、その取り扱い会員が 3 社未満の場合は個社のデータを推

測されないよう、分類（エネルギー、貴金属、農産物）ごとに設けた「その他」の項目で

表示する。 

 

⑵ 一般向け 

① 公表時期、公表方法 

翌月末に「資料・統計」ページで公表する。 

② 公表内容 

・口座数 

・証拠金等残高 

・分類（エネルギー、貴金属、農産物等）ごとの取引件数、取引金額、月末建玉残高の

合計値とする。 

（公表時の金額の単位は百万円とし、百万円未満は切り捨てる。） 

 

７．経過措置 

本報告は、平成 24 年度（平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月）分からとする。 

ただし、平成 24 年度分の月間取引状況は 12 か月分を合算、同じく口座数、証拠金等残高、月

末建玉残高は平成 25 年 3 月末日時点の数値を報告する。 

また、提出期限は、平成 24 年度分、平成 25 年 4 月分、5 月分は平成 25 年 6 月 30 日までとし、

平成 25 年 6 月分から翌月 20 日までに報告を行うものとする。 

 

平成 25 年 5 月 29 日制定 

平成 25 年 6 月 1 日施行 
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常設委員会及び特別委員会規則 

 

 

第 １ 章  総   則 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第44条第４項及び第49条第２項の規定に基づき、常設委員会及び特別委

員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

 

 

第 ２ 章  常 設 委 員 会 

（種類及び所掌事項） 

第２条 常設委員会（以下「委員会」という。）の種類及び所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 自主規制委員会 

① 会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引業

務に関する事項 

② 会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引業

務に係る自主規制規則に関する事項 

③ 制裁規程に関する事項 

④ 苦情処理規則及び紛争処理規程に関する事項 

⑤ 会員の情報開示（ディスクロージャー）に関する事項 

⑥ 会員等の外務員の登録等に関する規則に関する事項 

⑦ 会員に対する監査に関する事項 

⑧ 会員の会計処理に関する事項 

⑨ 会員の商品取引責任準備金に関する事項 

⑩ 会員の商品デリバティブ取引等に係る損失補てん等に係る事項 

⑵ 総務委員会 

① 定款その他諸規則等に関する事項（他の委員会の所掌に属することを除く。） 

② 本会の組織に関する事項 

③ 本会の事業計画及び事業報告並びに予算及び決算に関する事項 

④ 本会の入会金及び会費に関する事項 

⑤ 本会の経理処理に関する事項 

⑥ 本会の広報に関する事項 

⑦ 会員の役員及び使用人の研修に関する事項 

⑧ その他本会の運営に関し他の委員会の所掌に属しない事項 

 

（構 成） 

第３条 委員会は、会員理事、会員の役員及び使用人並びに商品デリバティブ取引について学識経

験を有する者（以下「学識経験者」という。）のうちから選任する委員をもって構成する。ただ

し、自主規制委員会の委員については、会員外の者から選任する委員が委員総数の過半数を占め

なければならない。 

２ 委員会の委員の総数及び内訳は別表のとおりとする。 

３ 委員会に、委員長１名及び副委員長１名を置く。 

４ 委員長は、会議の議長となり、理事会の諮問事項に関する委員会の審議結果を理事会に報告す

る。 
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５ 副委員長は、委員長を補佐して、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠け

たときはその職務を行う。 

 

（委員の委嘱） 

第４条 委員会の委員長は、理事のうちから、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。 

２ 委員（委員長を除く。）は、委員長の推薦を受けて、会長が委嘱する。 

３ 副委員長は委員のうちから、委員長が指名する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の

残任期間とする。 

６ 委員は、辞任又はその任期が満了した後においても、その後任の委員が選任されるまでは、そ

の職務を行うものとする。 

７ 委員の報酬については、理事会の議決により定める。 

 

（会議の招集） 

第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

 

（議決方法等） 

第６条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ開くことができない。 

２ 委員は、各１個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する事項については、その審

議及び議決に参加することができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

 

（書面等による委員会） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議の招集を行わず、書面その他の方法

により委員の意見を求めることによって、委員会の議決に代えることができる。この場合、書面

以外の方法により委員の意見を求めたときは、遅滞なく、書面によりその確認を得るものとす

る。 

２ 前条の規定は、前項の場合における議決について準用する。 

 

（会長等の出席） 

第８条 会長及び副会長は、委員会に随時出席し、意見を述べることができる。 

 

（委員以外の出席） 

第９条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の同意を経て、委員以外の出席を求め、そ

の意見を聞くことができる。 

 

（小委員会） 

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、小委員会を置き、その所掌事項の一部の審議をこ

れに行わせることができる。 

２ 小委員会の委員は、その委員会の委員、会員の役職員又は学識経験者のうちから、委員長が委

嘱する。 

３ 小委員会の委員長は、その委員会の委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

４ 小委員会の委員長は、会議の議長となり、小委員会の審議結果を委員会に報告する。 
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（議事録） 

第11条 委員会の議事については、その経過の概要及び結果を記録した議事録を作成する。 

２ 第７条第１項の書面等による委員会の議事録は、同項に規定するその付議議案について確認を

得た文書をもってこれに代えることができる。 

 

 

第 ３ 章  特 別 委 員 会 

（構 成） 

第12条 特別委員会は、会員理事、会員の役職員又は学識経験者のうちから選任する委員をもって

構成する。 

 

（委 員） 

第13条 第４条（第４項及び第６項（委員の任期が満了した場合に限る。）を除く。）の規定は、特

別委員会の委員について準用する。 

２ 特別委員会の委員の数及び任期は、理事会の議決により定める。 

 

（規定の準用） 

第14条 第３条第３項から第５項まで及び第５条から第11条までの規定は、特別委員会について準

用する。 

 

 

 

                附     則 

 

１ この規則は、定款変更の施行の日（平成11年４月１日）から施行する。 

２ この規則の制定後最初に選任される委員の任期については、第４条第４項の規定にかかわら

ず、別途理事会で定めるところによる。 

 

 

                附     則 

 

 この改正は、平成17年５月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第２条第２号⑤及び第３号①を改正。 

 

 

                附     則 

 

 この改正は、平成20年11月26日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第３条第４項別表を改正。 
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附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第１条を改正、第２条第１号及び第４号、第５号を削除し、第３号を改正し第１号へ繰り上げ、

第２号を改正。 

２．第３条第１項及び第３項を削除し、第４項及び第５項を改正し、第２項を第１項、第４項を第

２項、第５項を第３項、第６項を第４項、第７項を第５項へ繰り上げ。 

３．第10条第２項を改正。 

４．第12条を削除、第13条を改正し第12条へ、第14条を第13条へ、第15条を改正し第14条へ繰り上

げ。 

 

 

                附     則 

 

 この改正は、平成24年９月26日から施行する。ただし、第４条第５項の規定については、平成24

年7月26日以降施行日までの間に補欠又は増員により委嘱された委員に適用する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

１．第２条第１号⑥を改正し、⑨及び⑩を新設、第２号⑤を削除し、⑥から⑨を⑤から⑧に繰

り上げ。 

２．第３条第１項及び第13条第１項を改正。 

３．第４条第４項を改正、第５項及び第６項を第６項及び第７項に繰り下げて第５項を新設。 
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  【別 表】 

 

委員会名 委員の総数 内、会員外 

自主規制委員会 
  ７名以上 

     13名以内 
過半数 

総 務 委 員 会 
  ９名以上 

      15名以内 
３名以内 
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役 員 選 任 規 程 

 

 

第 １ 章  総   則 

（目 的） 

第１条 この規程は、定款第20条第１項の規定による役員の選任に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規程において「会員役員」とは、会員代表者のうちから選任する理事及び監事をい

う。 

 

（選任の方法の基本） 

第３条 会員役員の選任は、選挙によって行う。ただし、総会に出席した会員の３分の２以上の同

意を得たときは、選考委員が指名した候補者を承認する方法によって選任することができる。 

２ 会員代表者以外から選任する役員は、会長が選定した役員候補者を総会に付議して選任する。 

３ 第１項本文に規定する選挙及び同項ただし書きに規定する選任の方法、手続き等は、それぞれ

第２章及び第３章に定めるところによる。 

 

（会員役員の総定数） 

第４条 会員役員の総定数は、理事５人以内及び監事１人とする。 

 

（会員役員の資格の喪失） 

第５条 会員役員は、その会員が脱退したとき又はその会員の会員代表者でなくなったときは、役

員たる資格を喪失する。 

 

（役員の定年） 

第６条  役員（商品取引所及び商品先物取引業界に関係のある団体の役員のうちから選任される

役員並びに会長が特に選定した先物取引について学識経験を有する者のうちから選任される役員

を除く。以下この条において同じ。）を選任するときは、満70歳以上の者を選任してはならな

い。ただし、本会を巡る情勢の変化が見込まれるなど、特別な事情があるときはこの限りでな

い。 

２ 在任中に満70歳に達した役員は、その日以後における最初の役員改選を伴う通常総会の日に退

任する。 

 

 

第 ２ 章  選   挙 

（選挙権） 

第７条 選挙権は、１会員につき１個とする。 

 

（選挙の方法） 

第８条 選挙は、総会において、会員代表者について、理事又は監事に区分して、連記式無記名投

票により行う。 

２ 有効投票の多数を得たものを当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選
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人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。 

 

（選挙管理人） 

第９条 選挙を行うときは、５人以上８人以内の選挙管理人を置く。 

２ 選挙管理人は、総会において選任する。 

３ 選挙管理人は、投票及び開票に関する事務を担当する。 

 

（投 票） 

第10条 投票は、会員代表者が行う。 

２ 会員代表者は、書面又は代理人をもって投票を行うことができる。 

３ 前項の書面は、総会開催日の前日までに本会に到着しないときは無効とする。 

４ 第２項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。 

 

（開 票） 

第11条 開票は、選挙管理人が、投票終了後遅滞なく行う。 

 

（投票の無効） 

第12条 次の各号の一に該当する投票は、無効とする。 

⑴ 所定の投票用紙を用いないもの 

⑵ 連記された数が選挙すべき役員の定数を超えているもの 

２ 会員の投票のうち次の各号の一に該当する記載は、無効とする。 

⑴ 第８条第１項に規定する会員代表者以外の氏名を記載したもの 

⑵ 何人を記載したかを確認しがたいもの 

３ 第８条第１項に規定する会員代表者を重複記載した投票は、そのうち一つの記載を有効とし、

他は無効とする。 

 

（疑義の判定） 

第13条 投票に関し疑義が生じたときは、選挙管理人が判定したうえ必要な処理を行う。 

 

（開票結果の報告） 

第14条 選挙管理人は、開票が終わったときは、その結果を議長に報告するものとする。 

 

 

第 ３ 章  指名候補者の承認による選任 

（選考委員） 

第15条 第３条第１項ただし書きに規定する方法により会員役員を選任する場合における候補者の

選定は、選考委員が行う。 

２ 選考委員は、６人以上10人以内とし、会員代表者のうちから、役員の選任ごとに総会において

選任する。 

３ 選考委員は、選考委員のうちから委員長を互選する。 

 

（選考結果の報告及び総会の承認） 

第16条 選考委員長は、候補者の選定が終わったときは、その結果を議長に報告するものとする。 

２ 前項の報告があったときは、議長は、候補者を会員役員として選任することにつき、総会に諮

るものとする。 
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                附     則 

 

１．この改正は、平成11年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年２月４日から

施行する。 

２．平成11年４月１日から第９回通常総会終了の日までを任期とする役員の選任については、この

規定による改正前の役員選任規程にかかわらず、第８回臨時総会でその選任に関し必要な事項を

決定し、第９回臨時総会で選任する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   全面改正。 

 

 

                附     則 

 

 この改正は、平成12年５月25日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第６条第１項を改正。 

 

 

                附     則 

 

 この改正は、平成14年５月22日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第６条第１項を改正。 

 

 

                附     則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第１条を改正。 

 

 

 

                附     則 

この改正は、平成24年２月22日から施行する。 

（注）改正事項は、次のとおりである。 

   第４条、第６条第１項及び第15条第２項を改正。 
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役 員 選 任 規 程 の 運 用 方 針 
 

 

（平成11年２月４日総会決定） 

 

１．２つの選任方法の運用方針 

⑴ 会員役員の選任を議案とする総会を開催するに当たっては、理事会において選挙の方法と指

名候補者の承認による方法のいずれの方法で総会に提案するかを議決するものとする。 

⑵ ⑴の理事会の議決に従い、選挙によると議決した場合は、総会の開催通知の段階で選挙の手

続きをとる。 

⑶ 理事会において指名候補者の承認方式によると議決した場合において、総会で同方式の採用

が否決されたときは、改めて選挙のための総会を開催するものとする。 

 

２．指名候補者の承認方式の場合の選考委員の提案 

  選考委員の選任の提案は、会長が行うものとする。 

 

 

                附     則 

 

 この運用方針は、平成11年４月１日から実施する。 
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入会金及び会費の額並びにその支払方法について 

 
１．入会金の額 

  入会金の額は、１社１００万円とする。  
 
２．会費の体系 

  会費は、定額会費及び比例会費をもって構成する。  
 
３．定額会費と比例会費 

  各事業年度の予算の会費総額における定額会費と比例会費の割合は、50対50を基準とし、これ

により算出される額をそれぞれ定額会費対象額、比例会費対象額とする。  
 
４．会費の額 

  会員の会費は、以下により算出された各会費の合計額とする。  
 ⑴ 定額会費  

各会員の定額会費の額は、定額会費対象額を予算策定時における見通しに基づく会員数で除

して算出した額（百円未満切り捨て）とする。  
 

⑵ 比例会費  
① 各会員の比例会費の額は、全会員の商品先物取引業に係る営業収益の合計額に占める会員

の商品先物取引業に係る営業収益の金額の割合（小数点以下四位未満切り捨て）に、比例会

費対象額を乗じて得た額（百円未満切り捨て）とする。また、会員の営業収益の金額が「マ

イナス」の場合は「０」として取扱うこととする。  
  ② 「営業収益の金額」とは、予算編成時の直前に会員から報告される商品先物市場における

営業収益の額に基づき算出した額とする。  
 
 ⑶ 特例措置  
   年間を通じ会費の額が予算額を大幅に下回る状況が予想され、本会の運営に支障が生ずるよ

うな場合には、特別会費の設定を検討する。  
 
５．支払方法 

⑴ 入会金は、会員となった日の属する月（20日以降である場合は、その翌月）に納入する。 

 

⑵ 定額会費及び比例会費は、その事業年度に納入すべき金額の４分の１の額を、年４回に分け

て、各会員の指定口座より振り替えて納入するか、又は本会が指定する銀行口座に納入するも

のとし、その期日は、原則として次のとおりとする。また、本会からの請求に基づき、事業年

度期首に本会が指定する銀行口座に一括して納入することができる。 

① ４月から６月までの３か月分の会費      ４月20日 

 ② ７月から９月までの３か月分の会費      ７月20日 

③ 10月から12月までの３か月分の会費      10月20日 

④ 翌１月から３月までの３か月分の会費  翌年 １月20日 

 

⑶ 会員は、事業環境の変化など特別の事情があるときは、本会に申出て、その事業年度に納入

すべき定額会費及び比例会費の金額の12分の１の額を毎月20日までに納入することができる。 
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６．新規加入時及び脱退時における会費の取扱い 

 ⑴ 定款第16条第１項の規定により、本会に加入の承認を受けた会員については、当該加入日の

属する年度の会費を免除する。 

 

 ⑵ 本会から脱退する会員は、当該脱退の日の前日が属する月（当該脱退の日の前日がその月の

19日以前である場合は、その前月）まで会費を負担するものとする。この場合の会費の額は、

月数按分により計算し、残額がある場合は返戻する。 

 
 

附     則 

 

１．この決議は、総会の議決の日（平成11年３月10日）から施行し、平成11年度予算から適用する。 

２．｢入会金及び会費の額並びにその徴収方法について｣（平成７年３月24日臨時総会決議）は、廃

止する。 

 
 

附     則 

 

この改正は、総会の議決の日（平成20年３月19日)から施行し、平成20年度予算から適用する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   ２．⑴を改正。 

 
 

附     則 

 

この改正は、総会の議決の日（平成21年３月18日)から施行し、平成21年度予算から適用する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   ２．⑵（ｳ）を改正。 

 
 

附     則 

 

１．この改正は、総会の議決の日（平成22年３月17日)から施行し、平成22年度予算から適用する。 

２．｢入会金及び会費の額並びにその徴収方法について｣（平成21年３月18日臨時総会決議）は、廃

止する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

３．この議決による会費制度については、改正商品取引所法（商品先物取引法）の施行に伴う業界

事情の変化や会費制度の運用状況等を勘案し、改正後の会費制度について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて速やかに変更を行うものとする。 
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附     則 

 

１．この改正は、総会の議決の日（平成23年３月23日)から施行し、平成23年度予算から適用する。 

２．｢入会金及び会費の額並びにその支払方法について｣（平成22年３月17日臨時総会決議）は、廃

止する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   全面改正。 

 
 

附     則 

 
この改正は、総会の議決の日（平成23年６月15日)から施行し、７月以降に納入すべき定額会費及

び比例会費に適用する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   5．⑶を新設。 

 
 

附     則 

 
この改正は、総会の議決の日（平成26年６月18日)から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。  
   4．⑵②及び6．⑴を改正。 

 
 

附     則 

 
この改正は、総会の議決の日（平成27年３月18日)から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。  
   5．⑴及び6．⑴を改正。 

 
 
 



 

 

 

 

【 付 録 】 
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商品先物取引業者等の監督の基本的な指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１０月 

農林水産省食料産業局食品流通課商品取引室 

経済産業省商務情報政策局商取引監督課 

 

 

 



改正経緯 

 

平成２３年 １月 ７日 制定・施行 

平成２４年１１月１６日 改正     同年１２月 １日 施行 

平成２５年 ３月２９日 改正     同年 ４月 １日 施行 

平成２６年 ６月２３日 改正     同年 ７月 １日 施行 

平成２７年 １月２３日 改正     同年 ６月 １日 施行 

平成２８年 ８月 １日 改正     同年 ９月 １日 施行 

                   同年１０月 １日 施行 

（注）Ⅵ－４（１）中、店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

の平均額が３０００億円未満の特定店頭商品デリバティブ取引業者に

関する下記記載部分については、平成２９年３月１日から施行されま

す。 

また、金商業等府令第１２３条第１０項第４号ロに規定する店頭デリバテ

ィブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が３０００億円未満の特定店

頭商品デリバティブ取引業者（第一種金融商品取引業者等（注）である者に

限る。）であっても、金融機関等を相手方とする非清算店頭デリバティブ取

引における変動証拠金の授受等に関する体制整備について、当該店頭デリバ

ティブ取引に店頭商品デリバティブ取引を含め、「金融商品取引業者等向け

の総合的な監督指針」の「Ⅳ―２－４（４）非清算店頭デリバティブ取引」

等を参照して、取引の規模やリスク特性等を勘案し、適切な対応をとるよう

努めているか。 

（注）第一種金融商品取引業者及び登録金融機関のほか、「主要行等向けの

総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、

「系統金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的

な監督指針」、「信託会社等に関する総合的な監督指針」の対象とな

る者をいう。 

 



商品先物取引業者等の監督の基本的な指針 

                  

Ⅰ．基本的考え方 

Ⅰ－１ 商品先物取引業者等の監督に関する基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・付１ 

Ⅰ－１－１ 商品先物取引業者等の監督の目的と主務省の役割 ・・・・・・・・・・・・付１ 

Ⅰ－１－２ 商品先物取引業者等の監督に当たっての基本的考え方 ・・・・・・・・・・付２ 

Ⅰ－２ 本指針の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３ 

Ⅰ－３ 指針の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付４ 

 

Ⅱ．監督上の評価項目と諸手続（商品先物取引業者（共通）編） 

Ⅱ－１ 経営管理等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５ 

Ⅱ―１－１ 経営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５ 

Ⅱ－１－２ 商品先物取引業者の役員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７ 

Ⅱ－１－３ 商品先物取引業を的確に遂行するに足りる人的構成 ・・・・・・・・・・・付８ 

Ⅱ－２ 財務の健全性等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付９ 

Ⅱ－２－１ 財務の健全性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付９ 

Ⅱ－２－２ 純資産額及び純資産額規制比率の正確性 ・・・・・・・・・・・・・・・・付９ 

Ⅱ－３ リスク管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１０ 

Ⅱ－３－１ 事務リスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１０ 

Ⅱ－３－２ システムリスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１０ 

Ⅱ－３－３ 危機管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１３ 

Ⅱ－３－４ 市場リスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１４ 

Ⅱ－３－５ 取引先リスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１４ 

Ⅱ－３－６ 基礎的リスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１５ 

Ⅱ－４ 業務の適切性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１６ 

Ⅱ－４－１ 法令等遵守体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１６ 

Ⅱ－４－２ 適合性の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付１６ 

Ⅱ－４－３ 勧誘・説明等の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付２０ 

Ⅱ－４－３－１ 勧誘等における禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付２０ 

Ⅱ－４－３－２ 顧客に対する説明体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付２６ 

Ⅱ－４－３－３ 顧客に関する情報管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３０ 

Ⅱ－４－３－４ 外務員管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３２ 

Ⅱ－４－３－５ 顧客に対する誠実かつ公正の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・付３２ 

Ⅱ－４－３－６ 広告等の留意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３２ 

Ⅱ－４－３－７ 苦情等への対処 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３４ 

Ⅱ－４－３－８ 苦情等対処に関する内部管理体制の確立 ・・・・・・・・・・・・・付３４ 

Ⅱ－４―３―９ 顧客資産保全措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３７ 

Ⅱ－４－４ 商品取引事故に対する監督上の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・付３７ 

Ⅱ－４－５ 商品先物取引仲介業者の法令違反の防止措置 ・・・・・・・・・・・・・付３８ 

Ⅱ－４－６ 行政処分を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３９ 



Ⅱ－４－６－１ 検査結果等への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付３９ 

Ⅱ－４－６－２ 行政処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付４０ 

Ⅱ－４－６－３ 行政手続法等との関係等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付４１ 

Ⅱ－４－６－４ 不利益処分の公表に関する考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・付４１ 

Ⅱ―５ 取引時確認等の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付４２ 

Ⅱ－６ 反社会的勢力による被害の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付４６ 

Ⅱ－７ 各種届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付４９ 

Ⅱ－８ 業務に関する帳簿書類関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５０ 

Ⅱ－９ 商品先物取引業者の許可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５２ 

Ⅱ－１０ 外務員登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５５ 

Ⅱ－１１ 商品取引責任準備金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５６ 

 

Ⅲ．監督上の評価項目と諸手続（商品先物取引業者（商品市場における取引又は外国商品市場取

引）編） 

Ⅲ－１ 商品先物取引業者の市場仲介機能等の適切な発揮 ・・・・・・・・・・・・・付５７ 

Ⅲ－１－１ 市場仲介者としての信頼性向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５７ 

Ⅲ－１－２ 委託者に対するチェック機能の発揮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・付５７ 

Ⅲ－２ 取引一任契約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付５９ 

Ⅲ－３ プログラム自動取引を受託する場合の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・付６０ 

 

Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（店頭商品デリバティブ取引） 

Ⅳ－１ 法令等遵守体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付６４ 

Ⅳ－２ 勧誘・説明体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付６５ 

Ⅳ－３ 店頭商品デリバティブ取引に係るリスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・付６８ 

Ⅳ－４ 特定店頭商品オプション取引に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・付７０ 

 

Ⅴ．監督上の評価項目と諸手続（商品先物取引仲介業者）   

Ⅴ－１ 業務の適切性等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７２ 

Ⅴ－２ 諸手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７３ 

Ⅴ－２－１ 登録手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７３ 

Ⅴ－２－２ 登録手続に係る留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７４ 

Ⅴ－２－３ 届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７５ 

Ⅴ－２－４ 業務に関する帳簿書類関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７５ 

Ⅴ－２－５ 外務員登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７６ 

 

Ⅵ．監督上の評価項目と諸手続（特定店頭商品デリバティブ取引業者） 

Ⅵ－１ 業務の適切性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７７ 

Ⅵ－２ 業務に関する帳簿書類関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７７ 

Ⅵ－３ 特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・付７７ 

Ⅵ－４ 変動証拠金及び当初証拠金の授受に係る措置について ・・・・・・・・・・・付７８ 

Ⅵ－５ 行政処分を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付７９ 

 



Ⅶ．その他（無許可業者等） 

Ⅶ－１ 無許可業者等の実態把握等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付８０ 

Ⅶ－２ 無許可業者等に係る対応について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付８０ 



- 付 1 - 

 

Ⅰ．基本的考え方 

 

Ⅰ－１ 商品先物取引業者等の監督に関する基本的考え方 

 

Ⅰ－１－１ 商品先物取引業者等の監督の目的と主務省の役割 

「使いやすい」、「透明な」、「トラブルのない」商品市場を実現すべく、平成２１年に商品取

引所法が改正され、それまで参入規制のなかった海外の取引所取引、店頭取引を新たに参入規

制することとなった。このため、改正法（商品先物取引法）では、商品先物取引業者、商品先

物取引仲介業者、特定店頭商品デリバティブ取引業者の３類型が対象となった。加えて勧誘規

制として、不招請勧誘の禁止規定の導入がされることとなったことから、これらの事業者に適

正な商品デリバティブ取引を行っていただくために、本指針を作成するものである。 

商品デリバティブ取引を行うに当たっては、委託者等（委託者又は店頭商品デリバティブ取

引の相手方をいう。以下同じ。）が相場変動に伴うリスクを理解しつつ自らの責任ある判断の

下で積極的に資産運用のための投資を行うとともに、商品先物市場が公正な商品価格の形成、

価格変動リスクの緩和や在庫調整等に寄与する公正かつ効率的な産業インフラとしての機能

を持つものであることが大前提であり、商品先物取引業者等（商品先物取引業者、商品先物取

引仲介業者及び特定店頭商品デリバティブ取引業者をいう。以下同じ。）は、このような取引

の仲介者として、重要な役割を果たしている。 

商品先物取引業者等の監督の目的は、商品先物取引業等（商品先物取引業、商品先物取引仲

介業及び商品先物取引法（以下「法」又は「商先法」という。）第３４９条第１項に規定する

「特定店頭商品デリバティブ取引」を業として行う行為（以下「特定店頭商品デリバティブ取

引業」という。）をいう。以下同じ。）を行う者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、商品の

公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び委託者等の保護に資することにあ

る。 

このような枠組みの中で、農林水産省及び経済産業省（以下「主務省」という。）の役割は、

継続的に情報の収集・分析を行い、商品先物取引業者等の業務の健全性や適切性に係る問題を

早期に発見するとともに、必要に応じて行政処分等の監督上の措置を行い、問題が深刻化する

前に改善のための働きかけを行っていくことにある。 

具体的には、商品先物取引業者等に対して委託者等の保護をはじめとする各種法令遵守の徹

底を求めていくとともに、商品先物取引業者等との定期的・継続的な意見交換等により、業務

の状況を適切に把握することや、商品先物取引業者等から提供された各種の情報の蓄積及び分

析を行い、経営の健全性の確保等に向けた自主的な取組を早期に促していくことが、重要な役

割といえる。 

特に、主務省は、個別の商品先物取引業者等の状況のみならず、商品先物取引業者等全体の

状況についても幅広く知る立場にあることから、他の商品先物取引業者等との比較分析を通じ

て、当該商品先物取引業者等が全体の中でどのような状況に置かれているかを的確に把握し、

分析結果の商品先物取引業者等への還元及びヒアリングなどを通じて、問題改善が適切になさ

れるよう図っていくことが重要である。 

効果的かつ実効性の高い監督行政を行うためには、「オンサイト」と、各種報告に基づく「オ

フサイト」の双方のモニタリング手法を適切に組み合わせ、それぞれの機能を的確に発揮し、

一体として商品先物取引業者等への監督を行うことが求められる。 
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Ⅰ－１－２ 商品先物取引業者等の監督に当たっての基本的考え方 

上記を踏まえると、商品先物取引業者等の監督に当たっての基本的考え方は次のとおりであ

る。 

 

（１）オンサイトとオフサイトの適切な組み合わせ 

監督に当たっては、オンサイトとオフサイトの双方のモニタリング手法を適切に組み合わ

せることで、実効性の高い商品先物取引業者等の監督を実現することが重要である。このた

め、主務省においては、以下の点に十分留意することとする。 

① 検査を通じて把握された問題点については、問題点の改善状況をフォローアップし、そ

の是正につなげていくよう努めること。 

② 主務省がオフサイト・モニタリングを通じて把握した問題点については、次回検査に向

けて十分な分析を行うなど、その活用が図られるようにすること。 

③ ①及び②の結果に基づき、必要に応じて、行政処分等厳正な監督上の措置を講じること。 

 

（２）十分な意思の疎通の確保 

商品先物取引業者等の監督に当たっては、商品先物取引業者等の経営に関する情報を的確

に把握・分析し、必要に応じて、適時適切に監督上の対応につなげていくことが重要である。

このため、主務省においては、商品先物取引業者等からの報告だけではなく、日頃から十分

な意思疎通を図ることを通じて積極的に情報収集する必要がある。具体的には、商品先物取

引業者等との日常的なコミュニケーションを確保し、財務情報のみならず、経営に関する

様々な情報についても把握するよう努める必要がある。 

 

（３）自主的な努力の尊重 

主務省は、商品先物取引業者等の自己責任原則に則った経営判断を法令等に基づき検証す

る。 

また、商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の自主的努力の尊重に配慮し、問題の

改善を促していく立場にある。商品先物取引業者等の監督に当たっては、このような立場を

十分に踏まえ、商品先物取引業者等の業務運営に関する自主的な努力を尊重するよう配慮し

なければならない。 

 

（４）効率的・効果的な監督事務の確保 

主務省は、商品先物取引業者等の営業阻害等を防ぐ観点から、監督事務を効率的・効果的

に行う必要がある。したがって、商品先物取引業者等に報告や資料提出等を求める場合には、

監督上真に必要なものに限定するよう配慮するとともに、現在行っている監督事務の必要性、

方法等について常に点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性の向上を図るよう努

めなければならない。 

更に、商品先物市場のグローバル化、ボーダーレス化に伴い多様化する商品先物取引業者

等の業務に応じた監督事務を行うことに努める必要がある。 

また、市場の実情に精通している自主規制機関としての認可を受けた日本商品先物取引協

会（以下「日商協」という。）や商品取引所は、商品先物取引業者等に対し自主的に律して

いくことにより委託者等からの信頼を確保させる自主規制機能を担っており、主務省はこれ

らの者と監督上の連携を密接に行う必要がある。 
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Ⅰ－２ 本指針の構成 

本指針は、多様な商品先物取引業者等の監督に当たって、包括的かつ重複を極力排除したも

のとして策定されている。 

具体的には、「Ⅰ」は商品先物取引業者等に適用され、「Ⅱ」は、商品先物取引業者に適用さ

れる。「Ⅲ」及び「Ⅳ」は、商品先物取引業者の行う業務の種別に応じて適用されるものであ

る。 

また、商品先物取引仲介業者及び特定店頭商品デリバティブ取引業者については、「Ⅴ」及び

「Ⅵ」がそれぞれ適用される。 
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Ⅰ－３ 指針の策定 

本指針は、商品先物取引業者等の実態を十分に踏まえ、様々なケースに対応できるように作

成したものである。各々の商品先物取引業者等は、公益又は顧客の保護の観点からその経営のあ

るべき姿を適切に見直して、本指針で示された監督上の評価項目をその経営に反映していくこと

が求められる。 

したがって、本指針の適用に当たっては、各評価項目の字義通りの対応が行われていない場

合であっても、公益又は顧客の保護の観点から問題のない限り、直ちに不適切とするものでは

ないことに留意し、機械的・画一的な運用に陥らないように配慮する必要がある。一方、評価

項目に係る機能が形式的に具備されていたとしても、公益又は顧客の保護の観点からは必ずし

も十分とは言えない場合もあることに留意する必要がある。 
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Ⅱ．監督上の評価項目と諸手続（商品先物取引業者（共通）編） 

 

Ⅱ－１ 経営管理等 

 

Ⅱ―１―１ 経営管理 

商品デリバティブ取引が健全な発展を実現していくためには、商品先物取引業者自らが法令

等遵守体制の整備等に努め、委託者等の保護に欠けることのないよう経営を行うことが重要で

ある。日常の監督事務においては、商品先物取引業者の業務執行に対する経営陣の監督が有効

に機能しているか、経営陣に対する監視統制が有効に機能しているかといった観点から、望ま

しいと考えられる商品先物取引業者の経営管理のあり方について検証していく必要がある。 

なお、商品先物取引業者である外国法人については、代表取締役を本邦における代表者、取

締役会等を本邦における営業所又は事務所における最高意思決定機関等と適宜読み替えるも

のとする。 

商品先物取引業者の経営管理が有効に機能するためには、商品先物取引業者の全役職員が商

品デリバティブ取引の担い手として重大な社会的責任を有することを認識した上で、自らに与

えられた役割を十分理解しその業務運営に参画していくことが必要である。その中でも特に、

代表取締役、取締役・取締役会、監査役・監査役会、内部監査部門の担う責務は重要である。 

代表取締役が、商品先物取引業者を代表する権限を付与された取締役として、商品先物取引

業者の経営の最高責任を担うことは言うまでもない。取締役会は、商品先物取引業者の経営の

最高意思決定機関として、業務執行の具体的な決定を行う権限を有するとともに、代表取締役

や担当取締役の行う業務執行を監視し独断的経営を抑止する機能を併せ持つ。監査役・監査役

会は、上記のような商品先物取引業者の経営上重要な責務を有する取締役等の業務執行を監査

するための広範かつ強力な権限を付託されており、経営監視において重要な職責を有する。 

このように、商品先物取引業者の経営にとって重大な役割を果たすべき代表取締役、取締

役・取締役会、監査役・監査役会が、その機能を適切に発揮し、与えられた責務を全うしてい

るかどうかを、例えば以下の点に留意して検証することとする。 

（注）指名委員会等設置会社である商品先物取引業者については取締役会、各委員会、執行役

等の機関等が、監査等委員会設置会社である商品先物取引業者については取締役会、監査

等委員会の機関等が、それぞれ与えられた権限等を適切に行使しているかどうかといった

観点から検証する必要がある。この場合においては、本指針の趣旨を踏まえ、実態に即し

て検証を行うこととする。 

 

（１）代表取締役 

① 代表取締役は、業務推進に係る事柄のみならず、法令等遵守及び内部管理体制の確立・

整備に係る事柄を経営の最重要課題の一つとして位置付け、その実践のための具体的方針

の策定及び徹底に、誠実にかつ率先垂範して取り組んでいるか。 

② 代表取締役は、リスク管理部門を軽視することが企業収益に重大な影響を与えることを

十分認識し、リスク管理部門を重視しているか。 

③ 代表取締役は、内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定するとともに、

内部監査部門の機能が十分発揮できるよう構築（内部監査部門の独立性の確保を含む。）

し、定期的にその機能状況を確認しているか。また、被監査部門等におけるリスク管理の

状況等を踏まえた上で、監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本事項を承認している
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か。更に、内部監査の結果等については適切な措置を講じているか。 

④ 代表取締役は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、商

品先物取引業者に対する公共の信頼を維持し、商品先物取引業者の業務の適切性及び健全

性の確保のため不可欠であることを十分認識し、「企業が反社会的勢力による被害を防止

するための指針について」（平成１９年６月１９日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下

「政府指針」という。）の内容を踏まえて取締役会で決定された基本方針を社内外に周知

しているか。 

 

（２）取締役・取締役会 

① 取締役は、業務執行にあたる代表取締役等の独断専行を牽制・抑止し、取締役会におけ

る業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督に積極的に参加しているか。 

② 取締役会は、商品先物取引業者が目指すべき全体像等に基づいた経営方針を明確に定め

ているか。更に、経営方針に沿った経営計画を明確に定め、それを組織全体に周知してい

るか。また、その達成度合いを定期的に検証し、必要に応じ見直しを行っているか。 

③ 取締役会は、業務推進に係る事柄のみならず、法令等遵守及び内部管理体制の確立・整

備に係る事柄を経営の最重要課題の一つとして位置付け、その実践のための具体的方針の

策定に、誠実にかつ率先垂範して取り組んでいるか。また、当該経営方針について社内で

周知徹底を図っているか。更に、政府指針を踏まえた基本方針を決定し、それを実現する

ための体制を整備するとともに、定期的にその有効性を検証するなど、法令等遵守・リス

ク管理事項として、反社会的勢力による被害の防止を明確に位置付けているか。 

④ 取締役会は、リスク管理を軽視することが企業収益に重大な影響を与えることを十分認

識し、リスク管理を重視しているか。特に、担当取締役はリスクの所在及びリスクの種類

を理解した上で、各種リスクの測定、モニタリング、リスク管理等の手法について、深い

認識と理解を有しているか。 

⑤ 取締役会は、戦略目標を踏まえた各種リスク管理の方針を明確に定めているか。また、

リスク管理の方針を、定期的に、あるいは戦略目標の変化やリスク管理手法の発達等にあ

わせて随時見直しているか。更に、定期的又は随時にリスクの情報に係る報告を受けて必

要な意思決定を行うなど、把握されたリスク情報を業務の執行及び管理体制の整備等に活

用しているか。 

⑥ 取締役会は、委託者等の資産の分離保管が委託者等の保護、ひいては商品デリバティブ

取引の健全な発展に資するものであることを理解した上で、委託者等の資産の分離保管の

重要性を認識しているか。また、委託者等の資産の分離保管の状況について、定期的ある

いは随時に報告を受けるなどして、委託者等の資産の分離保管が適切に行われるための体

制の整備等に活用しているか。 

⑦ 取締役会は、内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定するとともに、

内部監査部門の機能が十分発揮できるよう構築（内部監査部門の独立性の確保を含む。）

し、定期的又は随時にその機能状況を確認しているか。また、被監査部門等におけるリス

ク管理の状況等を踏まえた上で、監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本事項を承認

しているか。更に、内部監査の結果等については適切な措置を講じているか。 

 

（３）監査役・監査役会 

① 監査役会は、制度の趣旨に則り、その独立性が確保されているか。 
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② 監査役会は、付与された広範な権限を適切に行使し、会計監査に加え業務監査を実施し

ているか。 

③ 監査役会が組織される場合であっても、各監査役は、あくまでも独任制の機関であるこ

とを自覚し、自己の責任に基づき積極的な監査を実施しているか。 

④ 監査役会は、外部監査の内容に応じてその結果の報告を受けるなどして、自らの監査の

実効性の確保に努めているか。 

 

（４）内部監査部門 

内部監査は、商品先物取引業者の経営目標の実現に寄与することを目的として、被監査部

門から独立した立場で、業務執行状況や内部管理・内部統制の適切性、有効性、合理性等を

検証・評価し、これに基づいて経営陣に対して助言・勧告等を行うものであり、商品先物取

引業者の自律的な企業運営を確保していく上で、最も重要な企業活動の一つである。このよ

うな重要性に鑑み、商品先物取引業者の内部監査が有効に機能しているかどうかを、例えば

以下の点に留意して検証することとする。 

① 内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう被監査部門から独立し、

かつ実効性ある内部監査が実施できる体制となっているか。 

② 内部監査部門は、商品先物取引業者の全ての業務を監査対象として、被監査部門におけ

るリスクの管理状況及びリスクの種類等を把握した上で、内部監査計画を立案しているか。 

③ 内部監査部門は、内部監査計画に基づき、被監査部門に対して効率的かつ実効性ある内

部監査を実施しているか。 

④ 内部監査部門は、内部監査において把握・指摘した重要な事項を遅滞なく代表取締役及

び取締役会に報告しているか。 

⑤ 内部監査部門は、内部監査における指摘事項に関する被監査部門の改善状況を適切に管

理し、その後の内部監査計画に反映しているか。 

 

（５）外部監査の活用 

商品先物取引業者に制度上義務付けられる会計監査人による財務諸表等監査以外に、外部

監査人による業務監査（本社、グループ等による監査を含む。）を義務付けるものではない。

しかしながら、企業収益の獲得及びリスク管理、あるいは内部管理体制の実効性を確保する

ためには、会計監査人等によるこれらの外部監査は、商品先物取引業者自らの内部監査と同

様に、その有効な活用が確保されることが望ましい。外部監査を用いた場合は、例えば以下

の点に留意して検証することとする。 

① 外部監査において把握・指摘された重要な事項は、遅滞なく取締役会又は監査役会に報

告されているか。 

② 被監査部門は、外部監査における指摘事項を一定期間内に改善しているか。また内部監

査部門は、その改善状況を適切に把握・検証しているか。 

 

Ⅱ－１－２ 商品先物取引業者の役員 

商品先物取引業者の取締役、執行役又は監査役（以下「役員」という。）の選任議案の決定

プロセス等においては、以下の要素が適切に勘案されているか。 

 

（１）欠格事由（法第１５条第２項第１号イからルまでに掲げるものをいう。）のいずれかに該
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当しないこと又は許可当時既に該当していたことがないこと。 

 

（２）商品先物取引業又はこれに付随する業務等に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の

処分に違反していないこと。 

 

（３）商品先物取引業の運営に関し、委託者等の利益を害する事実がないこと。 

 

（４）商品先物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いと認められ

ることがないこと。 

 

（５）法第１９１条第１項の許可に付した条件に違反していないこと。 

 

 

Ⅱ－１－３ 商品先物取引業を的確に遂行するに足りる人的構成 

商品先物取引業者の役員又は使用人に関する以下の事項に照らし、商品先物取引業を的確に

遂行するに足りる人的構成が確保されていると認められるか。 

 

（１）商先法等の関連諸規制や本方針で示している経営管理の内容を理解し、実行するに足る知

識・経験、並びに商品先物取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及び

リスク管理に関する十分な知識・経験を有している者を確保していること。 

 

（２）反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と密接な関係を有していないこと（過去に反社

会的勢力であった場合を含む。）。 

 

（３）商先法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国

の法令による刑を含む。）に処せられたことがないこと。 

 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）の規定（同法

第３２条の２第７項の規定を除く。）若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、

又は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による

刑を含む。）に処せられたことがないこと。 

 

（５）禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられたことがないこと

（特に、刑法第２４６条から第２５０条まで（詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、

恐喝及びこれらの未遂）の罪に問われた場合に留意すること。）。 
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Ⅱ－２ 財務の健全性等 

 

Ⅱ－２－１ 財務の健全性 

商品先物取引業者の純資産額（商品先物取引法施行規則（以下「規則」という。）第８１条）、

純資産額規制比率（法第２１１条）、負債比率（規則第１２３条）、流動比率（規則第１２３条）

及び純資産額資本金比率（規則第８２条第１項第９号）を維持することは、市況の急激な変化

に伴う収入の減少や保有資産の価値の下落等に直面した場合においても、商品先物取引業者の

財務の健全性を保ち、委託者等の保護に万全を期すことを目的としている。商品先物取引業者

は適切な純資産額及び純資産額規制比率を維持すること等を通じて、その業務に伴うリスクを

総体的に把握・管理し、各種リスクが顕在化した場合でもそれに伴う損失に十分耐えられるだ

けの純資産額を保持しなければならない。主務省としては、自己責任原則の下で行われる適切

な純資産額及び純資産額規制比率の維持等を補完する役割を果たすものとして、オフサイト・

モニタリングを通じ、商品先物取引業者の財務の健全性の確保のための自主的な取組を促して

いく必要がある。 

 

Ⅱ－２－２ 純資産額及び純資産額規制比率の正確性 

純資産額及び純資産額規制比率の算出の正確性については、法第１９３条第２項及び規則第

３８条の規定を十分に踏まえ、検証することとする。 

また、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額については、規則第９９条の規定に基づく

主務大臣の定めるところにより算定した額を、以下の点に留意の上、業務の態様に応じた合理

的な方法により、毎営業日、把握しているかを確認するものとする。 

なお、第一種金融商品取引業を兼業する商品先物取引業者が、規則第１００条第２項の規定

に基づき届け出る書面の様式は、金融商品取引法（以下「金商法」という。）第５６条の２第

１項の規定に基づき提出する「モニタリング調査表」における自己資本規制比率に係る様式と

する。 

上記の場合並びに規則第９９条第２項ただし書の規定に基づき市場リスク相当額及び取引

先リスク相当額を把握する場合及び規則第１００条第７項ただし書の規定に基づき自己資本

規制比率の状況を把握する場合における算出の正確性に関する管理態勢については、「金融商

品取引業者等向けの総合的な監督指針」の該当項目を参照するものとする。 

 

（１）商品市場における相場等に係る変動等に基づき、市場リスク相当額を適切に把握している

か。なお、月末以外においては、固定化されていない純資産額の額に比し建玉が恒常的に小

さい等、重要性の乏しいものについては、概算により把握することができるものとする。 

 

（２）対象となる全ての取引又は資産等の与信相当額に基づき、取引先リスク相当額を適切に把

握しているか。なお、月末以外においては、委託者等未収金及び未収収益については、受託

収益に係るもの及び経過的に約定日に計上されるもの（受渡日に入金されなかったものを除

く。）を除くことができるものとする。 

 

（３）市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、毎営業日、リスク管理について責任を負っ

ている取締役が了知しているか。 
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Ⅱ－３ リスク管理 

 

Ⅱ－３－１ 事務リスク管理体制 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠り、あるいは事故・不正等を起こすことにより委

託者等や商品先物取引業者が損失を被るリスクである。商品先物取引業者は、事務リスクに係

る内部管理体制を適切に整備し、商品先物取引業に係る業務の健全かつ適切な運営により、信

頼性の確保に努める必要があることから、例えば以下の点に留意して検証することとする。 

 

（１）主な着眼点 

① 適切な事務リスク管理体制が整備されているか。 

② 事務リスクを軽減することの重要性を認識し、事務リスク軽減のための具体的な方策を

講じているか。 

③ 事務リスクの管理部門は、例えば営業を行う部門（主として収益をあげるための業務を

行う全ての部門をいう。以下「営業部門」という。）から独立するなど、十分に牽制機能

が発揮されるよう体制が整備されているか。事務に係る諸規定が明確に定められているか。

また、当該諸規定は必要に応じて適切に見直しが行われているか。 

④ 内部監査部門は、事務リスク管理体制を監査するため、内部監査を適切に実施している

か。また、事務リスクの管理部門は、営業部門における事務管理体制をチェックする措置

を講じているか。両部門は、適宜連携を図り営業部門の事務水準の向上を図っているか。 

 

（２）事務の外部委託について 

商品先物取引業者は事務の外部委託を行う場合でも、当該委託事務に係る最終的な責任を

免れるものではないことから、委託者等の保護及び経営の健全性を確保するため、商品先物

取引業者の業務内容に応じて、例えば以下の点に留意する必要がある。なお、以下の点はあ

くまで一般的な着眼点であり、委託事務の内容等に応じ、追加的に検証を必要とする場合が

あることに留意する。 

① 外部委託の対象とする事務や外部委託先の選定に関する方針・手続が明確に定められて

いるか。 

② 外部委託している事務のリスク管理が十分に行えるような体制を構築しているか。 

③ 外部委託を行うことによって、検査や報告、記録の提出等主務省に対する義務の履行等

を妨げないような措置が講じられているか。 

④ 委託契約によっても商品先物取引業者と委託者等との間の権利義務関係に変更がなく、

当該商品先物取引業者が事務を行ったのと同様の権利が確保されていることが明らかか。 

⑤ 委託事務に関して契約どおりサービスの提供が受けられないときに、商品先物取引業者

において委託者等利便に支障が生じることを未然に防止するための体制整備が行われて

いるか。 

⑥ 委託事務に係る苦情等について、委託者等から商品先物取引業者への直接の連絡窓口を

設けるなど適切な苦情相談体制が整備されているか。 

 

Ⅱ－３－２ システムリスク管理体制 

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等に伴

い委託者等や商品先物取引業者が損失を被るリスクやコンピュータが不正に使用されること
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により委託者等や商品先物取引業者が損失を被るリスクをいう。近年、商品先物取引業者の経

営再編に伴うシステム統合や新商品・サービスの拡大等に伴い、商品先物取引業者の情報シス

テムは一段と高度化・複雑化し、更にコンピュータのネットワーク化の拡大に伴い、重要情報

に対する不正なアクセスや漏えい等のリスクが大きくなっている。システムが安全かつ安定的

に稼動することは、商品デリバティブ取引及び商品先物取引業者に対する信頼を確保するため

の大前提であり、システムリスク管理体制の充実強化は極めて重要である。 

システムリスク管理体制の検証については、商品先物取引業者の業務内容に応じて、例えば

以下の点に留意して検証することとする。 

 

（１）システムリスクに対する認識等 

① 取締役会等において、システムリスクが十分認識され、全社的なリスク管理の基本方針

が策定されているか。 

② 取締役会等において、システム障害やサイバーセキュリティ事案（以下「システム障害

等」という。）の未然防止と発生時の迅速な復旧対応について、経営上の重大な課題と認

識され、必要な体制が整備されているか。 

（注）サイバーセキュリティ事案とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用に

より、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報

システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行や DDoS 攻撃等の、いわゆる「サ

イバー攻撃」により、サイバーセキュリティが脅かされる事案をいう。 

③ システムリスクに関する情報が、適切に経営者に報告される体制となっているか。 

 

（２）適切なリスク管理体制の確立 

① システムリスク管理の基本方針が定められ、管理体制が構築されているか。 

② 具体的基準に従い管理すべきリスクの所在や種類を特定しているか。 

③ システムリスク管理体制は、自社の業務の実態やシステム障害等を把握・分析し、シス

テム環境等に応じて、その障害の発生件数・規模をできる限り低下させて適切な品質を維

持するような、実効性ある体制となっているか。 

 

（３）システム監査 

① システム部門から独立した内部監査部門において、システムに精通した監査要員による

定期的なシステム監査が行われているか。 

② 監査の対象はシステムリスクに関する業務全体をカバーしているか。 

 

（４）安全対策の整備 

① 安全対策の基本方針が策定されているか。 

② 定められた方針、基準及び手順に従って安全対策を適正に管理する安全管理者を設置し

ているか。安全管理者は、システム、データ、ネットワークの管理体制を統括しているか。 

 

（５）外部委託管理 

システムに係る外部委託業務について、リスク管理が適切に行われているか。 

 

（６）コンティンジェンシープラン 
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① コンティンジェンシープラン（システム障害等に係る緊急時対応計画）が策定され、緊

急時体制が構築されているか。 

② コンティンジェンシープランは、自社の業務の実態やシステム環境等に応じて常時見直

され、実効性が維持される体制となっているか。 

 

（７）システム統合リスク 

① 商品先物取引業者の役職員は、システム統合リスクについて十分認識し、そのリスク管

理体制を整備しているか。 

② テスト体制を整備しているか。また、テスト計画はシステム統合に伴う開発内容に適合

したものとなっているか。 

③ 業務を外部委託する場合であっても、商品先物取引業者自らが主体的に関与する体制を

構築しているか。 

④ システム統合に係る重要事項の判断に際して、システム監査人による監査等の第三者機

関による評価を活用しているか。 

 

（８）障害発生時の対応 

① システム障害等が発生した場合に、委託者等に無用の混乱を生じさせないための適切な

措置を講じるとともに、速やかに復旧や代替手段の稼働に向けた作業を実施することとな

っているか。 

また、システム障害等の発生に備え、最悪のシナリオを想定した上で、必要な対応を行

う体制となっているか。 

② システム障害等の発生に備え、外部委託先を含めた報告体制、指揮・命令系統が明確に

なっているか。 

③ 経営に重大な影響を及ぼすシステム障害等が発生した場合に、速やかに代表取締役をは

じめとする取締役に報告するとともに、報告に当たっては、最悪のシナリオの下で生じ得

る最大リスク等を報告する体制（例えば、顧客に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、

報告者の判断で過小報告することなく、最大の可能性を速やかに報告すること）となって

いるか。 

また、必要に応じて、対策本部を立ち上げ、代表取締役等自らが適切な指示・命令を行

い、速やかに問題の解決を図る体制となっているか。 

④ 発生したシステム障害等について、原因を分析し、それに応じた再発防止策を講じてい

るか。 

また、システム障害等の原因の定期的な傾向分析を行い、それに応じた対応策をとって

いるか。 

⑤ システム障害等が発生した場合、速やかに主務省に被害状況等を連絡する体制が整備さ

れているか。 

⑥ 復旧時、原因解明時には改めて主務省宛てに報告しているか。 

（注）報告すべきシステム障害等 

その原因の如何を問わず、商品先物取引業者又は商品先物取引業者から業務の委託を

受けた者等が現に使用しているシステム・機器（ハードウェアやソフトウェア）に発生し

た障害であって、商品先物取引その他顧客等に影響を及ぼすもの又はそのおそれのあるも

のをいう。 
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ただし、一部のシステム・機器に障害の影響が発生しても他のシステム・機器が速や

かに代替することで実質的にはこれらの影響が生じない場合（例えば、立会時間外に受注

システムが停止した場合において、速やかに当該システムに相当する代替システムを起動

させることによって受注が可能となり、立会時間に間に合った場合）を除く。なお、障害

が発生していない場合であっても、サイバー攻撃の予告がなされ、又はサイバー攻撃が検

知される等により、顧客や業務に影響を及ぼす、又は及ぼす可能性が高いと認められると

きは、主務省への報告を求めることとする。 

 

Ⅱ－３－３ 危機管理体制 

近年、商品先物取引業者が抱えるリスクは多様化・複雑化しており、情報化の進展など商品

先物取引業者を取り巻く経営環境の変化も相まって、通常のリスク管理だけでは対処できない

ような危機が発生する可能性は否定できず、危機管理の重要性が高まっている。 

こうした多様なリスクが顕在化した場合であっても、商品先物取引業者は業務の公共性に鑑

み、その機能を極力維持することで、商品市場ひいては社会における無用の混乱を抑止するよ

う努めることが望ましいと考えられる。以上を踏まえ、商品先物取引業者の監督に当たっては、

その業務内容に応じ、例えば以下の点に留意して検証することとする。 

 

（１）平時における危機への対応 

① 何が危機であるかを認識し、可能な限りその回避・予防に努める（不可避なものは予防

策を講じる。）よう、平時より、定期的な点検・訓練を行うなど未然防止に向けた取組に

努めているか。 

② 危機管理マニュアルを策定しているか。また、危機管理マニュアルは自社の業務の実態

や自社を取り巻くリスク環境等に応じ、常時見直しを行うなど実効性が維持される体制と

なっているか。なお、危機管理マニュアルの策定に当たっては、客観的な水準が判定され

るものを根拠として設計されることが望ましい。 

（参考）想定される危機の事例 

・ 自然災害（地震、風水害、異常気象、伝染病等） 

・ テロ・戦争（国外において発生する場合を含む。） 

・ 事故（大規模停電、コンピュータ事故等） 

・ 風評（口コミ、インターネット、電子メール、憶測記事によるもの等） 

・ 対企業犯罪（脅迫、反社会的勢力の介入、データ盗難、役職員への犯罪等） 

・ 業務上のトラブル（苦情・相談対応、データ入力ミス等） 

・ 人事上のトラブル（役職員の事故・犯罪、内紛、セクシャルハラスメント等） 

・ 労務上のトラブル（内部告発、過労死、職業病、人材流出等） 

③ 危機管理マニュアルには、危機発生の初期段階における的確な状況把握による客観的な

状況判断を行うことの重要性や情報発信の重要性など、初期対応の重要性が盛り込まれて

いるか。 

④ 危機管理マニュアルには、危機発生時における責任体制が明確化され、危機発生時の組

織内及び関係機関等（関係当局を含む。）への報告・連絡体制等が整備されているか。ま

た、海外への影響可能性及び危機のレベル・類型に応じた海外主務省その他関係機関への

連絡体制が整備されているか。危機発生時の体制整備は、危機のレベル・類型に応じて組

織全体を統括する対策本部の下、部門別・営業店別に想定していることが望ましい。 
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⑤ 日頃からきめ細かな情報発信及び情報収集に努めているか。 

 

（２）危機発生時における対応 

危機的状況の発生又はその可能性が認められる場合には、事態が沈静化するまでの間、当

該商品先物取引業者における危機対応の状況（危機管理体制の整備状況、関係者への連絡状

況、情報発信の状況）が危機のレベル・類型に応じて十分なものとなっているかについて、

定期的にヒアリング又は現地の状況等を確認するなど実態把握に努めているか。主務省とし

てはそうした実態について適宜報告を求めることとする。 

 

（３）事態の沈静化後における対応 

商品先物取引業者における危機が沈静化した後、危機発生時の対応状況を検証する必要が

あると認められる場合には、当該商品先物取引業者に対して、事案の概要と対応状況、発生

原因分析及び再発防止に向けた取組について、適宜報告を求めることとする。 

 

（４）風評に対する危機管理体制 

① 風評リスクへの対応に係る体制が整備されているか。また、風評発生時における本店各

部及び営業所の対応方法に関する規定を設けているか。なお、他社や取引先に関する風評

が発生した場合の対応方法についても検討しておくことが望ましい。 

② 風評が伝達される媒体（例えば、インターネット、憶測記事等）に応じて、定期的又は

随時に風評のチェックを行っているか。 

 

（５）業務継続計画（BCP）の作成 

    大震災などの大規模な災害等の事態においても早期の被害の復旧を図り、必要最小限の業

務の継続が行えるよう業務継続計画（BCP：Business continuity plan）を作成しているか。 

 

Ⅱ－３－４ 市場リスク管理体制 

市場リスクとは、商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険で、

主務大臣の定めるところにより算出されたものである。商品先物取引業者は、市場リスクを適

切に管理していくことが重要である。 

したがって、商品先物取引業者の監督に当たっては、その業務内容に応じ、総合的なリスク

管理体制の整備、適切なリスク認識と評価等の適切な設定と管理、役割分担と権限の明確化に

よる相互牽制体制の構築等により、市場リスクが適切に管理されているか、に留意して検証す

ることとする。 

 

Ⅱ－３－５ 取引先リスク管理体制 

取引先リスクとは、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険で、主務

大臣の定めるところにより算出されたものである。商品先物取引業者は、取引先リスクを適切

に管理していくことが重要である。 

したがって、商品先物取引業者の監督に当たっては、総合的なリスク管理体制の整備、適切

なリスク認識と評価の社内検証の実施、役割分担と権限の明確化による相互牽制体制の構築等

により、取引先リスクが適切に管理されているか、に留意して検証することとする。 
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Ⅱ－３－６ 基礎的リスク管理体制 

基礎的リスクとは、その他事務処理の誤り等日常的な業務の遂行上発生し得るリスクである。

商品先物取引業者は、基礎的リスクを適切に管理していくことが重要である。 
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Ⅱ－４ 業務の適切性 

 

Ⅱ－４－１ 法令等遵守体制 

我が国経済・産業の発展のためには、公正、透明で効率的な市場の下で、商品デリバティ

ブ取引が適切な方法で提供される必要があり、商品先物取引業者に対する委託者等の信頼は、

そのための最も重要な要素の一つである。商品先物取引業者は、法令や業務上の諸規定を厳

格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることが強く求められている。商品先物取引業

者のコンプライアンス体制の整備については、その業務内容に応じて、例えば以下のような

点に留意して検証することとする。 

 

（１）コンプライアンスが経営の最重要課題の一つとして位置付けられ、その実践に係る基本的

な方針、具体的な実践計画（コンプライアンス・プログラム）や行動規範（倫理規程、コン

プライアンス・マニュアル）等が社内規則として策定されているか。また、これらの方針等

は役職員に対してその存在及び内容について周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに

日常の業務運営において実践されているか。 

 

（２）実践計画や行動規範は、定期的又は必要に応じ随時に、評価及びフォローアップが行われ

ているか。また、内容の見直しが行われているか。 

 

（３）コンプライアンス関連の情報が、営業部門、コンプライアンス担当部署／担当者、経営陣

の間で、的確に連絡・報告される体制となっているか。 

 

（４）社内等又は業界でコンプライアンスに関する研修・教育体制が確立・充実され、役職員の

コンプライアンス意識の醸成・向上に努めているか。また、研修の評価及びフォローアップ

が適宜行われ、内容の見直しを行うなど、法令遵守体制の実効性の確保に努めているか。 

 

（５）商品先物取引業者の内部管理体制を強化し、適正な業務の遂行に資するため、商品先物取

引業者における法令諸規定等の遵守状況を管理する業務を担う者の機能が十分に発揮され

る体制となっているか。 

 

Ⅱ－４－２ 適合性の原則 

商品先物取引業者は、法第２１５条の規定に基づき、商品取引契約を締結する前に、顧客の

知識、経験、財産の状況、商品取引契約を締結する目的に応じた取引内容や取引条件に留意し、

適合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘に該当するか否か（（４）②参照）の総合的

な判断を合理的に行うことにより、適正な勧誘の履行を確保する必要がある。 

そのため、顧客の属性等及び取引実態を的確に把握し得る顧客管理体制を確立することが重

要であり、例えば以下のような点に留意して検証することとする（特に、インターネット取引

については、その非対面性に鑑みて細心の注意を払うこと。）。 

なお、適合性の原則における「勧誘」とは、商品先物取引業者が顧客に対して、商品取引契

約の締結又は契約締結後の個々の取引の委託等の意思形成に影響を与える程度に商品デリバ

ティブ取引を勧める行為をいう。したがって、初めて勧誘する顧客に商品取引契約の締結を勧

める場合のみならず、既に取引を行っている顧客に取引枚数を増やすことを勧める場合なども
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「勧誘」に含まれる。 

また、このように直接取引を勧める場合のほか、客観的にみて顧客の取引の委託等の意思決

定に影響を与える程度に商品デリバティブ取引のメリットを強調する場合もここでの「勧誘」

に含まれる。一方、客観的な事実の確認のみを行うなど、顧客の意思決定に影響しない説明を

行い、顧客が自己責任に基づき委託等の意思決定を行っている場合はここでの「勧誘」には該

当しない。 

ただし、法第２２０条の４の規定に基づき、顧客が特定委託者（一般顧客とみなされる者を

除き、特定委託者とみなされる者を含む。以下同じ。）及び特定当業者（一般顧客とみなされ

る者を除き、特定当業者とみなされる者を含む。以下同じ。）である場合については、適合性

の原則が適用されない点に留意が必要である。 

 

（１）顧客の属性等の的確な把握及び顧客情報の管理の徹底 

① 顧客の知識、経験、財産の状況、商品取引契約を締結する目的等について、顧客カード

等の整備と併せ適時の把握に努めるとともに、勧誘に当たっては、当該顧客の属性等に則

した適切な勧誘に努めるよう役職員に徹底しているか。 

② 顧客管理部門においては、顧客の属性等の把握の状況及び顧客情報の管理の状況を把握

するように努め、顧客の属性等に照らして適切な勧誘が行われているか等についての検証

を行うとともに、検証結果を踏まえて、必要な顧客の属性等の顧客情報の管理方法の見直

しを行う等、必要に応じて、その状況を把握・検証し、その実効性を確保する体制構築に

努めているか。 

 

（２）顧客の取引実態の的確な把握及びその効果的活用 

① 顧客の取引実態の把握については、例えば、顧客口座ごとの売買損、評価損、取引回数、

証拠金合計額、手数料といった取引実態を、顧客の取引実態の把握の参考としているか。 

② 取引実態の把握において、取引内容を直接顧客に確認する必要があると判断した顧客に

ついては、例えば各営業部門における管理責任者等（担当者以外の責任者で部店長等を含

む。以下同じ。）による顧客面談等を適時・適切に実施し、取引実態の的確な把握に努め

ているか。また、商品取引契約締結以降も、長期にわたって取引が継続する商品デリバテ

ィブ取引の実態の把握について、同様の取組をしているか。 

③ 顧客管理部門においては、各営業部門における管理責任者等が行う顧客面談等に係る具

体的な方法を定め、当該方法を役職員に周知徹底するとともに、顧客面談等の状況を把

握・検証し、当該方法の見直し等、その実効性を確保する体制を構築するよう努めている

か。 

 

（３）顧客の取扱いについて 

特定委託者、特定当業者及び一般顧客の取扱い及びそれらの間の移行手続について明確に

した社内規則等が策定され、その遵守のために適正な管理体制が構築され、安易な特定委託

者又は特定当業者への移行を防止するよう厳正な審査に努めているか。 

 

（４）個人顧客との間の取引行為に係る考慮事項 

① 勧誘に当たっての前提となる顧客の属性等の把握の方法 

イ 適合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘に該当するか否か（②参照）の総合
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的な判断を合理的に行うために、商品先物取引業者は、顧客に適合性の原則の趣旨を説

明した上で、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に関する

情報の提供を求め、顧客の属性等の把握に努めているか。 

具体的には、商品先物取引業者は、取引を勧誘する顧客について、その申告に基づ

き、ａ氏名、ｂ住所、ｃ生年月日、ｄ職業、ｅ収入、ｆ財産の状況、ｇ投資可能資金

額、ｈ商品デリバティブ取引その他の投資経験の有無及びその程度、ｉ商品取引契約

を締結する目的等について、情報収集を行っているか。 

さらに、これらの情報を記載した顧客カードを作成し、その情報に変更があればそ

の都度更新し、顧客情報を適切に管理しているか。例えば、顧客の勤務先の異動等や

必要に応じた属性の見直しは行われているか。 

ロ 「投資可能資金額」とは、顧客が、商品デリバティブ取引の性質を十分に理解した上

で、損失（手数料等を含む。）を被っても生活に支障のない範囲で定める資金額であり、

顧客の適合性を判断する上で重要な要素と考えられるところ、商品先物取引業者は、顧

客に投資可能資金額の申告を求める際は、その意味を顧客が理解できるよう、特に、老

後の生活の備えとして蓄えた財産まで投資することとなっていないか、商品デリバティ

ブ取引の仕組み・リスク等を分かりやすく説明し、顧客が十分に理解しているかについ

て、適切に把握しているか。 

顧客による投資可能資金額の自己申告の内容が、当該顧客の収入や資産等の属性に鑑

みて過大でないことについて、書面等の形式的な審査を行うにとどまらず、当該自己申

告の内容に実態との齟齬があるとの疑念が生じる場合には、例えば、管理部門等が当該

自己申告の内容を当該顧客に対して確認し、その応答如何によっては、さらに、収入や

資産の種類を質問したり、場合によってはその証明を求めるなど適切な方法による審査

を行っているか。また、そのための社内規則が策定され、その遵守のために適正な管理

体制が構築されているか。 

② 具体例 

イ 次に掲げる勧誘は、適合性の原則に照らして、不適当と認められる勧誘であると考え

られる。 

・未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障

害の認められる者に対する勧誘 

・生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対する勧誘 

・破産者で復権を得ない者に対する勧誘 

・商品デリバティブ取引をするための借入れを勧めての勧誘 

・損失が生ずるおそれのある取引を望まない者に対する勧誘 

・取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない者に対する、

取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれがある取引の勧誘 

・規則第１０２条の２第３号により行うことが可能とされている勧誘を受けて商品取

引契約を締結した者（直近の３年以内に延べ９０日間以上にわたり商品デリバティ

ブ取引（損失限定取引を除く。）を行った者を除く。）に対する、契約締結後最初

の取引を行う日から最低９０日を経過する日までの期間において、取引証拠金等の

額が投資上限額（規則第１０２条の２第３号ハ（２）に規定する投資上限額をいう。

以下同じ。）の３分の１の額に達することとなる取引の勧誘 

ロ 次に掲げる勧誘は、適合性の原則に照らして、不適当と認められるおそれのある勧誘
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であると考えられる。 

ただし、該当する項目があるからといって、直ちに適合性の原則に照らして、不適

当と認められるものではなく、ハに記載する「業者内審査手続等」において、特に厳

格に審査した上で、適合性の原則に照らして適当と認められる勧誘であることを確認

した場合には、直ちに適合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘にはならない

と考えられる。具体的には、商品先物取引業者の側において、法第２１５条に規定す

る「顧客の知識、経験、財産の状況、商品取引契約を締結する目的」のほか、①イに

例示する生年月日（年齢）、収入（年収）等の顧客の属性等を総合的に勘案して、適

合性の原則に照らして適当であることを合理的に判断し、以下に示す審査過程と判断

根拠を具体的に記載した書面等にその記録を残すなどの対応が必要である。 

・給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等（以下「年

金等」という。）により生計を立てている者に対する勧誘 

・一定以上の収入（例えば、年間５００万円以上）を有しない者に対する勧誘 

・投資可能資金額を超える損失を発生させる可能性の高い取引に係る勧誘（取引を継

続することにより、投資可能資金額を超える損失が発生する可能性が高い場合に、

当該取引の継続を勧める行為を含む。） 

・高齢者（例えば、年齢７５歳以上の者）に対する勧誘 

・デリバティブ取引の経験がない者に対する勧誘 

ハ 業者内審査手続等 

適合性の原則に照らして適当と認められる勧誘であるか否かの基準については、イ、ロ

に掲げる例のほか、顧客の類型や取引経験等を勘案し、各業者において適切な基準を策定

する必要がある。なお、イ又はロに該当しない顧客であっても、適切に顧客情報を審査し

なければならない。これらの適合性の原則に関する社内審査については、日商協の自主規

制ルールの内容に適合する必要がある。 

また、対面営業による勧誘を行う場合においては、顧客情報等について外務員による一

連の勧誘過程における確認に加え、最終的に業者内の顧客管理部門において確認し、一連

の記録を作成することが求められ、勧誘過程において顧客が適合性を有しないことが判明

した場合には、直ちに勧誘を中止しなければならない。 

業者内審査手続については、各業者で顧客の類型やビジネスモデルに応じた適合性の審

査にふさわしい手続を定めることとし、その中で、特に厳格な審査が必要な場面を想定し、

これを本店レベルにおいて、①営業部門とは独立した組織である管理部門において適合性

を厳格に審査し、②総括管理責任者（最終的に管理部門を総括する役員クラスの者）がこ

れを決裁することとする。管理部門の職員が営業部門の役職を兼務するのは適当ではな

い。なお、商品先物取引業者が金融商品取引業を兼業する場合に、管理部門の職員が両方

の管理業務を兼務することは妨げられない。業者内審査手続においては、審査過程と判断

根拠を具体的に記載した書面を作成し、その記録を残さなければならない。特に、ロのた

だし書に基づく勧誘を行う場合には、当該業者内審査手続のため、管理部門において、適

合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘が行われていないかどうか、特に厳格に審

査することとする。 

また、規則第１０２条の２第２号及び第３号により行うことが可能とされている勧誘に

当たっては、適合性の確認は、特に厳格な審査が必要なものとして行うよう管理体制を整

え、当該管理体制を社内へ周知徹底するとともに、外務員への指導・教育等の対応を図る
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必要がある。 

 

Ⅱ－４－３ 勧誘・説明等の体制 

 

Ⅱ－４－３－１ 勧誘等における禁止事項 

顧客に対する勧誘等については、以下の点に留意する必要がある。 

 

（１）断定的判断の提供（法第２１４条第１号） 

「不確実な事項」とは、商品の価格動向、商品デリバティブ取引による損益等が該当する。 

① 「必ず値上がりする。」、「必ず値下がりする。」、「絶対利益が出ます。」、「損は

しません。」等の表現を使用していないか。 

② 「確実であると誤認させるおそれのあることを告げて」とは、「必ず」等の表現を使用

しなくとも、例えば、「１００％とは言えないが値上がりが期待できる。」等の表現によ

り、その表現の前後の文脈や説明の状況から判断して、それが顧客をして「値上がりは間

違いない。」と誤認させるおそれがないか（その際、顧客に損害が生じたか否かは関係な

い。）。 

商品先物取引業者の言動が「確実であると誤認させるおそれのあることを告げる」も

のであったか否かは当該勧誘を受ける顧客の属性等を勘案して判断される点に留意する

ものとする。例えば、商品デリバティブ取引につき専門的知識と豊富な経験を持つ顧客に

対しては、商品先物取引業者の言動が「確実であると誤認させるおそれのあることを告げ

る」に該当しないこともあり得る。 

 

（２）委託又は申込みを行わない旨を表示した顧客への勧誘の禁止（法第２１４条第５号） 

顧客が委託若しくは申込みを行わない旨又は勧誘を受けることを希望しない旨の意思を

表示することには、商品デリバティブ取引に関し「いりません。」、「関心がありません。」、

「興味がありません。」などと表明することが含まれる。 

① 顧客からこのような意思が明確になされたにもかかわらず、その内容に反して、当該顧

客に対して継続して勧誘を行っていないか、又は、その後改めて電話をかけてあるいは顧

客を訪問して勧誘を行っていないか（例えば、単に住居の戸口に「勧誘お断り」の表示を

している場合には、意思表示の対象やその内容が不明確であることから、直ちに委託又は

申込みを行わない旨の意思の表示には当たらないと考えられるが、勧誘に際し顧客の意思

を確認することが必要である。また、顧客が「今は忙しいので後日にして欲しい。」との

み告げた場合など、顧客が特定の状況での勧誘行為に対する拒絶の意思を表明した場合

は、客観的状況から合理的に認められる当該顧客の意思を踏まえて、当該特定の状況が変

化した後に再び勧誘を行うことは妨げられない。一方、その意思表示の対象が明確である

と考えられる表示をしている場合には、当該顧客に対して勧誘を行うことは本規定に違反

すると考えられる。）。 

② 一方、顧客が「もう二度と来ないで欲しい。」と告げた場合など、客観的状況から合理

的に判断される当該顧客の意思が、時期を問わず勧誘を拒絶するものであるにもかかわら

ず、再び勧誘を行っていないか。 

 

（３）迷惑勧誘（法第２１４条第６号） 
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「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、社会通念上、迷惑であると考えられる時間・場所・

方法による勧誘であり、実際に勧誘を受けた顧客が迷惑と感じることは必要ではない。具体

的な行為の本規定への該当性は、個別事例ごと具体的状況を総合的に考慮し、社会通念上「迷

惑」と考えられる勧誘か否かによって判断される点に留意する必要があるが、例えば、次に

掲げる勧誘は本規定に該当すると考えられることに留意する必要がある（ただし、時間・場

所・方法についての顧客による事前の具体的な指示又は承諾に基づく場合を除く。）。 

① 夜間・早朝、勤務時間中等の迷惑な時間帯に、電話又は訪問による勧誘を行うこと。 

② 顧客の意思に反して、長時間に亘る勧誘を行うこと。 

③ 顧客に対し、大声を上げる等威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘

を行うこと。 

④ 顧客が迷惑であると表明した時間・場所・方法で勧誘を行うこと。 

 

（４）勧誘を受ける意思の確認（法第２１４条第７号） 

① 勧誘に先立っての告知 

「勧誘に先立って」「自己の商号又は名称及び商品取引契約の締結の勧誘である旨」

を告げるとは、電話勧誘及び訪問勧誘に当たっては、相手が出たときに、勧誘に入る前に、

顧客に対して、自らの商号又は名称及びこれから行おうとする勧誘が商品取引契約の締結

についての勧誘である旨を告げることである。 

また、（５）①イに掲げる商品取引契約以外の商品取引契約については、顧客への訪

問に先立って電話でアポイントをとる場合においても、本号の告知を行う必要がある。 

イ．商品取引契約の勧誘を行うことを告げずに世間話やアンケートを行った後に商品取引

契約の勧誘を行っていないか。 

ロ．また、「自己の商号又は名称及び商品取引契約の締結の勧誘である旨」を告げる際、

商品先物取引業者は、顧客がその勧誘を受けるか否かを判断できるよう、これから行

おうとする勧誘がどのような取引についての勧誘なのか明確に伝えているか、また、

顧客が商品取引契約を現物の商品や有価証券の取引等と混同することのないよう留意

しているか。 

② 顧客の意思確認 

「勧誘を受ける意思の有無を確認」とは、例えば、「これから商品先物取引の勧誘を

させて頂いてよろしいですか。」等の質問を行うことによって、顧客に勧誘を受ける意思

があるかを問いかけ、それに対する顧客の意思表示を明示的に確認することをいう。 

このため、商品先物取引業者が顧客の意思表示を待たずに勧誘を開始すること、商品

先物取引業者が顧客の意思表示を聞き流して勧誘を開始することは、顧客の意思を適切に

確認したことにならない。 

また、仮に、顧客が婉曲的な表現を用いるなど、その意思表示に不明な点がある場合

は、商品先物取引業者は顧客の意思を再確認することが求められる点に留意が必要であ

る。 

 

（５）不招請勧誘の禁止（法第２１４条第９号） 

① 不招請勧誘が禁止される商品取引契約 

不招請勧誘の禁止の対象は、個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために行われる

次の商品取引契約の勧誘である（商品先物取引法施行令（以下「施行令」という。）第３
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０条）。 

イ．（商品市場における取引及び外国商品市場取引） 

商品市場における相場等に係る変動により、当該商品取引契約に基づく取引につい

て当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額

が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるもの 

ロ．（店頭商品デリバティブ取引） 

すべての商品取引契約 

② 不招請勧誘の禁止の内容 

上記①イ又はロに掲げる商品取引契約の締結の勧誘を要請していない個人顧客に対

し、「訪問し、又は電話をかけて」当該商品取引契約の締結の勧誘（商品取引契約の締結

を目的とした勧誘受託意思の確認や適合性の確認を含む一切の行為をいう。以下この（５）

において同じ。）をすることは、規則第１０２条の２に規定する行為を除き、許されない。

勧誘の要請とは、顧客が業者に対して自らに対して勧誘を行うことを明確に求めることを

指し、例えば、一般的事項に関する照会や、取引概要に関する資料請求を行ったことのみ

をもって、当該顧客が勧誘の要請を行ったとみなすことはできない。 

また、法第２１４条第７号に基づく勧誘を受ける意思の確認及び規則第１０２条の２

第２号又は第３号に基づく説明を行う前に、顧客に対して勧誘を行うことは、法第２１４

条第７号に基づく勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘の禁止規定及び同条第９号

に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。さらに、顧客から勧誘の要請があった場合

でも、その前に顧客に対して勧誘がなされたことを受けて顧客が勧誘を要請するなど、実

質的に顧客からの勧誘の要請があったと考えられない場合には、法第２１４条第９号に規

定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。 

③ 不招請勧誘の禁止に抵触しない事例 

法第２１４条第９号は、個人顧客に対し「訪問し、又は電話をかけて」勧誘すること

を禁じる規定であることから、例えば、ダイレクトメールを個人顧客に対して送付する行

為は、本規定との関係では妨げられない。また、顧客から来店又は電話をかけて勧誘要請

してきた場合、本規定は適用されないが、実質的に顧客からの勧誘の要請があったと考え

られない場合には、法第２１４条第９号に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。 

④ 顧客からの勧誘の招請状況等の把握 

商品先物取引業者は、以下のとおり顧客からの勧誘の招請状況を的確に把握し得る顧

客管理体制を確立することが重要である。 

イ．顧客からの勧誘の招請状況又は過去の取引実態等について、例えば、顧客カードの整

備等により、適時の把握に努めるとともに、勧誘に当たっては、当該顧客からの勧誘

の招請状況又は過去の取引実態等に則した適正な勧誘に努めるよう役職員に徹底され

ていること。 

ロ．顧客からの勧誘の招請状況又は過去の取引実態等の顧客情報の管理について、具体的

な取扱方法を定め、当該方法を役職員に周知徹底すること。特に、顧客情報について

は、守秘義務等の観点から十分に検討を行った上で取扱方法を定めていること。 

ハ．顧客管理部門においては、顧客からの勧誘の招請状況及び過去の取引実態等の把握及

び顧客情報の管理の状況を把握するように努め、必要に応じて、適切な勧誘が行われ

ているか等についての検証を行うとともに、顧客情報の管理方法の見直しを行う等、

その実効性を確保する体制の構築に努めていること。 
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⑤ 顧客を集めての勧誘 

不招請勧誘の禁止規定は「訪問し、又は電話をかけて」勧誘することを禁じる規定で

あるが、当該規定の趣旨の潜脱を防止するため、規則第１０３条第１項第１０号に規定す

る事項について、下記の点に留意する必要がある。 

イ．セミナー等（講演会、学習会、説明会等の名目の如何を問わない。以下同じ。）を開

催して顧客を集め、当該顧客に対して施行令第３０条に規定する商品取引契約の締結

の勧誘を行う場合には、当該セミナー等に係る広告等及び送付する案内状等に、施行

令第３０条に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをあらかじめ明

示しなければならない。 

ロ．規則第１０３条第１項第１０号の「商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを

あらかじめ明示」するとは、セミナー等の名称が、施行令第３０条に規定する商品取

引契約に関連するものであることを明確に表していることのみでは足りず、当該商品

取引契約の勧誘を行う目的がある旨を明確に表示していなければならない。  

 ⑥ 損失限定取引又は貴金属等現物取引の経験者 

損失限定取引又は貴金属等現物取引を行っている顧客は、不招請勧誘の禁止規定の適

用除外である規則第１０２条の２第１号イからニまでに掲げるそれぞれの契約について、

規則第１０２条の２第１号に規定する「継続的取引関係にある顧客」又は同条第２号に規

定する「他社契約者」には該当しない。したがって、損失限定取引又は貴金属等現物取引

を行っている当該顧客に対して、勧誘の要請がないにもかかわらず「損失が取引証拠金を

上回る取引」（以下「通常取引等」という。）に係る勧誘を行った場合には、不招請勧誘の

禁止規定が適用される。このため、損失限定取引又は貴金属等現物取引のために訪問し、

又は電話をかけた際に、勧誘の要請がないにもかかわらず通常取引等の勧誘を行うこと

は、法第２１４条第９号に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。 

また、損失限定取引又は貴金属等現物取引の目的で来店又は電話をかけてきた顧客に

対して、勧誘を受ける意思の有無を確認せずに通常取引等の勧誘をすることは、法第２１

４条第７号に規定する勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘の禁止規定に抵触する。 

⑦ 不招請勧誘禁止の対象から除外される勧誘行為 
規則第１０２条の２に規定する勧誘行為については、法第２１４条第９号で禁止される

行為に該当しない。ただし、規則第１０２条の２第２号及び第３号に規定する勧誘行為は、

当該各号に定める条件に従って、適切に行われなければならない。 

なお、この場合であっても、法第２１５条の「適合性の原則」により、顧客の知識、経

験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行

ってはならない。 
イ．他社契約者である顧客に対する不招請勧誘 

規則第１０２条の２第２号に規定する他社契約者である顧客に対する勧誘につい

ては、法第２１４条第７号に基づく勧誘を受ける意思の確認を行う際に、併せて、他

社契約者でなければ契約を締結できない旨の条件を説明してからでなければ、これら

以外の勧誘行為を行ってはならない。当該確認及び説明の前に勧誘を行うことは、法

第２１４条第７号に規定する勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘の禁止規定及

び同条第９号に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。また、当該説明の際に、

勧誘条件を満たさないことが判明した場合には、速やかに電話を切る等の対応を行わ

なければならない。なお、勧誘条件を満たさないことがあらかじめ判明している場合
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には、電話をかける等の行為を行ってはならない。 
また、商品先物取引業者の誘導により、規則第１０２条の２第２号ロに規定する「他

社契約者であることを自ら申告した書面」において、事実と異なる内容が申告され、

当該書面を用いて同号ロの確認が行われた場合には、当該確認が行われたとは認めら

れない。 
なお、規則第１０２条の２第２号イに規定する「当該説明を受けたことを当該顧客

が証する書面」及び同号ロに定める「他社契約者であることを自ら申告した書面」に

ついては、日商協の策定する自主規制ルールに適合した内容としなければならない。 
ロ．顧客（継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。）に対する不 
招請勧誘 

（ⅰ）勧誘に先立つ条件説明 
規則第１０２条の２第３号に規定する顧客に対する勧誘については、法第２１４条

第７号に基づく勧誘を受ける意思の確認を行う際に併せて、顧客に規則１０２条の２

第３号イ（１）から（３）までに掲げる条件を説明してからでなければ、これら以外

の勧誘行為を行ってはならない。当該確認及び説明の前に勧誘を行うことは、法第２

１４条第７号に規定する勧誘を受ける意思を確認しないで行う勧誘の禁止規定及び同

条第９号に規定する不招請勧誘の禁止規定に抵触する。また、当該説明の際には、上

記イと同様に、勧誘条件を満たさないことが判明した場合には、速やかに電話を切る

等の対応を行わなければならない。なお、勧誘条件を満たさないことがあらかじめ判

明している場合には、電話をかける等の行為を行ってはならない。 
（ⅱ）契約できる条件の確認 

商品先物取引業者の誘導により、規則第１０２条の２第３号ロ（１）から（３）ま

でに規定する書面において、事実と異なる内容が申告され、当該書面を用いて同号ロ

の確認が行われた場合には、当該確認が行われたとは認められない。また、規則第１

０２条の２第３号イに規定する「当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面」及

び同号ロ（１）から（３）までに規定する書面については、日商協の策定する自主規

制ルールに適合した内容としなければならない。 
なお、規則１０２条の２第３号ロの規定による確認又は保存に際し、同号ロ（１）

の「身分証明書その他の当該顧客の年齢又は生年月日を証する書面」及び同号ロ（３）

の「資格証明書その他の当該顧客が資格保有者であることを証する書面」については、

複写で足りるものとする。 
（ⅲ）理解度確認  

規則第１０２条の２第３号に規定する「顧客（継続的取引関係にある顧客及び他社

契約者である顧客を除く。）」に対する勧誘において、同号イ（３）（ⅰ）に規定す

る「法第２１７条第１項第１号から第３号までに掲げる事項について適切な理解がな

されているかどうか」の確認（以下「理解度確認」という。）に当たっては、それが

顧客自身の理解を確認するものであることに鑑み、次に掲げる条件を満たす必要があ

る。 

（イ）理解度確認に使用する書面や実施方法については、日商協の策定する自主規制

ルールに適合した、顧客がその内容を十分に理解していることが確認できるものと

しなければならない（電子情報処理組織を使用して行われる場合も同様とする。）。 

（ロ）理解度確認はテスト形式で行われるものであり、顧客が全問正答しない限り、



- 付 25 - 

 

商品先物に対する理解度があるとは認められない。なお、全問正答できなかった顧

客に対し、改めて理解度確認を行うことは可能であるが、その場合には顧客が既に

解答した問題と同一の問題を用いてはならない。 
（ハ）顧客の自由な意思によらない理解度確認を求めてはならない。また、商品先物

取引業者の役職員が顧客に対して解答を示唆してはならない。 
（ニ）営業部門とは独立した管理部門において、顧客への理解度確認に係る書面の送

付、顧客からの回答の回収、採点、顧客への結果通知を行わなければならない。ま

た、管理部門以外に所属する商品先物取引業者の役職員が当該書面を送付前に入手

するなど、当該書面の内容を送付前に知ることのないよう、管理部門は理解度確認

に使用する書面の情報を管理しなければならない。 
（ⅳ）熟慮期間の設定 

外務員は、熟慮期間（規則第１０２条の２第３号ハ（１）に規定する「当該商品取

引契約を締結した日から１４日以内」の期間をいう。以下同じ。）中の顧客に対し、

顧客自らの意思で商品先物取引を行うか否か判断することを促す観点から、顧客から

の求めがない限り、当該顧客への情報提供等の顧客への接触を行うことは適当でない。 

（ⅴ）投資上限額 

投資上限額とは、委託者保護の観点から顧客の保有する金融資産等から一定のルー

ルに従い設定されるものであり、当該顧客の年収と保有金融資産額との合計額の３分

の１の額を超えて投資上限額を設定してはならず、又は引き上げるべき旨の勧誘を行

ってはならない。 

また、商品取引契約の締結から１年間は、設定された投資上限額を超えて取引証拠

金等を受領できず、又は取引証拠金等の額が投資上限額に達した場合には、決済を結

了しなければならない旨及び決済方法を契約締結前交付書面等に記載し、商品取引契

約を締結する前に、あらかじめ顧客に説明しなければならない。 

ハ．商品先物取引業者の計算とみなす取引 
  規則第１０２条の２第２号及び第３号に規定する行為においては、上記イ及びロに

従った説明や確認等を行わなければならず、特に、規則第１０２条の２第２号イ及び

ロ並びに第３号イ及びロに規定する書面については、当該書面の確認などの日から１

０年間保存しなければならない。これらに反した取引若しくは事実と異なることを知

りながら取引を行った場合、熟慮期間中に取引を行った場合又は投資上限額を超えて

取引証拠金等を受領し、若しくは取引証拠金等の額が投資上限額に達したにもかかわ

らず決済を結了せずに取引を行った場合には、当該取引は商品先物取引業者の自己の

計算においてしたものとみなされることに留意する必要がある。 
ニ．内部管理体制の構築 

     規則第１０３条第１項第２８号に規定する体制を整備していない場合には、規則第

１０２条の２第２号及び第３号に規定する行為を行うことは禁止されている。特に、

委託者保護に欠けることにならないよう、一連の勧誘過程における記録の作成とその

保存、Ⅱ－４－１、Ⅱ―４－２（４）②ハ、Ⅱ－４－３－４及びⅡ－４－３－８に従

った、特に厳格な業者内審査手続き体制の構築、苦情等の対処に関する内部管理体制

等を内容とした社内規則やマニュアル等を整備し、社内研修等を通じて、役職員に周

知徹底することや、内部監査部門等において、定期的又は随時に監査を実施すること

が重要である。 
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（６）特別の利益の提供の禁止（法第２１４条第１０号、規則第１０３条第１項第５号） 

    委託手数料の割引等が規則第１０３条第１項第５号の「特別の利益の提供」に該当する

かは、個別事案ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものであるが、取引条件の設

定が不当でないこと、社内の手数料テーブルや同様の取引条件にある他の顧客に対して行

っている割引率などを考慮して、社会通念上妥当と認められる範囲を超える場合には、同

号の「特別の利益の提供」に該当する可能性がある点に留意する必要がある。 

 

 

Ⅱ－４－３－２ 顧客に対する説明体制 

商品デリバティブ取引は、相当程度の専門知識が要求されるものがあるが、顧客は必ずしも

専門知識や経験等が十分ではないと考えられることから、商品先物取引業者が判断材料となる

情報を正確かつ公平に顧客へ開示するなど、説明責任が履行される必要がある。したがって、

顧客に対する説明等においては、以下の点に留意するものとする。 

 

（１）説明体制に関する主な着眼点 

① 適合性の原則を踏まえた説明体制の整備 

契約締結前交付書面の記載事項を説明する場合において、顧客の知識、経験、財産の状

況及び商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法

及び程度を適切に選択し、適合性の原則を踏まえた適切な説明がなされる体制が整備され

ているか。 

② 適切な取引の仕組み等の説明等の実施 

イ．取引を行うメリットのみを強調し、取引による損失の発生やリスク等のデメリットの

説明が不足していないか。 

ロ．セールストーク等に虚偽や断定的な判断の提供となるようなものはないか。 

ハ．商品や取引を説明する際の説明内容は客観的なものか、恣意的、主観的なものになっ

ていないか。 

ニ．商品や取引の内容（基本的な商品性及びリスクの内容、種類や変動要因等）を十分理

解させるように説明しているか。 

特に、契約締結前交付書面に係る規定の趣旨等を踏まえ、顧客判断に影響を及ぼす重

要な事項を丁寧に説明するなど、顧客が理解をする意欲を失わないよう努めているか。 

ホ．当該商品デリバティブ取引に関して誤解を与える説明をしていないか。特に、商品先

物取引業者によって元本が保証されているとの誤解を与えるおそれのある説明をして

いないか。また、商品デリバティブ取引において、相場の変動等により損金が発生した

場合、そのポジションを保持するために追加的に証拠金又は現金を預託しなければなら

ない必要があるにもかかわらず、その説明を怠り、顧客に誤解を与えるおそれのある説

明をしていないか。 

ヘ．第三者が作成した相場予測等を記載した資料（新聞記事、アナリストレポート等を含

む。）を用いて勧誘を行う場合において、当該相場予測等の内容が偏ったもののみを恣

意的に利用していないか。 

ト．その他、顧客に不当な負担となる、あるいは経済合理性に欠ける商品や取引の勧誘に

当たる、又は商品取引契約を締結するに当たって重要な事項の説明不足があるものでは
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ないか。 

③ 約定内容等の説明 

商品デリバティブ取引の約定後に、約定内容（約定日時、約定金額又は約定数値等）に

ついて顧客から提示要請があった場合に、当該情報を顧客に対して適切に提示しているか。 

④ インターネットを通じた説明の方法 

施行令第３１条第１項に規定する顧客の承諾を得て商品デリバティブ取引の仕組み等

の説明をインターネットを通じて行う場合においては、顧客がその操作する電子計算機の

画面上に表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリック

する等の方法で、顧客が理解した旨及び説明方法を確認することにより行われる必要があ

る。 

 

（２）契約締結前交付書面に係る留意事項 

① 規則第１０４条第１項第７号に規定する締結前の説明書類の「損失の額が取引証拠金等

の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その理由」には、ロスカット取引（損失

が一定以上になった際に、自動的に反対取引により決済する条件の取引をいう。以下同

じ。）が設けられている場合であっても、相場の急激な変動により取引証拠金等の額を上

回る損失が生じることとなるおそれがある取引は、その旨を含む。 

② 規則第１０４条第１項第１４号に規定する「当該商品取引契約に基づく取引に基づいて

発生する債務の履行の方法及び当該商品取引契約に基づく取引を決済する方法」には、ロ

スカット取引に関する事項を含むものとする。 

③ 規則第１０４条第１項第２２号に規定する「顧客が当該商品先物取引業者に連絡する方

法」は、顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱方法について記載することとする。 

 

（３）必要情報の通知に係る留意事項 

商品先物取引業者は、規則第１０９条、第１１０条の２及び第１１０条の３の規定に基づ

く委託者への通知又は書面の交付を確実に行っている必要があり、次に掲げる場合には委託

者に適切に通知する体制が不十分であると考えられる。 

① 規則第１０９条に規定する取引成立の際に通知する内容の通知を怠った場合や通知す

べき事項の欠如があった場合 

② 規則第１１０条の２に規定する取引証拠金等の受領に係る書面の交付の遅延又は不交

付があった場合 

③ 規則第１１０条の３に規定する委託者からの求めに応じた回答がされていない場合 

 

（４）取引をする意思を示した顧客に対する説明 

① 商品取引契約を締結するまでに、顧客に対して法第２１７条に規定する契約締結前交付

書面により、顧客の属性に照らして、また、取引の仕組み及びリスクのあること等を顧客

の理解が得られるまで丁寧に説明しているか。 

② 相場が急激に変動した場合の対応 

相場が急激に変動した場合の対応について、顧客から説明を求められた場合には、適

切な説明を行っているか。 

③ 自己勘定取引に係る社内管理体制 

自己勘定による取引を行っているか否か、行っている場合のリスク管理体制等につい
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て、顧客から説明を求められた場合には、適切な説明を行っているか。 

④ ロスカット取引 

ロスカット取引に関する取決めがある場合には、ロスカット取引が設けられていること

及びその内容について、適切な説明を行っているか。また、ロスカット取引が予定どおり

行われなかった場合の損失のおそれ等について、適切な説明を行っているか。 

 

（５）個人顧客との間の取引行為に係る考慮事項（法第２１７条、第２１８条） 

① 説明に至るまでの留意事項  

商品先物取引業者は、商品取引契約の勧誘を受ける意思を表明した顧客に対しては、

まず、法第２１７条第１項に定める「書面」を交付した上で、対面若しくは電話による口

頭で、又はインターネット等を介した方法で、法第２１８条第１項に定める「説明」を行

っているか。 

例えば、商品先物取引業者が新規の顧客に対して電話による勧誘を行い、書面交付手続

を経ずに継続して電話で商品取引契約の説明を行った場合には、法第２１８条第１項に定

める「説明」とはならない。 

② 契約締結前の書面交付（法第２１７条） 

この書面交付は、書面を顧客に直接手交する方法又は郵便等の方法によって行うほか、

法第２１７条第２項の規定により、例えば、顧客の承諾を得てインターネットを介して顧

客に記載事項を提供する等の電磁的方法で代替することができる。また、商品先物取引業

者が、その委託を行った商品先物取引仲介業者を通じて、顧客に対し書面を交付する方法

も妨げられないが、当該顧客に対する書面交付義務は、あくまでも当該商品先物取引業者

の義務である点に留意する必要がある。 

③ 契約締結前の説明（法第２１８条第１項から第３項まで） 

イ 商品デリバティブ取引の仕組み・リスク等 

(a)商品デリバティブ取引の仕組み・リスク等の説明 

商品先物取引業者は、法第２１８条第１項の説明に当たって、第２１７条第１項各

号に規定する商品デリバティブ取引の仕組み・リスク等について説明しているか。 

その際、あらかじめ交付した書面の記述や図画の該当箇所を示しながら説明するな

どして、顧客が次の事項を容易に理解できるよう留意しつつ説明しているか。 

(ｱ)法第２１７条第１項第１号に規定する事項 

いわゆるレバレッジ取引では、現物の取引とは異なり、取引の担保として預託し

なければならない取引証拠金等の数倍から数十倍の額の取引を行うものであるため、

相場の変動幅が小さくとも取引額全体では、相応の変動（利益又は損失）が生ずる

ハイリスク・ハイリターンの取引であること、及びそのレバレッジの比率等を説明

しているか。 

この説明の際に、商品先物取引業者は「顧客が預託する取引証拠金等の○○倍程

度の額の取引を行うことになるので、相場が○○円変動したら、これだけ利益・損

失が出る。」というように具体例を用いて説明しているか。 

(ｲ)法第２１７条第１項第２号に規定する事項 

いわゆるレバレッジ取引では、預託した取引証拠金等が相場の変動によって短期

間に減損するおそれがあり、かつ、預託した取引証拠金等の全額を上回る損失が発

生するおそれがあることについて、その仕組みも含めて説明しているか。 
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(ｳ)規則第１０４条第１項第１０号及び第１１号に規定する事項 

取引証拠金等の種類等を説明する際には、その発生する仕組みや顧客が預託する

時期（商品取引契約締結後に取引を行う際）も含めて説明しているか。 

(ｴ)規則第１０４条第１項第１２号及び第１３号に規定する事項 

手数料等に関する事項について説明する際には、取引の損益に加えて手数料等が

かかることを説明するとともに、手数料等は取引のどのような場面で必要になるの

か（例えば売り・買いの双方）、さらには、対面取引、インターネット取引や取引数

量の大小等に応じて異なる手数料体系を採用している場合には、その概要について

も説明しているか。 

(b)顧客の理解確認 

商品先物取引業者は、上記の事項を説明した後、これらの事項について、顧客が理

解をしていることを書面又は電磁的方法にて確認しているか。商品先物取引業者は、

顧客の理解が十分でない場合、再度説明しているか。 

電話での説明は困難を伴うと考えられるため直接会って説明を行うことが望ましい

が、顧客から電話で説明して欲しいと要望があった場合には、商品先物取引業者は、

通話中にそれぞれの事項についての顧客の理解を口頭で確認するとともに、顧客に確

認書面の送付を求め、それにより後日改めて確認しているか。 

ロ 顧客に理解されるために必要な方法及び程度 

商品先物取引業者は、商品デリバティブ取引の経験がない者と商品取引契約を締結し

ようとする場合には、商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動

の例を記載した図画又は表（取引額、取引単位、取引単位当たりの価額、取引証拠金等の

額等を盛り込む）を活用し、上記イ(a)(ｱ)から(ｴ)までについて説明しているか。 

また、商品デリバティブ取引の経験がある者と商品取引契約を締結しようとする場合

でも、当該顧客が、法第２１７条第１項各号に掲げる事項について理解・確認した際に、

上記イ(a)(ｱ)から(ｴ)について理解していない場合には、同様に説明しているか。 

ハ その他 

(a) 顧客が「説明は不要」との意思表示をした場合 

特定委託者及び特定当業者に該当しない顧客が「説明は不要」との意思表示をし

た場合でも、商品先物取引業者は、当該顧客への説明を行わずに契約を締結しては

ならない。 

(b) インターネットを介して説明を行う場合 

インターネットを介して説明を行う場合において、商品先物取引業者による「説

明」とは、顧客がその操作する電子計算機の画面上で表示される説明事項を読み、

その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法で理解した旨及び

説明方法を確認することにより行われる必要がある。 

 

（６）差玉向かいに係る説明義務（法第２１４条第１０号、規則第１０３条第１項第２１号） 

「故意に、商品市場における取引等の受託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算

による取引を対当させる取引」とは、それぞれ委託玉（商品先物取引業者が顧客の委託に基づ

いてする取引）と自己玉（商品先物取引業者が自己の計算をもってする取引）とを通算した売

りの取組高と買いの取組高とが均衡するように自己玉を建てること（以下「特定取引」という。）

を意味する。なお、特定取引は、人的に又は機械的に行われているかによって区別されるもの
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ではなく、また、取組高の均衡とは、売買同数に限らない場合もあると考えられる。 

特定取引を行う商品先物取引業者は、顧客から個々の取引の委託を受けようとする際、顧客

に対し、規則第１０３条第１項第２１号イ及びロに掲げる旨を、顧客が理解できるよう十分に

説明する必要がある。規則第１０３条第１項第２１号イ及びロに掲げる旨を顧客が理解できる

よう十分に説明するには、例えば、特定取引を用いている場合に取引が決済されると、委託者

全体の総損金が総益金より多いときには、当該商品先物取引業者に利益が生ずるため、当該商

品先物取引業者と顧客との間で利益相反関係が生ずるおそれがあることなどを説明すること

が必要であると考えられる。 

なお、顧客が商品先物取引業者の行う特定取引について説明を受けた上で、取引を委託した

場合であっても、上記説明による顧客の理解を十分なものとするべく、どの程度の頻度で、自

らの委託玉が商品先物取引業者の自己玉と対当する結果となっているのかを確認することが

できるよう、自己玉を建てる都度、その自己玉に対当する委託玉を建てた顧客に対し、その委

託玉が商品先物取引業者の自己玉と対当する結果となったことを通知することが必要である

場合が多いと考えられる。 

また、委託玉の受託・執行を行う部門と自己玉の執行を行う部門との間で、委託玉の取引情

報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合には、委託玉と自己玉とを通算した売りの

取組高と買いの取組高とが均衡したとしても、故意によるものではないと考えられる点に留意

が必要である。 

 

Ⅱ－４－３－３ 顧客に関する情報管理体制 

顧客に関する情報は、商品デリバティブ取引の基礎をなすものであり、その適切な管理が確

保されることが極めて重要である。そのうち特に、個人である顧客に関する情報については、

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）、「農林水産分野における個

人情報保護に関するガイドライン」、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を

対象とするガイドライン」並びに規則第１２４条第 1項第３号及び第４号の規定に基づく適切

な取扱いが確保される必要がある。 

このように、商品先物取引業者は、顧客に関する情報及び法人である顧客に関する情報（以

下「顧客に関する情報」という。）を適切に管理し得る体制を確立することが重要であり、例

えば以下の点に留意して検証することとする。 

 

（１）顧客に関する情報管理体制に係る留意事項 

① 経営陣は、顧客に関する情報管理の適切性を確保する必要性及び重要性を認識し、適切

性を確保するための組織体制の確立（部門間における適切な牽制の確保を含む。）、社内規

程の策定等、内部管理体制の整備を図っているか。 

② 顧客に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱基準を定めた上で、研修等により役

職員に周知徹底を図っているか。特に、当該情報の他者への伝達については、上記の法令

に従い手続が行われるよう十分な検討を行った上で取扱基準を定めているか。 

③ 顧客に関する情報へのアクセス管理の徹底（アクセス権限を付与された本人以外が使用

することの防止等）、内部関係者による顧客に関する情報の持ち出しの防止に係る対策、

外部からの不正アクセスの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策を含め、顧客に関

する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制となっているか。 

また、特定職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する職員への管理・牽制
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の強化を図る等、顧客に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図

っているか。 

④ 顧客に関する情報の取扱いを委託（注）する場合は、以下の措置を講じているか。 

（注）「委託」とは、契約の形態や種類を問わず、商品先物取引業者が他の者に顧客に

関する情報の取扱いの全部又は一部を行わせることを内容とする契約の一切を含

む。 

イ．外部委託先の管理について、責任部署を明確化し、外部委託先における業務の実施状

況を定期的又は必要に応じてモニタリングする等、外部委託先において顧客に関する情

報管理が適切に行われていることを確認しているか。 

ロ．外部委託先において漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに

委託元に報告される体制になっていることを確認しているか。 

ハ．外部委託先による顧客に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応

じて必要な範囲内に制限しているか。 

その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される従業員及びその権限の範囲

が特定されていることを確認しているか。 

更に、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するた

め、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認（権限が付与された本人と

実際の利用者との突合を含む。）が行われている等、アクセス管理の徹底が図られてい

ることを確認しているか。 

ニ．二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十

分な監督を行っているかについて確認しているか。また、必要に応じ、再委託先等の事

業者に対して自社による直接の監督を行っているか。 

⑤ 顧客に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二次被害

等の発生防止の観点から、対象となった顧客への説明、主務省への報告及び公表が迅速か

つ適切に行われる体制が整備されているか。 

また、情報漏えい等が発生した原因を分析し、再発防止に向けた対策が講じられている

か。更には、他社における漏えい事故等を踏まえ、類似事例の再発防止のために必要な措

置の検討を行っているか。 

⑥ 独立した内部監査部門等において、定期的又は随時に、顧客に関する情報管理に係る幅

広い業務を対象にした監査を行っているか。また、顧客に関する情報管理に係る監査に従

事する職員の専門性を高めるため、研修の実施等の方策を適切に講じているか。 

 

（２）個人情報管理に係る留意事項 

① 個人である顧客に関する情報については、規則第１２４条第１項第３号の規定に基づき

その安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督

について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講

じているか。 

② 個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての

情報その他の特別の非公開情報（注）を、規則第１２４条第１項第４号の規定に基づき利

用しないことを確保するための措置を講じているか。 

（注）その他特別の非公開情報とは、以下の情報等をいう。 

(a) 労働組合への加盟に関する情報 
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(b) 民族に関する情報 

(c) 性生活に関する情報 

  ③ 個人情報保護法第２条第３項に規定する個人情報取扱業者である商品先物取引業者等に

ついては、個人情報保護法第１７条に規定する「偽りその他不正な手段」により個人情

報を取得することのないよう、情報の入手先の確認等の必要な措置を講じているか。な

お、個人情報取扱業者から除外される商品先物取引業者等であっても、偽りその他不正

な手段により個人情報を取得することがないよう、情報の入手先の確認等の必要な措置

を講じることが望ましい。 

 

Ⅱ－４－３－４ 外務員管理体制 

商品先物取引業者は、顧客属性等に則した適正な勧誘の履行を確保する観点から、外務員

の勧誘実態等の把握及び法令遵守の徹底が重要であるが、その徹底に当たっては、以下の点に

特に留意するものとする。 

 

（１）外務員の勧誘実態等の把握及びその適正化 

① 勧誘実態の把握について、例えば、各営業部門における管理責任者等は、必要に応じて

顧客と直接面談等を行うことにより、その実態の把握に努めるなど、適切な措置を講じて

いるか。 

② 顧客に対する勧誘に際して、商品デリバティブ取引の勧誘であることを法第２１４条第

７号に基づく告知及び勧誘を受ける意思の確認、法第２１７条第１項に規定する書面交付、

法第２１８条の説明について過不足のない対応が行われているかなど、その実態の把握に

努め、外務員に対する適切な措置を講じているか。 

③ 顧客管理部門においては、上記①及び②の勧誘実態等の把握に係る具体的な方法を定め、

当該方法を役職員に周知徹底するとともに、必要に応じて、その状況を把握・検証し、当

該方法の見直し等、その実効性を確保する体制を構築しているか。 

 

（２）役職員の法令遵守意識の徹底 

① 役職員の法令等遵守意識の徹底について、研修の目的及び対象者等を考慮した事例研修

及び外部研修等を実施し、役職員の法令等遵守意識の向上を図っているか。 

② 内部管理部門においては、各種研修の内容及び実施状況を把握・検証し、内容等を見直

す等、その実効性を高める措置を講じているか。 

 

Ⅱ－４－３－５ 顧客に対する誠実かつ公正の原則 

 顧客に対して、勧誘や受託等を行う際に、商品先物取引業者の役職員（特に登録外務員）が

適切に誠実かつ公正な対応をするために日々努めているか。 

 

Ⅱ－４－３－６ 広告等の留意 

商品先物取引業者が行う広告等（法第２１３条の２及び規則第１００条の３から第１００条

の７までに規定する広告等をいう。以下同じ。）の表示は、顧客への勧誘の導入部分に当たり、

明瞭かつ正確な表示による情報提供が、適正な勧誘の履行を確保する観点から最も重要である

が、その徹底に当たっては、以下の点に特に留意するものとする。 

なお、特定委託者及び特定当業者は適用されない点に留意が必要である。 
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（注）広告等には、勧誘資料やインターネットのホームページ、郵便、信書便、ファックス、

電子メール、ビラ、パンフレット等の規則第１００条の３に規定する行為による多数の者

に対する情報提供が含まれるが、実際に広告等に該当するか否かの判断は、顧客との電子

メール等のやり取り、イメージＣＭ、ロゴ等を記載した粗品の提供などの外形ではなく、

実態をみて個別具体的に判断する必要がある。 

 

（１）顧客判断に影響を及ぼすこととなる重要事項に関する留意事項 

① ロスカット取引が設けられている商品取引契約であっても、相場の急激な変動により取

引証拠金等の額を上回る損失が生じることとなるおそれがある取引は、その旨が適切に表

示されているか。 

② セミナー等において、顧客がセミナー等の受講の継続を希望しない旨の意思表示を行っ

たにもかかわらず受講させていないか（事実上強制した場合も含む。）。この場合、法第２

１４条第５号の規定に該当するおそれがあることに留意する必要がある。 

③ 商品先物取引の勧誘であることを明示しないで、顧客を困惑させるような表示をしてい

ないか。 

④ 電子メールを送信する方法により広告等を行う場合には、特定電子メールの送信の適正

化等に関する法律（平成１４年法律第２６号）の規定に従って適切に行われているか。特

に、顧客から電子メールの送信を行わないように求める旨の通知を受けた場合の処理が適

切に行われているか。 

⑤ 顧客が支払うべき手数料、その他の対価又は費用が無料又は実際のものよりも著しく低

額であるかのように誤解させるような表示をしていないか。 

⑥ 損失又は取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれがある場合には、その旨を明確

に表示しているか。 

 

（２）明瞭かつ正確な表示 

広告等において法第２１３条の２に規定する項目を表示する場合に、規則第１００条の３

から第１００条の７までに規定する明瞭かつ正確な表示がなされているか否かの判断に当

たっては、具体的に以下の点に留意することとする。 

① 当該広告等に表示される他の事項に係る文字と比較して、使用する文字の大きさ、形状

及び色彩において、不当に目立ちにくい表示を行っていないか。 

特に、海外情勢や相場等の指標の変動を直接の原因として損失が生ずることとなるお

それのある場合の当該指標、損失が生ずるおそれがある旨・その理由及び投資額超過損が

生ずるおそれがある場合の、その直接の原因、投資額超過損が生ずるおそれがある旨・そ

の理由は、広告上の文字又は数字の中で最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示

しているか。 

② 取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていな

いか。 

③ 当該広告等を画面上に表示して行う場合に、表示すべき事項の全てを判読するために必

要な表示時間が確保されているか。 

 

（３）誇大広告に関する留意事項 

① 商品デリバティブ取引に係る価格、数値、対価の額の動向を断定的に表現したり、確実
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に利益を得られるように誤解させて、参加意欲を不当に刺激するような表示をしていない

か。 

② 利益の見込み若しくは損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っ

ていると誤解させるような表示をしていないか。 

③ 許可を受けていることにより、主務大臣が、商品先物取引業者を推薦し、又はその広告

等の内容を保証しているかのように誤解させるような表示をしていないか。 

④ 社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような表示をしていないか。 

 

（４）広告等審査体制 

法第２１３条の２の規定を遵守する観点から、広告等の審査を行う広告管理責任者が配置

され、審査基準に基づいた適正な審査が実施されているか。 

 

Ⅱ－４－３－７ 苦情等への対処 

（１）相談・苦情・紛争対処の必要性 

商品デリバティブ取引は、リスクを内在することが多く、その専門性・不可視性等とも相

まってトラブルが生じる可能性が高いと考えられる。このため、商品デリバティブ取引の

勧誘に関しては、トラブルを未然に防止し顧客保護を図る観点から情報提供等の事前の措

置を十分に講じることに加え、相談・苦情・紛争（以下「苦情等」という。）への事後的な

対処が重要となる。 

近年、商品デリバティブ取引の多様化・複雑化、取引により確実に利益が生ずるとの誤解

を与える説明、取引の説明不足等によるトラブルの可能性も高まっており、顧客保護を図

り、顧客からの信頼性を確保する観点から、苦情等への事後的な対処がさらに重要になっ

てきている。 

このような観点を踏まえ、簡易・迅速に商品デリバティブ取引に関する苦情処理・紛争解

決を行うための枠組みとして日商協におけるあっせん・調停制度が導入されており、商品

先物取引業者においては、全ての新規顧客に対して当該制度の周知を徹底するとともに、

当該制度も踏まえつつ、適切に苦情等に対処していく必要がある。 

 

（２）対象範囲 

商品先物取引業者に対する申出としては、勧誘段階での相談や外務員の言動に係るものの

ほか、いわゆる取引における苦情・紛争などの顧客からの不平・不満の表明など、様々な

態様のものがあり得る。商品先物取引業者は、これらの様々な態様の申出に対して適切に

対処していくことが重要であり、かかる対処を可能とするための適切な内部管理体制を整

備することが求められる。 

もっとも、これら苦情・紛争の区別は相対的で相互に連続性を有するものである。特に、

苦情処理手続と紛争解決手続の連携の確保が求められていることを踏まえ、商品先物取引

業者においては、顧客からの申出を形式的に「苦情」、「紛争」に切り分けて個別事案に対

処するのではなく、両者の相対性・連続性を勘案し、より適切な業務体制や事後的な対処

体制の構築に活かすよう、適切に対処していくことが重要である。 

 

Ⅱ－４－３－８ 苦情等対処に関する内部管理体制の確立 

（１）意義 
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苦情等への迅速・公平かつ適切な対処は、顧客等（顧客の親族及び顧客の代理人を含む。

以下同じ。）に対する説明責任を事後的に補完する意味合いを持つ重要な活動の一つでもあ

り、商品デリバティブ取引への顧客等の信頼性を確保するため重要なものである。商品先

物取引業者は、日商協における苦情の解決及びあっせん・調停制度において求められる措

置・対応を含め、顧客等から申出があった苦情等に対し、自ら迅速・公平かつ適切に対処

すべく内部管理体制を整備する必要がある。 

 

（２）主な着眼点 

商品先物取引業者は、苦情等対処に関する内部管理体制を整備するに当たり、業務の規

模・特性に応じて、適切かつ実効性ある体制を整備しているかを検証する。その際、機械

的・画一的な運用に陥らないよう配慮しつつ、例えば、以下の点に留意することとする。 

① 経営陣の役割 

取締役会は、苦情等対処機能に関する全社的な内部管理体制の確立について、適切に機

能を発揮しているか。 

② 社内規則等 

イ．社内規則等において、苦情等に対し迅速・公平かつ適切な対応・処理を可能とするよ

う、苦情等に係る担当部署、その責任・権限及び苦情等の処理手続を定めるとともに、

顧客等の意見等を業務運営に反映するよう、業務改善に関する手続を定めているか。 

ロ．苦情等対処に関し社内規則等に基づいて業務が運営されるよう、研修その他の方策（マ

ニュアル等の配布を含む。）により、社内に周知・徹底をする等の体制を整備している

か。 

特に、顧客等からの苦情等が多発している場合には、まず社内規則（苦情等対処に関

するものに限らない。）等の営業店に対する周知・徹底状況を確認し、実施体制面の原

因と問題点を検証することとしているか。 

③ 苦情等対処の実施体制 

イ．苦情等への対処に関し、適切に担当者を配置しているか。 

ロ．顧客等からの苦情等について、関係部署が連携の上、速やかに処理を行う体制を整備

しているか。特に、苦情等対処における主管部署及び担当者が、個々の職員が抱える

顧客等からの苦情等の把握に努め、速やかに関係部署に報告を行う体制を整備してい

るか。 

ハ．苦情等の解決に向けた進捗管理を適切に行い、長期未済案件の発生を防止するととも

に、未済案件の速やかな解消を行う体制を整備しているか。 

ニ．苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、顧客等の利

便に配慮したアクセス時間・アクセス手段（例えば、電話、郵便、ファックス、電子

メール等）を設定する等、広く苦情等を受け付ける体制を整備しているか。また、こ

れら受付窓口、申出の方式等について広く公開するとともに、顧客等の多様性に配慮

しつつ分かりやすく周知する体制を整備しているか。 

ホ．苦情等対処に当たっては、個人情報について、個人情報保護法及び規則第１２４条第

1 項第３号及び第４号の規定に基づく適切な取扱いを確保するための体制を整備して

いるか（Ⅱ－４－３－３（顧客に関する情報管理体制）参照）。 

ヘ．業務の外部委託先が行う委託業務に関する苦情等について、商品先物取引業者自身へ

の直接の連絡体制を設けるなど、迅速かつ適切に対処するための体制を整備している
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か（Ⅱ－３－１（２）及びⅡ－４－３－３(1)④参照）。 

ト．苦情等対処に当たって、損失補てん等の禁止（法第２１４条の３）規定との関係を踏

まえ、適切な対応をとるための体制を整備しているか。 

チ．反社会的勢力による苦情等を装った圧力を通常の苦情等と区別し、断固たる対応をと

るため、関係部署への速やかな連絡や（必要に応じて）警察等関係機関との連携等を

適切に行える体制を整備しているか（Ⅱ－６（反社会的勢力による被害の防止）参照）。 

④ 顧客等への対応 

イ．苦情等への対処について、単に処理手続の問題と捉えるにとどまらず、事後的な説明

体制の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ顧客等から事情を十分にヒアリング

しつつ、可能な限り顧客等の理解と納得を得て解決することを目指しているか。 

ロ．苦情等を申し出た顧客等に対し、申出時から処理後まで、顧客等特性にも配慮しつつ、

苦情等対処の手続の進行に応じた適切な説明（例えば、苦情等対処手続の説明、申出

を受理した旨の通知、進捗状況の説明、結果の説明等）を必要に応じて行う体制を整

備しているか。 

ハ．申出のあった苦情等について、自ら対処するばかりでなく、苦情等の内容や顧客等の

要望等に応じて適切な外部機関等を顧客等に紹介するとともに、その標準的な手続の

概要等の情報を提供する体制を整備しているか。 

ニ．外部機関等において、苦情等対処に関する手続が係属している間にあっても、当該手

続の他方当事者である顧客等に対し、必要に応じ、適切な対応（一般的な資料の提供

や説明など顧客等に対して通常に行う対応等）を行う体制を整備しているか。 

⑤ 情報共有・業務改善等 

イ．苦情等及びその対処結果等が類型化の上で内部管理部門や営業部門に報告されるとと

もに、重要案件は速やかに監査部門や経営陣に報告されるなど、事案に応じ必要な関

係者間で情報共有が図られる体制を整備しているか。 

ロ．苦情等について、自ら対処したものに加え、外部機関等が介在して対処したものを含

め、適切かつ正確に記録・保存しているか。また、その分析結果を活用し、継続的に

顧客等対応・事務処理についての体制の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策の策

定等に活用する体制を整備しているか。 

ハ．勧誘体制や事務処理の改善、再発防止策等の策定等に取り組んだ後に契約した商品デ

リバティブ取引に関する苦情等の状況を確認し、当該取組の効果を確認する体制を整

備しているか。 

ニ．苦情等対処の実効性を確保するため、監査等の内部牽制機能が十分発揮されるよう体

制を整備しているか。 

ホ．苦情等対処の結果を業務運営に反映させる際、業務改善・再発防止等必要な措置を講

じることの判断並びに苦情等対処体制の在り方についての検討及び継続的な見直しに

ついて、経営陣が指揮する体制を整備しているか。 

へ．苦情等の減少に対する対策等を講じて、その成果の確認を随時行っているか。 

⑥ 外部機関等との関係 

イ．苦情等の迅速な解決を図るべく、外部機関等に対し適切に協力する体制を整備してい

るか。 

ロ．外部機関等に対して、自ら紛争解決手続の申立てを行う際、自らの手続を十分に尽く

さずに安易に申立てを行うのではなく、顧客等からの苦情等の申出に対し、十分な対
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応を行い、かつ申立ての必要性につき社内で適切な検討を経る体制を整備しているか。 

 

Ⅱ―４―３―９ 顧客資産保全措置 

商品先物取引業者のうち、委託者等からの資産の預託を受けている者にあっては、商品先物

取引業者は法令に基づく適切な委託者等の資産の管理が行われているかが重要であり、この管

理に対して検証していく必要がある。 

 

（１）取締役会は、委託者等の資産の分離保管が委託者等の保護ひいては商品デリバティブ取引

の健全な発展に資するものであることを理解した上で、委託者等の資産の分離保管の重要性

を認識しているか。委託者等の資産の分離保管の状況について、定期的あるいは随時に報告

を受けるなどして、委託者等の資産の分離保管が適切に行われるための体制の整備等に活用

しているか。 

 

（２）分離保管の状況について、例えば、定期的に、外部監査又は独立した部署による内部監査

を受けること等により、適切に管理しているか。 

 

Ⅱ－４－４ 商品取引事故に対する監督上の対応 

商品取引事故（規則第１１２条に規定する商品取引事故をいう。）に対する監督上の対応に

ついては、以下の点に特に留意して取り扱うこととする。 

 

（１）商品取引事故の確認 

商品先物取引業者において商品取引事故が発覚し、又は委託者等からの申出があった場合

は、以下の点を確認するものとする。なお、商品先物取引業者からの法第２１４条の３第３

項に基づく確認の申請又は規則第１０３条の３第３項に基づく主務省への事後報告若しく

は日商協に対する事故の報告があった場合にも、同様の取扱いとする。 

① 社内規則等に則り内部管理部門、内部監査部門へ迅速な報告及び取締役会等への報告を

行っているか。 

② 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等へ通報してい

るか。 

③ 事故の発生部署とは独立した部署（内部監査部門等）において事故の調査・解明を実施

しているか。 

④ 発覚した事案や委託者等からの申出に関しての対応状況はどこまで進んでいるか。 

 

（２）業務の適切性の検証 

商品取引事故と商品先物取引業者の業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づ

き検証を行うこととする。 

① 当該事故への役員の関与はないか、組織的な関与はないか。 

② 当該事故の内容が商品先物取引業者の経営等にどのような影響を与えるか、委託者等や

商品デリバティブ取引全体にどのような影響を与えるか。 

③ 内部牽制機能が適切に発揮されているか。 

④ 再発防止のための改善策の策定や自浄機能が十分か、責任の所在が明確化されているか。 

⑤ 当該事故の発覚後の対応が適切か。 
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⑥ 当該事故による損失の全部又は一部を補てんするために財産上の利益の提供を行う場

合に、提供する財産上の利益及びその算定根拠の記録簿を整備しているか。また、その実

行状況を、営業部門から独立した内部監査部門等においてチェックする体制が整備されて

いるか。 

 

（３）損失補てん等の禁止 

損失補てん等（法第２１４条の３第 1 項各号に掲げる行為をいう。）が行われていないか

（同条第３項ただし書による主務大臣の事前確認又は規則第１０３条の３第１項各号に掲

げる場合を除く。）。法定の手続を経ずに委託者等に損失の補てんが行われていないか。 

 

Ⅱ－４－５ 商品先物取引仲介業者の法令違反の防止措置 

法第２４０条の３第１項第４号に定める商品先物取引業者（以下「所属商品先物取引業者」

という。）が商品先物取引仲介業者に業務の委託を行う際には、顧客属性等に則した適正な勧

誘の履行を確保する観点から、当該商品先物取引仲介業者に対し、顧客の属性等及び取引実態

を的確に把握し得る顧客管理体制の確立につき指導するとともに、当該商品先物取引仲介業者

の勧誘実態を把握した上で法令遵守の徹底を求めることが重要であるが、その法令違反の防止

体制については、以下の点に特に留意して検証することとする。 

 

（１）顧客属性等の的確な把握及び顧客情報の管理の徹底 

① 所属商品先物取引業者は顧客の商品取引契約締結の目的、投資経験等の顧客属性等につ

いて、顧客の同意を得た上で顧客情報の共有及び適時の把握に必要な指導を行うとともに、

契約締結の勧誘に当たって、当該顧客属性等に則した適正な勧誘に努めるよう商品先物取

引仲介業者に対して求める具体的取扱方法を定め、当該方法を商品先物取引仲介業者に周

知し、徹底しているか。 

② 所属商品先物取引業者は顧客属性等の顧客情報の管理について、守秘義務等の観点から

十分に検討を行った上で、商品先物取引仲介業者に対して求める具体的な取扱基準を定め、

当該基準を商品先物取引仲介業者に周知し、徹底させているか。 

③ 所属商品先物取引業者の顧客管理部門においては、商品先物取引仲介業者による顧客属

性等の把握状況及び顧客情報の管理の状況を把握するように努め、必要に応じて、顧客属

性等に照らして適切な勧誘が行われているか等についての検証を行うとともに、顧客情報

の管理方法の見直しを求める等、その実効性を確保する体制構築に努めているか。 

 

（２）商品先物取引仲介業者の商品取引契約の締結の勧誘実態の把握及びその適正化 

① 商品先物取引仲介業者による商品取引契約締結の勧誘実態の把握について、例えば、所

属商品先物取引業者の顧客管理部門の責任者等は、必要に応じて顧客と直接面談等を行う

ことにより、その実態の把握に努めるなど、適切な措置を講じているか。 

② 所属商品先物取引業者の顧客管理部門においては、商品先物取引仲介業者による商品取

引契約締結の勧誘実態の把握に係る具体的な方法を定め、当該方法を商品先物取引仲介業

者に周知し、徹底させるとともに、必要に応じて、その実施状況を把握・検証し、当該方

法の見直し等、その実効性を確保する体制を構築させるよう努めているか。 

③ 所属商品先物取引業者の顧客管理部門においては、商品先物取引仲介業者による説明が

適切に行われているか否かにつき状況を把握し、必要に応じて是正を求める等の措置を講
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じているか。 

 

（３）商品先物取引仲介業者の法令等遵守意識の徹底 

① 所属商品先物取引業者は商品先物取引仲介業者の法令等遵守意識の徹底について、研修

の目的及び対象者等を考慮した事例研修及び外部研修等を実施し、商品先物取引仲介業者

の法令等遵守意識の向上に努めているか。 

② 所属商品先物取引業者の顧客管理部門においては、商品先物取引仲介業者に対する各種

研修の内容及び実施状況を把握・検証し、内容等を見直しする等、その実効性を高めるよ

う努めているか。 

③ 商品先物取引仲介業者は所属商品先物取引業者との契約内容を遵守しているか。仮に、

遵守していない場合における所属商品先物取引業者の対処は適切か。 

 

Ⅱ－４－６ 行政処分を行う際の留意点 

 

Ⅱ－４－６－１ 検査結果等への対応 

（１）検査結果への対応 

商品先物取引業者に対する法第２３１条第１項の立入検査（オンサイト）の結果について

は、監督業務に適切に反映させることとする。 

① 検査報告書において指摘のあった法令に抵触する行為、その他商品先物取引業者の業務

の運営又は財産の状況、公益又は委託者等の保護の観点から問題のある行為又は状況、及

び前回検査で指摘を受けた重要な事項で改善が認められない場合のうち、必要かつ適当と

認められる場合には、商品先物取引業者に対し、当該報告書で指摘された事項についての

法令違反行為の責任の所在の明確化、責任者に対する措置、原因、原因ごとの改善措置、

その他を取りまとめた報告書を原則１カ月以内に提出することを、法第２３１条第１項の

規定に基づき求めるものとする。 

② 報告書が提出される段階においては、商品先物取引業者から十分なヒアリングを行うこ

ととする。 

③ 報告書に記載された改善措置の実施状況、指摘事項の改善状況について、一定の期間を

要すると認められる場合には、定期的なヒアリングを実施する等フォローアップに努める

ものとする。 

 

（２）オフサイト・モニタリング等に基づく報告徴収 

① オフサイト・モニタリング等を通じて、商品先物取引業者のリスク管理体制、法令等遵

守体制、経営管理体制、苦情等の委託者等の保護体制等に問題があると認められる場合に

おいては、法第２３１条第１項の規定に基づき、当該事項についての事実認識、発生原因

分析、改善・対応策その他必要と認められる事項について、報告を求めることとする。ま

た、特に必要がある場合は、被害を生じたとの情報を提供した顧客に対し、あらかじめ事

情を説明し協力を依頼した上で、法第２３１条第２項の規定に基づき、参考となる報告又

は資料の提出を求めることができる。 

② 報告を検証した結果、さらに精査する必要があると認められる場合においては、法第２

３１条第１項の規定に基づき、追加報告を求めることとする。 

③ 上記報告を検証した結果、公益又は委託者等の保護の観点から重大な問題が発生してお
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らず、かつ、商品先物取引業者の自主的な改善への取組を求めることが可能な場合におい

ては、任意のヒアリング等を通じて、報告された改善・対応策のフォローアップを行うこ

ととする。 

④ 必要があれば、法第２３１条第１項の規定に基づき、定期的な報告を求め、フォローア

ップを行うこととする。 

 

Ⅱ－４－６－２ 行政処分 

前記（１）及び（２）の報告内容について、本指針に掲げた項目等に照らして総合的に検証

した結果、公益又は委託者等の保護の観点から重大な問題のある事実関係が認められる場合は、

以下（１）から（３）までに掲げる要素を勘案するとともに、それ以外に考慮すべき要因がな

いかどうかを吟味した上で、 

・ 改善に向けた取組を商品先物取引業者の自主性に委ねることが適当かどうか、 

・ 改善に相当の取組を要し、一定期間業務改善に専念・集中させる必要があるか、 

・ 業務を継続させることが適当かどうか、 

等の点について検討を行い、法第２３２条、第２３５条又は第２３６条の規定に基づく行政処

分（業務改善命令、業務停止命令、許可・登録の取消し）の内容を決定することとする。 

 

（１）当該行為の重大性・悪質性 

① 委託者等被害の程度 

広範囲にわたって多数の委託者等が被害を受けたかどうか。個々の委託者等が受けた被

害がどの程度深刻か。 

② 行為自体の悪質性 

例えば、委託者等から多数の苦情を受けているにもかかわらず、引き続き同様の勧誘等

を行うなどの商品先物取引業者の行為が悪質であったか。 

③ 当該行為が行われた期間や反復性 

当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。反復・継続して

行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことがある

か。 

④ 故意性の有無 

当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるもの

か。 

⑤ 組織性の有無 

当該行為が現場の個人の判断で行われたものか、あるいは管理者もかかわっていたのか。

更に経営陣の関与があったのか。 

⑥ 隠蔽の有無 

問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なもの

であったか。 

⑦ 反社会的勢力との関与の有無 

反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。 

 

（２）当該行為の背景となった経営管理体制及び業務運営体制の適切性 

① 代表取締役や取締役会の法令等遵守に関する認識や取組は十分か。 
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② 内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。 

③ コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。 

④ 外務員の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分になされているか。 

 

（３）軽減事由 

上記（１）及び（２）の他に、行政による対応に先行して、商品先物取引業者自身が自主

的に委託者等の保護のために所要の対応に取り組んでいる、といった軽減事由があるか。 

 

Ⅱ－４－６－３ 行政手続法等との関係等 

（１）行政手続法との関係 

業務改善命令・業務停止命令を発出する等の不利益処分をしようとする場合には、行政手

続法第１３条の規定に基づき弁明の機会の付与を行わなければならないこと、許可・登録の

取消し、役員の解任の命令の不利益処分をしようとする場合には、法第２３７条の規定に基

づき聴聞を行わなければならないことに留意する。 

また、いずれの場合においても、行政手続法第１４条の規定に基づき、処分の理由を示さ

なければならないことに留意する。 

 

（２）行政不服審査法との関係 

報告徴収命令、業務改善命令若しくは業務停止命令を発出する又は許可・登録を取り消す

処分をしようとする場合には、行政不服審査法第４条及び第１８条の規定に基づき審査請求

をすることができる旨を書面で教示しなければならないことに留意する。 

 

（３）行政事件訴訟法との関係 

報告徴収命令、業務改善命令若しくは業務停止命令を発出する又は許可・登録を取り消す

処分をしようとする場合には、行政事件訴訟法第８条及び第１４条の規定に基づく処分の取

消しの訴えを提起することができる旨を書面で教示しなければならないことに留意する。 

 

 

Ⅱ－４－６－４ 不利益処分の公表に関する考え方 

業務改善命令、業務停止命令、役員の解任命令、許可・登録の取消しを命じたときは、主務

省ホームページに掲載する。 

なお、業務改善命令の不利益処分については、他の商品先物取引業者における予測可能性を

高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、財務の健全性に関する不利益処分等、公表によ

り対象商品先物取引業者の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除き、処分の原因とな

った事実及び処分の内容等を公表することとする。 
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Ⅱ－５ 取引時確認等の措置 

市場の仲介者等として重要な役割を果たしている商品先物取引業者が、例えばテロ資金供与、

マネー・ローンダリング等の組織的犯罪等に関与し、あるいは利用されるようなことはあって

はならない。 

商品先物取引業者が、組織的犯罪、資金洗浄（マネー・ローンダリング）、テロ資金供与に

利用され、犯罪収益等の拡大に貢献すること等を防ぐには、全社的に高度で強固な法令等遵守

体制を構築する必要がある。 

特に、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」という。）に基づく取引時

確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置（犯収法第１１条に基づく取引時確認

等の措置をいう。以下「取引時確認等の措置」という。）に関する内部管理体制を構築するこ

とは、組織犯罪によるマネー・ローンダリング等を防止し、商品デリバティブ取引に対する信

頼を確保するためにも重要な意義を有している。 

犯収法に基づく取引時確認等の措置の的確な実施体制については、以下のような点に留意し

て検証することとする。 

（注）取引時確認等の措置の的確な実施に当たっては、「犯罪収益移転防止法に関する留意

事項について（商品先物取引業者）」（平成２５年３月 農林水産省・経済産業省）を参

考にすること。 

（１）犯収法に基づき、テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されるリスクについて

調査・分析し、その結果を勘案した措置を的確に実施するための体制が整備されているか。 

① 犯収法第３条第３項に基づき国家公安委員会が作成・公表する犯罪収益移転危険度調査

書の内容を勘案し、取引・商品特性や取引形態、取引に関係する国・地域、顧客属性等の

観点から、自らが行う取引がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されるリス

クについて適切に調査・分析した上で、その結果を記載した書面等（以下「特定事業者作

成書面等」という。）を作成し、定期的に見直しを行っているか。 

② 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、必要な情報を収集・分析するとともに、保存し

ている確認記録及び取引記録等について継続的に精査しているか。 

③ 犯収法第４条第２項前段に定める厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められ

る取引若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（以下「犯収法施行規則」

という。）第５条に定める顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引又はこれら以外の取

引で犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案してテロ資金供与やマネー・ローンダリング

等の危険性の程度が高いと認められる取引を行う際には、統括管理者（犯収法第１１条第

３号に基づく統括管理者をいう。以下同じ。）が承認を行い、また、情報の収集・分析を行

った結果を記載した書面等を作成し、確認記録又は取引記録等と併せて保存しているか。 

 

（２）犯収法に基づく取引時確認を的確に実施するための体制が整備されているか。 

① 社内規則等において、取引時確認を行うための社内体制や手続が明確に定められている

か。また、役職員に対して、その内容について周知徹底を行い、その理解が十分に図られ

ているか。 

特に、以下の点について明確化することが考えられる。 

イ．取引時確認を実施する担当部署、責任者とその役割 

ロ．担当部署が行った取引時確認の適切性の判断、その実施状況の把握・検証・分析等、

社内における取引時確認事務を統括する部署、責任者（当該業務に関する社内的な最



- 付 43 - 

 

終判断を行う者を含む。）とその役割 

ハ．上記イ及びロの部署における報告体制（その他関係部署の連携体制も含む。） 

ニ．顧客の取引時確認に関する記録及び顧客との取引に係る記録の適時・適切な作成・保

存（個人番号及び基礎年金番号の適切な取扱いを含む。） 

② 取引時確認を行うに当たって、顧客の属性を適切に把握するとともに、本人確認書類の

提出等により、その信憑性・妥当性の確認が行われているか。顧客に関して特に問題等が

認められた場合、適正に対応・管理を行っているか。また、顧客から取得した取引時確認

情報については、顧客取引の継続的なモニタリング等を通じて、その属性の把握に常時努

め、最新のものとすることが確保されているか。 

例えば、顧客の属性を把握するために講じる措置としては、以下の方法が考えられる。 

イ．電話番号又は電子メールのアドレスが同一である顧客口座の名寄せを定期的又は随時

に行い、それらのうち、住所や姓の異なる顧客口座を抽出する等の方法を行った上で、

当該顧客の取引実態の把握や当該顧客への連絡等により、取引の相手方が本人である

ことを確認する。 

ロ．住所等の取引時確認情報の変更に関して、例えば、変更等が生じた場合は商品先物取

引業者に連絡が必要であること等を当該顧客に対して定期的又は随時に周知する等の

方法により適時把握する。 

③ 社内規則等において、顧客からの委託を受けることに関する方針が適切に定められてい

るか。また、取引時確認手続の実施などを通じて把握された顧客の属性などに関して、顧

客からの委託を受けることに関する方針が的確に適用されているか。 

④ 法人顧客との取引における実質的支配者の確認や、外国ＰＥＰｓ（注）該当性の確認を

行っているか。 

（注）犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（以下「犯収法施行令」という。）第

１２条第３項各号及び犯収法施行規則第１５条各号に掲げる外国の元首及び外国政府

等において重要な地位を占める者等をいう。 

とりわけ、犯収法第４条第２項前段及び犯収法施行令第１２条各項に基づく下記イ～ニ

のような厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引を行う場合には、顧客

の本人特定事項を、通常と同様の方法に加え、追加で本人確認書類又は補完書類の提示を

受ける等、通常の取引よりも厳格な方法で確認するなど、適正に（再）取引時確認が行わ

れているか。また、資産及び収入の状況の確認が義務づけられている場合について、適正

に確認が行われているか。 

イ．取引の相手方が関連取引時確認に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがあ

る場合における当該取引 

ロ．関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがあ

る顧客との取引 

ハ．犯収法施行令第１２条第２項に定める、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整

備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住し又は所在する顧客との取

引等 

ニ．外国ＰＥＰｓに該当する顧客等との取引 

⑤ 顧客の取引時確認に当たって、取引形態（例えば、インターネットによる非対面取引等）

を考慮した措置が講じられているか。 

⑥ 役職員の採用に当たって、テロ資金供与やマネー・ローンダリング対策の適切な実施の
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観点も含めて選考が行われているか。 

また、管理職レベルのテロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策のコンプライアン

ス担当者など、統括管理者として適切な者を選任・配置しているか。 

⑦ 役職員に対して、取引時確認に関する研修・教育が定期的かつ継続的に実施されている

か。また、研修等を受けた役職員の理解状況について、日常業務における実践も踏まえ、

評価及びフォローアップが適宜行われているか。 

⑧ 取引時確認の実施に関して、社内における定期的な点検や内部監査を通じ、その実施状

況を把握・検証し、実施方法の見直しを行う等、その実効性が確保されているか。 

 

（３）犯収法に基づく疑わしい取引の届出を的確に実施するための体制が整備されているか。 

① 社内規則等において、疑わしい取引の届出を行うための社内体制や手続が明確に定めら

れているか。また、役職員に対して、その内容について周知徹底を行い、その理解が十分

に図られているか。 

特に、以下の点について明確化することが考えられる。 

イ．疑わしい取引を把握する部署、責任者とその役割 

ロ．上記イにおいて把握された疑わしい取引の適切性の判断、その実施状況の把握・検証・

分析等、社内における疑わしい取引の把握を統括する部署、責任者（当該届出に関す

る社内的な最終判断を行う者を含む。）とその役割 

ハ．上記イ、ロの部署における報告体制（その他関係部署の連携体制も含む。） 

② 疑わしい取引の届出に該当するか否かの判断を行うに当たって、商品先物取引業者が取

得した取引時確認情報、顧客属性、取引態様、取引時の状況その他の商品先物取引業者が

取得・保有している当該取引に係る具体的な情報及び犯罪収益移転危険度調査書を総合的

に勘案し、犯収法第８条第２項並びに犯収法施行規則第２６条及び第２７条に基づく適切

な検討の上、届出の必要性の判断が行われているか。また、その取引等に関して特に問題

等が認められた場合、適正に対応・管理を行っているか。 

（注１）考慮すべき顧客属性及び取引態様としては、国籍（例：ＦＡＴＦが公表するマネ

ー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域）、外国ＰＥＰｓ該当性、顧客が行っ

ている事業等、取引金額・回数等、国内外の取引の別が考えられる。 

（注２）商品先物取引業者において、疑わしい取引の端緒となる情報の蓄積や形式的な基

準を設けることも有用な手段として考えられるが、定型的な社内基準を設ける場合は、

当該基準のみに依拠し、届出が形骸化することを防止するため、各取引の態様等を総

合的に判断するための措置を講じることに留意する必要がある。 

③ 商品先物取引業者の行っている業務内容・業容に応じて、システム、マニュアル等によ

り、疑わしい顧客や取引等を検出・監視・分析しているか。 

④ 役職員に対して、疑わしい取引の届出に関する研修・教育が定期的かつ継続的に実施さ

れているか。当該研修等の機会を捉えて、疑わしい取引の届出に該当する可能性がある事

例や商品先物取引業者が過去に届出を行った事例等について参考にし、研修資料等として

活用することも、役職員の理解の促進のために有用と考えられる。 

また、研修等を受けた役職員の理解状況について、日常業務における実践も踏まえ、

評価及びフォローアップが適宜行われているか。 

⑤ 疑わしい取引の届出に関して、社内における定期的な点検や内部監査を通じて、その実

施状況を把握・検証し、実施方法の見直し等を行う等、その実効性が確保されているか。 
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⑥ 疑わしい取引に該当すると判断された場合には、統括部署において、速やかに主務大臣

又は警察当局に届出を行うこととされているか。 

 

（４）取引時確認と疑わしい取引の届出が相互に関連性を有していることを十分に認識し、取引

時確認の的確な実施により顧客の基礎的な情報を把握し、その上で当該情報及び顧客の取引

実態等を総合的に勘案の上、判断し、疑わしい取引の届出が行われるよう、一体的、一元的

な社内体制等が構築されているか。 
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Ⅱ－６ 反社会的勢力による被害の防止 

 

（１）意義 

反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重

要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組を推進していくことは、企

業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことである。特に、公共性を有し、

経済的に重要な機能を営む商品先物取引業者においては、商品先物取引業者自身や役職員

のみならず、顧客の様々な利害関係者が被害を受けることを防止するため、反社会的勢力

を商品デリバティブ取引から排除していくことが求められる。 

もとより商品先物取引業者として公共の信頼や社会的信用を維持し、業務の適切性及び健

全性を確保するためには、反社会的勢力に対して屈することなく法令等に則して対応する

ことが不可欠であり、商品先物取引業者においては、下記の政府指針の趣旨を踏まえ、平

素より、反社会的勢力との関係遮断に向けた体制整備に取り組む必要がある。 

特に、近時反社会的勢力の資金獲得活動が巧妙化しており、関係企業を使い通常の経済取

引を装って巧みに取引関係を構築し、後々トラブルとなる事例も見られる。また、暴力団

等の反社会的勢力が商品デリバティブ取引に参画し、資金獲得を図っている状況も窺われ

る。こうしたケースに適切に対処するには経営陣の断固たる対応、具体的な対応が必要で

ある。 

なお、役職員の安全が脅かされる等不測の事態が危惧されることを口実に問題解決に向け

た具体的な取組を遅らせることは、かえって商品先物取引業者や役職員自身等への最終的

な被害を大きくし得ることに留意する必要がある。 

（参考）政府指針 

(a) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則 

○ 組織としての対応 

○ 外部専門機関との連携 

○ 取引を含めた一切の関係遮断 

○ 有事における民事と刑事の法的対応 

○ 裏取引や資金提供の禁止 

(b) 反社会的勢力のとらえ方 

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である

「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社

会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着

目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行

為要件にも着目することが重要である（平成２３年１２月２２日付警察庁次長通

達「組織犯罪対策要綱」参照）。 

 

（２）主な着眼点 

反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有し

てしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに

関係を解消するための取組を行うため、当該関係解消のための体制整備及び反社会的勢力

による不当要求に適切に対応するための体制整備の検証については、個々の取引状況等を

考慮しつつ、例えば以下のような点に留意することとする。 
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①  組織としての対応 

反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応する必要性・重要性を踏まえ、担当者

や担当部署だけに任せることなく取締役等の経営陣が適切に関与し、組織として対応

することとしているか。また、商品先物取引業者単体のみならず、グループ一体とな

って、反社会的勢力の排除に取り組むこととしているか。 

② 反社会的勢力対応部署による一元的な管理体制の構築 

反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署（以下「反社会的勢力

対応部署」という。）を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管

理体制が構築され、機能しているか。 

特に、一元的な管理体制の構築に当たっては、以下の点に十分留意しているか。 

イ．反社会的勢力対応部署において反社会的勢力に関する情報が一元的に管理・蓄積

され、当該情報を集約したデータベースを構築する等の方法により、関係会社の審査

や当該商品先物取引業者における顧客属性判断等を行う際に活用する体制となって

いるか。 

ロ．反社会的勢力対応部署において対応マニュアルの整備や継続的な研修活動、警察・

暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との平素からの緊密な連携体制

の構築を行うなど、反社会的勢力との関係を遮断するための取組の実効性を確保する

体制となっているか。特に、平素より警察とのパイプを強化し、組織的な連絡体制と

問題発生時の協力体制を構築することにより、詐欺・脅迫・暴力行為の危険性が高く

緊急を要する場合には直ちに警察に通報する体制となっているか。 

ハ．反社会的勢力との取引が判明した場合及び反社会的勢力による不当要求がなされ

た場合等において、当該情報を反社会的勢力対応部署へ迅速かつ適切に報告・相談す

る体制となっているか。 

また、反社会的勢力対応部署は、当該情報を迅速かつ適切に経営陣に対し報告する

体制となっているか。さらに、反社会的勢力対応部署において実際に反社会的勢力に

対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援する体制となっているか。 

③ 適切な事前審査の実施 

反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する暴力追放運動推

進センター等の情報を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款

への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止し

ているか。 

④ 適切な事後検証の実施 

反社会的勢力との関係遮断を徹底する観点から、既存の契約の適切な事後検証を行う

ための体制が整備されているか。 

⑤ 反社会的勢力との取引解消に向けた取組 

イ．反社会的勢力との取引が判明した旨の情報が反社会的勢力対応部署を経由して迅速

かつ適切に取締役等の経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもと対応を行

うこととしているか。 

ロ．平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携

しつつ、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか。 

ハ．事後検証の実施等により、取引開始後に取引の相手方が反社会的勢力であると判明

した場合には、関係の遮断を図るなど、反社会的勢力への利益供与にならないよう配
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意しているか。 

ニ．いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には、資金提供や不

適切・異例な取引を行わない体制を整備しているか。 

⑥ 反社会的勢力による不当要求への対処 

イ．反社会的勢力により不当な要求がなされた旨の情報が反社会的勢力対応部署を経由

して迅速かつ適切に取締役等の経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与の下、

対応を行うこと。 

ロ．反社会的勢力からの不当要求があった場合には積極的に警察・暴力追放運動推進セ

ンター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター等

が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行うこととしているか。特に、詐

欺・脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報を行うこ

ととしているか。 

ハ．反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる

とともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うこと

としているか。 

ニ．反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上又は従業員の不祥事を理由とする場合

には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに事

実関係を調査することとしているか。 

⑦ 株主情報の管理 

定期的に自社株の取引状況や株主の属性情報等を確認するなど、株主情報の管理を適

切に行っているか。 

⑧ 役職員についても、反社会的勢力への所属はもとより、反社会的勢力又はその傘下に

ある構成員からの不当な関与や、反社会的勢力からの支配・反社会的勢力の雇用や業務

委託等による使用が確認された場合は速やかに反社会的勢力対応部署等の管理責任部

署に報告するとともに、仮にそのような者が現れた場合には直ちに人事担当と担当取締

役等に連絡し、必要な処分を検討するものとする。 
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Ⅱ－７ 各種届出 

法に定める各種届出の受理又は処理に関しては、以下に掲げる点に留意して取り扱うことと

する。 

 

（１）変更等の届出に係る留意事項 

商品先物取引業者から法第１９５条第１項各号（第４号を除く。）、第１９６条第１項及び

第２項の規定に基づく届出書を受理する場合には、届出内容の形式的審査を行った後に受理

するものとし、その際、委託者等の保護に欠けるような改訂等が行われていないか、商品先

物取引業に影響を与えることとならないか等を併せて確認を行うものとする。 

 

（２）廃業等の届出に係る留意事項 

① 商品先物取引業者から法第１９５条第１項第４号及び第１９７条第１項の規定に基づく

届出書を受理した場合には、必要に応じてヒアリングを行うなどによって、次の点につい

て確認するものとする。 

イ．届出を行った商品先物取引業者につき、法第２３６条第１項の規定による許可取消し

の事由が存しないこと。 

ロ．商品先物取引業者から委託者等に対する債務の弁済が完全に行われる確実な見込みが

あること。 

 

② 商品先物取引業者から規則第８２条第１項第８号の規定に基づく届出書の提出があった

場合で、商品先物取引仲介業者に委託を行わなくなった理由が当該商品先物取引仲介業者

の商品先物仲介業務を廃止するためであるときは、当該商品先物取引仲介業者につき、法

第２４０条の２３第１項の規定による登録取消しの事由が存しないことを当該商品先物取

引業者が確認しているかを届出書の提出時に確認することとする。 
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Ⅱ－８ 業務に関する帳簿書類関係 

業務に関する帳簿（以下「帳簿」という。）は、商品先物取引業者の業務又は財産の状況を

正確に反映させ、業務の適切性や財務の健全性を検証することなどによって、委託者等の保護

に資するため法令にその作成及び保存義務が規定されているものである。帳簿の検証に当たっ

ては、これらの趣旨を踏まえ、以下の点に留意して行うものとする。 

 

（１）基本的留意事項 

① 帳簿について、一の帳簿が合理的な範囲において、他の帳簿を兼ねること、又はその一

部を別帳とすること若しくは規則別表に規定する名称と異なる名称を用いることがそれ

ぞれ可能なものとする。ただし、それぞれの帳簿の種類に応じた記載事項が全て記載され

ている場合に限る。 

② 帳簿の記載事項のうち、該当する事項に直接合致しないもの及びこれに準ずると考えら

れる事項がある場合については、当該事項に準ずるものを記載し、該当する事項がないも

のについては記載を要しない。 

③ 注文伝票又は媒介若しくは代理に係る取引記録の作成に当たり、取引を行う際に取引契

約書を取り交わす場合には、それぞれの帳簿の記載事項が全て記載されている取引契約書

をもってそれぞれの帳簿とすることができる。当該取引契約書は別つづりとする。 

④ 帳簿の記載事項については、当該商品先物取引業者において統一した取扱いをしている

コード又は略号その他の記号により記載することができる。 

⑤ 帳簿の記載事項の一部について、当該記載事項が記載された取引契約書と契約番号等に

より関連付けがされており、併せて管理・保存されている場合には、これらを一体として

当該帳簿書類とすることができる。 

 

（２）帳簿書類のマイクロフィルム等による作成・保存 

① 帳簿の作成後３年を経過し、かつ、この間に主務省による検査により帳簿の検査が行わ

れている場合には、一般に妥当と認められている作成基準により作成したマイクロフィル

ム等（電磁的記録を含む。以下同じ。）をもって保存することができるものとする。 

② 次に掲げる場合には、帳簿を当初からマイクロフィルム等により作成・保存できるもの

とする。 

イ．主務省の検査等に際し、各営業所において合理的期間内に書面による帳簿の作成が可

能である場合 

ロ．マイクロフィルム等の作成・保存に関する責任者を置き、管理の手続が整備されてい

る場合 

 

（３）帳簿書類の本店における集中保管 

① 帳簿書類の保管場所については、作成後３年を経過し、かつ、この間に主務省の立入検

査が行われている場合には、本店（事務センター等を含む。以下②において同じ。）にお

いて集中保管することができるものとする。 

② 帳簿書類の保管場所については、次に掲げる要件が満たされていることを条件として本

店及び商品先物取引業者が帳簿書類の作成を委託している会社において作成時から集中

保管することができるものとする。 

イ．顧客の照会に対し、速やかに回答できる体制となっていること。 
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ロ．帳簿書類の閲覧が本支店において合理的期間内に可能な体制となっていること。 

ハ．内部監査に支障がないこと。 

 

（４）注文伝票のコンピュータへの直接入力による作成 

注文伝票をコンピュータへ直接入力することによって作成する場合には、以下の点に留意

するものとする。 

① 受注（自己の取引の発注の場合は、自己）と同時に、注文内容をコンピュータへ入力す

ること。 

② 委託者等の照会に対し、速やかに回答できるようになっていること。 

③ 入力データのバックアップを作成・保存すること。 

④ 入力時刻が自動的に記録されるシステムとなっていること。 

⑤ 入力データの取消し・修正を行った場合その取消し・修正記録がそのまま残されるシス

テムとなっていること。 

⑥ 注文内容を電話により執行店に連絡するケース、コンピュータシステム稼働終了後に翌

日の注文を受注するケース、災害等によりコンピュータが使用不能となるケース等受注と

同時にコンピュータに直接入力して作成することが不可能な場合は、受注時に手書きで注

文伝票を作成すること。ただし、受注時に作成した手書きの注文伝票とその注文内容を後

で入力して作成した約定結果等が記載されたコンピュータ作成の注文伝票を併せて保存

する場合は手書きの注文伝票に追記を行う必要はない。 

⑦ 内部監査に対応できるシステムとなっていること。 

 

（５）帳簿の電子媒体による保存 

帳簿を電子媒体により保存する場合には、以下の点に留意するものとする。 

① 手書きにより作成された帳簿については、画像データとして保存すること。 

② 保存に使用する電子媒体は規則第１１３条第２項、第１２６条の２５第２項及び第１７

１条第２項に規定する保存期間の耐久性を有すること。 

③ データ保存に使用する電子媒体の一つを「原本」として定め、その旨を明示すること（帳

簿の保存状態の判定はこの「原本」に準拠して行うものとする。）。 

④ 上記③の「原本」のバックアップを作成し、これを「副本」として保存すること。 

⑤ 委託者等の照会に対し、速やかに回答できるシステムとなっていること。 

⑥ 保存されているデータにつき合理的期間内にハードコピーによる帳簿の作成が可能な

システムとなっていること。 

⑦ 入力データの取消し・修正を行った場合、その取消し・修正記録がそのまま残されるシ

ステムとなっていること。 

⑧ 内部監査に対応できるシステムとなっていること。 

⑨ 作成・保存に関する責任者を置き、当該作成・保存に関する社内規則が整備されている

こと。 

⑩ 電算システムにより作成した帳簿のハードコピーに手書きによる追記・補完等を行った

場合は、当該ハードコピーを画像データとして保存することとし、画像データとして保存

を行わないときは、当該ハードコピーを原本として保存すること。 

 

 



- 付 52 - 

 

Ⅱ－９  商品先物取引業者の許可 

 

（１）許可申請書の印章 

記載上の注意事項にある署名によることができる場合とは、代表者が印章を用いる慣習が

ない場合が該当する。 

 

（２）商号又は名称 

許可申請に係る商号又は名称については、顧客の誤認を防ぐ観点から、過去に存在した商

品仲買人、商品取引員等の名称は、合併、事業譲渡等により業務に継続性が認められる業

者が使用する場合などを除き、極力使用されないようにする。 

 

（３）営業所又は事務所 

許可申請書に記載する営業所又は事務所とは、登記事項証明書（外国法人にあってはこれ

に準ずるもの）に記載された営業所又は事務所で、商品先物取引業の全部又は一部を行う

ために開設する一定の施設又は設備をいい、駐在員事務所、連絡事務所その他商品デリバ

ティブ取引以外の用に供する施設は除くものとする。 

 

（４）許可申請書の添付書類 

① 規則第８０条第１項に規定する書類等を添付する。なお、参考様式として主務省ホーム

ページに掲載されているものを利用してもかまわない。 

② 住民票の写しに代わる書面は、次の項目が記載されているものを提出させるものとする。 

イ．住所 

ロ．氏名 

ハ．生年月日 

③ ただし、役員が国内に在留しない外国人である場合は、住民票の写し等に代えて、本国

の住民票の写し又はこれに準ずる書面（英文等の場合には訳文を添付）とすることができ

る。 

④ 規則第８０条第１項第６号の「商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面」

とは、業務の内容、勧誘の方法、委託者等の保護のための方法、社内体制等が記載されて

いればよいものとする。なお、これらの内容を記載した社内規則の添付に代えることがで

きる。 

 

（５）許可までの間の留意事項等 

許可申請者は、商品先物取引業者として許可されるまでは商品先物取引業を行ってはなら

ない。 

 

（６）許可申請に対する処分 

許可申請に対して許可を行わないこととする場合にあっては、不許可の理由を明記した文

書をもって許可申請者に通知するものとする。この場合にあっては、主務大臣に対する審

査請求及び国を相手方とする処分の取消しの訴えを提起できる旨を書面で教示するものと

する。 
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（７）許可審査の項目 

法第１９３条に規定する商品先物取引業の許可の審査に当たっては、許可申請書、同添付

書類及びヒアリングその他質疑応答等、関連する官公署の確認書類により次の点を確認する

ものとする。 

① 株式会社（外国法人はこれに準拠するものを含む。）又は施行令第２３条で定める株式

会社以外の法人であること。 

② その行う業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、収支の見込みが良好である

こと。 

イ．純資産額が１億円を下回っていないか。 

ロ．商品先物取引業の収支の見込みが良好であるか。 

③ その行う業務に関して公正かつ的確に遂行できる知識及び経験を有し、十分な社会的信

用を有するとともに、委託者等の保護に欠けるおそれがないこと。 

イ．知識とは、申請者が商品デリバティブ取引の受託等を行うに当たって、例えば、日商

協の外務員資格取得者など商品デリバティブ取引の仕組みや、法令、関係機関の諸規

定等の知識を有している者が複数いること。 

ロ．経験とは、申請者がこれまで商品デリバティブ取引等を公正かつ的確に遂行してきた

経験を有していること。 

ハ．十分な社会的信用とは、申請者及びその役員において委託者等の保護等を目的とする

法令等に違反したことがないこと、並びに過去に取引上の信用・業者間の信用、その

他委託者等を含む社会からの信用に欠ける実績がないこと。 

④ 法第１５条第２項に掲げる欠格条項に該当しないこと。 

⑤ 申請書類に虚偽の記載がないこと。 

⑥ その行う業務を遂行する上で、以下に掲げる体制整備が見込まれること。 

イ．経営者が、その経歴及び能力等に照らして、商品先物取引業者としての業務を公正か

つ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。 

ロ．常務に従事する役員が、法令等の関連諸規制や本指針で示している経営管理の着眼点

の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、商品先物取引業の公正かつ的確な遂行

に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有するこ

と。 

ハ．行おうとする商品先物取引業の的確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管

理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。 

ニ．営業部門とは独立して管理・コンプライアンス部門（担当者）が設置され、その担当

者として知識及び経験を有する者が確保されていること。 

ホ．行おうとする商品先物取引業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が

図られていること。 

(a)帳簿書類・報告書等の作成、管理 

(b)ディスクロージャー 

(c)委託者等の資産の分離保管 

(d)リスク管理 

(e)電算システム管理 

(f)売買管理、委託者等管理 

(g)広告審査 
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(h)委託者等情報管理 

(i)苦情・トラブル処理 

(j)内部監査 

(k)証拠金等の適切な預託・管理・返還 

⑦ 反社会的勢力との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員

又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、商品先物取

引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることがないこと。 

イ．本人が反社会的勢力でないか（過去に反社会的勢力であった場合を含む。）。 

ロ．本人が反社会的勢力と密接な関係を有していないか。 

ハ．法令等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金

の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられたことがないか。 

ニ．暴対法の規定（同法第３２条の２第７項の規定を除く。）若しくはこれに相当する外

国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、

罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられたことがないか。 

ホ．禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられたことがな

いか（特に、刑法第２４６条から第２５０条まで（詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、

準詐欺、恐喝及びこれらの未遂）の罪に問われた場合に留意すること。）。 

 

（８）商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書類 

商品デリバティブ取引を行う場合は、業務の内容、勧誘の方法、委託者等の保護のための

方法、苦情等の処理方法、社内の体制等が記載されていることを確認するものとする。 

 

（９）新規許可申請に係る留意事項 

新規に許可を申請する業者に対しては、原則として、以下の書類の提出を求めることによ

り、不許可要件等に該当しないかを確認することとする。 

① 純資産額（法第１９３条第２項に規定する純資産額をいう。）を算出した書面 

② 法第２１１条第１項に規定する純資産額規制比率を算出した書面 

③ 外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする業者につい

ては、金銭の分離保管を行うため信託会社又は信託業務を営む金融機関に開設した信託口

座に係る信託契約書の写し又はそれに準ずる書面 
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Ⅱ－１０ 外務員登録 

 

（１）登録対象となる外務員の範囲 

商品先物取引業者の商品先物取引業務に従事する役員又は使用人のうち、法第２００条第

１項に規定する外務員の登録を必要とする者は、以下のいずれかの業務を行う者とする。 

① 勧誘を目的とした商品デリバティブ取引の内容説明 

② 商品デリバティブ取引の勧誘 

③ 注文の受注 

④ 勧誘を目的とした情報の提供等（バックオフィス業務に関すること及び委託者等の依頼

に基づく客観的情報の提供を除く。） 

⑤ 法第２００条第１項各号に掲げる行為を行う者 

 

（２）留意事項 

商品先物取引業者内の人事異動に伴い一時的に外務員としての業務を行わなくなった場

合は、法第２０３条第３号に基づく届出は必要ないことに留意するものとする。 
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Ⅱ－１１ 商品取引責任準備金 

法第２２１条に規定する商品取引責任準備金は、規則第１１１条に基づく計算をし、その額

を積み立てておく必要がある。また、次の要件を満たす場合に限り取崩しをすることができる

ことに留意するものとする。 

 

（１）商品先物取引業者の役員又は使用人による違法又は不当行為等の事実が規則第１１２条に

規定する事故に該当すると認められること。 

 

（２）取崩し額が、損失の補てんに必要な額に応じた適正な額であること。 

 

（３）法第２１４条の３の損失補てん等の禁止に該当しないものであること。 
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Ⅲ．監督上の評価項目と諸手続（商品先物取引業者（商品市場における取引又は外国商品市場取

引）編） 

 

Ⅲ－１ 商品先物取引業者の市場仲介機能等の適切な発揮 

商品先物取引業者が商品市場において果たしている役割は、その中心に市場仲介者としての

機能があり、そこには高い公共性が付随している。また、商品先物取引業者は、市場プレイヤ

ーとして商品市場に参加しているのであるから、以下に留意する必要がある。 

① 市場仲介者としての信頼性の向上 

② 委託者に対する商品先物取引業者としてのチェック機能の発揮 

③ 市場プレイヤーとしての商品先物取引業者の自己規律の維持 

②は、基本的には日商協の自主規制機関の策定する自主規制ルール等として、①と③は商品

取引所の規程類で確立するものであるが、主務省においても、商品先物取引業者の市場仲介機

能等の適切な発揮による商品市場の信頼性向上の観点から、自主規制ルール等も踏まえつつ、

以下のような着眼点・監督手法をもって必要な対応を行っていくことが重要である。 

 

Ⅲ－１－１ 市場仲介者としての信頼性向上 

 

（１）注文管理体制に係る留意事項 

① 商品先物取引業者は、注文管理体制に係る社内規則を適切に整備し、役職員に対する周

知、徹底を図っているか。 

② 売買発注に関する誤発注防止のためのシステム対応が十分に果たされているか。 

③ 売買システムを統括する最高情報責任者の選任を含む人員配置や研修、定期的な検査な

どを通じ、注文管理体制の充実強化・機能維持が図られているか。 

④ 発注制限・警告解除への管理者の関与が適切に果たされる体制となっており、また適切

に実施されているか。 

⑤ 大規模な誤発注に対する危機対応策が策定され、役職員に対する周知、徹底が図られて

いるか。 

 

（２）商品先物取引業者の電子情報処理組織の管理に係る留意事項 

① 自社の電子情報処理組織について、電子情報処理組織の専門家によるシステム監査等、

適切なチェックを定期的に行っているか。 

② 売買発注に関する誤発注防止のためのシステム対応が十分に果たされているか。 

 

Ⅲ－１－２ 委託者に対するチェック機能の発揮 

 

（１）委託者の不公正取引防止のための売買管理体制に係る留意事項 

商品先物取引業者は、実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りな

がら商品市場における取引の受託等をする行為などを適切に防止することで、委託者に対す

るチェック機能を発揮する必要がある。そのため、委託者の不公正取引を防止するための売

買管理に関して、以下の点に留意する必要がある。（特に、インターネット取引については、

その非対面性に鑑みて細心の注意を払うこと。） 

① 委託者の売買動向の的確な把握及び管理の徹底 
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イ．委託者の商品先物取引手法・形態等の売買動向を把握するための具体的な取扱方法を

策定し、当該取扱方法に基づき、適時、モニタリング等を行うなどにより委託者の売

買動機等の的確な把握を行っているか。 

ロ．顧客管理部門においては、当該取扱方法について、役職員に周知・徹底を図るととも

に、必要に応じ見直しを行う等、その実効性を確保する体制を整備しているか。 

ハ．委託者の属性について、常に監視して見直しを行い商品デリバティブ取引を行うに不

適当となった場合の対処方法を定めて、適正に運用されているか。 

ニ．相場操縦等不公正取引を未然に防止する観点から、相場の動向を見つつ委託者の建玉

状況や売買状況の把握に努めているか。 

ホ．商品先物取引業者は、委託者が仮名や借名口座を利用しているおそれがあると認識し

た場合に、取引の停止措置、残玉の処分等の措置を講じているか。この場合は、主務

大臣に報告するものとする。 

ヘ．委託者の資産状況から判断して、取引の状況が過大なものと判断される場合における

対処の方法は定めてあるか。 

② 売買審査基準の策定及びその効果的活用 

イ．委託者の取引の公正性を確保するため、委託者の資産状況等の属性から取引内容につ

いて、適正な取引内容となる基準等を策定してその売買が委託者にとって適正なもの

であるかどうかの判断をしているか。 

ロ．価格変動により委託者が不利益を被る事態になった場合の対処方法を定め、委託者に

必要な措置（例えば、委託者に対する照会、注意喚起、取引停止等）を講ずる等適切

な売買管理を行っているか。 

ハ．顧客管理部門においては、属性や取引等の審査基準を定め、適時、実態との整合性の

検証を行い、必要に応じ見直しを行う等、その実効性を確保する体制を整備している

か。 

③ その他 

イ．委託者が過剰な取引を繰り返している場合には、資産状況に照らして過大な資金投入

と判断した場合は、適時、注文内容のチェックを行い、必要に応じ委託者への照会、

注意喚起、取引停止等の措置を講ずる等適切な売買管理を行っているか。 

ロ．上記取引の場合で資金が委託者のものでない場合（例えば、詐欺、横領、着服等によ

り取得したもの）は、犯収法第８条の規定に基づき、速やかに主務大臣を通じて国家

公安委員会に届出を行うこととしているか。 

 

（２）反社会的勢力関係委託者等に係る留意事項 

商品先物取引業者は、関係当局や日商協との連携の下、反社会的勢力との関係を有する可

能性のある委託者について十分な売買管理・売買審査を行うことが望まれる。 
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Ⅲ－２ 取引一任契約等 

 

（１）外国の法人等との取引一任契約に係る留意事項 

取引の一任を受けようとする場合には、規則第１０２条第１項に規定する者との契約等の

行為は、以下の点に留意して行うものとする。 

① 当該契約に係る取引を執行する部門と他の委託取引を受託・執行する部門が明確に分離

されているか。 

② 帳簿の作成において、当該契約に係る取引であることが判別可能な方法により処理され

ることとなっているか。 

 

（２）商品先物取引業と商品投資顧問業を兼務する場合の留意事項 

いわゆるラップ口座を開設することを目的に商品投資顧問業を兼務する場合の弊害防止

措置については、利益相反行為の防止など業務の適切性を確保する観点から、その業務に応

じて、例えば次のような点に留意して検証することとする。 

① 異なる種別の業務間における弊害防止措置として、業務内容に応じた弊害発生防止に関

する社内管理体制を整備するなどの適切な措置が講じられているか。 

② 禁止行為（法第２１４条の２及び商品投資に係る事業の規制に関する法律第２８条の

２）に抵触しないように業務が運営されているか。 
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Ⅲ－３ プログラム自動取引を受託する場合の留意事項 

 

商品先物取引業者が、顧客からプログラム自動取引（あらかじめ設定したコンピュータ・プロ

グラムにより注文指示を自動で行う取引をいう。以下同じ。）を受託する場合には、売買取引が当

該顧客の個別の注文によることなく、自動的に売買の注文がなされるため、当該取引により生じ

うるリスクについて十分理解しないままプログラム自動取引を行うこと及び過当な取引等により

顧客の利益を不当に侵害することのないよう、書面の交付及び説明並びに広告等について万全の

対策を講じるとともに、十分な社内管理体制を構築する必要がある。 

 したがって、プログラム自動取引を受託する商品先物取引業者は、以下の（１）から（３）に

留意する必要がある。また、広告等については、以下の事項の他、Ⅱ－４－３－６に掲げる事項

にも留意する必要がある。 

 

（１）プログラム自動取引を受託する場合の交付書面及び広告等の記載事項及び説明事項 

商品先物取引業者は、プログラム自動取引を開始する顧客に対して、あらかじめ交付す

る書面（電磁的方法による場合を含む。）及び広告等に次の事項を含めることとし、顧客に

対して十分説明し、その内容を理解していることを確認するものとする。 

なお、規則第１０２条第１項第４号に規定する「当該契約の概要その他の参考となるべ

き事項」とは次の事項を含むものとする。 

① 受託するプログラム自動取引の概要 

イ. プログラム自動取引の仕組み 

ロ. プログラム自動取引における手数料、システム利用料及びその決定の方法 

ハ. プログラム自動取引の最中であっても、プログラムによらない顧客の任意の判断に 

基づく取引注文及び当該顧客の取引に係るプログラムの稼働の停止が可能であること。 

② 顧客が予想しない損失を被る可能性の教示  

イ. プログラム自動取引により、顧客が想定する許容範囲を超える損失や手数料負担（定  

額制や上限制の場合は除く。）が発生する可能性があること。 

ロ. 取引注文が、必ずしも、プログラムに従い取引注文を発注する条件どおりに約定し

ない可能性があること。 

ハ. 複数のプログラムを組み合わせて使用する場合には、顧客の損失が増幅される可能

性があること。 

ニ. 顧客が採用しているプログラムの内容が予告なく変更される可能性がある場合には 

その旨 

③ 損失増大等の弊害を防止する措置 

イ. プログラムの設定上、一定の条件の下、建玉の未決済損失が口座残高の一定割合と

なった場合における全建玉の強制決済（以下「強制ロスカット取引」という。）の可

能性があること。プログラムの設定にかかわらず、商品先物取引業者が一定の条件に

より強制ロスカット取引の執行を行う場合にはその旨及び内容 

ロ. 顧客の資産状況等に応じて建玉制限を設定する場合にはその旨及び内容 

ハ. システム障害発生時には取引受託の対応方法を切り替える場合があること、その他

決済条件の変更がある場合にはその旨 

④  責任範囲 

プログラム自動取引の執行に瑕疵があった場合において、商品先物取引業者が負う責任
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の範囲を明確に定め、その場合は消費者契約法等を踏まえ、免責事項について顧客の利益

を一方的に害する内容でないものとすること。 

 

（２）プログラム自動取引を受託する場合に整備すべき社内管理体制 

商品先物取引業者は、特に個人顧客が当該取引により生じうるリスクについて十分理解

しないまま取引を行わせないよう、以下の点に留意して弊害防止措置を講じるとともに、

役職員（外務員を含む。）及び規則第１０３条第１項第１３号の規定を踏まえ管理する電

子情報処理組織に対し、第１０２条第３項の規定に基づき当該措置の遵守を徹底する管理

体制を確保していること。 

 

① 適合性の確認 

イ. 既に商品取引契約を締結している顧客であっても、プログラム自動取引の開始の適

否を判断する前提となる、インターネットによる電子取引及びプログラム自動取引の

仕組み等に関する一定程度の知識を有しない顧客に対し、十分な理解が得られるよう

説明をしないままプログラム自動取引を開始させていないか。 

ロ. プログラム自動取引を開始するにあたり、顧客が十分な資金的余裕を持っているか。

また、顧客自ら適切に証拠金等の資金管理を行えるよう、顧客に対し十分な情報を提

供しているか。 

 

② 業者内審査手続等 

イ. 商品先物取引業者の管理部門は、顧客に対して、プログラム自動取引のリスクを踏

まえた自己責任による取引の理解度について審査し、顧客の明確な意思を確認した上

で、総括管理責任者がこれを決裁しているか。その上で、顧客に対しプログラム自動

取引の開始のための情報を通知することによって、初めてプログラム自動取引の導入

が可能となるようにシステムを設定しているか。 

ロ. プログラム自動取引の受託について、他の商品先物取引と異なる内容があれば、そ

の内容について社内規程に明記しているか。 

ハ. プログラム自動取引の受託に関する業務の遂行方法について、規則第８０条第１項

第６号及び第８２条第１項第４号の規定に基づき主務大臣に提出する「商品先物取引

業を遂行するための方法」に記載しているか。 

ニ. 法定帳簿等及び顧客に対する取引成立の通知の記載において、プログラム自動取引

であることを明確に識別させているか。 

 

③ その他 

イ. 顧客がプログラム自動取引の停止を希望した場合は、直ちにプログラム自動取引を

停止するための措置を講じているか。 

ロ. 商品先物取引業者とプログラム提供者又は設計者との間に資本関係又は人的関係等

がある場合、顧客と商品先物取引業者の間に利益相反が起こるようなプログラムの設

計又は開発を防止する措置を講じているか。 

 

（３）追加的な留意事項 

  （１）及び（２）に加え、商品先物取引業者は、次の①及び②又はそのいずれかに該当す
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る場合は、以下の事項に留意する必要がある。 

① 商品先物取引業者が特定のプログラムの推奨・紹介・貸与・販売・設計等（注）（以下

「推奨等」という。）に関与している場合 

（注）プログラムを提供する業者を推奨・紹介することは「特定のプログラムの推奨

等」には該当せず、②に該当する。 

商品先物取引業者は、顧客に対して交付する書面（電磁的方法による場合を含む。）及

び広告等には、（１）の事項に加え、次の事項を記載することとし、顧客に対して十分説

明するものとする。 

イ. 推奨等を行うプログラムの発注条件（変更があった場合にはその概要） 

ロ. プログラム毎の過去一定期間（対象とした期間を明示すること。）における実績等(注) 

 例えば、期間損益（割合）、取引回数、最大損失額（割合）、損益の実現の割合、損

益それぞれの合計値・平均値、標準偏差、騰落幅等。 

（注）この場合においては、過去の運用実績が将来の運用成績を保証するものでない

ことに注意しなければならず、その旨を顧客に対して交付する書面及び広告等

に記載し、顧客に対して説明しなければならない。また、特に利益率等が高い

期間を用いて、恣意的に示すことは許されない。 

 

商品先物取引業者は、プログラムに係る顧客の苦情等について、適切な苦情相談体制

を確保しなければならない。この場合、顧客から商品先物取引業者への直接の連絡窓口

を設けることが不可欠であり、さらに必要に応じて、当該プログラム提供業者の連絡先

を商品先物取引業者が明示することが望ましい。 

また、プログラムの内容の変更について、プログラムの作動に影響する等の重大な変

更が行われる場合には、顧客に対しあらかじめ十分に注意喚起する体制を整備しなけれ

ばならない。 

 

② 商品先物取引業者が特定のプラットフォーム提供業者の推奨又は紹介に関与している

場合 

商品先物取引業者又は顧客に対しプログラムを作動させるためのプラットフォーム

（プログラムを含むソフトウェアを集積する特定の情報処理システムをいう。）を提供す

る第三者（以下「プラットフォーム提供業者」という。）がおり、商品先物取引業者が顧

客に対して、自らのサービスとして当該プラットフォーム提供業者の利用を推奨又は紹

介する等の何らかの関与が認められる場合には、商品先物取引業者は、顧客保護の観点

から、以下の点に留意する必要がある。なお、以下の点はあくまで一般的な着眼点であ

り、委託事務の形態・内容等に応じて、追加的に検証を必要とする場合があることに留

意する。 

イ. 推奨・紹介するプラットフォーム提供業者と商品先物取引業者が負う責任の範囲を

明確に定め、顧客に対して交付する書面に記載し、顧客に対して説明しているか。 

ロ. プラットフォームに係る顧客の苦情等について、商品先物取引業者は、プラットフ

ォーム提供業者との間における上記の責任の範囲に応じ、適切な苦情相談体制を確保

しなければならない。この場合、顧客から商品先物取引業者への直接の連絡窓口を設

け、又は当該プラットフォーム提供業者の連絡先を商品先物取引業者が明示するもの

とする。 
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ハ．プラットフォームの内容の変更に伴って、プログラムの作動に影響する等の重大な変

更が行われる場合には、顧客に対しあらかじめ十分に注意喚起する体制を整備しなけ

ればならない。 
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Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（店頭商品デリバティブ取引） 

 

Ⅳ－１ 法令等遵守体制 

店頭商品デリバティブ取引を業として行う者（以下「店頭商品デリバティブ取引業者」とい

う。）のコンプライアンス体制については、内部管理体制の整備及び監督手法をもって対応す

ることとするが、それ以外にも、自主規制機関の策定する自主規制ルールの遵守状況も含めた

幅広い検証を行うこととする。 

なお、「特定店頭商品デリバティブ取引業」とは区別されていることに留意する必要がある。 

 

●店頭商品デリバティブ取引業者の分離保管に係る留意事項 

店頭商品デリバティブ取引業者が店頭商品デリバティブ取引に係る金銭その他の取引証

拠金を管理する場合、以下の点に留意して監督するものとする。 

① 規則第９８条の３に定める方法に従い、相手方の資産を自己の資産と区分し、個人であ

る相手方は規則第９８条の３第１項第１号に規定する方法、個人以外の相手方の場合は、

第９８条の３第１項第２号に規定する方法により適切に管理しているか。 

② 規則第９８条の３第１項第１号ヘに規定する特定信託必要額を適切に算定しているか。 

また、特定信託必要額の計算に当たっては、顧客から預託を受けた金銭又は保証金に、

次のイからハまでに掲げる額を加減算しているか。 

イ．実現損益 

ロ．評価損益 

ハ．スワップ損益 

③ 規則第９８条の３第１項第１号ヘの信託財産の元本の評価額が特定信託必要額に満た

ないこととなるかどうかの判定を、特定信託必要額の計算基準となる時点の属する日本時

間における日を基準日として行っているか。また、特定信託必要額に満たない場合には、

不足額に相当する金銭が満たないこととなった日（基準日）の翌日から起算して２営業日

以内に追加しているか。 

④ 受託者である金融機関等からカバー取引相手方に対して保証状等（以下「ＬＧ」という。）

が差し入れられる場合、ＬＧに基づく支払がなされた場合でも、常に、信託財産が特定信

託必要額を上回ることとなっているか。また、商品先物取引業者に係る破産手続・再生手

続・更生手続の開始の申立て等により相手方分離保管信託が終了する場合において、相手

方に対する金銭又は保証金の返還がカバー取引相手方に対する支払に優先する契約内容

になっているか。 

⑤ 分離保管の状況について、例えば、定期的に、外部監査又は独立した部署による内部監

査を受けること等により、適切に管理しているか。 
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Ⅳ－２ 勧誘・説明体制 

 

（１）優越権行使による勧誘 

優越的地位の立場から顧客に対してその立場を強調して勧誘していないか。 

 

（２）店頭商品デリバティブ取引業者の説明責任に係る留意事項 

① 店頭商品デリバティブ取引について、店頭商品デリバティブ取引業者が相手方の取引時

に表示した商品、商品指数又はオプションの価格を、当該価格の提示を要求した当該相手

方に提示する場合には、各取引日ごとの始値、高値、安値及び終値の提示によることがで

きる。 

② 以下の点について、相手方から説明を求められた場合には、適切な説明を行っているか。 

イ．カバー取引の発注方法 

ロ．カバー取引の執行基準 

ハ．カバー取引相手方との間でシステム障害が発生した場合の対応 

③ 自己勘定による取引を行っているか否か、行っている場合のリスク管理体制等について、

相手方から説明を求められた場合には、適切な説明を行っているか。 

④ 規則第９８条の３に定める委託者等分離保管の状況について、顧客から説明を求められ

た場合には、適切な説明を行っているか。 

⑤ 当該店頭商品デリバティブ取引の商品内容やリスクについて、例えば、以下のような点

を含め、具体的に分かりやすい形で解説した書面を交付する等の方法により、適切かつ十

分な説明をしているか。 

イ．当該店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品の価格水準等（必要に応じてボラテ

ィリティの水準を含む。以下同じ。）に関する最悪シナリオ（過去の相場変動のデータ

等合理的な前提を踏まえたもの。以下同じ。）を想定した想定最大損失額について、前

提と異なる状況になればさらに損失が拡大する可能性があることも含め、顧客が理解で

きるように説明しているか。 

ロ．当該店頭商品デリバティブ取引において、顧客が許容できる損失額及び当該損失額が

顧客の経営又は財務状況に重大な影響を及ぼさないかを確認し、上記の最悪シナリオに

至らない場合でも許容額を超える損失を被る可能性がある場合は、商品の価格水準等の

状況がどのようになれば、そのような場合になるのかについて顧客が理解できるように

説明しているか。 

ハ．説明のためにやむを得ず実際の店頭商品デリバティブ取引と異なる例示等を使用する

場合は、当該例示等は実際の取引と異なることを説明しているか。 

⑥ 当該店頭商品デリバティブ取引に係る商品取引契約の中途解約及び解約清算金について、

例えば、以下のような点を含め、具体的に分かりやすい形で解説した書面を交付する等の

方法により、適切かつ十分な説明をしているか。 

イ．当該商品取引契約が原則として中途解約できないものである場合にはその旨について、

顧客が理解できるように説明しているか。 

ロ．当該商品取引契約を中途解約すると解約清算金が発生する場合にはその旨及び解約清

算金の内容（商品の価格水準等に関する最悪シナリオを想定した解約清算金の試算額

及び当該試算額を超える額となる可能性がある場合にはその旨を含む。）について、顧

客が理解できるように説明しているか。 
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ハ．当該商品取引契約において、顧客が許容できる解約清算金の額を確認し、上記の最悪

シナリオに至らない場合でも許容額を超える損失を被る可能性がある場合は、これに

ついて顧客が理解できるよう説明しているか。 

⑦ 提供する店頭商品デリバティブ取引がヘッジ目的の場合、当該取引について以下が必要

であることを顧客が理解しているかを確認し、その確認結果を踏まえて、適切かつ十分な

説明をしているか。 

イ．顧客の事業の状況や市場における競争関係を踏まえても、継続的な業務運営を行う上

で有効なヘッジ手段として機能すること（相場変動の影響を軽減させるような価格交

渉力や価格決定力の有無等を包括的に判断することに留意）。 

ロ．上記に述べるヘッジ手段として有効に機能する場面は、契約終期まで継続すると見込

まれること（ヘッジ手段自体に損失が発生していない場合であっても、前提とする事

業規模が縮小されるなど顧客の事業の状況等の変化により、顧客のヘッジニーズが左

右されたりヘッジの効果がそのニーズに対して契約終期まで有効に機能しない場合が

あることに留意）。 

ハ．顧客にとって、今後の経営を見通すことがかえって困難とすることにならないこと（ヘ

ッジによる仕入価格等の固定化が顧客の価格競争力に影響を及ぼし得る点に留意）。 

⑧ 上記⑦に掲げる事項を踏まえた説明を受けた旨を顧客から確認するため、例えば顧客か

ら確認書等を受け入れ、これを保存する等の措置をとっているか。 

⑨ 顧客の要請があれば、定期的又は必要に応じて随時、顧客のポジションの時価情報や当

該時点の解約清算金の額等を提供又は通知する等、顧客が決算処理や解約の判断等を行う

ために必要となる情報を適時適切に提供しているか。 

⑩ 当該店頭商品デリバティブ取引に係る顧客の契約意思の確認について、契約の内容・規

模、顧客の業務内容・規模・経営管理体制等に見合った意思決定プロセスに留意した意思

確認を行うことができる体制が整備されているか。例えば、契約しようとする商品取引契

約が顧客の今後の経営に大きな影響を与えるおそれのある場合、当該顧客の取締役会等で

意思決定された上での契約かどうか確認することが重要となることに留意する。 

 

（３）不当な勧誘等の禁止 

規則第１０３条に規定する種々の勧誘等の禁止行為が行われることのないように充分留

意するものとする。具体的には、以下の点に留意して監督するものとする。 

① 個人顧客から両建て取引を行いたい旨の積極的意思表示があった場合や、両建て取引を

行うことができるか否かについて照会があった場合に、両建て取引を行うことができる旨

を告げることは、直ちに規則第１０３条第１項第２２号に該当するものではないが、両建

て取引について、「手数料が二重にかかること、損益が固定されること、逆ざやが生じる

おそれがあることなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引である」

旨に言及することなく取引を行っていないか。 

② 個人顧客と店頭商品デリバティブ取引を行う場合には、スプレッド又は手数料が特に低

い取引（以下「低スプレッド取引」という。）を提供する店頭商品デリバティブ取引業者

が、広告等でスプレッド又は手数料が低いことを強調する表示をしている場合には、例え

ば、以下のようなおそれが生じていないか。 

イ．他に顧客が支払うべき手数料、報酬、その他の対価又は費用があるにもかかわらず、

顧客が支払う対価又は費用が、実際よりも著しく低額であるかのように誤解させるお
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それ 

ロ．顧客が注文時に指定したレートと実際に約定するレートとの相違（スリッページ）が

生じ、広告等で表示するよりも高いスプレッドで取引を行うこととなるおそれ 

 

（４）個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第２条第２２項第５号に掲げる行為を行 

うことを内容とする商品取引契約に係る締結前交付書面の記載事項の特則に係る留意事項 

規則第１０５条第１項第１号に規定する「カバー取引の相手方」については、複数のカバ

ー取引の相手方がある場合は、その全てを記載することとする。ただし、銀行間外国為替市

場（いわゆる「インター・バンク市場」）参加者が当該取引をインター・バンク市場におい

て行う場合であって、あらかじめカバー取引の相手方が特定できない場合には、その旨を記

載すれば足りるものとする。 

規則第１０５条第１項第４号に規定する「法第２１０条第２号の規定に基づく措置に関す

る事項」には、委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に

属する金銭、有価証券その他の物の価格に相当する財産の信託先となる規則第９８条の３第

１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる信託先の具体的な名称を記載することを

含むものとする。 

 

（５）取引証拠金等の受領に係る書面交付に係る留意事項 

規則第１１０条の２第１項第４号に規定する「当該商品先物取引業者が取引証拠金を受領

した日付」については、各社において相手方との間で約した取決めに基づき、入金された当

日又は翌営業日等とすることができるものとする。 
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Ⅳ－３ 店頭商品デリバティブ取引に係るリスク管理体制 

個人顧客向け店頭商品デリバティブ取引について、自己が負うリスクの管理が重要であるこ

とから、リスク管理体制の整備及び業務運営の遂行について、以下の点に留意し監督するもの

とする。 

 

（１）顧客及びカバー取引相手方との取引に係る留意事項 

① 相手方との取引後、カバー取引を行うまでの間に時間差が生じる可能性がある場合には、

その間の相場の急激な変動等に備えたリスク管理体制を整備しているか。 

② カバー取引を顧客との取引の都度行うのではなく、一定の時間ごと若しくは一定の金額

ごとに行う又はディーラーの判断によって行うこととしている場合には、顧客との取引と

カバー取引とに時間差が生じることに十分留意し、その間の相場の急激な変動等に備えた

リスク管理体制を整備しているか。 

③ システムによるカバー取引に係るシステムリスクについては、カバー取引を行う際にカ

バー取引相手方との間でシステム障害により、取引が行えない場合があることを勘案し、

その間の相場の急激な変動等に備えたリスク管理体制を整備しているか。 

④ カバー取引相手方との間の契約内容等を十分に把握し、トラブル発生時の対応が迅速か

つ適切になされるような体制が整備されているか。 

 

（２）相場が急激に変動した場合の取引に係る留意事項 

相場が急激に変動した場合に備え、自己勘定取引を停止する又はカバー取引相手方との取

引ができない場合には顧客からの受注を行わない等の具体的なリスク管理の方針を定め、そ

のための体制を整備しているか。 

 

（３）ロスカット取引に係る留意事項 

① 顧客の損失が、顧客が預託する取引証拠金を上回ることがないように、価格変動リスク

や流動性リスク等を勘案してロスカット取引を実行する水準を定めているか。 

② ロスカット取引に関する取決めを明確に定めた社内規程等を策定し、顧客との契約に反

映しているか。 

③ 取引時間中の各時点における顧客のポジションを適切に把握し、上記①の水準に抵触し

た場合には、例外なくロスカット取引を実行しているか。 

④ ロスカット取引を実行した状況を、定期的に又は必要に応じて随時に、取締役会等に報

告しているか。 

 

（４）自己勘定取引に係る留意事項 

顧客取引に係るカバー取引以外に自己勘定による取引を行っている場合には、以下の点に

留意する必要がある。 

① 自己勘定取引を行う担当者のポジションリミット、ストップロスリミット（日次・月次）、

オーバーナイトポジションのリミット等について社内規程を整備しているか。 

② 自己勘定取引を行う担当者の取引の発注に関し、誤発注を回避するための防止措置を設

けているか。 

③ 担当者の行う取引における社内規程の遵守について、バックオフィスにおいて常時モニ

タリングする体制となっているか。 
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（５）低スプレッド取引に係る留意事項 

低スプレッド取引を提供する店頭商品デリバティブ取引業者は、相当程度の取引量を確

保・維持しなければ、財務状況が悪化するおそれがある。一方、経営の安定を確保するに足

りる取引量について、適切に管理できる体制を整備する必要がある。こうしたことから、例

えば以下のような点を含め、十分なリスク管理体制を構築しているか。 

① 全社的なリスク管理体制の整備（例えば、リスク管理基本方針の策定等）を行う際に、

低スプレッド取引に伴うリスクを十分認識し、適切に反映しているか。 

② 低スプレッド取引の提供を開始する際には、その収益構造及び取引量に照らして十分な

収益性を確保できるかを検討した上で、スプレッド又は手数料を決定しているか。また、

当該決定について、自社の収益構造及び取引量の変化等を踏まえて定期的に検証し、必要

に応じて見直しを行っているか。こうした手続について、社内規程等において明確化して

いるか。 

③当該取引の取引量、取引内容及び自社の財務状況に与える影響等を把握し、適時適切に取

締役会等に報告する体制を整備しているか。 

④その想定する収益構造を実現するため、システムその他の必要な体制を十分に整備してい

るか。また、実際の収益状況を随時検証し、当該体制を適切に見直しているか。 
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Ⅳ－４ 特定店頭商品オプション取引に係る留意事項 

 

いわゆるバイナリーオプション取引等の個人向けの特定店頭商品オプション取引（規則第１

０３条第７項に規定する特定店頭商品オプション取引をいう。以下同じ。）の中には、短時間で

損益の結果が判明するため顧客による過度の投機的取引が行われるおそれのあるものや、複雑

な理論的根拠に基づく商品であるにもかかわらず一見単純な商品性であるとの誤解を招きやす

く顧客による正確なリスクの把握が困難なものが存在する。 

そこで、店頭商品デリバティブ取引業者が、個人向けの特定店頭商品オプション取引を取り

扱う場合には、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適切な商品設計や業務を執行する体制

の確保・整備を図る観点から、以下の点に留意しつつ、日商協の策定する自主規制ルールの内

容を遵守しているかについて検証を行うこととする。 

（１） 商品性に係る留意事項 

店頭商品デリバティブ取引業者は、自社の提供する個人向けの特定店頭商品オプション取 

引について、店頭商品デリバティブ取引としての適切性及び健全性を確保するため、以下の 

点に留意しているか。 

① 取引期間・取引期限について 

イ．取引期間（取引開始時刻から判定時刻までの期間）について、過度の投機的取引を助長

するような短い期間に設定していないか。 

ロ．同一の商品等に係る各取引期限の間隔について、過度の投機的取引を助長するような短

い間隔に設定していないか。また、異なる商品等にまたがる取引期限に関し、合理的な

理由がないにもかかわらず、互いに短い間隔のずれを設けることにより、商品等をまた

がって反復・継続的に過度の投機的取引を助長するような形となっていないか。 

ハ．取引期間中、取引期限に至るまで、可能な限り、顧客の買付取引注文又は売付取引注文

（新規取引注文を含む。）に応じているか。 
② 権利行使価格について 

イ．顧客が取引に係るリスクを正確に把握して適切に投資判断を行えるよう、取引期間の開

始前に、取引に係る権利行使価格（一定の方法により定められるものにあっては、その

算定方法。以下同じ。）を決定・提示しているか。 

ロ．過度の投機的取引を助長するような、取引期間の開始時点の原資産の商品価格から著し

く乖離した価格に権利行使価格を設定していないか。 

③取引の公正性について 

同一の原資産、取引期間及び権利行使価格を有する商品について、新規買付取引と新規

売付取引の機会を同時に提供する方法、又は、権利行使価格について、全ての顧客が損失

を被る場合が発生するような設定（いわゆる「総取り」）を排除する方法により、店頭商品

デリバティブ取引業者のみが有利となる取引条件を取り除いているか。 

④取引価格（対価）について 

権利行使期間、権利行使価格及び原資産の商品価格等に照らし、公正な方法により取引

価格（対価）を算出しているか。 

（２） 顧客管理・取引管理に係る留意事項 

店頭商品デリバティブ取引業者は、個人向け特定店頭商品オプション取引について、例えば

以下の点に留意して、顧客の属性等に応じた適切な取扱いを行っているか。 

① 顧客の知識・経験・資力に応じた取引開始基準を設定しているか。 



- 付 71 - 

 

②商品デリバティブ取引についての投資可能資金額の範囲内で、顧客が適正に取引を行って

いるか。 

（３） 顧客への情報提供に係る留意事項 

店頭商品デリバティブ取引業者は、顧客が取引に係るリスクを正確に把握して適切に投資判

断を行えるよう、個人向け特定店頭商品オプション取引について、そのリスク、商品内容及び

損益実績等について、必要かつ十分な説明・情報提供を行っているか。また、店頭商品デリバ

ティブ取引業者の広告により、委託者等が過度な期待や誤った認識を持つことがないよう、広

告・宣伝の適正化や適切な広告審査体制の整備を行っているか。 

（４） 適切な取引条件に係る留意事項 

①取引条件の算出根拠の開示について 

顧客が合理的な投資判断を行うことができるよう、取引価格、権利行使価格及び判定価格

の設定根拠について、十分に顧客に説明しているか。 

②取引停止（いわゆる「売切れ」）について 

取引停止は顧客へのサービスの中断、流動性の供給の停止となることを踏まえ、顧客への

影響を考慮し、以下の対応を行っているか。 

イ．顧客に対し、事前に取引停止の判断基準を説明しているか。 

ロ．取引停止の発生時に、発生した旨及びその理由をホームページ等に公表するほか、文書

で保存しているか。 

ハ．取引停止の発生時に、担当部署以外の第三者等による発生原因の解明やモニタリングを

行い、再発防止に取り組んでいるか。 

③取引条件に関するモニタリングについて 

取引価格や判定価格について、担当部署以外の第三者等によるモニタリングを行い、適切

性を検証しているか。 
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Ⅴ．監督上の評価項目と諸手続（商品先物取引仲介業者） 

 

Ⅴ－１ 業務の適切性等 

商品先物取引仲介業者の業務の適切性、法令等遵守体制、勧誘・説明体制、行政処分（法第

２４０条の２２第１項の立入検査、同条第２項の報告徴収及び法第２４０条の２３の業務停止

命令等）等については、Ⅱ－４に準ずるものとし、以下の点に留意して検証することとする。 

 

（１）商品先物取引仲介業を行う契約 

所属商品先物取引業者との仲介業の委託業務契約が存在するか。また、その内容について

適正かつ遵守されているか。 

 

（２）金銭等の授受の禁止 

法第２４０条の１５に規定する顧客からの金銭等の預託を受けていないか。また、施行令

第３７条に掲げる当該商品先物取引仲介業者と密接な関係にある者に対しても顧客から金

銭等の預託を受けていないか。 
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Ⅴ－２ 諸手続 

 

Ⅴ－２－１ 登録手続 

 

（１）登録申請書の印章 

記載上の注意事項にある署名によることができる場合とは、代表者が印章を用いる慣習が

ない場合が該当する。 

 

（２）氏名又は商号若しくは名称 

登録申請に係る氏名又は商号若しくは名称については、顧客の誤認を防ぐ観点から、過去

に存在した商品仲買人、商品取引員等の名称は、合併、事業譲渡等により業務に継続性が

認められる業者が使用する場合などを除き、極力使用されないようにする。 

 

（３）営業所又は事務所 

登録申請書に記載する営業所又は事務所とは、法人の場合、登記事項証明書（外国法人に

あってはこれに準ずるもの）に記載された営業所又は事務所で、商品先物取引仲介業の全

部又は一部を行うために開設する一定の施設又は設備をいい、駐在員事務所、連絡事務所

その他商品デリバティブ取引以外の用に供する施設は除くものとする。 

 

（４）登録申請書の添付書類 

① 規則第１２６条の３に規定する書類等を添付する。なお、参考様式として主務省ホーム

ページに掲載しております。 

② 住民票の写しに代わる書面には、次の項目が記載されているものを提出させるものとす

る。 

イ．住所 

ロ．氏名 

ハ．生年月日 

③ ただし、役員が国内に在留しない外国人である場合は、住民票の写し等に代えて、本国

の住民票の写し又はこれに準ずる書面（英文等の場合には訳文を添付）とすることができ

る。 

④ 規則第１２６条の３第１項第３号の「商品先物取引仲介業を遂行するための方法を記載

した書面」とは、業務の内容、勧誘の方法、委託者等の保護のための方法、苦情等の処理

方法、社内体制等が記載されていればよいものとする。なお、これらの内容を記載した社

内規則の添付に代えることができる。 

 

（５）登録までの間の留意事項等 

登録申請者は、商品先物取引仲介業者登録簿に登録されるまでは商品先物取引仲介業の業

務を行ってはならない。 

 

（６）登録番号の取扱い 

① 登録番号は、農林水産省と経済産業省の統一の一連番号を付すものとし、商品先物取引

仲介業者登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。 
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例）○○農林水産省・経済産業省登録（商品先物取引仲介業者）第○○号 

② 登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。 

③ 登録番号を商品先物取引仲介業者登録番号台帳により管理するものとする。 

 

（７）登録申請者への通知 

商品先物取引仲介業者登録簿に登録した場合は、登録済通知書を登録申請者に交付するも

のとする。 

 

（８）登録の拒否 

登録申請に対して登録の拒否とする場合にあっては、登録拒否の理由を明記した文書をも

って登録申請者に通知するものとする。この場合にあっては、主務大臣に対して審査請求

又は国を相手方とする処分の取消しの訴えを提起できる旨を書面により教示するものとす

る。 

 

（９）商品先物取引仲介業者登録簿 

① 商品先物取引仲介業者登録簿には、法第２４０条の３第１項各号に規定する事項及び登

録年月日及び登録番号を記載するものとする。 

② 登録申請書記載事項に係る変更届出書が提出された場合には、当該届出書の変更内容を

商品先物取引仲介業者登録簿に記載するものとする。 

 

Ⅴ－２－２ 登録手続に係る留意事項 

法第２４０条の３の規定に基づく登録申請書の取扱い等に当たっては、上記ほか、以下の点

に留意するものとする。 

 

（１）登録申請に係る代理申請について 

商品先物取引仲介業者に係る登録申請については、申請者及び所属商品先物取引業者の利

便性、所属商品先物取引業者の申請事務の効率化、更に、登録申請書記載内容の精度の確保、

事務処理の迅速化等を目的として、所属商品先物取引業者が申請書の内容を精査した上で代

理申請を行うことなどが可能であることに留意するものとする。 

また、代理により申請が行われた際には、委任状等により代理権の有無及び代理権の範囲

について確認するものとし、代理権の範囲が申請書の補正依頼、登録済通知の送付等に及ん

でいる場合、当該依頼又は通知等は、代理人に対して行うことができることに留意するもの

とする。 

 

（２）審査事項 

規則第１２６条の２第３号に規定する、所属商品先物取引業者が２以上あるときに、登録

申請者の事故につき、当該事故による損失の補てんを行う所属商品先物取引業者の商号又は

名称が適切に記載されているか否かの審査に当たっては、以下の事項が満たされていること

を確認するものとする。 

① 事故の発生状況等を類型化し、当該類型の全てについて、当該損失の補てんを行う所属

商品先物取引業者の商号又は名称が明確に特定されているか。 

② いずれの類型にも該当しない場合、又はいずれの類型に該当するかが明確でない場合に
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ついても、当該事故による損失の補てんを行う所属商品先物取引業者の商号又は名称が特

定されているか。 

 

（３）その他 

法第２４０条の５第４号に規定する商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる

知識及び経験を有しない者であるか否かの審査に当たっては、登録申請書及び同添付書類等

を参考としつつ、次の点を確認するものとする。なお、申請者が外国法人である場合は、下

記①については国内に駐在する役職員の状況を、下記②及び③については国内における状況

を確認するものとする。 

① 商品先物取引仲介業務を行う者（商品先物取引仲介業務を行う役員、内部管理等の責任

者等）が、例えば、日商協の外務員資格取得者であるなど商品デリバティブ取引の仕組み、

法令、諸規定等につき一定以上の知識を有しているか。 

② 申請者がこれまで商品デリバティブ取引等を公正かつ的確に遂行してきた経験をもっ

ていること。 

③ 申請者が商品先物取引仲介業の他に行っている事業において、過去に公益に反するよう

な実態がないこと。 

④ 申請者が法第１５条第２項の欠格要件に該当しないこと。 

⑤ 申請者の所属商品先物取引業者が、自主規制機関に加入していること。 

⑥ 商品先物取引業者でないこと。 

⑦ 申請書類に虚偽の記載がないこと、又は重要な事実の記載が欠けていないこと。 

⑧ 申請者が法人又は商品先物取引仲介業務を行う使用人のある個人である場合、その行う

業務の内容及び規模に応じて、行おうとする業務の的確な遂行に必要な人員が配置され、

内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成となっているか。 

⑨ 申請者が法人又は商品先物取引仲介業務を行う使用人のある個人である場合、その行う

業務の内容及び規模に応じて、次に掲げる体制整備が図られているか（下記イ及びロにつ

いては、所属商品先物取引業者に帳票作成事務等を依頼し、商品先物取引仲介業者が管理

することも可能とする。また、下記ハからホまでに掲げる項目のうち、所属商品先物取引

業者により適切に実施される体制が確保されている項目は除く。）。 

イ．帳簿書類・報告書等の作成、管理 

ロ．顧客管理 

ハ．電算システム管理 

ニ．苦情・トラブル処理 

ホ．内部監査 

 

Ⅴ－２－３ 届出 

商品先物取引仲介業者の届出については、Ⅱ－７に準ずるほか、廃業等の届出については商

品先物取引仲介業者から法第２４０条の７第１項の規定に基づく届出書を受理する際、当該商

品先物取引仲介業者に対して必要に応じてヒアリングを行うなどにより、法第２４０条の２３

第１項の規定による登録取消しの事由の存しないことについて確認を行うことに留意するも

のとする。 

 

Ⅴ－２－４ 業務に関する帳簿書類関係 
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業務に関する帳簿書類の作成・保存に関する取扱いについては、Ⅱ－８に準ずるほか、法第

２４０条の２０に規定する規則第１２６条の２５に掲げる商品先物取引仲介業務に関する帳

簿書類については、所属商品先物取引業者のシステムやフォーマットを利用して作成すること

又は所属商品先物取引業者にその作成に係るシステムやフォーマットの構築を委託すること

ができるが、商品先物取引仲介業者が作成及び保存の義務を負うことに留意するものとする。 

 

Ⅴ－２－５ 外務員登録 

法第２４０条の１１に規定する法第２００条から第２０８条までの準用は、本監督指針のⅡ

－１０を適宜参照し、これに準ずるものとする。 
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Ⅵ．監督上の評価項目と諸手続（特定店頭商品デリバティブ取引業者） 

 

Ⅵ－１ 業務の適切性 

特定店頭商品デリバティブ取引業者の業務の適切性については、法第３４９条第３項で準用

する法第２１４条の３に規定する損失補てんの禁止行為が行われていないか、また、法第３４

９条第３項で準用する法第２１４条の３第３項ただし書による主務大臣の確認その他の法定

の手続を経ずに委託者等に損失の補てんが行われていないか、という点に留意するものとする。 

 

Ⅵ－２ 業務に関する帳簿書類関係 

業務に関する帳簿書類の作成・保存に関する取扱いについては、規則第１７１条又は第１７

２条に準じて作成すること。 

 

Ⅵ－３ 特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出 

 

（１）届出書の印章 

記載上の注意事項にある署名によることができる場合とは、代表者が印章を用いる慣習が

ない場合が該当する。 

 

（２）氏名又は商号若しくは名称 

届出に係る氏名又は商号若しくは名称については、顧客の誤認を防ぐ観点から、過去に存

在した商品仲買人、商品取引員等の名称は、合併、事業譲渡等により業務に継続性が認め

られる業者が使用する場合などを除き、極力使用されないことを確保することとする。 

 

（３）営業所又は事務所 

届出書に記載する営業所又は事務所とは、法人の場合、登記事項証明書（外国法人にあっ

ては準ずるもの）に記載された営業所又は事務所で、特定店頭商品デリバティブ取引業の

全部又は一部を行うために開設する一定の施設又は設備をいい、駐在員事務所、連絡事務

所その他商品デリバティブ取引及び特定店頭商品デリバティブ取引以外の用に供する施設

は除くものとする。 

なお、無人の営業所又は事務所については、これらを統括する営業所又は事務所の名称等

を記入させることとする。 

 

（４）届出書の添付書類 

① 規則第１６８条第２項に規定する書類等を添付する。 

② 住民票の写し等には、次の項目が記載されているものを提出させるものとする。 

イ．住所 

ロ．氏名 

ハ．生年月日 

 

（５）届出までの間の留意事項等 

届出者は、届出前に特定店頭商品デリバティブ取引業の業務を開始してはならない。 
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（６）特定店頭商品デリバティブ取引業者名簿 

① 法第３４９条第２項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者名簿には、法第３４

９条第１項各号に規定する事項を記載するものとする。 

② 届出書記載事項に係る変更届出書が提出された場合には、当該届出書の変更内容を特定

店頭商品デリバティブ取引業者名簿に反映させて記載するものとする。 

 

（７）変更届出 

特定店頭商品デリバティブ取引業者の変更届出については、法第３４９条第１項後段の変更

があった場合に届出をするものとする。 

 

Ⅵ－４ 変動証拠金及び当初証拠金の授受に係る措置について 

金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第１２３条第１項

第２１号の５に定める変動証拠金及び同項第２１号の６に定める当初証拠金については、以

下の点に留意し監督するものとする。 

（１）証拠金の授受 

金商業等府令における証拠金の授受に当たって、特定店頭商品デリバティブ取引業者

（規則第１６８条第４項第４号の規定に基づき同号イに掲げる事項を届け出ることとさ

れている特定店頭商品デリバティブ取引業者に限る。（２）において同じ。）は、金融機関

等を相手方とする非清算店頭デリバティブ取引（金商業等府令第１２３条第１項第２１号

の５に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。）において、同号及び第

２１号の６に規定する措置（変動証拠金及び当初証拠金の授受に係る措置）を講ずるに当

たり、当該非清算店頭デリバティブ取引に店頭商品デリバティブ取引を含めた上で、「金

融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の「Ⅳ―２－４（４）非清算店頭デリバティ

ブ取引」等を参照して適切な対応をとるよう努めているか。 

また、金商業等府令第１２３条第１０項第４号ロに規定する店頭デリバティブ取引に係

る想定元本額の合計額の平均額が３０００億円未満の特定店頭商品デリバティブ取引業

者（第一種金融商品取引業者等（注）である者に限る。）であっても、金融機関等を相手

方とする非清算店頭デリバティブ取引における変動証拠金の授受等に関する体制整備に

ついて、当該店頭デリバティブ取引に店頭商品デリバティブ取引を含め、「金融商品取引

業者等向けの総合的な監督指針」の「Ⅳ―２－４（４）非清算店頭デリバティブ取引」等

を参照して、取引の規模やリスク特性等を勘案し、適切な対応をとるよう努めているか。 

（注）第一種金融商品取引業者及び登録金融機関のほか、「主要行等向けの総合的な監督

指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的

な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」、「信託会社等に関する総合的な監

督指針」の対象となる者をいう。 

 

（２）定量的計算モデルの適合性の確保 

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に

基づき、金融庁長官が定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件」（平成２８

年金融庁告示第１５号。以下「金融庁告示」という。）第１条第１項の定量的計算モデル

を用いる方法により、金商業等府令第１２３条第１項第２１号の６イの潜在的損失等見積

額を算出する特定店頭商品デリバティブ取引業者は、当該モデルの適合性を確保するため、
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以下の点に留意することとする。 

①  当該定量的計算モデルの構築、使用その他の運用が、金融庁告示第３条から第６条

の規定に適合しているか。 

②  当該定量的計算モデルの構築、使用その他の運用が当該規定に反することとなった

ときは、特定店頭商品デリバティブ取引業者は、遅滞なく、その旨及びその内容を主

務省に報告しているか。 

 

Ⅵ－５ 行政処分を行う際の留意点 

法第３４９条第５項の立入検査、同条第７項の業務改善命令及び同条第８項の業務停止命令

については、Ⅱ－４－６に準ずるものとする。 

 



- 付 80 - 

 

Ⅶ．その他（無許可業者等） 

 

Ⅶ－１ 無許可業者等の実態把握等 

消費者からの苦情、捜査当局からの照会、地域の消費生活センター、日商協等からの情報提

供等から、無許可・無届けで商品先物取引業等を行っている者（以下「無許可業者等」という。）

を把握した場合は、当該情報提供者や消費生活センター等に当該業者における営業実態等に関

する資料の提供を依頼する等の方法により、実態把握に努めるものとする。 

特に、消費者から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対応のみに

留まることのないよう十分留意するものとする。 

 

Ⅶ－２ 無許可業者等に係る対応について 

無許可業者等に関する情報を入手した場合は、被害の拡大を防ぐ観点から下記のような対応

に努めることとする。 

 

（１）苦情等の受付 

消費者等から無許可業者等に関する情報提供があったときは、極力詳細な内容（業者名、

所在地、代表者名、電話番号、営業の実態、申出人氏名、申出内容を捜査当局へ連絡するこ

との可否等）を聴取した上、次により対応する。 

① 主務省の地方支分部局にて情報を受け付けた場合には、申出内容について聴取した上で、

入手した関連資料とともに本省の苦情・相談窓口担当や監督担当へ連絡する。 

② 連絡先が判明しない業者、入手した資料等のみでは無許可営業であることが判明しない

場合は、更なる情報収集に努める。 

③ 情報提供者から業者及び他の機関に連絡しないように求められた場合には、情報提供者

に不利益が及ばないよう留意する。 

④ 無許可営業が疑われる場合には、申出人においても捜査当局へ情報提供をするよう伝え

る。 

⑤ 主務省において、消費者からの苦情・照会の内容及び入手した資料、相手方の対応等を

整理・記録する。 

 

（２）無許可・無届けで商品先物取引業等を行っているおそれが認められた場合 

消費者等から受理した情報や消費生活センター等を経由して提供された情報等により、業

者名及び連絡先が判明しており、かつ、無許可営業に関する実態も判明している業者につい

ては、（注）の事項に留意した上で、当該業者に対し書面又は電話等により直接照会する等の

方法により実態把握を行う。その結果、当該業者が無許可営業を行っていると認められた場

合には、速やかに次により対応する。 

（注）無許可業者等に係る対応は、捜査当局による捜査に支障が出る場合を除くこととする。

なお、捜査当局より当該業者に係る許可の有無についての捜査関係事項照会等を受けた

ことをもって、直ちに、捜査当局による捜査に支障が出る場合と判断するものではない

ことに留意する。 

① 無許可営業に至った原因に故意性・悪質性がなく、顧客保護の観点から問題のある業者

でない場合には、直ちに無許可営業をやめるよう伝えた上で、商品先物取引業の許可申請

等を求める。 
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② ①に該当せず、無許可営業の事実があったものと認められる場合には、捜査当局に連絡

するとともに、係る行為を直ちに取り止めるよう警告書を送付する。 

③ 照会の結果、平成２３年１月以降の時点において無許可・無届けで商品先物取引業等を

行っていたものの、照会時点では商品先物取引業等に相当する行為を行っていないと認め

られる場合は、今後、商品先物取引業等を行わないよう警告書を送付する。 

 

（３）業者名公表等 

警告書の送付等の措置を採った場合は、消費者に対する注意喚起のため、対象となった無

許可業者等の商号、名称又は氏名（法人の場合は代表者の氏名）、判明している所在地又は住

所等について、主務省ホームページにて公表を行う。 

なお、警告の対象となった業者の所在地が不明な場合や虚偽である場合等、警告書の交付

が困難な場合には警告書の発出を行うことなく公表を行うものとする。 

 

（４）警告を発したにもかかわらず是正しない場合 

警告を発し、業者名等を公表したにもかかわらず、是正がみられない者、又は無許可営業

の実態に著しい悪質性、明確な違法性が伴う事実を判明している者については、必要に応じ、

捜査当局に対し告発を行うものとする。 
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